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各都道府県・指定都市の取組 

 

 

 

 

 

《注》 

「【３】スクールカウンセラー等の活用事例」に係る問題等の種別については、 

 各都道府県・指定都市の判断により、下記の区分から選択されたものである。 

 

①不登校 ②いじめ問題 ③暴力行為 ④友人関係 ⑤非行・不良行為 
⑥家庭環境（児童虐待、貧困の問題を除く） ⑦教職員との関係  
⑧心身の健康・保健 ⑨学業・進路 ⑩発達障害等 ⑪小中連携  
⑫その他の内容 ⑬児童虐待 ⑭貧困の問題 ⑮性的な被害 
⑯ヤングケアラー ⑰校内研修（スクールカウンセラー等が、学校の
教職員等に行うカウンセリングマインド等に関する研修会） 

⑱教育プログラム（ストレスマネジメントや援助希求行動などにつ
いて、スクールカウンセラー等が教職員と協働して実施するプロ
グラム） 

 

 

 

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 
   児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者をスクールカウンセラーとして公立

学校等に配置し、児童生徒へのカウンセリングや教職員・保護者への助言等を行い、児童生徒の心の悩み
の深刻化やいじめ・不登校等の問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応を図る。 

 
（２）配置・採用計画上の工夫 
   可能な限り希望する学校に通年配置するため、学校規模や各学校の状況を踏まえて、配置時間数等を決

定している。また、通年配置校以外の学校に対しては、生徒指導などに係る緊急事態が発生した場合など、
必要に応じて、カウンセラーを派遣している。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 【配置人数】 
  小学校     ： ５８人 
  中学校     ：１６３人 
  義務教育学校  ：  ５人 
  高等学校    ：１２０人 
  中等教育学校  ：  ２人 
  特別支援学校  ： １２人 
  教育委員会等  ：  ２人 

 
 【配置校数】 
  小学校     ：５１５校 
  中学校     ：４００校 
  義務教育学校  ：  ８校 
  高等学校    ：１８２校 
  中等教育学校  ：  １校 
  特別支援学校    １６校 
  教育委員会等  ：  １箇所 

 
【資格】 

  （１）スクールカウンセラーについて 
①公認心理師   ７４人 
②臨床心理士   ７１人 
③精神科医     ０人  
④大学教授等   １１人 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 
    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者     １１人 
    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者 ４４人 
     

【主な配置形態】 
    単独校  ２８小学校    （月２日・１回４時間） 
         ４７中学校    （月２日・１回４時間） 
          ６義務教育学校 （月２日・１回４時間） 
        １８１高等学校   （月１日・１回４時間） 
          １中等教育学校 （月１日・１回４時間 
         １６特別支援学校 （月１日・１回４時間） 
    拠点校 ３４３中学校    （月１日・１回４時間） 
    対象校 ４８７小学校    （年１日・１回４時間） 
         １０中学校    （年１日・１回４時間） 
          ２義務教育学校 （年１日・１回４時間） 
          １高等学校   （年１日・１回４時間） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①「活動方針等に関する指針」（ガイドライン）策定状況・周知方法 
全道連絡協議会において、ＳＣの職務、主な活動、ＳＣの効果的な活用に当たっての留意点等、活動方針

等について、ガイドラインなどにより周知した。 
  ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
    道の５地域で実施した地域別研修会に教職員が参加できるようにして研修を実施 

 

北海道教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

  ① 全道規模の研修会 

   ○ 北海道公立学校スクールカウンセラー（道教委任用のスクールカウンセラー） 
   ○ 市町村教育委員会任用のスクールカウンセラー 
   ○ 市町村教育委員会生徒指導・教育相談担当職員 
   ○ 北海道教育庁各教育局教育支援課生徒指導担当指導主事 
   ○ 北海道立教育研究所教育相談担当研究研修主事 
  ② 道内各ブロック規模の研修会 
   ○ 地区内の市町村教育委員会の教育相談担当者（教育委員会の担当職員、教育委員会が任用する教育相

談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど） 
   ○ 地区内でいじめや不登校等の児童生徒の心の問題に関する悩みや相談を担当している者（地域の中で

児童や家庭支援に当たっている担当職員、児童の相談所活動等に当たっている担当職員、教育相談担当
教職員、保健師・社会福祉士など） 

   ○ 地区内の北海道公立学校スクールカウンセラー及びスーパーバイザー 
   ○ 地区内の北海道いじめ問題等解決支援外部専門家チーム員 

 

（２）研修回数（頻度） 

年２回（全道での研修会への参加１回、道内各ブロックでの研修会への参加１回） 

 

（３）研修内容 

① 全道規模の研修会 
   ○ 講演 
    ・コロナ禍におけるトラブルを抱えた子どもや家庭への対応について 

～新しい生活様式を踏まえたスクールカウンセラーの対応～ 
   ○ 協議 
    ・対応に困難のある児童生徒や家庭、学校への支援の実際 
  ② 道内各ブロック規模の研修会 

   ○ 講話 
    ・効果的な教育相談・カウンセリングの進め方 
   ○ 情報交換・協議 
    ・いじめ問題・教育相談における効果的な事例について情報交換・協議 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

コロナ禍における子どもや家庭への対応に関する講演を経験のある方から聞くことにより、現状の子ども
や家庭の状況に対する理解が促進・共有されるとともに、SC が孤立しないよう SC 間での情報共有を進める
必要があることについて知ることができた。また、情報交換・協議において、様々な事例について検討する
ことにより、教育相談に関する技術等の向上を図るとともに、担当者間の連携を強化し、諸問題の解決に向
けた質の向上を図ることができた。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 有 

○活用方法 

  教育局毎に任命し、市町村教育委員会や道立学校から派遣申請の都度、派遣決定し、SCへの指導助言や

SC・教職員等に対し研修を行うこととしている。 

 

（６）課題 

   令和２年度からスーパーバイザーを設置したため、よりよい活用方法について研究し、更なる活用を

推進していく必要がある。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１-１】自殺未遂経験のある生徒のための活用事例（⑧心身の健康・保健）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

＜中学校の事例＞ 

 ・当該生徒は、小学校在学時に自宅で縊首による自殺未遂を図り、病院に搬送された。 

 ・学級担任が当該生徒に話を聞いたところ、自殺未遂は衝動的に行ったことであり、不安を感じた際に繰

り返すのではないかという不安を感じていた。 

 ・ＳＣは、当該生徒と継続的に面談を実施し、カウンセリングによって本人の気持ちを発散させたり、気

持ちのコントロールの仕方を一緒に考えたりする支援を行った。 

 ・ＳＣは、学級担任及び保護者と面談し、専門的見地から家庭や学校での対応について助言した。 

 

【事例１-２】臨時休業後の学校支援のための活用事例（⑫その他の内容）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 ＜中学校の事例＞ 

  ・当該中学校では、学校行事等の変更など、教育課程の変更に伴う生徒の不満や喪失感への対応が必要と

考え、ＳＣの助言を求めた。 

  ・ＳＣは、教職員との面談から支援が必要な生徒の情報を整理し、個々の記録シートを作成しながら要支

援生徒の理解に努めた。 

  ・ＳＣは、集団心理や個別支援に必要な教師の「やることリスト」を考案し、教職員に提示した。 

 

【事例３】ヤングケアラーの支援のための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

＜高等学校の事例＞ 

  ・保護者の健康面の課題から仕事や家事ができず、当該生徒ときょうだいが家事のほとんどを担っていた。 

  ・保護者の収入が少なく、食事が十分にとれない状況があり、当該生徒のアルバイト収入を生活費に充て

るとともに、祖母からの援助を受け、当該生徒の心理的負担になっていた。 

  ・ＳＣと当該生徒の面談を通じて、当該生徒の家庭状況を把握するとともに、学校と情報共有して、学校

から関係機関に働きかけた。 

  ・学校の働きかけにより、学校周辺の地域でアルバイトを斡旋したり、当該生徒やきょうだいを一時的に

預かる家庭につなげたりすることができた。 

 

【事例４】自殺予防教育の取組における活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

（１）自殺予防教育の概要 

  ① 自殺予防教育におけるテーマ（高校１年生対象） 

    援助希求的態度の育成：講話「いのちとこころを考える ～コロナとこころの危機～」 

  ② 内容 

    援助希求的態度の育成やＳＯＳを出せるようになることについての理解を深め、生徒同士で支え合

えるよう「傾聴」の技術を身に付け、人間関係を構築する。 

（２）自殺予防教育の成果等（生徒の感想など） 

  ・生徒からは、「話を聞いてもらうときに、うなずくなどしてくれると話しやすい」「話をすることで

楽になるということがわかった」などの感想が上がっており、ＳＯＳを出したり受け止めたりするこ

とを実感する様子が見られた。 

  ・講話について、思春期教室や保健科、家庭科の学習内容と関連付け、命の大切さや苦しいときに一人

で抱え込まないということの理解を深めることができた。 

  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

○ 令和２年度スクールカウンセラー相談人数（延べ人数） 

相談内容 ①不登校 ②友人関係 ③家庭環境 
④ 心 身 の 健

康・保健 
⑤発達障がい等 ⑤その他 合計 

相談人数（延べ） 8,349 2,678 1,961 4,364 1,801 5,018 24,171 

構成比 34.4% 11.1% 8.1% 18.1% 7.5% 20.8% 100.0% 

前年比（延べ）    ＋698 －681 ＋204 ＋1,075 －255 －52 ＋989 

  スクールカウンセラーへの相談は、昨年度に比べ相談人数は増加しており、特に「不登校」「心身の健

康・保健」に関する相談人数が増加した。最も多い相談内容は、「不登校」に係るものとなっており、その

多くを中学校が占めている。 

 

○ 児童生徒への個別カウンセリングの結果 

個別のカウンセリング人数（実人数） 
結果 

好転が見られた数 状況の好転が見られた割合（好転率） 

令和２年度 6,406 5,022 78.4% 

前年比    ＋265 ＋560 ＋5.7 ポイント 

令和２年度において、児童生徒への個別のカウンセリングついて、全体の相談件数、実人数ともに増加

していた。また、状況の好転が見られた割合は 78.4％であり、昨年度から 5.7ポイント増加した。 
 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

  ・ＳＣのスーパーバイザーを設置する必要がある。 

＜課題の原因＞ 

  ・ＳＣのスーパーバイザーを設置していない。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・ＳＣ活用事業実施要綱を改正し、ＳＣのスーパーバイザーを設置した。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・地域によってＳＣの確保が困難な地域がある。 

 ・ＳＣの支援の資質・能力の向上を図る場を設定する必要がある。 

＜課題の原因＞ 

 ・有資格者の居住地域が都市部に集中している。 

 ・道内町村・学校における勤務時数が少ないことから、ＳＣ確保について特に困難な地域がある。 

 ・児童生徒を取り巻く環境の変化に伴う多様な問題に対する研修の場が不足している。また、研修の場が

あっても遠隔地のため参加が難しい場合がある。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・当課で、全道からＳＣの候補者を募集して集約し、各教育局へ情報提供した。 

  ・スクールカウンセラー連絡協議会をオンラインで開催し、各勤務地から研修に参加できるようにした。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等、児童生徒が抱える問題への対応のため、児童生徒の臨床心理に関して高度で専門的な 

 知識、経験を有するスクールカウンセラーを各学校に配置・派遣し、教育相談体制の充実を図るものである。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

■配置について 

Ａ派遣…１回３時間×３５日（計１０５時間） 

Ｂ派遣…１回３時間×２０日（計 ６０時間） 

Ｃ派遣…１回３時間×１２日（計 ３６時間） 

県内全ての公立小中学校に配置し、児童生徒とのカウンセリングのほかにも校内研修の講師として活用する 

など、教職員の資質向上の一助となるよう配置の拡充を図っている。また、小学校と中学校が円滑に接続でき 

るよう、中学校区の小学校には可能な限り中学校と同じスクールカウンセラーを配置するようにしている。 

■採用計画 

より質の高い人材の確保を目指し、募集については、教育委員会ホームページでの公募としている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

■配置人数 

 小・中学校：７８人  高等学校・特別支援学校：９人 

（高等学校・特別支援学校配置９人の内４人は小・中学校を兼ねている。実人数は８３人。） 

■配置校数 

 小学校：２６５校  中学校：１５１校  高等学校：７校 

 ■スクールカウンセラーの資格 

  ①公認心理師：３７人  ②臨床心理士：２人  ③精神科医：０人  ④大学教授等：２人 

  ⑤上記①～④以外の者で自治体が認めた者：１人 

■スクールカウンセラーに準ずる者の資格 

  ①大学院修了：４人  ②大学・短大卒業：３７人  ③医師：０人 

  ④上記①～③以外の者で地方公共団体が認めた者：０人 

■主な配置形態について 

 定期派遣 

 ①年間３５日・１日３時間：６２中学校  ②年間２０日・１日３時間：６４小学校、５４中学校 

 ③年間１２日・１日３時間：２０１小学校、３５中学校  ④年間２５日・１日３時間：７高等学校 

 緊急派遣 

 市町村立小・中学校において、児童生徒に緊急にカウンセリングが必要な事案が生じた場合にスクールカウ  

 ンセラーを派遣する。 

要請派遣 

 県立学校を対象に、各校の派遣依頼に応じてスクールカウンセラーを派遣する。 

１回２時間：６８高等学校、２０特別支援学校 

   

  

青森県教育委員会 



（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

スクールカウンセラーの活動方針に関する指針（ガイドライン）は策定していない。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

スクールカウンセラー及び準ずる者を対象に研修会を１回実施した。内容は、「ＳＯＳの出し方教育」につ

いての講義、「スクールカウンセラーとの協働的な取組」についての事例発表、県内の生徒指導の現状につい

てなどである。スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進については、生徒指導担当指導主事等の会

議の場で話題とし、各学校への周知を図った。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

  スクールカウンセラー有資格者及び準ずる者 

 

（２）研修回数（頻度） 

  年１回（年２回を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で１回中止とした。） 

 

（３）研修内容 

・講義「ＳＯＳの出し方に関する教育」 講師 青森県総合学校教育センター指導主事 

  ・事例発表「中学校における不登校予防に関する研究～スクールカウンセラーとの協働的取組を通して」 

                   発表者 青森県総合学校教育センター研究員 

・青森県の生徒指導の現状について 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

  講義を通してＳＯＳの出し方に関する教育について理解を深めた。スクールカウンセラーと教員がＳＯＳの

出し方指導を一緒に行う事例などを紹介することで、スクールカウンセラーから積極的に取り組みたいという

声が聞かれた。また、不登校予防の事例発表の内容は、スクールカウンセラーと教員が定期的に一緒に授業を

行うものであり、面談や校内研修以外でのスクールカウンセラーの活用の一例として大いに参考になった。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・○無） 

 

（６）課題 

スクールカウンセラーからは、自身のスキルアップを図ることができ、スクールカウンセラー同士のつなが

りを深めることができるため研修機会を増やしてほしいという声が多くあるが、相談時間の確保を優先してい

るため、研修時間の確保に苦慮している。県が主催する研修会に青森県公認心理師・臨床心理士協会主催の研

修を抱き合わせる形で実施するなど工夫をしているが、更なる研修内容の充実が課題となっている。 

  また、問題行動や不登校、いじめ、虐待等のほか、ヤングケアラーやＬＧＢＴなど相談内容が多様化、深刻

化しているため、関係機関やスクールソーシャルワーカーとの連携を強化しながら、スクールカウンセラーの

資質向上に努めていくことが課題である。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校やいじめ、暴力行為等の未然防止のための活用事例 

（①不登校、②いじめ問題、③暴力行為）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

 面談がない時間には、授業参観や部活観察のほかに廊下の掲示物、児童生徒の作文や描画を観察し、児童生徒 

の心理を分析している。観察結果をもとに学級担任や養護教諭と連携し、問題行動や逸脱行動が起きる前の声が 

けや面談を実施している。学校とスクールカウンセラーがチームとして活動することを心がけ、面談結果も報告 

書だけではなく、コンサルテーションも兼ねて報告し、連携を図りながら教育相談体制を作っている。 

 

【事例２】育児放棄の母親をサポートするための活用事例（⑬虐待）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

自らが温かい関わりで育たなかった母親は、自己充実欲求と子どもに寄り添う子育てとの矛盾から育児放棄と 

なった。小学１年生の女子児童は、食事が満足に与えられず、愛情欲求不満をもち、情動的な行動が多くなり、

虚言、多動、宿題をしない、学習の理解が遅いなど、集団での適応が難しくなった。母親としての役割意識が欠

如し、著しく自己中心的な母親の背後にある感情が何に由来するものかについて、母親の感情を尊重しながら話

を聞き、並行面接から母親の気持ち、子どもの気持ちを代弁し、子どもと母親の関係を橋渡しすることによって

親子関係の改善を図った。また、校内でケース会議をもち、チームとして面談や描画からの母子の心理や現状の

情報を共有し、児童相談所と母親をつなぎ、本児の発達のつまずきから特別支援に向けて関わり、その結果、生

活環境も改善され、支援学級で生き生きと学びを進めることができた。 

母親の抱えている深刻な内的問題により、子どもへの強い拒否感を示している場合でも、学校、スクールカウ

ンセラー、児童相談所というチームの連携により、自分は確かに他者によってサポートされているという実感を

母親がもつことができた事例である。 

 

【事例３】家事で休みがちな生徒を支援するための活用事例 

（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

 経済的に厳しい母子家庭の高校３年生の事例。母はうつ状態で妹には発達障害がある。生徒は家事や妹の世話

をしなければならないため、学校を休みがちとなった。スクールカウンセラーが面談をしたり、学級担任が相談

にのったりしていたが、連絡もとりづらい状況となった。そこでスクールカウンセラーが中心となり支援方針に

ついて話し合い、スクールソーシャルワーカーと連携することとした。スクールソーシャルワーカーが家庭訪問

を継続しながら対応している。 

 

【事例４】教員とスクールカウンセラーが協働で授業を行う事例 

（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

 不登校予防を目的に月１回学級活動の時間に「心の健康プログラム」を計画した。教員だけではなく、スクー

ルカウンセラーがゲストティーチャーとして授業を行う場合や、スクールカウンセラーと教員が一緒に授業を行

う場合もある。内容は、生徒の実態に合わせながらスクールカウンセラーの意見を取り入れ、ストレスマネジメ

ント教育、アサーショントレーニング、キャリアカウンセリングなどを実施するものである。「プログラムの実

施」→「教員へのコンサルテーション」→「フォローアップ」→「プログラムの実施」の流れで行った。スクー

ルカウンセラーの授業に対して生徒からは「自分からスクールカウンセラーの所へ行かなくても接することがで

きてよかった。」「学校で学べないことを教えてくれる。」「精神の状態を詳しく教えてくれるからよい。」な

どの声が聞かれた。また、教員からは「生徒が身近な存在と感じ相談しやすくなる。」「専門知識を持っている

のでハッとする教えがあり参考になる。」「自分の生徒への関わり方を確認できた。」「生徒の心情を深く引き

出していた。」などの声があった。 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

①令和２年度延べ相談者数 

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 

１０，８８４ １１，３６０ １，４４３ １０ ２３，６９７ 

 

 ・前年度に比べ小学校が７５０人増、中学校が１，０４５人増、高等学校が１８０人増、特別支援学校が１４

人減となり、合計では１，９６１人の増であった。スクールカウンセラーを多くの相談者が活用した。 
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小学校 1,504 91 34 28 1,067 4 30 1,357 142 1,657 649 1,414 2,907 10,884 6 

中学校 3,142 65 5 19 735 2 50 950 96 2,432 705 540 2,619 11,360 11 

高等学校 222 8 2 5 193 0 10 186 35 470 77 141 94 1,443 2 
特別支援学校 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 2 0 10 0 

合 計 4,868 164 41 52 1,996 6 94 2,494 273 4,560 1,432 2,097 5,620 23,697 19 

 

・小学校では「心身の健康・保健」、「不登校」、「発達障害」、「家庭環境」が多くなっており、全体に占

める割合は前年度とほぼ一緒であるが、「心身の健康・保健」については５ポイント増となっている。 

・中学校では「不登校」、「心身の健康・保健」が多くなっており、全体に占める割合は前年度に比べ「不登

校」が２ポイント増、「心身の健康・保健」が６ポイント増となっている。 

・高等学校では「心身の健康・保健」、「不登校」、「友人関係」、「家庭環境」が多くなっており、全体に

占める割合は前年度に比べ「心身の健康・保健」が７ポイント増、「家庭環境」が４ポイント増となってい

る。 

 ・小学校、中学校、高等学校で「心身の健康・保健」についての相談が増加した。 

 

③スクールカウンセラーを講師とした校内研修会及びスクールカウンセラーによる教育プログラムの実施回  

 数 

 校内研修会 教育プログラム 

 教職員 児童生徒 保護者 教職員 児童生徒 保護者 

小学校 ４１ ３６ ７ ２０ ８１ １１ 

中学校 ６３ １１ ３ ２ ５３ １ 

高等学校 １２ ９ ２ ０ １０ ０ 

特別支援学校 １ ０ ０ ０ ０ ０ 

合計 １１７ ５６ １２ ２２ １４４ １２ 

 

・校内研修等の実施は、小学校が２６５校中４４校（１６．６％）、中学校は１５１校中３２校（２１．２％）、

高等学校は６８校中１１校（１６．２％）、特別支援学校２０校中１校（５％）である。 

・教育プログラム実施回数は、小学校が２６５校中３１校（１１．７％）、中学校は１５１校中２４校 

（１５．９％）、高等学校は６８校中４校（５．９％）である。 

 

 
 

 



 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・年間派遣時間数の増加及び限られた時間内での効果的な活用方法の確立が課題である。 

＜課題の原因＞ 

 ・相談者数の増加及び相談内容の深刻化。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・小中連携型配置校（同一中学校区内に同一スクールカウンセラーが配置されている学校）においてスク

ールカウンセラーの配置日時（時間）の交換等を可能とし、スクールカウンセラーの効率的・効果的な

活用を促進した。 

 ・高等学校、特別支援学校での要請派遣希望の増加に対応するために、中学校のＡ派遣の時間数を１４０時間 

から１０５時間に変更した。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・年間派遣時間数の柔軟な活用と限られた時間内でのスクールカウンセラーの効果的な活用方法の確立が課題 

である。 

・相談者が増加傾向にある中で、教職員の教育相談スキルのアップが必要であり、スクールカウンセラーを講

師とした校内研修会及びスクールカウンセラーによる教育プログラムを実施している学校数が少ない現状

を踏まえ、校内研修会と教育プログラムを各学校で積極的に取り入れていく必要がある。 

＜課題の原因＞ 

・いじめ、不登校、虐待、貧困等生徒指導上の問題の多様化、深刻化により生徒及び保護者、教職員からの相

談が増加していること。 

 ・相談活動で派遣時間を使ってしまい、校内研修や教育プログラムに時間をとることができていない。 

 ・校内研修や教育プログラムにおいての活用例が少なく、どのように活用すればよいかわからない。 

＜解決に向けた取組＞ 

・同一市町村において同一スクールカウンセラーが配置されている小中学校では、小中連携型配置校でない場

合でも、スクールカウンセラーの配置日時（時間）の交換等を可能とする。 

・校内研修や教育プログラムの活用例を各学校に紹介する。また、積極的に校内研修や教育プログラムに活用

するよう呼びかける。 

 

 

 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

日常の学校におけるストレスや東日本大震災津波等により、心にダメージを受けた幼児児童生徒のこころ

のサポートのために、スクールカウンセラーを配置するとともに、臨床心理士等で構成する「こころのサポ

ートチーム」を活用しながら、組織的・継続的にこころのサポートに取り組む。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・ 公立中学校において、被災状況、学校規模、支援ニーズ等に応じて配置し、県内ほぼすべての学校に

配置した。公立小学校については、ニーズの高い学校に配置した。県立高等学校、特別支援学校につい

ては、被災状況、学校規模、支援ニーズ等に応じて配置した結果、高等学校は 90％を超える配置、特別

支援学校は、全校配置となった。 

・ また、沿岸部の被災児童生徒が在籍する学校を巡回して支援にあたるための巡回型カウンセラー（11

人）を配置した。 

・ 採用については、特に配置が難しい地域への勤務が可能かどうか等も把握しながら、ニーズが高い地

域への配置を考慮し、採用を行っている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数】（重複有り） 【配置校数】 

小学校    ５４人   小学校    ２４９校（中学校配置 SC を校区の小学校に配置を含む） 

中学校    ７０人   中学校    １４８校 

高等学校   １４人   高等学校    ６０校 

特別支援学校 １０人   特別支援学校  １４校 

教育委員会等  ８人   教育委員会等   ７箇所 

【資格】 

   ・ スクールカウンセラーについて（５０人） 

    ① 公認心理師  ８人  ② 臨床心理士  ７人  ③ 精神科医 ０人   

④ 大学教授 ０人    ⑤ ①と②両方 ３３人  ⑥ ①②④３つに該当する者  ２人 

・ スクールカウンセラーに準ずる者について（１８人） 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

１年以上の経験を有する者  ３人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につ

いて、５年以上の経験を有する者    １４人 

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

１年以上の経験を有する者  ０人 

    ④ その他  １人 

【主な配置形態】 

・ 単独校  小学校    ９０校（１回４時間） 

                   ※年３２回：４９校  年１６回：４１校 

          中学校   １２９校（１回４時間または６時間） 

                   ※年３２回：１１０校  年１６回：１９校 

岩手県教育委員会 



 

高等学校    １校（１回４時間または６時間） 

                  ※年３２回（本校）、年１６回（奥州分校） 

         特別支援学校 １４校（１回３時間） 

                  ※年１１回：２校、年１０回：２校、年９回：1校、年６回：５校、 

年５回：３校、年３回：１校 

                  

   ○拠点校  高等学校 ５９校（月１～２回・１回６時間） 

   ○対象校  中学校 １１０校（週１日・年３２回・１回４時間または６時間） 

                  ※中学校１１０区内の小学校も対象 

   ○巡回型（沿岸部３教育事務所に配置） 

小学校  ４９校（週１日・１回６時間） 

         中学校  １９校（週１日・１回６時間）   

         義務教育学校１校（週４日・１回６時間） 

                              ※名称：巡回型カウンセラー 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

   本県では、国の動向等をふまえ、平成 30年 10 月に「スクールカウンセラー活用指針（岩手県教育委員

会）」を策定し、令和２年２月に改訂をした。 

本指針は、県内のすべての市町村教育委員会、学校へ配布し、スクールカウンセラーの活用について周

知している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

 ・ 研修については、「こころのサポート校内研修」として、被災や日常ストレスにより心にダメージを受

けた児童生徒へのきめ細やかな対応や、ストレス症状の基本的な理解、学校における組織的な心のサポー

ト対策など、学校の実態に応じた研修会を配置スクールカウンセラーを講師として実施している。 

・ また、①以外の教職員の理解促進に向けた取組として、スクールカウンセラー連絡協議会で、スクール

カウンセラーが新規に配置となる学校の教職員も参加対象とし、スクールカウンセラーの役割やその活用

方法等について情報共有をしている。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者 

 
 
（２）研修回数（頻度） 

年３回（うち１回は、県臨床心理士会が主催するもの） 

 
 
（３）研修内容 

・ スクールカウンセラーが担う役割について 

・ 希死念慮を有する児童生徒へのＳＣとしての対応について 

・ 緊急支援に入るＳＣ手引きについて 等 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

スクールカウンセラー連絡協議会において、増加傾向にあった希死念慮をもつ児童生徒への対応に関す

る研修を行った。講師による講演と、講演後のＳＣによる情報交換により、児童生徒に対する効果的な対

応、支援の在り方、医療へのつなぎ方、教職員との連携の在り方に関する基本的な考え方を学んだ。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 

沿岸部の３教育事務所に３人のＳＶを県外から派遣している。また、本庁勤務のカウンセラー２名をＳ

Ｖとし、希望のあるスクールカウンセラー（主に準ずる者）に対してＳＶを行う体制を整えている。 

○活用方法 

スクールカウンセラーへのＳＶに加えて、スクールカウンセラー及び教職員の研修会等の講師を務める

など、心理教育や心のケアに関する専門性が求められる場において積極的に活用している。 
 
（６）課題 

・ 県内において有資格者は増えてきているものの、準ずる者も依然として多く、スクールカウンセラー

全体の資質向上が求められる。 

・ 他県から招聘するＳＶは令和２年度で終了し、令和３年度以降は、県内人材によりＳＶを設置してい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校改善及び学業・進路支援のための活用事例（①、⑨）＜単独校配置＞ 

 男子生徒 A は、中学１年生の２学期から学校で他生徒と会うことに不安を感じ不登校状態となった。Aの母

親がカウンセリングを希望し、SCと母親とのカウンセリングを調整した。カウンセリングを継続する中で、A

もカウンセリングを希望するようになり、その時だけは学校に来られるようになった。Aとのカウンセリング

を継続する中で、SC から「Aが学習することを希望していること」の情報提供があり、Aと学校もつながりを

持てるようになった。背景には、Aがカウンセリングの中で「PC やゲーム、機械いじりが好きなこと」、

「プログラミングに興味があること」、「将来はゲーム関係の仕事につきたいこと」などを話すようにな

り、「自分のなりたい職業に就くためには、勉強しないといけない」と話すようになったということがあっ

たとのことだった。 

 また SCからのコンサルテーションでは「Aの困難さの根っこには、やる気になるポイントが大多数の生徒

と異なる可能性があること」、「人間関係がモチベーションにつながりにくいこと」、「Aがやる気になるポ

イントが何かを把握し、広げ、未来に希望を持てるよう援助することが必要であること」が伝えられた。保

護者からの話では、不登校のことだけでなく、友人とのコミュニケーションの苦手さや学習へのモチベーシ

ョンの低さ、主体性のなさを強く心配していることを聞いていただけに、やる気にも支援をする必要がある

というコンサルテーションは、援助の見方が大きく変わるものだった。 

 保護者とも SC からの話を共有した。保護者はプログラミングのイベントや町のパソコンショップとつなが

りを持ったりと、Aの興味関心を広げるサポートを熱心に手伝った。学校では、Aの興味関心に合わせた個別

学習したり、援助の方法を考えるヒントとするために特別支援コーディネーターと連携したり、心理検査を

実施したりした。また保護者と中学２年生からの Aの適正就学の相談をもち、在籍学級を特別支援学級へと

変更することとした。 

 A は中学２年生からは毎日登校することができ、中学３年生では自分の関心のある学びができる工業高校を

選び進学することができた。 

   

【事例２】児童虐待防止のための活用事例（⑬）＜単独校配置＞ 

中学１年生の女子。家族は祖父母、母、妹がいる。準要保護家庭で、経済的には余裕がない。しかし母親は

自分の趣味に熱中しており、本人の世話をしない、学校行事に出ない、医療費がかからないのに歯科受診をさ

せないなど、小学校時代からネグレクトが続いていると考えられた。市の方でも家庭を支援してきたが、母親

の養育態度は変わらなかった。入学してまもなくから遅刻が目立つようになり、当該生徒に担任が SC との面

接を勧めた。当該生徒は、SC に「クラスの男子たちから悪口を言われるので、学校にいるのがつらい」と訴え

た。定期的な入浴や洗髪をしていなかったために、臭いもしていた。学年主任は担任、養護教諭、SC と情報共

有をして、支援の方向性について協議した。 

 担任が複数の男子生徒に聴き取りを行い、併せて養護教諭が本人への実際の洗髪を含む生活指導をしてか

ら、「悪口」がなくなった。SC との面接を重ねていくうちに、「友だちと話せるようになって、学校が楽しい」

と言うようになり、遅刻もなくなった。担任には「母親によるネグレクト」を、自分から訴えた。またクラス

の合唱リーダーを意欲的につとめるようになり、校内での行動も変化が見られるようになった。成長モデルの

欠損を補うためにも、養護教諭による生活指導と歯科受診への支援は継続した。このように SC との面接で本

人の主体性を引き出すとともに、校内での支援体制を構築していった。 

 

【事例３】性的な被害を受けた児童支援のための活用事例（⑮）＜単独校配置＞ 

 小学校高学年の女子児童が、上級生の男子と一緒にいるときに性的な嫌がらせを受けた。近所の人の通報に

よって、学校がすぐに対応した。加害児童に対しては、保護者了解のもとで、すぐに児童相談所と連携をとり、



対応することができた。しかし、被害児童は、家族や先生方に対して、状況や気持ちを話せずにいた。学校で

は、長期休業期間が迫っていたため、家庭で一人で過ごす時間が増える前に、心のケアを行ないたいと考えた。

また、長期休業中の関わりと、学校再開後の安定した生活のための支援の検討を行うという、２つの目的で SC

にカウンセリングを依頼した。長期休業前であったが、管理職が SC に調整を依頼し、勤務日を変更してもら

い急遽、対応してもらった。被害児童へのカウンセリングでは、安心して話せるようにと児童が信頼する先生

同席でカウンセリングを行なった。SCは、絵画などを用いて児童の不安を取り除きながら、体調面や家での様

子、心配な点などを引き出してくれた。本人や家族の了解を得られたため、カウンセリング後に管理職、担任、

SC らでケース会議を行った。SC からは、カウンセリングの見立てを通して、本人の状態像や家庭などの身近

な援助資源について助言を受け、長期休業中と学校再開後の支援策について具体的に話し合った。 

 長期休業中の児童への関わり方に加え、再開後の支援について考えられたことは、休み明け直後の校内体制

を整えることに効果的であったと考える。今回、SC の見立ては、具体的な支援策の検討と、学校ですべきこと

を明確にするために重要だった。この検討によって、児童の安心感に加え、先生方の安心感と安定した関わり

にも繋がった。 

 

【事例４】校内研修のための活用事例（⑰）＜教育委員会等配置＞ 

本事例は、「こころのサポート校内研修会」の一環として小学校にて実施された、「社会性に困難を抱える

子どもの理解と支援」に関する研修である。主に、自閉症スペクトラム症・ADHD の理解と支援の仕方を学ぶこ

とを目的とし、SC が講師を務め、各学年の担任らをはじめ、特別支援コーディネーターや養護教諭、管理職も

参加した。まず子どものそだちを、社会性・認識の発達の２つの軸で捉える視点を概説し、定型発達・知的障

害・ADHD・アスペルガー障害（自閉症スペクトラム）の見取り図を整理した。次いで、社会性に困難を抱える

自閉症児の臨床事例を紹介した。支援者の基本姿勢として、第一に「子どもの見ているものを共に見ること」、

第二に対面ではなく「子どもと横並びに立つこと」、第三に「子どもが微かでも興味を示すものや遊びに注目

すること」を呈示した。その興味の対象が徐々に形を成し、遊びが深まってくると共に、不明瞭であった独語

が意味ある発語となり、固かった表情に笑顔が生まれ、学級で教師との交流さえ生じてくるプロセスを SC は

紹介した。  

加えて、社会性のそだちと臨床事例をつなぐ補助線として「共同注視」の概念を取り上げ、教師と子どもの

関係にこれを敷衍した。教室における教師と子どもの関係は、一般的には「相互に見つめ合う」関係であるか

のように理解されるが、「互いに同じものを見ようとする」関係とも考えられる。発達心理学ではこれを「共

同注視」と呼び、乳幼児における言語・社会性発達の画期と位置付ける。そして学校では「教師の見るものを、

子どもが共に見ること（共同注視）」をある程度達成できて、はじめて学級集団での「まなび」が成立する。

自閉症スペクトラムとは、この共同注視に発達的な躓きを抱えた障害でもあるため、学校では社会性の困難さ

が際立ってしまう。 

以上の講義内容を総合して、SC は支援の要として、次の点を強調した。つまり、「こちらを見なさい」と教

師の見る方向へ子どもの注意を無理に誘導するのでなく、その子ども自身の見つめている先を、まず教師をは

じめ支援者が共に見つめようとすること、これこそが社会性のそだちを育む上で大切である。また、そこに特

別支援教育の意義や、集団における個別支援の必要性が存するということを、改めて出席者と理解を深めた。

講義のあとの質疑応答では、担任らの日頃の悩みや困り感などを共有し、支援のあり方を議論した。その中で、

社会性の困難さがある子どもは、姿勢が曲がっていたり、授業中に足を組んだり、体軸や体幹の不安定さも特

徴的にみられることが指摘された。つまり、子どものそだちを支援する上では、社会性・認識の軸に加えて、

第 3 の軸として「身体性」を考慮する必要があること、その発達や成長のために教師や SC は何ができるだろ

うかという課題が導き出された。本事例の校内研修を通して、「答え」だけでなく、新たな「問い」が生じた

ことこそ、最も意味ある成果であったと考える。  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ＜「心とからだの健康観察」集計結果から＞ 

・ 本県の「要サポート」（過覚醒、再体験、回避・まひ、マイナス思考の項目において、サポートライ

ンに達している）の児童生徒の割合は年々減少しており、近年は横ばいとなっている。  

・ 小学校低学年の「要サポート」の割合は高いが、学年進行とともに減少に転じている。 

・ これらのことから、スクールカウンセラー等の活用により、学校生活の中で適切な心のケアが行われ

ていると捉えることができる。 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・ 被災を経験した児童生徒における「要サポート」の割合は依然として高いことから、一層丁寧な支援

の継続が必要であること。 

・ 今後更に効果的にＳＣを活用するにあたり、各学校が「心とからだの健康観察」の結果に基づく教育

相談や心のケアをＳＣと協力して実施することができるようにすること。 

・ 学校内でＳＣがいじめや不登校等の問題に、教職員及び専門機関と連携して対応していくために、一

層の資質の向上を図っていくこと。 

・ 各学校における効果的なＳＣの活用・専門機関との連携について周知していく必要があること。 

＜課題の原因＞ 

・ 震災に起因とする様々な環境変化に伴う保護者の持つストレスと、それに伴う児童生徒への影響。 

・ 学校教職員とＳＣとの連携の在り方。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・ スクールカウンセラーを対象とした研修会の実施 

ＳＣと学校現場で教育相談コーディネーターを務める教員の実践発表をもとにした協議により、児童

生徒に対する効果的な対応、支援の在り方、教員との連携についての基本的な考え方を学んだ。 

・ 学校へのスクールカウンセラー活用についての周知 

「スクールカウンセラー活用指針（令和２年２月改訂）」の配付による周知や、「心とからだの健康

観察」実施の際の通知の中でＳＣとの連携の在り方を明示。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・ 被災を経験した児童生徒における「要サポート」の割合は依然として高いことから、一層丁寧な支援

の継続が必要であること。 

・ 今後、更に効果的にＳＣを活用するにあたり、各学校が「心とからだの健康観察」の結果に基づく教

育相談や心のケアをＳＣと協力して実施することができるようにすること。 

・ 学校内でＳＣがいじめや不登校等の問題に、教職員及び専門機関と連携して対応していくために、一

層の資質の向上を図っていくこと。 

・ 各学校における効果的なＳＣの活用・専門機関との連携について周知していく必要があること。 



 

＜課題の原因＞ 

・ 震災に起因とする様々な環境変化に伴う保護者の持つストレスと、それに伴う児童生徒への影響。 

・ 学校教職員とＳＣ、ＳＳＷ等の専門機関との連携の在り方。 

＜解決に向けた取組＞ 

・ スクールカウンセラーを対象とした研修会の実施 

希死念慮を有する児童生徒へのＳＣとしての対応について、精神科医及び臨床心理士の講演により学

ぶとともに、事例検討をとおして、児童生徒に対する効果的な対応、支援の在り方、教員との連携につ

いての基本的な考え方も学ぶ。 

・ 学校へのスクールカウンセラー活用についての周知 

「スクールカウンセラー活用指針」の配付による周知や、「心とからだの健康観察」実施の際の通知

の中でＳＣとの連携の在り方を明示。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

本県における児童生徒を取り巻く生徒指導上の諸課題における，不登校や高等学校の中途退学については，震災 

前から全国値と比較して高い水準にあり，震災から１０年を経た後もその傾向は継続している。地域的には，津波

による直接的な被害を受けた沿岸部だけでなく，沿岸部や他県からの避難・移転が多くあった内陸部や県南部地域

でも同様の傾向にある。また，インターネットの普及等を背景とする問題行動の広域化・複雑化や，震災による家

庭環境の変化，保護者の監護能力の低下等により，対応や指導に苦慮するケースが増加している。 

したがって，児童生徒や保護者が速やかに相談できる校内体制を整え，不登校等の問題行動や震災の影響等を踏 

まえた心のケアへの対応を充実させるため，スクールカウンセラーを配置し効果的に対応する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
  全ての公立学校に配置できるようにしている。また，いずれの校種においても，学校からの要請に応じてスクー 

ルカウンセラーを緊急派遣（追加派遣を含む）ができるようにしている。 

  小学校    ：全ての市町村教育委員会に広域カウンセラーを配置し全小学校に派遣 

  中学校    ：全ての公立中学校にスクールカウンセラーを配置 

  高等学校   ：全ての県立高等学校にスクールカウンセラーを配置 

  特別支援学校 ：要請のあった県立特別支援学校全てにスクールカウンセラーを派遣 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
○ 配置人数（実人数） 

  小学校    ：１１７人          中学校    ：１０４人 

  義務教育学校 ：  ２人          高等学校   ： ８３人 

  特別支援学校 ： ２５人          教育委員会等 ： １６人 

○ 配置校数 

  小学校    ：２４９校          中学校    ：１３３校 

  義務教育学校 ：  １校          高等学校   ： ７２校 

  特別支援学校 ： ２５校          教育委員会等 ：  ６箇所 

○ 資格 

 （１）スクールカウンセラーについて 

  ① 公認心理師 ： ２０人         ② 臨床心理士 ： １４人 

  ③ 精神科医  ： 該当なし        ④ 大学教授等 ： 該当なし 

⑤ ①から④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

          ： 該当なし 

  ⑥ ①②の２つに該当 ： １２７人     ⑥ ①④の２つに該当 ： １人 

  ⑦ ②④の２つに該当 ：   ３人     ⑧ ①②④の３つに該当： ５人 

  

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修士課程を修了した者で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，１年以上の経

験を有する者         ３人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，５年以

宮城県教育委員会 



上の経験を有する者     ９１人 

③ 医師で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，１年以上の経験を有する者 

               該当者なし 

  ④ ①②の２つに該当するもの １２人 

⑤ 上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者 

            １１人 

 

○ 主な勤務形態  

    単独校  中学校    ： ２７校（年３７回 １回６時間） 

         義務教育学校 ：  １校（年３７回 １回６時間） 

         高等学校   ： ７２校（年２４回 １回６時間） 

         特別支援学校 ： ２５校（年１０回 １回６時間） 

    対象校  中学校    ：１０６校（年３７回 １回５時間） 

    巡回校  小学校    ：２４９校（年２０回 １回５時間） 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  スクールカウンセラー活用の手引及びスクールカウンセラー活用指針を作成し，各校に配布・説明し，周知を図

った。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

 連絡協議会をスクールカウンセラーと学校担当者合同で行っている。 
 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 
（１）研修対象  ※特別支援学校は新型コロナウイルス感染症感染拡大のため不実施 

 ○ 小・中学校  スクールカウンセラー 

 ○ 高等学校   スクールカウンセラー及び学校担当者 

 ○ 特別支援学校 スクールカウンセラー及び学校担当者 

 

（２）研修回数（頻度） 
 ○ 小・中学校  連絡会議（年２回），各教育事務所単位のスクールカウンセラー研修会（年１～２回） 

 ○ 高等学校   連絡協議会（年１回），ＳＣ研修会（年１回）  

 

（３）研修内容 
 ○ 小・中学校   

  ・県の施策やスクールカウンセラーの配置・活用等に係る行政説明 

  ・事例についてのグループ協議等 

○ 高等学校 

 ・県の施策やスクールカウンセラーの配置・活用等に係る行政説明 

  ・コロナ禍での支援の在り方について 

  ・自死の未然防止について 



（４）特に効果のあった研修内容 
○ 小・中学校 

 ・ 事例検討会を通して，事例の見立ての方法等についての見識を深めることができた。また，講師からの指導

助言を受け，スクールカウンセラーの力量を高めることができた。    

○ 高等学校 

・ 事前に自死の予防について学校担当者とスクールカウンセラーとの間で自死の未然防止等について事前に協 

議してから，当日の講義を受講することとしたため，自死の未然防止について理解を深めることができた。ま 

た，学校担当者とＳＣとで協議した内容をまとめ，配布することにより，各校での協議の内容を共有した。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症による影響について様々な視点から話があったことにより，夏休み明けの生徒の 

心の動きに注意しながら相談に当たることができた。 

   

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（有・無） 
・ 小・中学校 

  ５教育事務所に「専門カウンセラー」の名称で１４人配置（年間７０回） 

・ 高等学校 

  県教育委員会高校教育課に２名配置（年間５８回配置） 

 
○活用方法 
・ スクールカウンセラー及び教職員への助言及び援助 

・ 児童生徒，その保護者及び教職員へのカウンセリング 

・ 各学校及び生徒のカウンセリング等に関する情報の収集及び提供 

・ スクールカウンセラー及び教職員の研修における指導及び助言 

・ その他，教育委員会が必要があると認める業務（緊急時の派遣対応）等 

 
（６）課題 

・ スクールカウンセラーが「チーム学校」の一員として，積極的に各学校の教育相談体制づくりに関わる具体

の方法を理解すること，意識を高めること。 

・ スクールカウンセラーが相談を受けた生徒の問題で，一人で抱え込まないようにスクールカウンセラーの横

のつながりをつくることや，スーパーバイザーに相談しやすい環境をつくること。 

・ スクールカウンセラーが「集団守秘義務」に留意しながら，必要な情報を学校と共有し，チームとして生徒

及び保護者の支援に当たること。 
 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校のための活用事例（①）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
元々人付き合いが苦手な生徒で，高校生活にとても不安があった。そのような中，学校が休校になってしまい，不

安がどんどん大きくなり，心身ともに調子を崩し学校に来られなくなってしまった。 

生徒本人だけではなく母も継続的にカウンセリングを受けた。カウンセリングを継続して受けることを本人が強く

望んでおり，本人にとって家族以外の人と話をするいい機会になっている。母も自分の気持ちを聞いてもらういい機

会となっている様子である。 

カウンセリングに来た際に教職員が声掛けを行うようにし，本人が安心するよう配慮をしている。その結果，徐々

に登校する回数が増加してきた。 



【事例２】虐待ための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
 母親による暴力があり，児童相談所が仲介に入った。現在，本人は親戚宅に滞在している。他人とコミュニケーシ

ョンをとるのが苦手であり，それを親戚にも指摘され努力している。 

 本人の継続的なカウンセリングを行い，家庭内の問題や今までの学校生活での心の傷など，本人が自身の理解を深

めながら気持ちの整理ができるように進めた。また，学校で得た情報を担任とカウンセラーが共有することにより，

学校側とカウンセラーが生徒に寄り添い，生活の安定を図った。教職員，児童相談所，カウンセラーが情報を共有し

ながら対応した。 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
小学校１年生から手伝いを始め，小学校３年生で大人並みの食事作り，家の掃除全般を行っている。小学校５年生

の時に，担任から子どもの手伝いの量ではないと母親に話があったが改善はしなかった。現在まで幼い弟と妹の世話

をしている。アルバイトもあり，本人も非常につらい状況である。ＳＣを定期的に利用し，アドバイス等をいただい

ている。 

自傷行為，不登校傾向，通院に関する情報を学年会で継続して共有した。母親がスクールカウンセラー及びスクー

ルソーシャルワーカーとつながったことから，母親の相談の支援を通して本人も支援した。医療機関，児童相談所，

町の子ども家庭課，健康福祉課保健師との連絡も取りながら，多くの場所から支援していただけるよう配慮した。 

 
【事例４】校内研修における活用事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
「学校場面における自死の未然防止について～ハイリスク生徒の理解と対応～」と題し教職員対象の校内研修会を

実施した。自死の傾向やその背景，予防するためにどのような点に留意していったらよいか等について理解を深める

よい機会となった。 

 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 ・ 友人関係や不登校，学業・進路，家族関係等の相談に応じ，児童生徒への適切な助言とともに，定期的なケー

ス会議の開催等により，教職員との情報共有が円滑に行われ，組織的な支援体制をつくることができた。 

・ 生徒の問題が複雑化する中で，家庭環境に関る問題も増加している。スクールカウンセラーとスクールソーシ

ャルワーカーの来校日を合わせ，特別支援コーディネーター，養護教諭，教育相談担当と情報共有を行い，生徒

の日常生活の観察や，家庭との連携に生かした。 

・ 多様化する障害や問題行動に対しての教職員の相談も増えてきており，学校のみの視点ではない支援の方策を

考え，関係機関等と連携しながら，生徒及び保護者を支援することができた。 

相談人数 

小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 合計 

19,449 人 15,141 人 688 人 10,281 人 1,183 人 46,742 人 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題，課題の原因，その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
・ 震災による直接的・間接的な影響により，当面の間は同規模程度のＳＣ等による教育相談体制を整備する必要

がある。 

・ 相談の希望が多く，早期に相談の予約枠が埋まってしまうことがある。相談件数も増加しているため，情報共

有が十分になされていない。 



 

・ 家庭環境や家族関係に起因する相談も増加傾向にある。中には保護者の協力が得られない場合もあり，そのよ

うなケースの場合，どのようにして保護者と問題を共有し，保護者の協力を得たらよいか検討する必要がある。 

・ 障害種別に応じた効果的なスクールカウンセラーの活用方法について探っていく必要がある。 

＜課題の原因＞ 
・ 直接的に東日本大震災を経験した児童生徒は年々減少しているが，震災を経験した保護者自身が，その影響か

ら慢性的な貧困や精神的に不安定となっている現状がある。 

・ 継続した支援が必要な生徒が増えており，新規に支援を要する生徒の相談予約が難しい状況である。 

・ 保護者自体にカウンセリングに対する抵抗感や，困り感の欠如が存在する。 

・ スクールカウンセラーの活用方法について，教職員の知識理解が深まっていない。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
・ ＰＴＡ総会やカウンセラー便りを活用しカウンセリングに対して周知するとともに，生徒の支援のための保護

者のカウンセリングの利用を訴えた。またスクールソーシャルワーカーと連携をはかりながら，必要に応じて外

部機関と連携し支援に当たっている。 

・ 各種研修会の事例検討等により，保健福祉関係等の機関と連携したケースについて協議しながら，保護者に対

する対応力を高めた。 

・ スクールカウンセラーの効果的な活用に向けた理解促進のための教職員対象の研修会等を実施している。 

 

②今後の課題，課題の原因，その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 
・ 新型コロナウイルス感染症等，緊急事態における生徒への相談支援について 

・ 保護者と問題を共有し，家庭の協力を得ながらの組織的支援について 

＜課題の原因＞ 
・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，生徒の不安や問題が複雑化，多様化した。学校行事も制限され，

生徒のストレスを発散する場が減少した。 

・ 保護者自体にカウンセリングやケース会議に抵抗感を持っていたり，困り感の欠如が存在する。 

＜解決に向けた取組＞ 
・ コロナ禍での支援の在り方について，スクールカウンセラースーパーバイザーの協力を得て，教職員に対し生

徒対応の際の留意事項をまとめたものを通知した。また，スクールカウンセラー向けに研修会を実施し，長期休

業明けの生徒への対応の留意点を確認した。 

・ ＰＴＡ総会や各種面談，定期配布するカウンセラーだよりをとおして，スクールカウセンセラーの活用を周知

する。 

  



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

 ・いじめ等の児童生徒の問題行動や不登校の対応に当たって、学校における教育相談体制の充実を図るため、

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者をＳＣ又はＳＣに準ずる者として配

置している。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・各市町村教育委員会に対して配置希望調査を実施し、児童生徒の状況、学校規模等を基に県教育委員会が決

定している。ＳＣ等は中学校に配置され、その中学校を担当するほかに、必要がある場合は配置された中学

校区内の小学校を併せて担当することができる。 

・未配置校については３教育事務所に所属する広域カウンセラーがカウンセリング等を担当する。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数】 

  小学校     ：   ０人 

中学校     ：  ３３人 

  高等学校    ：  ２５人 

  特別支援学校  ：   ０人 

  教育委員会等  ：  ４１人 

 

  【配置校数】 

  小学校     ：   ０校 

  中学校     ： １０７校 

  高等学校    ：  ５２校 

  特別支援学校  ：   ０校 

  教育委員会等  ：  ４箇所 

 

  【資格】 

   ①ＳＣについて 

臨床心理士等（公認心理師） ４１人  

②ＳＣに準ずる者について 

 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上 

の経験を有する者       ２人 

 
 【勤務形態】    
   ①ＳＣ 

    ・２５中学校 （年間１４０時間 週１日４時間×３５週） 

    ・１４中学校 （年間１０５時間 週１日３時間×３５週） 

    ・３７中学校 （年間 ７０時間 週１日２時間×３５週） 

    ・３１中学校 （年間 ３５時間 週１日１時間×３５週） 

秋田県教育委員会 



     ※年間の時数を超えないよう、各校において柔軟に運用可 
 
   ②広域カウンセラー 

・義務教育課（年間２１０時間）、３教育事務所に配置（年間３００時間×３か所） 

※未配置校のカウンセリングや突発的な事故発生時の緊急支援に対応 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・事業内容やＳＣの役割、活動例について記載したマニュアル「スクールカウンセラーとともに」を作成し、 

各教育事務所から市町村教育委員会を通じて、各小・中学校に配付した。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・ＳＣ、ＳＳＷ、各中学校の教育相談担当者等を対象とした不登校・いじめ問題等対策事業連絡協議会を年

１回開催し、ＳＣやＳＳＷの効果的な活用の仕方や、連携の在り方について情報交換及び協議を行ってい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
  

（１）研修対象 
・令和２年度不登校・いじめ問題等対策事業連絡協議会 

  年間時数３５時間の新規配置中学校のＳＣ及び教育相談担当職員（生徒指導主事）等 

 
（２）研修回数（頻度） 

・年 1回 
 
（３）研修内容 

・ＳＣの学校における効果的な活用等について情報交換及び協議を行う。 
 
（４）特に効果のあった研修内容 

・学校、ＳＣ、ＳＳＷによるグループ別協議を行い、問題行動や不登校等生徒指導上の諸課題の未然防止・初

期対応のための効果的な連携・協働について、共通理解を図ることができた。 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 
・設置なし 
 

（６）課題 
・小学校におけるＳＣのニーズが高まったため、中学校の配置時数が不足するケースがあった。 

・相談希望者が多数のため、必要なタイミングで相談ができない場合があった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】インターネット上での誹謗・中傷を受けた生徒への支援のための活用事例（②いじめ問題）＜ＳＣの

配置形態：対象校配置＞ 

  同じクラスの男女で構成したＬＩＮＥグループにおいて、複数の生徒から傷付く内容を書き込まれたことで

トラブルになり、登校しぶりが見られるようになった。ＳＣは初期段階からチーム学校の一員として本人や保

護者の相談に乗り、当該生徒の状態に即しながらじっくり話を聞いた上で適切な助言をした。また、学級担任

や学年部職員との連絡を密にし、組織対応した。学校が家族からの相談を受けた後、ＳＣを交えてチームで早

期対応したため、保護者も学校に対して信頼を寄せるようになり、当該生徒も登校できるようになった。 

 

【事例１】友人関係、学業・進路のための活用事例（④友人関係、⑨学業・進路）＜ＳＣの配置形態：対象校配

置＞ 

中学校でＳＣを招き、１・２年生とその保護者を対象として、「自分のレベル上げ」と題して講話会を実施

した。少年漫画になぞらえて人間関係の構築方法や、自己実現に向けた取り組み方、メンタルヘルスの考え方

について、指導助言を受けた。また、講話会に接続する形でスクールカウンセラーだよりを発行した。 

 

【事例２】活用事例なし 

 

【事例３】ヤングケアラーと思われる相談のための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：対象校配

置＞ 

  中学校３年生の男子生徒からの相談があり、ヤングケアラーと思われる事案が発覚した。認知症の祖母がい

るが、日中は施設に預けられている。夕方、施設から祖母が帰って来た後は、当該生徒が面倒を見なければな

らない。両親共働きでどちらも帰りが遅いため、受験勉強ができない状況である。 

ＳＣは学級担任にこのことを報告するとともに、管理職を交えてコンサルテーションを行った。この後、学

校と関係機関（市福祉部）との連携も進み、ケース会議も開催された。学校の管理職及び関係職員、ＳＣ、市

福祉部の担当者、児童相談所などが連携して支援に当たっている。 

 

【事例３】小学生の姉弟の面倒を見ている生徒のための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：対象

校配置＞ 

  両親が離婚し、本人、母、祖父母、きょうだいで暮らしている中学３年女子のケースである。母、祖父母共

に働いており、母、祖母は不規則な勤務形態の職種であったため、当該生徒は小学校低・中学年のきょうだい

の面倒をみながら家事をしていた。頭痛や体調不良、睡眠障害が出ていたが、ＳＣが友人関係や学習、進路に

ついての悩みを聞く中で家庭の状況も聞いた。 

面談の度に学年部とコンサルテーションを密に行った。学年部には本人のよさを見付けて自己有用感を味わ

えるような役割を与えることなどの助言を行い、本人の気持ちがつぶれないよう連携をして対応を続けた。家

庭の負担を軽減するには至らなかったが、前向きな気持ちをもち続けて進学を果たした。 

 

【事例４】児童による器物破損やいたずらが頻繁に起きる学校への支援（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：対象

校配置＞ 

  写真や掲示物等へのいたずらや落書き、児童個人の持ち物に対するいたずらや窃盗が頻発し、学年集会や保

護者集会などを行ってきたが収まらず、行為を行った児童を特定することができなかったため、夏季休業中に

ＳＣを交えて研修会を実施した。ＳＣは、学校としての今後の対策検討の在り方、保護者の理解と協力を得る

方法などについての助言を行った。 



【４】成果と今後の課題 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ・令和２年度から全公立中学校にＳＣが配置となり、相談業務を中心に計画的な活用がなされている学校が

多くなった。カウンセリングにより状況が好転した事例も増えており、教育相談の重要性も増している。 

    ・相談業務以外に、心のサポート授業や集会での講話、教職員向けの研修会における助言など、工夫した活

用が見られた。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・広域カウンセラーについては、エリアコーディネーターを通して派遣するカウンセラーを選定していた

が、その決定に時間がかかっていた。また、人選後に日時等を決めるため、学校が希望する迅速なカウン

セリングには至らなかったケースがあった。 

・中学校においては、生徒の相談活動が少ない学校もある。小学校が学区内の中学校のＳＣを希望する場合、

時数のやり取りについて中学校が決定できる裁量があればよい。 

＜課題の原因＞ 

 ・エリアコーディネーターもＳＣを兼ねており、相談業務をしながら調整するため、時間がかかる。 

  ・小学校では、中学校へ入学していく児童のことを考えると、進学する中学校に配置されているＳＣとカウ

ンセリングをした方が今後につながるが、別のＳＣが配置となることもあった。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・ＳＣ・ＳＳＷ合同研修会を実施し、研鑽を深めるとともに、各校の教育相談担当者とも顔を合わせて話を

することで、広域カウンセラーを依頼しやすい関係性をもつことができた。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・広域カウンセラーは、その都度、派遣を調整するため、必ずしも同一学区の中学校のＳＣが派遣されるわけ

ではなく、場合によっては様々なカウンセラーが派遣されるので、小中のつながりが薄くなる。 

・広域カウンセラーの時数が足りず、小学校には時数を制限したり、中学校ＳＣの時数を使ったりして対応し

た。 

＜課題の原因＞ 

・広域カウンセラーの中には、エリアカウンセラーにしか登録をしていないＳＣもおり、派遣依頼をする上で、

同一学区の中学校のＳＣと機会を均等にする必要があるから。 

・ＳＣ（臨床心理士、公認心理師等）の人員が不足しているから。 

＜解決に向けた取組＞ 

・エリアカウンセラーにしか登録していないＳＣには、居住地等を踏まえて派遣地域をある程度絞って派遣す

ることで、継続性をもたせる。 

 ・広域カウンセラーの時数を増やし、小学校からの相談に即対応できるようにする。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等児童生徒の諸課題への対応のため、児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験

を有する者をスクールカウンセラー又はスクールカウンセラーに準ずる者（以下スクールカウンセラー等と

いう。）として、小学校・中学校・高等学校に派遣し、学校におけるカウンセリング機能を高めるとともに、

スクールカウンセラー等の活用により諸課題の解決を支援する。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・市町村立中学校への配置は、拠点校方式（中学校を拠点校として、近隣地域の中学校及び小学校を対象

とする方式）とし、スクールカウンセラー等未配置校にも対応できるようにした。また、小学校での活

用を推進することで、小中連携の強化、諸課題の改善を図れるようにした。 

・学区が県内全域である県立中学校への配置は、単独校配置とし、自校の対応に専念できるようにした。 

・市町村立中学校、県立中学校ともに、２～３名のスクールカウンセラー等を配置し、そのうち少なく

とも１名はスクールカウンセラーを配置することで、スクールカウンセラー同士の情報交換等を可能

にした。 

・高等学校には、県教育委員会で特に必要があると認める６校に配置することで、配置校の課題解決にあ

たった。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○配置人数 

小学校    ： 中学校に拠点校配置したスクールカウンセラー等が対応 

中学校    ： ７６人 

高等学校   ： １１人 

教育委員会等 ：  ８人（うち、７人は中学校配置を兼ねる） 

○配置校数 

小学校    ： １９０校 

中学校    ：  ７５校 

高等学校   ：   ６校 

教育委員会等 ：  １箇所 

○資格 

（１）スクールカウンセラー 

①公認心理師  ５４人 

②臨床心理士  ６１人 

③精神科医    ０人 

④大学教授等   ７人 

⑤上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

２人 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者          １人 

②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者      １４人 

山形県教育委員会 



③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

０人 

④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と

認めた者               ０人 

○主な配置形態 

単独校   １中学校  （週１日・１回６時間） 

６高等学校 （週１日・１回４時間） 

拠点校  ７４中学校  （週１日・１回６時間） 

無配置校、緊急対応   （状況に応じて派遣） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・連絡会議において、事業の趣旨、活動方針等をまとめたものを周知し、教育相談体制の構築を図ってい

る。また、県内４教育事務所の生徒指導主事会議等で事業の趣旨、活動方針等について周知し、効果的

な活用及び改善に向けた方策等について情報交換を行っている。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・全県及び県内４教育事務所ごとの研修会において、講師による講演や演習、グループ別研修による効果

的な活用事例等の情報交換・意見交換を行っている。 
 
 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
スクールソーシャルワーカーや県独自事業の教育相談員等を対象とした全県研修会、教育事務所毎の研修

会を開催し、希望制でスクールカウンセラーの参加を募っている。 
（２）研修回数（頻度） 

全県研修会：年１回  教育事務所研修会：年２回 

その他、山形県スクールカウンセリング研究会で相談活動に係る資質・能力の向上を図っている。 
（３）研修内容 

・全県研修会 講演「ケース会議の効果を高めるホワイトボード教育相談とファシリテーション」、分科会 

・教育事務所研修会 関係機関との連携等に関する研修、いじめの対応に関する研修、事例検討 
（４）特に効果のあった研修内容 

・具体的な事例に即した研修 

・現場で教育相談に携わっている方のニーズを把握し、それに合った研修内容や講師の選定 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
○活用方法 

スクールカウンセラーとして任命した者のうちから、特に経験が豊富である者をエリアカウンセラーとし

て県教育委員会に置く。エリアカウンセラーは、スクールカウンセラー全体の資質向上を図るため、必要に

応じて、スクールカウンセラー等に対する指導・助言（スーパーヴィジョン）を行う。 
（６）課題 

・スクールカウンセラーとしての資質向上に向けた専門性の高い研修機会の設定 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
【事例１】不登校生徒の社会的自立に向けた活用事例（ ①不登校 ⑥家庭環境 ）＜拠点校配置＞ 

中学３年の生徒Ａは小学校高学年から不登校傾向になっており、中学校入学後も登校できない日が続いてい

た。中学１年時から生徒Ａ及び母親とスクールカウンセラーとのカウンセリングを定期的・継続的に行った。

また、そのコンサルテーションを担任、学年主任、教育相談担当教諭等と行い指導体制等についても連携を取

りながら指導・支援を行ってきた。専門的な見地による適切なアセスメントをチームで共有し、それぞれの立

場や関係性から生徒Ａに対して適切な関わりをもつとともに、学級の友達との交流も無理のない範囲で行える

ように支援を行った。さらに中学校卒業後を見据え、生徒Ａ自身が自立していけるように、「自分で決める」

ことを大切にし、カウンセリングの機会に生徒Ａや保護者にスクールカウンセラーから助言するともに、学校

も保護者も本人が意思決定できるように支援することを確認した。 

中学３年時には、授業に参加できる日も少しずつ増え、各種行事にも無理のない範囲で参加することができ

た。卒業後の進路についても、自分が決めたことをスクールカウンセラー等から後押しされたことで自信と希

望をもつことができ、卒業式やその後のホームルームにも参加し、学年の仲間と笑顔で門出の日を迎えること

ができた。 

 

【事例２】児童虐待の早期発見・初期対応のための活用事例（ ⑪小中連携 ⑬児童虐待 ）＜拠点校配置＞ 

Ｂ中学校では、児童虐待の事案についてスクールカウンセラーと教員との情報交換や相談等をこまめに行

い、生徒理解や生徒とのかかわり方の改善につなげることができた。また、教育相談員と連携し、全校生徒と

面談を行ったことで、子どもたちが抱えている悩みにいち早く気づくことができ、心のケアを迅速に行うこと

ができた。さらには、中学校区内の小学校への相談活動を通して、学区内の子どもが抱えている課題を小中で

共有することができた。 

そのＢ中学校において、９月頃、中学２年の生徒Ｃが家出をしたことから、家庭内での虐待が疑われる状況

が警察の事情聴取により判明し、児童相談所との連携により一時保護となった。これを受けて、学校ではスク

ールカウンセラーや教育相談員とも連携をとって、校内での支援体制を整備・確認し、生徒Ｃとスクールカウ

ンセラーとの面談を定期的に実施し、その状況を関係職員で共有し支援を行った。また、家庭内の問題である

ため、市に配置されているスクールソーシャルワーカーとも連携をとり、市の福祉部局や要対協とも情報共有

を図りながら、様々な面から支援にあたっている。 

 

【事例３】性的な被害・ヤングケアラーのための活用事例   記載できる事例はない。 

 
【事例４】校内研修のための活用事例（ ⑰校内研修 ）＜教育委員会等配置＞ 

  Ｄ地区では各学校における教育相談体制の充実を図るために、毎年カウンセリング経験の豊富なエリアカウ

ンセラーを講師として招聘し、校内研修会を開催している。地区内には複数の小学校から一つの中学校に集ま

ってくる学区もあれば、一小一中の学区もあるため、生徒指導上の課題も多様である。各学校や地域の課題に

応じて研修内容を工夫し、学校の教育相談体制の充実に努めている。 

  Ｅ中学校では、教育相談に関する校内の研修会を開催し、そこでエリアカウンセラーが指導・助言を行った。

具体的には、「問題行動に対する支援の考え方」等について講義と指導助言を行った。講義や指導助言を通し

て、問題行動を起こしてしまう生徒やその保護者の思いに心を寄り添わせることが大切であることや、生徒に

対する支援等について共通理解を図った上で、焦らず丁寧に進めていくことが大事であることなどを確認し

た。参加した教員もこれまでの教育相談を見つめ直すことができ、今後の活動の意欲につながる有意義な研修

会となった。 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

平成２７年度と比較して、平成２８～令和２年度のいずれも相談件数が大きく増加している。平成

２８年度以降、全県ＳＣ連絡会議において行っている「保護者や域内小学校へのＳＣの周知徹底」「全

校面談の推奨」等により、各校で教育相談体制の整備や相談しやすい環境づくりに取り組んだ成果と

考えられる。 

ＳＣの配置状況 

配置

中学

校数 

相談件数 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 

週１日 

原則１日６時間 
75 

5,572 件 

（99.5） 

9,103 件 

（162.6） 

8,778 件 

（156.8） 

10,051 件 

（179.5） 

12,026 件 

（179.5） 

12,786 件 

（170.5） 

※相談件数は延べ数で、（ ）は一校当たりの平均相談件数 

※本県では、一校に２～３名のスクールカウンセラー等を配置し、そのうち少なくとも１名は公認心理

師や臨床心理士の有資格者を当てているため、資格等の影響については検証することができない。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・スクールカウンセラー等と教職員の情報交換等の時間確保 

・全校配置に拡充するための財源確保と人材確保 

・小中連携の一層の充実 

＜課題の原因＞ 

  ・限られた時間（６時間）の中での相談件数の増加 

  ・スクールカウンセラーの有資格者の人材不足 

  ・学校間での情報交換・連携不足 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・記録のファイリング等による情報交換の方法の工夫 

  ・県ホームページにおいての公募 

  ・域内小学校におけるスクールカウンセラーによる講話等、活用方法の工夫 

  ・各地区において、代表のスクールカウンセラーと情報交換する機会の確保 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・スクールカウンセラー等と教職員の情報交換等の時間確保 

・全校配置に拡充するための財源確保と人材確保 

・小中連携の一層の充実 

＜課題の原因＞ 

・限られた時間（６時間）の中での相談件数の増加 

  ・スクールカウンセラーの有資格者の人材不足 

  ・学校間での情報交換・連携不足 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・連絡会議等における各学校の好事例の共有 

 ・関係機関・団体等との連携及び県ホームページにおいての公募 

・各地区において、代表のスクールカウンセラーと定期的な情報交換と情報発信 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校、いじめ、暴力、高校の中途退学など、児童生徒の問題行動が多様化・深刻化する状況を踏まえ、

スクールカウンセラー等の配置により、教育相談体制の充実を図り、問題行動の未然防止と早期解決を図る。 

また、東日本大震災による被災地域の学校及び避難している児童・生徒を受け入れている学校等の児童・

生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助、医療機関等との連絡調整を行い、児童生徒がＰＴＳ

Ｄ（心的外傷後ストレス障害）等にならないように心の回復を支援することを目的とする。 
（２）配置・採用計画上の工夫 

県教育委員会は、学校の実態及び被災地域の学校や避難している児童・生徒の受入状況、公立学校からの 

派遣要請等を踏まえて派遣計画を立案し、小・中・高等学校及び特別支援学校に対して、スクールカウンセ

ラーを配置している。 

また、中学校に派遣されたスクールカウンセラーは、派遣中学校区内で、スクールカウンセラーが未配置 

の小学校についても同様の職務を行い、義務教育の児童生徒全体をカバーするよう配慮している。 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数】     【配置校数】 

小学校          ：１３５人      小学校          ：１３５校 

  中学校（義務教育学校含む）：２４１人      中学校（義務教育学校含む）：２１４校 

  高等学校         ： ８７人      高等学校         ： ８６校 

  特別支援学校       ：  ２人      特別支援学校       ：  ２校 

【資格】 

① スクールカウンセラーについて 

ア 公認心理師       ：１１６人 

イ 臨床心理士       ：１０７人 

ウ 精神科医        ：  ０人 

エ 大学教授等       ：  １５人 

② スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ア 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者     ： １５人 

イ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

５年以上の経験を有する者  ： ２３人 

ウ 医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有する者： ０人   

【主な勤務形態】 

  単独校配置    小学校   １３５校 （週１日・１回６時間） 

           中学校    ５６校 （週１～２日・１回６～１２時間） 

           高等学校   ８６校 （週１日・１回４～６時間） 

           特別支援学校  ２校 （週１日・１回６時間） 

拠点校配置    中学校   １５８校 （週 1日・１回６時間） 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

① 活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

    ・年度末に全ての配置校にあてて活動方針等に関する指針を文書で通知している。 

 ② 研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・生徒指導関連の地区別研修会で事例をもとにＳＣの活用方法を説明している。 

・教育相談スキルアップ研修会でコーディネーターを養成し、各校で教職員のリーダーとなっている。 

 

福島県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

①スクールカウンセラー新任者研修会：今年度新たにＳＣになった者 

②域別スクールカウンセラー等研修会（６地区）：小・中・高、特別支援学校に配置された全ＳＣ 

③福島県スクールカウンセラー合同研修会（県臨床心理士会主催）：県内配置ＳＣの希望者 

  ④各種生徒指導関係研修会等のスクールカウンセラーへの案内：県内配置ＳＣの希望者 

（２）研修回数（頻度） 

①スクールカウンセラー新任者研修会：年３回 

  ②域別スクールカウンセラー等研修会（６地区）：年１回 

⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  ③福島県スクールカウンセラー合同研修会（県臨床心理士会主催）：年１回 

  ④各種生徒指導関係研修会等のスクールカウンセラーへの案内：その都度 

   ⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止   
（３）研修内容 

①スクールカウンセラー新任者研修会 

    緊急スクールカウンセラー等活用事業において、県内の公立小・中・高等学校に配置された大学院

等新卒、または今年度から新たにスクールカウンセラーとして勤務している者等を対象に、講義、講

話、研究協議、事例研究、情報交換等の専門的な研修会を開催することで、スクールカウンセラーと

しての資質向上を図る。 

・スクールカウンセラースーパーバイザーによる講義・講話  

     ・テーマを設定しての研究協議及び情報交換、事例研究                         

     ・情報モラル教育（ＳＮＳ等の実態）について 

   ②域別スクールカウンセラー等研修会（６地区）⇒R２年度は中止 

        緊急スクールカウンセラー等活用事業において、公立小・中・高等学校及び特別支援学校に配置さ

れたスクールカウンセラー等を対象にして、教育事務所ごとに講義、講話、研究協議、事例研究、情

報交換等の専門的な研修会を開催することで、スクールカウンセラー等の資質向上を図る。  

・スクールカウンセラースーパーバイザーによる講義・講話 

    ・教育事務所の担当指導主事等による講義・講話 

    ・テーマを設定しての研究協議及び情報交換、事例研究 

    ・スクールカウンセラー等との個別懇談 など 

③福島県スクールカウンセラー合同研修会（県臨床心理士会主催） 

        スクールカウンセラーの資質向上のため、以前は臨床心理士を対象とした県臨床心理士会スクール

カウセリング委員会が主催する研修会に、会員以外の準スクールカウンセラーも参加可能とし、より

専門性を高めることができる機会を設定している。 

   ・講演「SC 向けコロナアンケートから見えた現状と課題」（SC講師） 

   ・話題提供「感染症発生時の対応への備え」（SC 講師） 

・域別の情報交換  

  ④各種生徒指導関係研修会等のスクールカウンセラーへの案内 ⇒R２年度は中止 

    県教育委員会が主催、講演する生徒指導や心のケア関連の講演会等の案内をスクールカウンセラー

にも周知し、課題となっている教育問題や学校の取組について理解を深めることができるよう配慮し

ている。 

 



 
  

（４）特に効果のあった研修内容 

○福島県スクールカウンセラー合同研修会（県臨床心理士会主催） 

    昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、域別スクールカウンセラー等研修会が中止と

なったため、本研修が貴重な研修の場となった。また、準カウンセラーは行政で実施する研修会以外

で、地域のスクールカウンセラーと情報交換する機会が持てない状況にある。特に専門性の高い臨床

心理士と一緒に研修を行える機会は有意義で、横の連携の強化につながった。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（ 有 ・ 無 ） 
○活用方法 

   ・対応が困難なケース等についての助言及び支援 

   ・スクールカウンセラーの研修会等における助言 

   ・各学校におけるカウンセリング研修会等の教職員に対する助言 

   ・その他、教育事務所長の必要と認めるもの 

（６）課題 
児童生徒を取り巻く環境は日々変化し、新たな問題も生まれている。特に、小・中学生においてもス

マートフォンの所持率が高まり、長時間使用による生活の乱れや睡眠不足、ゲーム依存やネット依存傾

向が見られるなど、学校生活にも大きな影響を与えている。また、潜在的にＳＮＳにおけるいじめやト

ラブルも深刻な問題となっている。このような状況を踏まえ、スクールカウンセラーにおいても、それ

らの問題に対する知識及び適切に対応できる相談スキルが必要となっている。今後、研修内容の精選と

機会の確保が一層重要となる。 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  中学１年女子生徒。入学後、１週間程度から「周りの視線が気になって登校できない。視線が怖い。」と登 

校渋りを始めた。一人っ子ということもあり、母親も大変不安そうであった。本人と母親のカウンセリングを 

進めるとともに、別室登校を行うようにした。最初は、登校後あいさつだけして下校していたが、カウンセラ 

ーと給食を一緒に食べたり、カウンセリングを続けたりするうちに本人の顔からも笑顔が見られるようにな 

り、母親も落ち着いてきた。３学期になり、本人から「教室へ行きたい」と話すようになり、２学年の進級に 

向けて準備を進めたいと言うようになった。体育や道徳、総合的な学習の時間など、授業内容にもよるが教室 

へ少しずつ入れるようになった。表情も大変明るくなってきた。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  児童相談所や警察から児童虐待の通告を受けた際に、児童本人のカウンセリングを実施し、スクールカウン

セラーに話を聴いてもらっている。継続してカウンセリングを行うことで、家庭生活の状況の確認や保護者な

どから暴力を受けないようにするための自分の行動を考えたり、身の危険を感じたときにどうすればよいかを

アドバイスしてもらったりするなどで活用した。 

 

【事例３】性的な被害のための活用事例（⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  中学３年女子生徒。父親から母親への面前ＤＶに小学校中学年から苦しんでいる。３年生になってから、父

親から臀部を触られたり、父親が入浴後何も着用しなかったりと、性的な嫌悪感を抱いている。スクールカウ

ンセラーは、５月から当該生徒とカウンセリングを行った。１月からは、父親だけでなく高校受験のストレス

も加わり非常に不安定な時期があったが、当該生徒の悩みをしっかりと聴き、適切なアドバイスをし、当該生

徒は落ち着いて高校受験を終えることができた。また、母親とともに父親と離れて生活することが決まった。 

 

【事例４】校内研修のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  ６月の学校再開時に、全生徒を対象に「コロナウイルスの影響や不安・学習・部活動・友人関係・家族関係・

身体症状等」に関するアンケートを実施した。７月に管理職に対して集計による結果報告を行った。その後、

詳しい統計分析を行い、夏季休業中に教職員に対して、スクールカウンセラーが講師となって分析結果の報告

と生徒への対応について研修会を実施した。 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

①活用に関するアンケートより 

全てのスクールカウンセラーの配置校を対象に活用状況とその効果についてアンケート調査を実施した。 

Q1「SC の活動について全職員で共通理解を図っている」100% 

Q2「相談内容について、必要に応じて教職員と情報の共有ができている」99.8% 

Q3「教職員と SC が互いの信頼関係のもと、協力的に活動できている」98.2% 

※ 数値は質問に対して「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合 

また、スクールカウンセラーの活用が図られ、効果を上げているとの設問には「そう思う」「どちらかと 

いえばそう思う」の割合は 97.3％であり、具体的な成果として、不登校の減少 53.2％、震災、原発事故関

係の心のケア 30.9％、いじめの減少 20.7％等が挙げられている。一方、震災・原発事故以降のデータをみ

ると不登校の増加傾向は改善されていない。未だ収束を見せない原発事故により、地域が分断され、ふるさ

とに戻れない児童生徒及び震災と原発事故の影響を残す県内全域の児童生徒にとって、スクールカウンセラ

ーは必要不可欠の存在となっている。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
震災後９年が経過したが、県内では依然として約１０,０００人の児童生徒が避難している状況で

ある。ますますチーム学校として児童生徒の支援にあたる必要性を感じる。ＳＣ、ＳＳＷの資質向

上と教育相談コーディネーターの養成が課題である。また、相談者のニーズにあった医療との連携

等にも課題がある。 

＜課題の原因＞ 

児童生徒の抱える問題は多様化・複雑化していることに加えて、特別な支援を要する児童生徒の 

増加に伴い、カウンセリング件数も増加しているが、カウンセラーの資質向上の機会が確保できて

いない。 
＜解決に向け実施した取組＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、域別スクールカウンセラー等研修会は中止にしたが、臨床

心理士会主催の研修会を周知し、県配置の SC が積極的に研修できる場を設定することができた。研修の

中で、コロナ禍における相談体制をテーマに協議したり、相談に関する情報交換を行ったりした。また、

学校、ＳＣ双方へのアンケートを実施し、回答結果を踏まえて学校のニーズに応じたＳＣの配置を行った。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 
震災から１０年が経過したが、依然として県内に避難している児童生徒が多く存在している。ま

た、震災当時中高生だったものが親になるケースも増えており、学校でカウンセリングを受けるケ

ースも増えていることから、チーム学校として児童生徒の支援にあたる必要性を感じる。引き続き

ＳＣ、ＳＳＷの資質向上と教育相談コーディネーターの養成が課題である。 

＜課題の原因＞ 

児童生徒の抱える問題は多様化・複雑化していることに加えて、特別な支援を要する児童生徒の

増加に伴って相談件数も増加しているが、ＳＣの資質向上の機会が確保できていない。 
＜解決に向けた取組＞ 

    臨床心理士会主催の研修会を周知し、積極的な研修の場を設定していく。また、学校、ＳＣ双方へ

のアンケートを実施し、回答結果を踏まえて学校のニーズに応じたＳＣの配置を行っていく。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめ、不登校、暴力行為等の児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見及び早期解消を図るた

め、臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中・義務教

育学校等に配置し、教育相談体制を充実させる。 

 
（２）配置・採用計画上の工夫 

小中学校では、小中連携を強化し、生徒指導上の諸課題に対応するため、原則として中学校区に同一

のスクールカウンセラーを配置した。配置方式は以下のとおりとした。  

・同一市町村内の中学校１～２校を組み合わせ、162グループを編成。  

・中学校を拠点校とし、学区の小学校を対象校。  

・２つの中学校が組んだ場合には、いずれか一方を代表拠点校、もう一方を拠点校とする。 

高等学校では、令和２年度より有効なスクールカウンセラーの活用を図るため、各学校の実態等を踏ま

え、単独校として、配置・派遣した。また、緊急スクールカウンセラー事業においては、派遣型校とした。 

 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
  ① 配置人数  140 人（延べ 239 人） 

  ② 配置校数 小学校 468 校、中学校 209 校、義務教育学校 10校、市立特別支援学校１校 

         中等教育学校２校、高等学校 75 校（附属中を含む） 

  ③ 資格 

   （ア）スクールカウンセラー 

     ・公認心理師 88 人、臨床心理士 22 人、大学教授等４人 

   （イ）スクールカウンセラーに準ずる者 

     ・大学院修士課程を修了したもので、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

１年以上の経験を有する者 11人 

     ・大学若しくは短期大学を卒業したもので、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につ

いて、５年以上の経験を有する者 15 人 

  ④ 主な勤務形態 

    ・拠点校：中学校 209 校、義務教育学校 10 校（月１～５回・１回３時間又は６時間） 

    ・対象校：小学校 468 校、市立特別支援学校１校（月１～２回・１回３時間又は６時間） 

    ・単独校：高等学校 77 校・・・５校（年 32回・１回４時間）、70 校（年 29 回・１回３時間） 

         中等教育学校２校（年 29 回・１回３時間） 

 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

① 活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
スクールカウンセラー配置事業の実施要項を作成し、各スクールカウンセラー、各学校、各市町村教

育委員会に配付した。実施要項には、本事業の目的・配置期間・配置方式・活用方法・勤務形態・配慮

事項等について記載した。ガイドラインについては、令和３年度に策定する予定である。 

 ② 研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
学校の教育相談コーディネーターや市町村教育委員会の担当者に対して、上記実施要項の内容とスク

ールカウンセラーの効果的な活用方法について書面にて伝達した。 

（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年度のスクールカウンセラー配置事業に係る連絡

協議会を中止したため） 

茨城県教育委員会 



 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 
（１）研修対象 

   全スクールカウンセラー 

 

（２）研修回数（頻度） 

   年１回 （実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症防止対策のため中止） 

 

（３）研修内容 

   「スクールカウンセラー配置事業に係る連絡協議会」を中止したため、書面で通知（以下はその内容） 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえたスクールカウンセラーの効果的な活用例について 

   ・休校が継続する中でのスクールカウンセラーの職務と役割について 

   ・オンラインによる遠隔でのカウンセリングにおける留意点 

   ・臨時休業におけるＳＣ及びＳＳＷの活動事例について 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   ・新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえたスクールカウンセラーの効果的な活用例について 

周知したことでよい取組が共有され、臨時休業中においてもスクールカウンセラーがストレスマネ

ジメントについて学校のホームページに掲載したり、学校再開後に行うアンケートを作成したりし

た。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ ＳＶの設置（有） 

・緊急時における指導主事等の教育委員会職員に対するスーパーバイズ 

・新規採用スクールカウンセラーに対する採用前研修 

 

（６）課題 

   ・スクールカウンセラーと学校との、情報共有のあり方について 

   ・校内研修の進め方や授業プログラムの進め方に関する研修について 

 
  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
【事例１】摂食障害のための活用事例（①④⑥⑧）＜拠点校配置＞ 

［概要］ 

高１女子生徒Ａ。最近欠席が増えてきたとのことで担任に連れられて来談。最初は友人関係上の悩みを話

していたが、生活の様子を詳しく聞いているうちに、数か月前に交際相手と別れてから、食事をしてもすぐ

に吐いてしまうような状態が続いており、体重も６キロ以上減っていることが判明。「痩せてキレイになら

なければ、誰にも愛されない」との思い込みが強く、太ることへの恐怖心から食べ物や飲み物を口にしても、

吸収されないうちに吐いてしまうとのこと。Ａの母親はそんな状況に気づいているが、「ちゃんと食べなさ

い」と怒るばかりで、Ａのつらい気持ちを聞いてくれないという。また、学校の友だちに自分の容姿がどう

思われているかとても気になり、次第に人が怖くなってきていること、食事が摂れていないため、体力がな

くなり、常に体がだるい状態であること等についても話を聞く。以上から、学校に通うことが苦痛となって

休みがちになっている、とのことであった。   

［対応とその後の経過］ 

ＳＣと担任で相談し、過食嘔吐が長く続いており、コントロールが効かなくなっていること、体重が大幅

に減り体力もないなど身体的にも心配であること、対人不安が高くなっていることなどから、Ａの医療機関

への受診が適当と判断し、Ａの了承を得て、三者面談の際に担任から母親に受診を勧めてもらう。その後ほ

どなく精神科の病院を受診し、Ａは薬を服用しながら登校し、ＳＣとのカウンセリングも定期的に行なった。

病院では、Ａの母親に対し、Ａへの接し方等について助言がなされていたようである。過食嘔吐や登校の状

況についてはしばらく一進一退の状態が続いた。ＳＣとＡとのカウンセリングの中では、口うるさく厳しい

母へのネガティブな気持ちや、もともと自己評価が低く全く自信が持てないことなどが語られるようにな

り、ＳＣはＡの辛い気持ちを受けとめるように努めた。その後Ａは、距離を置いていた友人と次第に一緒に

過ごすことができるようになり、ある時から「もう吐くのが面倒になった」と食事をしても吐かなくても済

むことが増えてきた。１年の最後には欠席もほぼなくなり、精神科への通院も終了した。ＳＣとのカウンセ

リングはその後も継続し、経過をみている。 

 
【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜対象校配置＞ 
［概要］ 

高校１年女子生徒Ｂ。Ｂが中学３年５月、当時の担任に｢父と義母の夫婦げんか中に義母をかばったとこ

ろ、父親から暴力を振るわれた｣と相談。小学校４年生の頃から父親と義母はけんかが絶えず、日常的にも

些細なことで、義母や祖父母、Ｂと弟たちに暴言や嫌味を言ったり、物にあたったりすることが多いという。

中学校内の関係職員でケース会議を行い、市の児童福祉課、児童相談所へ通告。その後は、父親からの暴言

や嫌味な発言などは続いたが、直接、暴力を振るわれることがなかったので、経過措置・経過観察となった。

中学校卒業後、ＢはＳＣが担当する近隣の高校へ進学。高校でも、担任や養護教諭、教育相談部、ＳＣが連

携し、Ｂの支援を継続して行っていたところ、高校 1年の夏休み、父親との口論の中で暴力を受けたと担任

に話があった。 

［対応とその後の経過］ 

Ｂの訴えを受け、校内で生徒指導主事や学年職員、養護教諭、ＳＣでケース会議を開き、情報交換と今後

の対応について話し合った。その結果、①市の児童福祉課・児童相談所へ高校から通告すること、②担任及

び学年職員、養護教諭がＢの状況を把握し、管理職と情報共有を行うこと、③ＳＣがＢと面談し、Ｂの心理

的なケアと今後の方策を一緒に考えることが決定した。その後、管理職から市の児童福祉課・児童相談所へ

通告を行った。同時期に義弟たちが通う小学校からも市の児童福祉課・児童相談所へ通告があったことから、

児童相談所が家族に介入を行った。児童相談所が父親に児童虐待にあたることを伝え、指導を行った。その

後、住居を｢Ｂと祖父母｣、｢義母と義弟たち｣、そして、｢父親｣の３カ所に分けて生活することが児童相談所

との話し合いの中で決定された。現在は、元気な様子で高校卒業後の進路実現に向けて、学校生活を送って

いる。 



【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯）＜拠点校配置＞ 
［概要］ 

＜家族背景＞ 

一人親世帯の第一子で中学２年女子生徒。親の仕事が忙しいため、下の兄弟姉妹の食事の準備を含めた

世話や家事全般をしている。 

＜本人の状況＞ 

家族の世話がある上、本人も周りと話が合わないなど、集団に馴染みにくい。体調不良を理由にした欠

席、遅刻が多く、徐々に、学級での学習に参加できなくなる。ただ、学習意欲はあり、学力も普通以上で

ある。 

［対応とその後の経過］ 

＜ＳＣの支援＞ｄ 

本人の希望でＳＣに繋がり、継続で面談対応した。学級に戻すことを目標にするのではなく、「遅刻で

も登校する」「別室で学習活動をする」ことを目標にした。その中で、本人の得意なことを学校内外で表

現させていく活動を継続支援し、また、学習に対する意欲が落ちないように支えた。徐々に、「大学に行

きたい」という本人の将来に対する希望が語られるようになった。 

＜学校連携と本人の変化＞ 

学年主任と相談しながら、学級集団に戻すことを目標にするのではなく、本人が自分に自信を持ち、将

来に対し希望が持てるような支援をしていくことを何度も確認した。別室での少人数対応であれば、学習

活動ができ、給食の時間も楽しく過ごすことが出来るようになった。欠席も減少した。 
 

【事例４】授業プログラムのための活用事例（⑱）＜拠点校配置＞ 

［対象学年］ 

 中学１年 

［授業までの流れ］ 

学年主任や教育相談担当教諭等の間で学年の実態について話し合う中で、コロナの影響もあってか、①

人に対して否定的・攻撃的な言葉を出してしまう生徒が多い、②集団としてのまとまりが弱い、といった

ことが指摘された。その点を踏まえて、「ものの見方・捉え方」は人によって様々であることを実感し、

その違いも生かして協力し合う体験をできるような授業プログラムを学年全体で行なうことにした。 

全体で６クラスだが、３クラスずつに分けて（２時間）実施することとし、感染予防対策のため場所は体

育館とした。 

［授業の内容］ 

ＳＣと複数教員によるティーム・ティーチングで授業を進めた。 

① 絵の見え方：パワーポイントで「ルビンの盃」などの複数の見え方がする絵を映し、何に見えるか

を話し合う。 

② 「人間コピー機」（描かれている絵を一人一人が見に行き、その情報を伝え合い、協力して絵を描

き上げるというゲーム）。最後に各々のグループの絵を全体で見せ合い、その作成過程についてコメ

ントさせている。振り返りシートには「意見をまとめようとしたのは誰？」「みんなを励ましたり、

ムードメーカーになったりしたのは誰？」など、グループ内での動きに関する質問項目も入れて意識

づけを行っている。 

［実施の効果］ 

２週間ほど後、国語の授業の中で①と類似の内容で指導を行ったが、本プログラムと関連付けて語る生

徒も多かった。今回のねらいである「ものの見方・捉え方」について自分と他者との違いを知り、実生活

に結び付けて考えることができる生徒も見受けられた。また、生徒が記入した「振り返りシート」は学年

の教職員全体で共有し、指導の参考にできるものとなった。 

 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
  ◯ 令和２年度ＳＣ関係事業に係る調査（学校対象）結果［抜粋］ 

№ 設        問 調査結果 

１ ＳＣを活用した校内研修の実施率 95.7% 

２ ＳＣを活用した授業プログラムの実施率 93.8% 

３ ＳＣへ対応件数のうち状況が改善した割合 76.7% 

４ ＳＣを「チーム学校の一員」と捉えている職員の割合 90.4% 

    
○ 令和２年度ＳＣ関係事業に係る調査（ＳＣ対象）結果［抜粋］ 

№ 設    問 十分できてい
る 

部分的にはで
きているが、
要検討である 

できていない 
早急な検討が
必要である 

できていない 
実施が難しい 

１ 児童生徒・保護者の客観的な情報について、
学校から伝達を受けた 

71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 

２ 管理職や教職員に対して、積極的な連携を図
るために、具体的に働きかけた 

63.6% 34.4% 2.0% 0.0% 

３ 授業参観や校内巡回を行い、児童生徒理解に
努めた 

44.2% 48.1% 6.5% 1.2% 

４ 家庭訪問に同行するなどして、不登校児童生
徒や保護者に働きかけた 

38.3% 51.9% 7.8% 2.0% 

５ 校内研修等において、研修資料を提供し、教育相談

の在り方等に関する教職員の資質向上に尽力した 
39.6% 46.8% 9.1% 4.5% 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ① 昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

カウンセリングやコンサルテーションのスキルアップなど、ＳＣの資質向上 

＜課題の原因＞ 

ＳＣの研修の機会が少ないこと 

＜解決に向け実施した取組＞ 

集合型の研修が中止される中、新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえたスクールカウンセ

ラーの効果的な活用例や学校から情報提供されたＳＣ勤務の好事例をＳＣに周知するなど、ＳＣ

の資質向上を図る取組を行った。その結果、「ＳＣへ対応件数のうち状況が改善した割合」が、令和

元年度から比較すると 13.8％上昇した。 

② 今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

  ＳＣの資質向上、校内研修・授業プログラムの内容の充実 

ＳＣが自身の勤務について振り返り、学校がＳＣの活用について点検する機会が年度末に 1回あるだけ

であり、ＳＣ活用の効果を十分に向上させられていない。 

＜課題の原因＞ 

  ＳＣの研修の機会が少ないこと 

＜解決に向けた取組＞ 

   例年、年度末に行っていたＳＣ活用の状況調査（学校対象・ＳＣ対象）を年度の中間にも行い、 

各学校やＳＣが現在の状況を振り返り、さらなる教育相談体制の充実に努められるようにする。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者をスクールカウンセラー又はスクール
カウンセラーに準ずる者として公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校に配置し、学校の教育相
談体制の充実を図るとともに、スクールカウンセラー等の活用、その効果等に関する実践的な調査研究を
行うことで、児童生徒の問題行動等の解決に資する。また、本事業をより円滑に実施するため、スーパー
バイザー制度を取り入れ、学校及びスクールカウンセラー等への支援を行う。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

小学校における相談要望の増加やスクールカウンセラーを幅広く活用する観点から、拠点校方式（中－

中配置及び中－小配置）による配置を基本としている。問題行動等の発生率の高い８学級以上の中学校へ

の配置を平成 25年度までに完了した。平成 26年度から、スクールカウンセラーの配置率が低い地区に優

先的に配置するなど、計画的な配置拡充を進め、令和２年度に県内全ての公立小中学校に配置が完了した。 

また、緊急時の対応や相談体制の支援等を行うために、各教育事務所管内にスーパーバイザーを１名ず

つ配置している。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

① 配置人数   中 学 校  148名  義務教育学校 ３名     高等学校    10名 

② 配置校数   小 学 校  347校（対象校） 

           中 学 校  153校（拠点校 148校、対象校 5校） 

           義務教育学校 ３校 

           高等学校    23校（拠点校 10校、対象校 13校） 

③ 資格 

   ○ スクールカウンセラーについて 

    公認心理師もしくは臨床心理士 41名  公認心理師・臨床心理士の２つに該当 64名 

  臨床心理士・大学教授の２つに該当 ２名  大学教授等 ４名 

   ○スクールカウンセラーに準ずる者について 

・ 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者      ５名 

・ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者   19名 

④ 勤務形態について 

   ・ 拠点校方式 279時間（拠点校：中学校 148校・義務教育学校３校・高等学校９校） 

「年間 36週・週１回７時間 45分」または「年間 34週・週２回４時間＋年間１週・４時間と３時

間」 

   ・ ３部制高等学校 310時間 「年間 40週・週１回７時間 45分」 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・ 無し 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・ 栃木県スクールカウンセラー等活用事業リーフレットの作成 

・ 各教育事務所におけるスクールカウンセラー等活用事業連絡協議会の実施（４月） 

 

 

 

栃木県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

（１）研修対象 

   全スクールカウンセラー 

 

（２）研修回数（頻度） 

年１回  

・ 小・中学校･･･教育事務所ごと（７か所）  

・ 高等学校･･･県教育委員会高校教育課主催  

※ この他に栃木県臨床心理士会（現栃木県公認心理師協会）が実施する「学校臨床心理士合同研修会」へ

の参加を周知している。（第１回の研修会では、県のスクールカウンセラー担当者が講話）  

また、年に２回、県公認心理師会と県教育委員会で共通理解を図るための打ち合わせを設けている。 

 

（３）研修内容 

・ 本事業の内容説明  

・ 本県における現状と課題について  

・ 市町教育委員会、学校担当者との打ち合わせ  

 

（４）特に効果のあった研修内容 

・ スーパーバイザーによる講話 

 ・ 教育事務所・高校教育課のスクールカウンセラー担当による事業説明 

 ・ 市町教育委員会スクールカウンセラー担当、スクールカウンセラー、学校担当者による協議  

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 有り 

○活用方法 

・ 重大な学校事故等への対応  

・ 臨床心理的訓練を必要とする者への援助  

・ 学校の教育相談体制への助言及び支援  

・ 学校への総合的援助（いじめ防止対策推進法における教育相談体制整備等を含む)  

・ スクールカウンセラー等への適切な指導･援助  

・ 担当地区の教育相談の向上に資する活動  

 

（６）課題 

・ スクールカウンセラーの資質向上に向けての取組（講話・研修等）を充実させていく必要がある。 

・ 学校担当者（コーディネーター）の研修機会を確保する必要がある。 

 

 

 

 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】自傷行為に関する活用事例（⑥家庭環境）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

生徒Ａが、校内において自傷行為を行った。これまでも、生徒Ａは心が不安定なところがあり、担任の教

師をはじめ、学年主任、養護教諭等とも面談を実施していた。校内での自傷行為を受け、スクールカウンセ

ラーによるカウンセリングを実施した。カウンセリングを行う中で、自傷行為は小学生の頃から行っている

ことも分かった。カウンセリングの効果もあり、精神的に安定した後も、継続して支援を行った。 

また、生徒Ａに対する母親の適切な関わりも重要であると捉え、母親とのカウンセリングを実施した。カ

ウンセリングを終えた母親は、今までの生徒Ａに対する態度等を振り返ることができ、学校と家庭が連

携して生徒を見守る体制の構築につながった。 

 

【事例２】児童虐待に関する活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  一緒に生活する祖母から虐待があり、関係機関からの支援を受ける生徒Ｂは、学校生活に不適応となり、

不登校傾向になった。生徒Ｂを登校させるため、祖母は手をつかんだり、叩いたり、無理に自力で登校させ

ようとしたため、生徒Ｂは祖母を押し倒してしまった。父親は、同居せず、近所で生活を送っており、スク

ールカウンセラーによる、生徒Ｂ、父親、祖母とのカウンセリングを行い、家庭環境の改善を図っている。

また、学校と市教育委員会、福祉部局、スクールカウンセラーがチームとなりケース会議等を行いながら、

役割分担を行い対応している。 

 

【事例３】知的障害を伴う性的被害に関する活用事例（⑩発達障害等、⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：拠

点校配置＞ 

  生徒Ｃと生徒Ｄは、知的障害があり、性意識や規範意識能力が低い生徒である。その生徒間において性的

わいせつ行為が発覚し、スクールカウンセラーからの専門的な知見よりカウンセリングを行った。また、教

員に対して、性癖的な常習性の改善や治療等へ結びつけるための支援方法について助言を行った。また、保

護者との対応についても助言を行い、家庭とも連携し、生徒支援に努めた。 

 

【事例４】教育プログラムに関する活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

  テーマ：「心の健康とストレスについて」 

  内容 ： 学校保健委員会において、心の健康とストレスと題し、スクールカウンセラーと教員、児童に

よるパネルディスカッションを実施した。「ストレスとは何か」、「極度にストレスを感じたと

きの対処法」、について話合いが行われ、具体的な対処方法についても例示された。 

 

 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ○ 公立小中学校全校配置に向け計画的に配置を行い、令和２年度に公立全小・中学校への配置が完了し

た。 

  ○ スクールカウンセラーの配置拡充を行い、教育相談体制の充実を図ってきたことで、児童生徒対象の

相談件数、保護者対象の相談件数、教職員対象の相談件数が年々増加している。これらの相談に対して、

スクールカウンセラーが関わることで、課題を解決するなどの成果を上げている。 

令和２年度相談件数： 生徒対象  13,400件（893件増） 

保護者対象  8,392件（407件増） 

教職員対象 24,654件（1,745増） ※（  ）内は前年度比 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

○ スクールカウンセラーの増員に向け、人材の確保を進めていく必要がある。また、スクールカウンセ

ラーの質を保つためにも、研修会等を通して資質の向上を図っていくことが必要である。 

 

＜課題の原因＞ 

○ スクールカウンセラーを講師とした教職員に対する研修会が数多く実施されているが、スクールカウ

ンセラーが相談を多く抱えていることで、ここ数年減少の傾向があり、研修機会の確保が困難なことが

原因である。（令和元年度 1,621件） 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

○ 県公認心理師会が主催の研修会が年間３回実施されており、スクールカウンセラーに対して周知を行

い、参加を促している。各地区で実施されている連絡協議会においても、研修の参加を働きかけた。 

  ○ 県公認心理師会の主催で、スクールカウンセラーを対象とした研修会を実施しており、第１回の研修

会において県教育委員会の担当者が講師として研修の必要性について説明するとともに、スクールカウ

ンセラーに対して、研修機会の確保に努めるよう働きかけた。 

  ○ ここ数年校内研修会が、減少しているため、栃木県総合教育センターと連携し、学校の教育相談担当

者への研修の機会確保について、検討した。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

○ スクールカウンセラーの質を保つためにも、研修会等を通して資質の向上を図っていくことが必要で

ある。 

○ 校内研修会の実施が減少しており、校内研修会の内容や時間を確保し、学校の教育相談体制の充実を

図ることが必要である。 

 

＜課題の原因＞ 

○ スクールカウンセラーを講師とした教職員に対する研修会が実施されているが、スクールカウンセラ

ーが相談を多く抱えていることと、新型コロナウイルス感染症対策により対面での研修機会を実施する



 

ことが困難となり減少の傾向がある。（令和２年度 1,564件） 

＜解決に向けた取組＞ 

○ 県公認心理師会が主催の研修会を年間３回の実施し、新人研修を３年目までのカウンセラーを対象に

実施する。それぞれの研修会について、スクールカウンセラーへ周知し、引き続き参加を促していく。ま

た、各地区で実施されている連絡協議会においても、研修の参加を働きかけていく。 

○ スクールカウンセラーを活用した校内研修の開催等を通した講話や、学校の教育相談体制の充実のた

め、学校の教育相談担当者の資質の向上も必要である。そのため、総合教育センターと連携し、次年度に

向けて学校の教育相談担当者を対象とした研修会の開催について調整していく。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

学校の教育相談体制の充実やいじめ・不登校等に関する相談対応の充実、さらに家庭環境等の問題を抱え

る児童生徒への支援の充実のために、公立小・中学校・中等教育学校、県立高等学校に専門的な知識・経験

を有するＳＣ等を配置している。 
 

（２）配置・採用計画上の工夫 

公立小・中学校・中等教育学校、県立高等学校に全校配置しているため、学校の規模や不登校の人数等に

よりＳＣ等の勤務形態を変えて配置している。できる限り同一中学校区の小・中学校に同じＳＣ等を配置し、

小・中学校の連携を取りやすくしている。 
 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

＜配置人数＞                ＜配置校数＞ 

 小学校     ：１２２人         小学校     ：３０３校 

 中学校     ：１０９人         中学校     ：１６０校 

 高等学校    ： ３６人         高等学校    ： ６１校 

  中等教育学校  ：  ２人         中等教育学校  ：  ２校 
 

＜資格について＞ 

①スクールカウンセラー  ②スクールカウンセラーに準ずる者 
・公認心理師 ９３人    ・大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を 

・臨床心理士 ７３人     対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者  １０人 

・大学教授等  ３人    ・大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒 

                を対象とした相談業務について、５年以上の経験を有する者 ３３人 
 

＜主な配置形態＞ 
  単独校配置 ３０３小学校    （週１日・１回６時間、年１２回、１５回、１８回、３０回、３５回） 

        １６０中学校    （週１日・１回６時間、年１２回、１５回、１８回、３０回、３５回） 

          ２中等教育学校 （週１日・１回６時間、年２８回、年３０回） 

６１高等学校   （〈全日制〉週１日・１回６時間、年間１５回～３１回） 

                  （〈定時制〉週１日・１回２時間、年間１０回、１８回、３５回） 
（〈通信制〉週１日・１回４時間、年間１０回 ） 

 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

   本県の令和２年度｢学校教育の指針｣の学級経営・生徒指導に関する指導の重点で、「学校内におけるチ

ーム支援」や「学校外の専門家との連携」におけるＳＣ等の役割や活用について記載し、周知を図った。 

（記載内容）アセスメントの重要性、支援シート等の活用、外部人材とのつなぎ役としてのＳＣ等の役割 

  ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ・小中学校生徒指導対策協議会において、生徒指導担当教諭（生徒指導主事等）に対してＳＣ等活用事業 

について説明資料を用いて周知した。（感染症拡大防止の観点から紙面開催）さらに、同資料について

自校の教職員で共有するよう依頼した。 

  ・教育相談体制の充実に向け、ＳＣ等、コーディネーター役の教員の役割や、相談体制、ケース会議の具 

体例等をまとめたリーフレットの作成準備のために、有効活用についての情報収集や協議を行った。 

（R3.7 月配布） 

 

群馬県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
○ＳＣ（スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者） 

   ※本県では、名称を「スクールカウンセラー」で統一しているため、以下｢スクールカウンセラー（ＳＣ）

と記載する。 
 

（２）研修回数（頻度） 
○公立小中学校勤務者と県立高等学校勤務者を同日程で連絡協議会を実施（年１回） 

 ※別途、新規任用者を対象に「スクールカウンセラー事業説明会」を実施 

○ＳＳＷとＳＣＳＶによる連絡協議会を開催し、チームとしての生徒指導・児童生徒支援の在り方につ 

いて事例検討や情報交換を実施。（年１回） 

○県公認心理師会が主催する研修会において、県教育委員会指導主事が講師を務め、資質向上のための 

連携を図っている。（年１回） 

○ＳＶが自主研修会を開催し、資質向上に取り組んでいる教育事務所もある（年７回）。 
    
（３）研修内容 

○本県の生徒指導上の課題の把握とＳＣとの役割について 

  ○スクールカウンセラー活用事業の前年度の相談実績と業務に関わる留意点の確認について 

  ○多様化する生徒指導上の課題への対応について 

  ○外国人児童生徒等への支援について 

○事例検討会（教育事務所主催） 

・学校でのスクールカウンセラーとしての活動で困っていること、疑問に思うことなどを、参加者

が一緒に考えていく。 

   ・テーマを決めて、講師（ＳＶ等）による講話を聴いたり、情報交換をしたりして学び合う。 

   ・学校におけるスクールカウンセラーとしての活動での疑問や困難な事例について、ＳＶへ相談。 

必要があれば、内容を全ＳＣへメール送信し情報共有する。 
 

（４）特に効果のあった研修内容 
  ○学校の多様化する生徒指導上の課題への対応について、高校教育課指導主事の講話を聴く場を設定し 

たことで、全学校種を通じて学校がＳＣに期待していることを理解し、効果的な連携の在り方につい 

て考えることができた。 

  ○外国人児童生徒等の支援についての講話については、言語や文化の違いへの対応等、関心を持つＳＣ 

が多く、たくさんの質問が出て、今後も情報提供していく必要があると感じた。 
  ○事例検討会では、最新のカウンセリング手法等情報交換することができ、とても有益であった。 
 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置  ・県内５教育事務所に計８名配置（２事務所各１名、３事務所２名） 

          （義務教育対応分）１教育事務所あたり、年間２１０時間または１８０時間 

          （高校教育対応分）年間１８２時間 

○活用方法   ・各教育事務所管内の新規任用スクールカウンセラーへの指導・助言 

         ・各教育事務所管内の深刻な問題行動や対応困難な事案が生じた場合の支援 
 
（６）課題 

全スクールカウンセラーを集め、本活用事業の目的の周知や本県が抱えている生徒指導上の課題解決に

向けて共通理解を図ることができた。ただし、感染症拡大防止の観点から、協議をする場を設定すること

ができず、ＳＣ同士で情報交換を行うことができなかった。今後も、集合型での研修を実施することが厳

しい状況が予想されるため、動画限定配信による研修会を実施や、Ｗｅｂ回答形式のアンケートを実施し

てＳＣの意見を吸い上げるなど、準備を進めていきたい。 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】小中連携による不登校となった兄妹への支援の活用事例 

（①不登校、⑥家庭環境、⑪小中連携）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
中学生Ａと小学生Ｂの兄妹。両親が子供たちの不登校が心配で面談に繋がった。Ａは昼夜逆転しており、ゲ 

ーム依存の状態になっていた。父親に Wi-Fi を切られると怒鳴ったり、暴れたりすることがあった。Ｂは渋々

学校に通っていたが、欠席が増えてきていた。登校しても教室に入れず、別室や保健室を利用していたが、教

職員や友達との関係は良好であった。父方の祖父母と同居しているが、祖父母が厳しく父親と祖父母の関係

が悪いという。家族関係を保つ役割まわりをＢが担わされているとのことだった。 

ＳＣが小・中学校両方に勤務していたことから、早い段階で家庭の状況を把握しており、両校を交えたケー 

ス会議を開いて、それぞれの学校で持っている情報を合わせることで、家庭の様子をより理解することがで

き、小中同一歩調で２人の児童生徒に支援を行うことができた。Ａに対しては、学年職員で家庭訪問を行い、

１週間に１度の登校を促す声がけを行っていくことや、Ｂとは毎月の目標を設定して、少しずつ教室に入れ

るよう関わっていくこととなった。 

現在、Ａは不定期ではあるが学校に顔を出し、Ｂは授業へ参加したり、掃除や給食の時間を友達と過ごした

りすることができるようになった。 

 

【事例２】貧困から実家に転居した家庭支援での活用事例（⑭貧困の問題）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
小学生Ｃは、1学期に他県から母親の事情で転入。転入前の学校でも療育等の支援を受けていた。経済的に

も厳しい上、転居先の母親の実家では、母親や祖母が祖父から暴力を受けることもあり、Ｃも祖父から厳し

く叱責を受けるとのことであった。このことがきっかけで母親が面談に来るようになった。 

Ｃには発達上の特性が疑われ、友達関係がうまく築けずトラブルが起こることもしばしばあった。担任も

対応に困り、Ｃとの信頼関係がなかなか築けなかった。そこで学校全体でＣの支援を行うためのケース会議

を開き、役割分担を確認した上で、それぞれの立場で支援を開始した。担任にはできるところから合理的配

慮に取り組むよう助言し、並行して特別支援学級の担任（コーディネーター兼務）や通級担当、養護教諭と

も連携を図った。 

ＳＣは母親面談で心理的ケアを行いながら、祖父の暴力に対する向き合い方について話すとともに、医療

機関を紹介し、Ｃの発達検査を勧めた。その結果、３学期頃からＣは特別支援学級でクールダウンができる

ようになり、次年度から在籍を情緒学級に移して支援していくこととなった。また友達関係も１学期と比べ

安定してきている。母親は、環境の改善と経済的自立を図るため、看護学校へ入学した。今後、ＳＳＷの協

力も得ながら、家庭環境への働きかけについても検討していきたい。 

 
【事例３】性的な被害、ヤングケアラーに関する事例は報告なし 
 
【事例４】教育プログラムを効果的に実践するための活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：単独

校配置＞ 
 高等学校においては、ＳＣを講師とし、円滑かつ適切な人間関係を築くための講話及びワークショップを学

年ごとに計３時間実施した。 

 １年生は、高校生活がスタートし、様々なストレスが生じやすい時期に安定した気持ちで高校生活を送るた

めに、心の整理の仕方、自分の気持ちとの向き合い方、他人と上手く付き合っていくための距離感について講

義にて学んだ。さらに、クラス内でグループワークを行った。２年生は、今の自分の状態や気持ちを理解し、

ストレスから距離を取る工夫を行うことでストレスとうまく付き合っていく方法を講義にて学び、クリアリン

グアスペース体験を行った。３年生は、改めてストレスとうまく付き合っていく方法を講義にて学んだ後、自

分が持っている力を活かすための体験活動を行った。 

 講義を受けた生徒からは、「色々な気持ちがあってよいと話を聞いて安心した。」「今の自分と向き合うこ

とが出来たので良かった。」「今後辛くなったときには、逃げることも大切だということを知った。」などの

感想が寄せられ、良好な人間関係構築につながっただけでなく、援助希求能力も高まったのではないかと考え

られる。 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
  ○教職員の相談技術が向上した学校は、小学校８９％、中学校９３％、高等学校９２％となっており、Ｓ

Ｃの配置により、児童生徒の不登校の未然防止等の支援に当たる教職員の対応力の向上が図られた。 
  ○校内の教育相談体制の構築が図られた学校は、小学校９７％、中学校９８％、高等学校９８％となって

おり、各学校の教育相談体制の充実を図ることができた。 

  ○ＳＣが関わった不登校児童生徒の内、小学校５６％、中学校４７％、高等学校５６％の児童生徒の不登

校の状況を好転させることができた。 

  ○ＳＣを講師とした児童生徒・保護者・職員対象の講演会や研修会が、県全体で小学校延べ５８４回、中

学校延べ３０９回、高等学校延べ３５回実施された。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

  ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

学校規模や家庭環境、保護者等、学校の実態によっては、限られた勤務時間で多くの業務を受け持っ

ているケースがある。 

＜課題の原因＞ 

生徒指導に関わる他の専門人材（ＳＳＷ等）との役割分担が明確になっておらず、共通理解が図れて

いないことが原因であると考えられる。 

＜解決に向けた取組＞ 

・新規配置や配置変更のあったＳＣを中心に配置校訪問を行い、生徒指導及び教育相談担当教諭等コー

ディネーター役の教員に対して業務内容の焦点化や活用計画・運営体制の工夫について助言した。 

・同一中学校区の小中学校で、各校の実態に合わせて柔軟に勤務を調整することのできる小中連携配置

校を１０中学区指定した。 

・配置形態を年間３０回・１５回・１２回の３パターンから、年間３５回・３０回・１８回・１５回・

１２回の５パターンに増やし、地域や学校の実態に応じた配置形態の工夫を行った。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

感染症拡大による臨時休業もあり、ＳＣの相談件数総数は減少しているものの、心身の健康に関する

悩みや、家庭環境に関する相談件数は増加した。また、ＳＣが関わりをもった児童生徒のうち、好まし

い変化が見られた割合が、令和元年度に比べ低下（小学校：６０％→５６％、中学校６１％→４７％）

するなど、事案がより複雑化していることから、継続的な支援の必要性が高まっている。コロナ禍であ

ることを踏まえ、児童生徒の心のケアについて、教育相談体制を充実させて対応していく必要がある。 

＜課題の原因＞ 

・ＳＣが面談対応に追われ、ストレスマネジメントなどの児童生徒への関わりをもつ機会や、部会等へ

の助言、コンサルテーション等の時間を十分確保できていない状況がある。 

・限られた勤務回数で効果的な活用を図るためには、コーディネート役の教員が中心となって、面談予

約以外にも部会の設定やケース会議の開催等、ＳＣの業務内容を調整していく必要がある。 

＜解決に向けた取組＞ 

・ＳＣ、コーディネーター役の教員の役割や、相談体制、ケース会議の具体例等をまとめた「教育相談

体制の充実に向けたリーフレット」を作成し、各校に配布し、校内研修等で積極的に活用してもらう

ことでＳＣの効果的活用の充実を図る。 

・県教委主催の各種会議、研修の場で、ＳＣ、ＳＳＷ等の役割の理解と効果的な連携の推進の視点から、

教育相談体制の充実について指導・助言を行う。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   不登校やいじめ、非行問題行動などの課題解決を図るため、児童生徒や保護者、教職員に対し、専門的

な知識・経験に基づいて、相談に応じ、適切に助言や援助ができるスクールカウンセラーを設置し、もっ

て健全な児童生徒の育成を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

   本県では、令和元年度から小学校全校に配置した。小学校は８校あたりに１人を配置（５．５週に１回）

した。 

   中学校は不登校生徒数や割合の高い中学校の中から単独配置校を選定し、週１日スクールカウンセラー

を配置している。令和２年度は、３５６校中１３０校を単独配置校とした。それ以外の２２６校は２週に

１日配置した。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 ① 配置人数・配置校数について 

   小学校(義務教育学校前期課程含む)：７０３校  ８０人（５．５週に１回） 

   中学校(義務教育学校後期課程含む)：３５６校 １７６人（１３０校：週１日、２２６校：２週に１日） 

   高等学校      ：２６校   １７人（全日制１６校：２週に１日、定時制１０校：週１日） 

   教育委員会等    ：６か所   ２０人（４教育事務所×週５日、県立総合教育センター２か所） 

 

  ② 資格について 

   公認心理師 １９９人   臨床心理士 １９２人 

   精神科医    ０人   大学教授等   ３人 

   上記以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者   ３３人 

    ※平成３１年４月現在の資格確認による 

    ※スクールカウンセラーに準ずる者については、任用なし 

 

  ③ 主な勤務形態について 

    小 学 校  ７０３校（５．５週に１日配置 ８校で年間４４日 １日あたり５時間５０分）    

    中 学 校  ２２６校（２週に１日配置 ２校で年間４０日 １日あたり５時間５０分） 

    中 学 校  １３０校（毎週、１日配置 １校で年間４０日 １日あたり５時間５０分） 

    高校（全日制） １６校（２週に１日配置 ２校で年間４５日 １日あたり５時間５０分） 

    高校（定時制） １０校（毎週１日、拠点校として配置 年間４５日 １日あたり５時間５０分） 

            ※高校（定時制）の対象校は、他に１３校 

    教育事務所    ４所（毎日配置、１日１人、１人につき、年間４５日 １日あたり５時間５０分） 

            ※スクールカウンセラー配置校以外の高校（全日制）を対象校とする。 

    県立総合教育センター（本所：週２日 年間９０日 １日あたり５時間５０分） 

              （分室：週１日 年間４５日 １日あたり５時間５０分） 

 

 

埼玉県教育委員会 



（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  ○活動方針等に関する指針は作成しており、年度当初、実施要綱等とともに、各市町村教育委員会、各学

校、各スクールカウンセラーに配付している。 

  ○活用方法について問い合わせがあった際は、活動方針等に関する指針を用いて説明している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ○研修の実施 

  ・年次別研修等、教育相談に関する研修において、スクールカウンセラーの活用について周知。 

  ○（４）－①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ・各教育事務所及び各市町村教育委員会の指導主事対象の会議、市町村教育委員会への訪問等を通じて周

知。 

  ・教育事務所や市町村教育委員会の指導主事から各学校へ周知。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 

  ○埼玉県スクールカウンセラー 

   ※第２回研修会は、埼玉県スクールソーシャルワーカーとの合同研修会のため、埼玉県スクールソー 

    シャルワーカーも対象 

 

（２）研修回数（頻度） 

   ○年間２回 （令和２年５月、令和２年７月）※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止 

 

（３）研修内容 

   ○第１回 講 演「不登校やいじめの未然防止にむけた対応について」 

   ○第２回  講 演「ネット・ゲーム依存の理解と対応について」 

        協 議「ネット・ゲーム依存の傾向が見られる児童生徒への対応について」 

       （スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる協議、情報交換） 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   ○上記の研修を計画したが、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止した。 

   ○例年第２回の研修はスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同で実施し、協議や情報交

換の場を設けている。スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの連携の大切さが理解され

てきている。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

  ○ＳＶの設置（有・無） 

 

（６）課題 

   ○限られた時間の中、スクールカウンセラーの資質向上につなげるための研修内容の充実 

   ○スクールカウンセラー同士の連携をより充実させる場の設定 

   ○スクールソーシャルワーカーとの連携した支援を実施するための協議内容の充実 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】心身の健康・保健のための活用事例（ ⑧ ）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  摂食障害と診断された女子（以下、Ａ）のケースである。Ａが痩せていくことに担任が気付き、養護教諭

と共に教育相談をする中で「スポーツの成績をよくするために痩せたい」と考えていることがわかる。その

後、校内でケース会議を開き、ＳＣからＡへの支援について助言を受けるとともにＳＣの定期的なカウンセ

リングを実施する。ＳＣとのカウンセリングで、母親の飲酒の量が増えているなど不安定であることがわか

り、ＳＣは母親ともカウンセリング実施した。ＳＣは母親との信頼関係を築くとともにＡを病院へ通院させ

ることや関わり方についても助言した。その結果、Ａは病院へ通院し、治療が始まった。母親も飲酒しない

ことを約束するなど、生活が落ち着いた。学校は、父親と連携して、Ａの支援を続けている。 

 

【事例２】貧困問題ための活用事例（ ⑭ ）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

  授業中に落ち着きがなく、友達とトラブルを起こす男子（以下、Ｂ）のケースである。管理職とＳＣによ

る授業巡回により、Ｂへの支援が始まる。ＳＣはケース会議で担任にＢへの関わり方について助言するとと

もに月１回の勤務日にカウンセリングを実施するも改善が見られなかった。ＳＣはＢから父親と母親の状況

を聞き、精神疾患の恐れがあると判断した。ＳＣは母親ともカウンセリングを実施し、信頼関係の構築に努

めた。学校は家庭環境の改善のために、スクールソーシャルワーカー（以下、ＳＳＷ）に訪問を要請した。

ＳＣとＳＳＷが情報を共有するとともに母親とも面談することができ、両親の病気のために、仕事がうまく

いかず、経済的に困窮していることがわかる。ＳＣはＢへの支援を、ＳＳＷは関係機関に繋ぐとともに就学

援助等の申請を進めた。その結果、Ｂは落ち着いて学校生活を送れる日数が増えた。 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（ ⑯ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  入学以来一度も登校できず、適応指導教室に週１～２回通級する女子（以下、Ｃ）のケースである。母親

は、病気を抱えており定期的に通院している。また、母親は学校へ不信感をもっている。Ｃは、食事や洗濯

等の家事を行っており、母親の通院に付き添うこともある。家庭環境に課題があったためＳＳＷが関係機関

とつなぎ、家庭環境の改善とともに適応指導教室でＣと面談し、信頼関係を築く。その結果、相談室登校が

できるようになり、相談員やＳＣにつながる。ＳＣは、Ｃのカウンセリングを行うとともに、教育相談部会

においてＣへの関わり方について助言をする。また、管理職を通じて、ＳＳＷとも情報を共有し、Ｃの支援

にあたった。家庭環境の改善と心理的な支援の結果、登校への意欲が高まり、相談室登校の日数が増えた。 
 
【事例４】校内研修のための活用事例（ ⑰ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  生徒及び保護者の抱える問題が、複雑化・多様化している状況を受けて、教職員に対して相談力を向上さ

せるために「カウンセリングマインド」について研修を行った。�特に、「貧困問題」を抱える生徒及び保護

者への関わり方で、周囲に知られたくない、そう思われることがプライドを傷つけるといったような注意す

べき心理的側面について説明し、具体的な関り方について教職員同士で話し合わせた。�また、卒業後も見据

えて、どのような支援につなげていくべきかについて関係機関との連携の必要性について説明し、ＳＳＷの

活用について紹介した。�教職員の相談力が向上したことは当然のことながら、実際の生徒及び保護者への関

わり方や支援について、学校組織としての共通認識を得ることができた。 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 ○小学校配置スクールカウンセラーの増加による、相談件数の増加 

  ・平成３０年度：1, 799 件 → 令和元年度：9, 257 件 → 令和２年度：8, 091 件 

  ・令和元年度から小学校全校に配置したことにより、平成３０年度と比較し令和元年度、令和２年度は相

談件数が増加しており、小学校における活用が定着してきたと推察される。一方で、令和２年度に相談

件数が減少したのは、臨時休業が影響したと考えられる。 

 

 ○スクールカウンセラーが関わった不登校児童生徒の調査 

  ①…不登校児童生徒の登校復帰   平成３０年度：65.1％→令和元年度：74.2％→令和２年度：69.8％ 

  ②…不登校児童生徒の学校外通所  平成３０年度： 6.0％→令和元年度： 4.5％→令和２年度： 4.9％ 

  ③…①、②以外の改善       平成３０年度： 8.9％→令和元年度： 9.6％→令和２年度： 8.7％ 

  ・スクールカウンセラーが関わった不登校児童生徒に改善が見られることから、学校の生徒指導部会や教

育相談部会と連携して対応しているケースが多いと考えられる。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

  ○学校の教育相談体制の充実 

  ○自宅にいる心のケアが必要な児童生徒に対しての相談体制の充実 

 

＜課題の原因＞ 

  ○報告されてくるいじめや不登校等生徒指導上の諸課題について、スクールカウンセラーが効果的に活用

されていれば事前に防げたのではないかと思われるケースがみられる。 

  ○新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業によって、心のケアが必要な児童生徒に対しての対応

が難しくなった。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ○スクールカウンセラーの効果的な活用について、各教育事務所及び各市町村教育委員会の指導主事に周

知。また、市町村教育委員会訪問及び学校訪問時に周知。 

  ○臨時休業中にオンラインを活用した教育相談や健康観察の事例を収集し、留意点等をまとめ市町村教育

委員会や各学校へ周知。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ○オンラインを活用した教育相談体制の充実 

 ○ヤングケアラー等子供が抱える課題へ対応と支援 

 

＜課題の原因＞ 

 ○新型コロナウイルス感染症への感染不安を抱えている児童生徒は対面でのケアが難しい。 

 ○児童生徒を取り巻く環境の変化により、児童生徒が抱える課題は多様化複雑化している。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

  ○オンラインを活用した教育相談の事例を各教育事務所及び各市町村教育委員会の指導主事に周知する。 

  ○ヤングケアラーをはじめ、児童生徒が抱える課題への理解が進むよう研修を実施する。 



 
 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 
臨床心理に関して高度な専門的な知識・経験を生かし、児童生徒の相談や、保護者、教職員等への助言・援助

を行うことで、いじめ、不登校、暴力行為などの早期発見・早期対応や緊急時の対応等を行う。 

（２）配置・採用計画上の工夫 
小学校配置７年目となり、１６５校へ隔週１日の配置を行った。平成２６年度は県内５つの教育事務所ごと

に均等に７校ずつ配置したが、平成２７年度からは各教育事務所管内の小学校での教育相談体制の状況（各自
治体独自のスクールカウンセラー等の配置状況）や問題行動等の状況等を踏まえ、教育事務所ごとに適切な配
置数とした。 

   中学校については、引き続き重点校５校（各教育事務所ごとに１校）には、週２日配置するようにした。 
   高等学校については、配置校と未配置校をペア化し、おおよそ年間１０回程度、配置校から未配置校へ派遣し

て未配置校での相談ニーズに応えられるようにしている。また、定時制の課程を有する県立高校には全校配置
している。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
■配置人数 

  小学校     ：  ３５人 
  中学校     ： ２２４人  ※ 義務教育学校２校を含む 
  高等学校    ：  ５７人 
  中等教育学校  ：   ０人 
  特別支援学校  ：   ０人 
  教育委員会等  ：  １１人 
 ■配置校数 
  小学校     ： １６５校 
  中学校     ： ３１５校  ※ 義務教育学校２校を含む 
  高等学校    ：  ８５校 
  中等教育学校  ：   ０校 
  特別支援学校  ：   ０校 
  教育委員会等  ：   ６箇所 
■資格 

  （１）スクールカウンセラーについて 
①公認心理師 ２２９人 
②臨床心理士 ２３１人 
③精神科医    ０人  
④大学教授等   ７人 

   ⑤上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 ０人 
  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 
   ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の

経験を有する者    １５人 
   ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年

以上の経験を有する者 ２４人 
   ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 ０人 
   ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた

者          ０人 
■主な配置形態 

    単独校 ３１０中学校    （週１回・１回５～６時間） 
          ５中学校    （週２回・１回５～６時間） 
        １６５小学校    （隔週１回・１回５～６時間） 
         ８５高等学校   （週１回・１回５～６時間） 
    県児童生徒課 １箇所    （週１回・１回７時間４５分） 

教育事務所  ５箇所    （週１回・１回６時間） 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 
①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
スクールカウンセラー取扱要綱とは別に「活動の指針」を作成し、配布・周知している。５月の全体研修会でス

クールカウンセラー及び各市町村教育委員会担当指導主事に周知している。 

②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
管理職を対象とした会議で周知を図る他、各教育事務所主催の研修会で、小学校・中学校・高等学校の生徒指導

主事を集め、スクールカウンセラー等の活用を促している。 

千葉県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
  全スクールカウンセラー 
 
 
（２）研修回数（頻度） 

年２回（全体研修会１回、地区研修会１回） 
 
 
（３）研修内容 

○全体研修会（５月） 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、集合開催は行わずに資料配付に変更 

 

  ○地区別研修会（７月～９月） ※５教育事務所ごとの計画で実施 

   ・生徒指導の現状と本年度の基本方針 

   ・スクールカウンセラーの業務について 

   ・不祥事防止について 

・不登校児童生徒支援チームについて 

・講演、講話 

   ・事例検討会、情報交換会 

   ・グループ別協議 等 

   ※令和２年度は全体会を中止したため、以下の項目について地区別研修会で周知・説明を行った。 

・生徒指導の現状と本年度の基本方針 

   ・スクールカウンセラーの業務について 
 
（４）特に効果のあった研修内容 

地区ごとに分かれての研修会において、それぞれが抱える様々なケースに対する事例検討会を行ったことは、実

践力を高めていく上で大変有効であった。 
 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 
・県児童生徒課   １名 

  ・教育事務所   １０名（各教育事務所２名ずつ） 

  ・県立高校     ４名 

○活用方法 
・スクールカウンセラー等への指導・助言（特に新規採用者は重点的に） 

  ・特に困難と思われる事例への対応・援助 

  ・児童生徒のカウンセリング等に関する情報提供及び助言 

  ・いじめ問題対策支援チーム派遣事業におけるチームの一員として、派遣先の学校職員に助言等 

  ・その他、学校における教育相談体制の充実強化に関する活動 

 

（６）課題 
小中学校の新規スクールカウンセラー採用者を中心に、教育事務所スーパーバイザーの訪問による指導・助言を

するようにしたが、教育事務所スーパーバイザーも週１日の勤務のため、日程調整が難しかった。また、高校の新

規採用者への対応は、高校配置のスーパーバイザーが学校勤務のため、対応できなかった。 

スクールカウンセラーの人数が多い状況ではあるが、全体研修会や地区別研修会で小グループによる事例検討を

積極的に行い、個々の抱える事案への対応について意見交換をする中で、各スーパーバイザーとの連携に努めてい

く必要がある。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】小中連携のための活用事例（⑪）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
 自閉スペクトラム症と診断されているＡは、小学校低学年時には、ほとんど授業を受けずに教室の床に転がっ

ていたり、教室を出て空き教室のロッカーに隠れたりする行動が見られていた。その後、自治体教育委員会の教

育相談に繋がり、家庭や学校での対応の工夫や本児自身の成長によって、高学年時には教室の自席に座って学習

できるようになった。中学校進学に向けて、保護者は進学先の中学校のＳＣに相談し、それを受けてＳＣが小学

校６年生のＡの授業の様子を参観した。ＳＣは、Ａの担任と「Ａの友人関係」「学力」「普段の生活の様子」「学

校の対応の留意点」「中学校で予測される問題」等について情報交換を行った。 

ＳＣは小学校訪問後、中学校の特別支援教育コーディネーターや管理職とともに、Ａの支援について検討を行

った。その結果、中学校ではＡが入学する前に、中学校の体験学習（通常学級、特別支援学級）の時間を設けるこ

とにし、保護者とＡに提案した。保護者の了解のもと、Ａは無事体験学習を終えることができ、ＳＣも学習の様子

を観察することができた。体験学習後、保護者と中学校の管理職、特別支援教育コーディネーター、ＳＣで、Ａの

スムーズな中学校生活のための方策を話し合った。 

  中学校入学式前日に、Ａと保護者に登校してもらい、管理職から入学式の流れを説明し、その後ＳＣとの面談も

設定した。ＳＣは、Ａ親子との面談の中で、中学校生活を送るうえでの困った時の対応などについて話し合った。

中学校では、Ａの入学とともに教育支援計画を策定し、全教職員がＡの特性理解と対応について共通理解を持ち

ながら対応している。また、Ａは相談室にきて、ＳＣにいろいろな話をして、気持ちを落ち着かせている。このよ

うな取組により、Ａは通常学級でみんなと活動している。 

 
【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
  父親の就労状況が不明であり、母親のみ就労しているが、動物を数十匹飼い、劣悪な家庭環境にある中学女子生

徒の事案である。家は動物の糞尿がいたるところにあり、制服や学校の鞄にも匂いが染みついている状況だった。

そのような環境のためか、遅刻や欠席が多い状態が続いていた。しかし本人や保護者は、この環境下でこれまで生

活しているため、特に問題と感じていない。経済的に著しく困窮はしていないようで、食事はできているようだっ

た。 

そのため、登校してきた時は、保健室で制服を交換し、養護教諭が洗濯をして、衛生面をサポートしている。ま

た、本人からいつＳＯＳが出ても対応できるように、ＳＣが定期的に関わりを持ち続けている。今年度入学して

きた弟が小学校から全欠席であること、周囲の情報や劣悪な家庭環境であることなど、児童虐待（ネグレクト気

味）に当たる可能性があることから、管理職、担任、学年、生徒指導、養護教諭、ＳＣ、児童相談所でケース会議

を行う。担任や学年で定期的に家庭訪問し、弟の状態を確認している。今後も様子を継続的に見守りつつ、情報交

換を密にして共通理解を図っている。 

 
【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
  中学に入学後すぐに女子生徒から面談の依頼があった。その生徒は、小学校６年時に同居していた母方祖母が

急逝した際、学区の小学校から心理支援の依頼があったため面識があった。入学時の面談では、「母の精神状態が

悪化して何もできない状態のため、家の用事がない時に部活動に参加したい」と、担任及び部活動顧問にも連絡済

みであると話していた。小学校のときの面談では、それまで祖母が家事を担っていたが、それが彼女の役目になっ

たこと、生まれたばかりの双子がいること、母が精神的に不安定になっていることを語っていた。 

ＳＣは、生徒との面談後、小学校の時の面談状況も含め、担任らに部活での配慮を求めた。しかしヤングケアラ

ーの概念がまだ学校になく、教育活動の一環である部活動に自分の都合で参加しないのは怠惰と考え、特別な配

慮はされなかった。しかしヤングケアラーの概念が学校に入ってくるに従い、この生徒をヤングケアラーとして

捉え、支援や対策を考える必要があるとの認識に変化していった。生徒からは、ＳＣとの面談希望が定期的に入

っていたため、家庭での様子を含めて、担任への報告だけでなく生徒指導委員会でも報告を行った。 

その結果、部活での配慮や、学習時間が取れないことへの学習支援だけでなく、市の関係機関と連携して福祉

面での支援も入るようになり、生徒の様子も明るくなっていった。高校進学にあたり、親に金銭的な負担をかけ

たくないと定時制高校への進学を希望していたが、母親の体調も職に就けるまでに回復したため、入試直前に全

日制の高校に進路を変更し、卒業していった。 

  ヤングケアラーとして支援をしていくためには、教職員が学校生活の中で、生徒のどの様子をヤングケアラー

のサインと感じて受け止め、それを教職員間でいかに共有できるかが重要と感じた。 

 



【事例４】教育プログラムのための活用事例（⑱）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
「中学１年生のココロとリラクゼーション講話」 

Ａ中学校における、中学１年生を対象とした教育プログラムを報告する。毎年度始めＳＣから管理職に提案を

して、了解の上で、教務や学年主任等と開催日程を調整して行っている。令和２年度も同様の手続きを経たが、実

施に際しては様々な変更が必要となった。例えば、①講話の時期は、新学期始まってすぐではなく、分散登校から

平常登校に戻った６月下旬に行った。②学年一斉ではなく、ＳＣが各クラスを回って１時間ずつ行った。③ペア

によるリラクゼーションワークをなくして、全てセルフで行った。 

講話の前半はＳＣの自己紹介であり、ＳＣ自身の名前の由来に始まり、臨床心理士やＳＣについて、また、生徒

からの相談の仕方などについての話をした。中盤は、「中学１年生のココロ」と題して、「身体」「学習」「自分」

「親」「友人」についての変化が現れてくる話と、テーマ毎に不安や思いなどについて、各自で配付プリントへ記

入をして振り返りをしてもらった。後半は、思春期のストレスを乗り切る一助として、ストレス･マネージメント

の話をして、２つのストレス対処法を取り上げた。①「相談力」で、ＳＯＳの出し方教育を念頭に置きながら、相

談することの大切さに触れた。②「リラクゼーション法」で、椅子座位による肩の上げ下げ課題をセルフで体験し

てもらった。クラス担任等にも生徒の反応やワークの様子を一緒に感じとっていただき、終了後に振り返りを行

った。 

中学校へ上がった早い段階で、ＳＣという支える存在を知ってもらえる、自らの心の揺れ動きへの準備態勢を

持てる、ストレス対処法を身に付けられる、生徒への理解や関わり方について教職員との共通の土台作りの時間

にもなるなどが、本プログラムの効果と考えられる。 

 
 
 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
小学校において配置された学校については、隔週配置であるが、１日当たり７．２件の相談件数があった。こ

れは、中学校５．９件、高等学校４．４件に比べて多く、需要があるとともに、積極的な活用が図られているこ

とが分かる。中・高等学校と比較し、保護者からの相談割合が高く、家庭と学校とが連携して児童の抱える問題

に対応していく上でも効果的である。また、小学校配置が７年目となったことで、スクールカウンセラーの効

果が小学校の中にも認知されてきており、未配置校からの要請に対して対応をした小・中学校配置校の対応件

数は１、５８１件に上った。 
   高等学校については、配置校数８５校に対し未配置校が３７校だが、配置校からスクールカウンセラーを派

遣して未配置校での相談に対応をした件数は７８４件で、未配置校１校当たり２１．２件の要請に対応して、カ

バーすることができた。 

   全体での相談内容としては、不登校に関することが２９．３％と最も多く、次いで心身の健康や保健に関する

ことが２１．７％、家庭環境・発達障害等がともに１０．８％となっており、児童生徒や保護者、学校が抱えて

いる問題等にスクールカウンセラーが積極的に関わっている状況である。 
 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
 ＜課題の概要＞ 
・小学校、高等学校未配置校からのニーズに対応したスクールカウンセラー配置の拡充。 

 
＜課題の原因＞ 

・未配置の小学校には、中学校配置のスクールカウンセラーが対応し、対応件数は未配置小学校１校当たり、年間

約２．９６件であり、そのうち、２０回以上対応した中学校が１９校という状況だった。 

・高等学校の未配置校からも不登校や精神的にも不安を抱えた生徒等、スクールカウンセラー活用のニーズが高

く、ニーズを配置の充実を目指していく必要がある。 

・配置校のスクールカウンセラーが未配置校からの要請に対応する上では、配置校での勤務が多忙なことや旅費

がかかる等の都合上、原則としては相談者が配置校に赴くことが望ましいとしている。このことでスクールカ

ウンセラーへの相談を遠慮してしまう場合がある。 

 
＜解決に向け実施した取組＞ 
・配置校及び未配置校にスクールカウンセラー等取扱要綱や指針を配付し、スクールカウンセラーの派遣の手続

き等について周知を図った。 

・スクールカウンセラーの活用実績や問題行動等の状況を総合的に考慮し、小学校及び高等学校の配置校の見直

しを図った。 

 
 
②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
・小学校、高等学校未配置校からのニーズに対応したスクールカウンセラー配置の拡充 

 
＜課題の原因＞ 
・未配置校においても、不登校や暴力行為の低年齢化、精神的に不安を抱えた児童生徒等、スクールカウンセラー

活用のニーズが高いため。 

 
＜解決に向けた取組＞ 
・スクールカウンセラーの小学校配置の計画的な拡充。 

・スクールカウンセラーの高等学校配置の計画的な拡充。 

・高等学校未配置校へ継続的に派遣するための、ペア校方式の拡充。 

・活動報告書等の分析による、よりニーズに則した配置計画の見直し。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童及び生徒の心理に関して、高度に専門的な経験を有する者をスクールカウンセラーとして配置し、い

じめや不登校等の未然防止、改善及び解決並びに学校内の教育相談体制等の充実を図ることを目的とする。

（東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項より） 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱及び東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項に基づき、

スクールカウンセラーとしての役割を理解し、その職務を遂行する熱意がある者のうち、資格要件を満たし、

東京都教育委員会が選考した者を「東京都公立学校スクールカウンセラー」として任用している。 

任用期間は１年以内とし、かつ、２会計年度にわたる任用はできない。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

ア 配置人数について（延べ人数） 

 ・ 小学校（義務教育学校前期課程を含む）           １３５６人 

 ・ 中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程を含む） ７１４人 

 ・ 高等学校（中等教育学校後期課程を含む）           ２４７人 

イ 配置校数について 

 ・ 小学校（義務教育学校前期課程を含む）           １２７５校 

 ・ 中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程を含む） ６２３校 

 ・ 高等学校（中等教育学校後期課程を含む）           １９１校 

ウ 資格について 

 ① 公認心理師 

② 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者で、採用予定年

度の４月１日現在で、臨床心理士資格登録証明書の交付日以降、１年以上が経過している者 

 ③ 精神科医 

④ 児童・生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第１条に規定する大

学及び同法第９７条に規定する大学院（以下「大学等」という。）における心理学系の学部長、教授、

准教授、講師（常時勤務をする者に限る。）若しくは助教の職にある者又はそれらの職にあった者 

なお、①～④の資格を有する者の人数は以下の通りである。 

    ① 公認心理師  １１３３人（臨床心理士資格を有する者を含む） 

    ② 臨床心理士  １４４７人 

③ 精神科医       １人 

④ 大学教授等      ５人 

エ 主な勤務形態について 

１校につき年間３８日 １日あたり７時間４５分勤務 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

① 活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱、東京都公立学校スクールカウンセラー取扱要項、東京都公立

東京都教育委員会 



学校スクールカウンセラー取扱要項実施細目、スクールカウンセラー活用ガイドライン及びリーフレット

「会計年度任用職員に変わります」を学校及びスクールカウンセラーに配布し、その内容について周知・徹

底するよう、区市町村教育委員会及び都立学校長に依頼した。 

 ② 研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

   新型コロナウイルス感染症対策の状況を鑑み、例年参集型で開催している新規スクールカウンセラー及び

区市町村教育委員会のスクールカウンセラー活用事業担当者を対象とした連絡会を動画配信により実施し

た。また、学校に向けても生活指導に関する通知や動画等により、スクールカウンセラーの職務内容や学

校組織内における位置付け、効果的な活用方法等について理解促進を図った。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
  ア 都内公立学校に勤務する東京都公立学校スクールカウンセラー 

  イ 令和３年度に新規採用予定の東京都公立学校スクールカウンセラー 

 

（２）研修回数（頻度） 
ア 都内公立学校に勤務する東京都公立学校スクールカウンセラー対象（１回） 

※令和２年度は感染症のまん延防止のため中止 

  イ 都立学校配置の東京都公立学校スクールカウンセラー対象（１回） 

※令和２年度は感染症のまん延防止のため中止 

  ウ 都立学校配置の東京都公立学校スクールカウンセラーのうち、希望者対象（６回） 

  エ 令和３年度に新規採用予定の東京都公立学校スクールカウンセラー対象（１回） 

※令和２年度は動画配信で実施 

 

（３）研修内容 
ア 管内スクールカウンセラー連絡会 

   ・教育相談体制の更なる充実に向けて 

   ・新型コロナウイルス感染症対策に伴う影響とこころの支援について 

   ・感染症対策下における校内教育相談体制について 

  イ 新規スクールカウンセラー連絡会 

   ・スクールカウンセラー活用事業の目的について 

   ・教育相談体制の充実におけるスクールカウンセラーの役割と職務について 

   ・学校での勤務を始める際の留意事項について 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
   都立学校に勤務するスクールカウンセラーの希望者を対象とした連絡会において、新型コロナウイルス

感染症対策に伴う生徒への影響、コロナ禍におけるスクールカウンセラーの役割と校内教育相談の在り方

という喫緊の課題を協議テーマに設定することで、参加者の主体的な問題解決を促すことができた。また、

同地区に勤務するスクールカウンセラーのつながりを構築する機会となった。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
   「東京都公立学校スクールカウンセラー」事業として、スーパーバイザーは設置していない。 



 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
【事例１】不登校対策のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

当該生徒は、新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業明けに不登校になった。当該生徒は、コロナウ

イルス感染症により世界中で多数の死者が出ている事実に対する悲しさや、感染への不安から落ち込むように

なり、家に籠るようになったとのことであった。母親も当該生徒の状況に大きな不安を抱えており、かなり動

揺している様子が見られた。スクールカウンセラーは母親の気持ちを受け止めるとともに、当該生徒への対応

や行動の意味を一緒に考えるとともに、息抜きする時間を意識的につくり、セルフケアを心掛けるよう助言し

た。母親は次第に気持ちが落ち着くようになり、当該生徒も徐々に登校できるようになった。登校再開後、当

該生徒にもセルフケアの大切さやリラクゼーションの方法を伝え、定期的な面談を継続した。その結果、夏休

み明けには通常通り登校できるようになった。 

 

【事例２】虐待から児童を守るための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

コロナ禍による父親の長期的な休業によって家庭内の関わりが密となり、父親から母親へのＤＶ、父親から

当該児童への虐待が頻繁に生じるようになった。教室内における当該児童の恐怖反応を担任が把握するととも

に、スクールカウンセラーとの全員面接でも直接相談があったことにより、虐待の疑いがあることが発覚した。

スクールカウンセラーは、当該児童への面接を継続しながら、両親との面接を実施した。面接前後には担任や

特別支援コーディネーターと連携するとともに、管理職への報告や指示を仰ぎながら、外部機関への連絡をは

じめ、自治体のスクールソーシャルワーカーの活用を図った。チーム学校で、当該児童や両親への支援を継続

している。 

 
【事例３】家庭環境の改善における活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  当該生徒は母子家庭で育っており、母親は精神障害のため就労が難しく、経済的課題も見られていた。家庭

では当該生徒が母親の代わりに家事全般を担い、経済的負担を強いられるときもあった。スクールカウンセラ

ーから当該生徒の祖母や叔母に連絡を取るとともに、学校から役所の障害支援課にも協力を依頼するなど、本

家庭への支援体制を整えていった。さらに当該生徒及び祖母や叔母の了承を得た上で、家庭の状況に係る資料

を作成し、母親の主治医に情報提供した。結果、主治医から母親に対し子育てについて助言があり、徐々にで

はあるが、本人を取り巻く環境は改善されている。 

 
【事例４】教育プログラムにおける活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  養護教諭の「コロナ禍における生徒の状況を鑑み、生徒全体の精神的な健康度を上げる取組を行いたい。」

という提案から、全校生徒を対象としたリラクゼーションプログラムを企画した。スクールカウンセラーが中

心となり、深呼吸、動作法、イメージ法などを組み合わせた約５分間のリラクゼーションを、週２回、朝の時

間に校内放送を使って実施した。以前に、強い不安を訴えていた生徒が「不安になったときに、放送の内容を

思い出して深呼吸をするなど、混乱せずに気持ちを落ち着けることができるようになってきた。」と話すなど、

ストレスを感じたときの対処について、全校生徒に周知することができた。 

（６）課題 
新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業の影響等も考えられるが、令和元年度に比べてスクールカ

ウンセラーへの相談件数が減少している。また、学校によって相談件数に大きな差がある。都内各校におけ

るスクールカウンセラーを活用した教育相談体制の質的向上と、スクールカウンセラーの資質・能力向上の

機会確保が必要である。 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

過去３年間の「児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について」の調査結果から、「スクールカウンセ

ラー等の外部の相談員がいじめの発見のきっかけとなった件数」が、平成 29 年度は 100 件、平成 30年度は

200 件、令和元年度は 209 件と年々増加している。都内全公立小・中・高等学校において、小学校第５学年、

中学校第１学年、高等学校第１学年を対象とした実施している全員面接等により、児童・生徒とスクールカ

ウンセラーとのつながりをつくり、相談しやすい環境を整備することにより、いじめ問題をはじめとする問

題行動等の未然防止や早期対応を図ることができている。 

また、令和元年度の調査において、「スクールカウンセラー等を活用して教育相談体制の充実を図った」

と回答した学校の割合は 100％であり、都内全公立小・中・高等学校がスクールカウンセラーを積極的に活

用し、学校教育相談体制の充実に向け取り組んでいる。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ① 昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・ 東京都公立学校スクールカウンセラーの資質・能力の向上と、オンラインでの面談に係る検討など、学

校における教育相談体制の更なる充実を図る必要がある。 

＜課題の原因＞ 

 ・ スクールカウンセラーとしての力量、学校組織の一員であることへの意識に個人差がある。 

・ 新型コロナウイルス感染症により、昨年度末から連絡会の中止が続いたため、直接スクールカウンセラ

ーに組織的対応の在り方や求められる役割等について伝える機会が不足している。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・ 十分な感染症対策を講じた上で、シニア・スクールカウンセラーを講師とした管内連絡会を開催し、新

型コロナウイルス感染症対策に伴う影響とこころの支援の在り方やスクールカウンセラー活動への影響、

相談の実施事例等を共有した。 

  ・ スクールカウンセラーを活用した教育相談体制の充実、またスクールカウンセラーの資質・能力の向上

を図ることができるよう、都教育委員会が作成した「スクールカウンセラー活用ガイドライン」に基づく

動画を配信し、改めて校内における組織づくりや教員との連携等について周知・徹底を図った。 

 

② 今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施する取組 

＜課題の概要＞ 

・ 子供の不安や悩みを解消に導くために、スクールカウンセラーと教員が緊密に連携する体制を確立すると

ともに、スクールカウンセラー個々の資質を向上させることが必要である。 

＜課題の原因＞ 

・ スクールカウンセラーの資質・能力、組織の一員であることの意識に個人差があること。 

・ 教育相談体制の構築について、学校間で差があったり、管理職の意識差があったりすること。 

＜解決に向けた取組＞ 

 ・ 校長やスクールカウンセラー対象のそれぞれの連絡会で、解決困難な事例へのチームとしての対応につい

て協議する場を設けるなど、学校の相談体制の一層の充実を図る。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 
   いじめ、暴力行為、不登校等、児童・生徒の問題行動等の対応にあたって学校における教育相談体制の充実を図るため、

児童・生徒の臨床心理に関する専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラー及びスクールカウンセラースーパーバイ

ザーを、政令市を除く全中学校、県立高等学校・中等教育学校拠点校及び県教育委員会に配置している。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
［小学校・中学校］ 

   政令市（横浜、川崎、相模原）を除く全 174 中学校に配置（週１回）することで、学区内の小学校にも対応している。 

そのうち、中学校 23 校を重点配置校（週２回）としている。また、本県採用３年以下のスクールカウンセラーの資質向上や 

教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーアドバイザーを中核市（１市）及び４教育事務所に、それぞれ１名 

（計５名）を配置している。 

［高等学校・中等教育学校］ 

140 校のうち 88 校を拠点校として、１～２校を１学校群とする拠点校方式でスクールカウンセラーを配置し、全校に対

応している。（単独配置校は 30 校［高等学校 28 校、中等教育学校２校］） 

［県教育委員会］ 

   スクールカウンセラーのスーパービジョンや学校で重篤な事案が発生した場合の児童・生徒へのカウンセリング及び教職

員へのコンサルテーションのため、スクールカウンセラースーパーバイザー（ＳＣＳＶ）を１名配置している。 

※ 平成 22 年度から勤務状況評価制度を導入し、県教育委員会が勤務成績優秀と認めるものは原則２回まで公募によらない

再度の任用ができるものとしている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
 ※配置人数 

  中学校     ：１９７人 

高等学校        ： ８４人 

  中等教育学校  ：  ４人 

  教育委員会等  ：   ６人 

 ※配置校数 

  中学校     ：１７４校 

高等学校    ：１３８校 

  中等教育学校  ：  ２校 

  教育委員会等  ：  ６箇所（SCAD５箇所、ＳＶ1箇所） 

※資格 

  （１）スクールカウンセラーについて： 

① 公認心理師のみ      ２０人 

② 臨床心理士のみ     １０２人 

③ 公認心理師及び臨床心理士 ６６人  

④ 精神科医     ０人  

⑤ 大学教授等    ０人 

⑥ 上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 ０人 

神奈川県教育委員会 



 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を 

有する者            ７人 

    ② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年以上の経

験を有する者         １０人 

    ③ ①と②を満たす者       ６人 

    ④医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                     ０人 

⑤上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者            

１人 

※主な配置形態 

  単独校  １５１中学校    （週１日・１回７時間） 

        ２８高等学校   （週１日・１回７時間、うち１校は週２日・１回７時間） 

２中等教育学校 （週２日・１回７時間） 

    重点配置校 ２３中学校    （週２日・１回７時間） 

     拠点校  ５５高等学校   （月１～２日・１回７時間）   

     対象校  ５５高等学校   （月１～２日・１回７時間） 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
  スクールカウンセラーの業務内容や、学校での活用についての指針を示した「スクールカウンセラー業務ガイドライン」を

策定し、各学校に発出している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

教育相談コーディネーターの養成研修や、スクールカウンセラー本人による校内研修等を通して、学校の教育相談体制にお 

けるスクールカウンセラーの活用について理解促進を図っている。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、小学校・中学校配置のカウンセラー対象の研修については、書面 

により開催、県立学校配置のカウンセラー対象の研修については全て中止とした。 

（２）研修回数（頻度） 
    書面による開催：１回 

（３）研修内容 
    事前に、臨時休業明けに行った取組と教育活動再開後の児童・生徒の心理的課題についての事例を収集し、各事例に 

対してスクールカウンセラーアドバイザーからの助言を行うとともに、事例集を配付した。 

（４）特に効果のあった研修内容 
  新型コロナウイルス感染症の影響で集合研修はできなかったものの、スクールカウンセラーアドバイザーによる巡回相談を

行うことにより、カウンセラーの資質向上に努めた。(小学校・中学校) 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（有・無）（年 60 回 １日当たり７時間 年間 420 時間以内） 
○活用方法 ・スクールカウンセラーに対する指導・助言 
       ・スクールカウンセラー連絡協議会での指導・助言 

        ・採用１年目のスクールカウンセラーに対するスーパービジョン 

        ・学校で重篤な事案が発生した場合の児童・生徒へのカウンセリング及び教職員へのコンサルテーション 

 
（６）課題 
   令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、当初予定していた研修を行うことができなかった。し

かし、スクールカウンセラーからは協議形態での研修実施を望む声が多く、効果的な研修の実施が課題である。 

 
 



 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】性別に違和感のある児童・生徒への支援のための活用事例（⑧ 心身の健康・保健） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

生徒本人が自身の性別に違和感を持っており、そのことから希死念慮のある生徒に対し、学校内で当該生徒を中心とする

相談環境体制の構築をスクールカウンセラーが提案した。担任・養護教諭・教育相談コーディネーターとも連携し、別室登

校や面談の機会をつくり、相談しやすい環境づくりに努めた。また、外部機関との連携として、専門医療機関の受診へとつ

なげることができた。 

 

 

【事例２】児童虐待防止のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
スクールカウンセラーとの面談を通し、虐待が疑われたため、生徒とその家族についてのアセスメントを行い、教職員への

コンサルテーションを実施した。教職員やスクールソーシャルワーカーと連携し関係機関への連絡を依頼、包括的な支援の必

要についてアドバイスを行った。 

 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯ヤングケアラー ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
  欠席が続いた生徒に対してカウンセリングを行った結果、過去に虐待を受けていたことや幼い兄弟の世話や家事などをす

るために学校を欠席していることがわかった。生徒本人とのカウンセリングを継続しながら、学校が市（行政）等の関係機関

とも連携し両親への支援も行った結果、生徒本人の欠席も少なくなり、高校進学へとつながった。 

 
 
【事例４】校内研修のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

教職員対象の校内研修を複数回実施した。まずは、スクールカウンセラーとのスムーズな連携体制づくりを目的とした研 

修を実施し、スクールカウンセラーの職務について説明することにより、教員のスクールカウンセラーに対する共通理解を図

った。次に、教職員が早期発見・介入できることを目的として、「学校再開後のメンタルケア」をテーマに研修を実施した。

スクールカウンセラーとのカウンセリング時間がとれない場合、教育相談チームによる生徒相談ができる体制づくりにつなが

り有効だった。 

 

 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 ［小学校・中学校］ 

  令和２年度の相談件数は、54,485 件で、令和元年度より 3,549 件減少している。内訳は、小学校児童の相談件数が 2,426 件、 

 中学校生徒の相談件数が 13,373 件、保護者の相談件数が 10,612 件、教職員の相談件数が 28,074 であった。特に、教職員の

相談件数については、昨年度よりも 5,319 件増加しており、学校の支援体制の構築が少しずつ見られ、児童・生徒だけでなく、

教職員・学校において、スクールカウンセラーの専門性が学校の中で大きく活用されていることが伺える。 

［高等学校・中等教育学校］ 

  令和２年度の相談件数の合計は、140 校（161 課程）で 18,921 件であった。昨年度と比較して 570 件増加している。相談 

者の内訳は、教職員の相談が 9,707 件、生徒の相談が 7,450 件、保護者の相談が 1,764 件である。相談内容としては、長期 

欠席・不登校が 3,607 件と最も多く、次いで友人・異性関係が 2,344 件、家庭環境が 2,287 件となっている。相談後、解決・ 

好転した割合については、69.1％となっている。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
・「チーム学校」としての支援体制の構築を進める上で、これまでの関係機関のみでなく、医療や福祉機関との連携に 

  ついても考えていく必要がある。 

 ・多くの学校で相談業務に勤務時間の大半を費やしているため、教職員に対するコンサルテーションの時間や、予防的な取

組に時間が割けない状況である。 

 

＜課題の原因＞ 
  ・週１回の勤務形態では、小学校からの相談の要望に対応しきれていない。 

  ・学校の教育相談体制におけるスクールカウンセラーの活用について、教職員の理解が不十分なところがある。 

  ・スクールカウンセラーの配置拡大に伴う採用数の増加に伴い、資質の維持・向上が必要である。 

  ・勤務時間に対する相談件数が飽和状態にあるだけでなく、相談内容が多岐に渡り複雑化していることで、継続して面談を

行う必要のある生徒が増えてきている。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 
・全ての子どもたちが存在感を得られる「居場所づくり」や、豊かな人間関係づくりを後押しする「絆づくり」を図るなど、

全教職員の共通認識のもと、「魅力ある学校づくり」に取り組んでいる。（小学校・中学校） 

・引き続き、配置人数の拡大に努めるほか、限られた時間の中で効率的に相談業務等に当たれるよう、学校の教育相談体制

の充実を図る。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 

［小学校・中学校］ 

・令和２年度は、相談件数は減少したものの、教職員の相談件数は増加(教職員の相談件数は、昨年度よりも 5,319 件増加) 

し、相談内容が多岐にわたっていることから、スクールカウンセラーの派遣回数が足りていない状況にある。 

・昨年度同様、学校内の支援体制の構築を進めることが課題。これまでの関係機関のみでなく、医療や福祉機関との連携に

ついても考えていく必要があるが、多くの学校で相談業務に勤務時間の大半を費やしているため、教職員に対するコンサ

ルテーションの時間や、予防的な取組みに時間が割けない状況である。 



 

［高等学校］ 

・多くの学校で相談業務にスクールカウンセラーの勤務時間の大半を費やしているが、面接に要する時間が不足し、時機を得

た相談に繋ぐことが困難となっている。 

・教職員へのコンサルテーションやケース会議への参加などの時間を確保することができず、教職員と協働した教育相談体制

づくりが困難な状況が続いている。 

・生徒の相談内容が多様化・重篤化しており、スクールカウンセラー有資格者の人材確保やスクールカウンセラー全体の資質

の向上が求められている。 

 

 

＜課題の原因＞ 

［小学校・中学校］ 

・相談件数の内訳について、「心身の健康・保健」や「発達障害等」の相談件数が大きな割合を占めてきている。起立性調 

節障害の悩みや性別に関する悩みについての相談も増えている状況から、医療・福祉分野との連携も不可欠である。 

・勤務時間に対して、相談件数が飽和状態にあるだけでなく、相談の内容が複雑化しているため、継続して面談を行う必要 

のある生徒が増えてきている。 

・教職員の生徒対応に関する相談に対応する件数が増えている。 

・様々な悩みに対し、自傷行為、希死念慮の児童・生徒に対する相談が増加している。 

［高等学校］ 

・カウンセリングが必要な生徒が増加しており、面接に要する時間が不足していることに加え、教育相談体制づくりに要する 

時間が不足している。 

・教職員に対するコンサルテーションや支援に向けての的確な助言ができるスクールカウンセラーが不足している。 

 

 

＜解決に向けた取組＞ 

［小学校・中学校］ 

・「チーム支援」の好事例を収集・共有することで、組織的・計画的な支援の充実を図る。 

 ・引き続き、配置人数の拡大に努めるほか、限られた時間の中で効率的に相談業務等に当たれるよう、学校の教育相談体制の

充実を図る。また、開催方法を工夫し研修の機会を設ける。 

［高等学校］ 

・配置人数の拡大、勤務時間の拡充に向け予算の確保に努める。 

 ・コロナ禍における研修会の実施形態の工夫を図る。 

 

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

① 新潟県の生徒指導上の最重要課題であるいじめ・不登校への適切な対応を目指し、学校における相談機

能の充実を図るために、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー

（以下：ＳＣ）を学校に配置する。 

② 児童生徒・保護者へのカウンセリング、教職員や保護者へのコンサルテーションやカウンセリングを行

い、指導の在り方の検討や校内指導体制の確立等に役立て、問題の解消や児童生徒・保護者等の精神的苦

痛の解消・軽減を目指す。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

① 令和元年度からすべての公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

に配置した。 

② 小中学校・義務教育学校、特別支援学校においては、中学校区単位を１グループとし、グループごとに

カウンセラーを１人配置した。 

③ 高等学校においては拠点校方式を採用し、全ての学校に配置した。 

④ できるだけ多くの学校に配置できるよう、臨床心理士等の資格のあるＳＣだけでなく、ＳＣに準ずる者

も含めた計画的な採用をした。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 ＜配置人数＞ （重複あり） 

   小学校     ８７人    中学校     ８７人    義務教育学校   １人 

   高等学校    ４７人    中等教育学校   ６人    特別支援学校   ９人 

   教育委員会    ０人 

 ＜配置校数＞ 

   小学校    ３４１校    中学校    １６６校    義務教育学校   １校 

   高等学校    ８４校    中等教育学校   ６校    特別支援学校  ３４校 

   教育委員会    ０箇所 

 ＜資格＞ 

   公認心理師 ５２人   臨床心理士 ５５人   精神科医   ０人   大学教授等  ５人 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  ・年度当初に、ＳＣ事業連絡会を開催し、活動方針や勤務について周知を図った。 

  ・令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、例年よりも規模を縮小して開

催した。 

・小・中学校、義務教育学校、特別支援学校については、スクールカウンセラー等、市町村教育委員会担

当者、県教育委員会担当者が出席し、活動方針等の説明を行った。その後、市町村教育委員会担当から

各学校の代表者へ、資料の配付と内容の伝達を行った。 

・高等学校、中等教育学校については、書面開催とした。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ・特になし 

 

新潟県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

  

（１）研修対象 

〇小・中学校、義務教育学校、特別支援学校（７月：地域別研修） 

 ・スクールカウンセラー及びカウンセラーに準ずる者 

〇高等学校、中等教育学校（９月：全県研修） 

 ・スクールカウンセラー及びカウンセラーに準ずる者 

・スクールカウンセラー等配置拠点校及び派遣校の管理職 

 

（２）研修回数（頻度） 

〇年間１回   

＊研修会とは別に４月に「ＳＣ等事業連絡会」を実施し、活動方針や勤務について周知を図った。 

 

（３）研修内容 

〇小・中学校、義務教育学校、特別支援学校（７月：地域別研修） 

  ・講義「スクールカウンセラーと学校の効果的な連携について」（県教育庁生徒指導課 臨床心理士） 

  ・グループディスカッション「スクールカウンセラーと学校の効果的な連携について」 

  ・情報交換 

〇中等教育学校・高等学校（９月：全県研修） 

 ・グループディスカッション「校内組織とスクールカウンセラーとの連携について」 

・情報交換 

・講義「ＳＣが出会う思春期・青年期の精神疾患の理解と対応」（新潟大学教授） 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

同一地区の副校長・教頭及びＳＣが集まり、情報共有及びグループ協議を行うことで、ＳＣ間での連携

の促進及び各校においてＳＣの有効活用を図ることができた。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（ 有 ・無） 

○活用方法 

 

（６）課題 （〇は成果 ●は課題） 

○ 令和元年度の反省から、令和２年度は小・中学校、義務教育学校、特別支援学校のスクールカウンセ

ラー等を対象とした研修会を実施することができた。 

● 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策及び新しい生活様式に基づいた行動等により、研修計画に大

幅な変更が生じた。今後、三密を避けた会場の設定やオンライン開催等の工夫を行う必要がある。 

● スクールカウンセラー等の研修会アンケートからは、研修会に対する肯定的な意見が多く、有効性を

確認できた。年１回ではなく、複数回の実施を望む声が多いが、財政面から実現が厳しい状況にある。

また、感染症拡大の状況に応じた研修会の運営など、新しい課題が生じている。 

  



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】自傷行為を行った生徒の心のケアについての活用事例（④⑤⑧）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 中学女子生徒Ａは、クラスの仲間と人間関係をうまく構築できず孤独を感じていたこと、友人が別の学校へ

進学した寂しさから、自宅自室で自傷行為を行った。 

体調不良のため、授業途中で保健室に行き、養護教諭が自傷行為を確認し、認知した。 

勤務日にあたっていたスクールカウンセラーとの面談機会をすぐに設定した。Ａの状況や困り感を学校職員

で共有し、対応について協議した。ＡとＡ保護者に医療機関への受診を勧めること、学校内での見守り体制の

確認、家庭との連携等について助言した。Ａとの定期的な面談、ケース会議への参加等、スクールカウンセラ

ーを活用した。 

 その後、自傷行為はなくなった。定期的な面談は継続している。 

 

 

【事例２】虐待被害を受けた生徒についての活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 中学男子生徒Ｂは、ゲーム依存の傾向があり、夜遅くまでゲームをしているため朝起きることができず、登

校を渋ることがあった。Ｂに対して母親が暴力を振るうことが度々あった。学校は児童相談所へ報告し、情報

共有及び連携を図りながら、Ｂ及び母親にカウンセリングを勧めた。母親には市の相談員が定期的に連絡を取

っていた。Ｂはカウンセリングを希望しなかったが、スクールカウンセラーと情報を共有し、Ｂ及びＢ母親に

関する見立てや対応についての助言を受けた。 

児童相談所所員、市の相談員、学校教職員、スクールカウンセラーが連携して支援している。 

 

 

【事例３】性的被害に対する心のケアのための活用事例（⑮）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 小学男子児童Ｃと小学女子児童Ｄは、Ｃの自宅で一緒に遊んでいた。ＣがＤを呼び止め、Ｃは背後からＤの

体を触った。担任や養護教諭等が事実確認等を丁寧に対応し、Ｃ、Ｄともに学校を欠席することなく登校して

いたが、Ｄの心のケアを最優先に考え、Ｄ及びＤ保護者にスクールカウンセラーによるカウンセリングを勧め、

面談を実施した。スクールカウンセラーによる見立てや助言等を全職員で情報共有し、児童の見守りを行った。 

 定期的な面談を継続している。 

 

【事例４】校内職員研修に係る活用事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

県内公立高校において、職員を対象としたカウンセリング研修を実施した。具体的な生徒の事例をもとに、

生徒の特性理解、その対応方法等において職員によるグループディスカッションを行った。その後、スクール

カウンセラーによる具体的な対応についての助言と生徒理解に関する講義を受けた。とても有意義だったた

め、次年度も実施予定である。 

 

 

 

 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ○令和２年度のＳＣ配置校数と相談件数 

 配置校数 相談件数 

小学校 341校（ 341校） 16,136件（ 10,339件） 

中学校 166校（ 166校） 11,549件（ 18,037件） 

義務教育学校 １校（ １校） 171件（   344件） 

高等学校 84校（ 84校） 10,703件（ 8,731件） 

中等教育学校 ６校（ ６校） 608件（  583件） 

特別支援学校 34校（ 34校） 1,573件（ 1,764件） 

※（ ）内は令和元年度の数値 

相談件数について、小学校で約 6,000件、高等学校で約 2,000件増加した。令和元年度と比べると、小学

校では不登校に関する相談が約 4,000件、心身の健康・保健に関する相談が約 500件の増加。高等学校は心

身の健康・保健に関する相談が約 500件、学業・進路に関する相談が約 300件増加している。一方で、中学

校においては、約 7,000件減少しており、その内、約 5,000件は不登校に関する相談の減少であった。しか

しながら、中学校での不登校生徒数は減少していない。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による社

会不安等もあり、多種多様な悩みや困り感を抱えた相談者が増えている。スクールカウンセラーの役割はこ

れからも大きくなると考える。 

 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・新たに配置された小学校等で不登校児童の学習支援を依頼する等、ＳＣの活用方法に係る理解が十分でな

い面があった。 

・中学校区の学校間で学校規模、児童生徒数、生徒指導上の諸課題の実状等をもとに、ＳＣの配置時間を配

分していたが、各学校におけるニーズに応じて柔軟にＳＣを派遣できるような体制が必要である。 

・高等学校・中等教育学校においては、希死念慮等のハイリスクな生徒に対する深刻な事案の対応が多いた

め、ＳＣの有資格者の人材確保や資質の向上が必要である。 

＜課題の原因＞ 

・令和元年度から新たにＳＣを配置した小学校・特別支援学校においては、ＳＣの職務内容や効果的な活用

方法に関する経験が不足している。 

・公認心理師、臨床心理士の資格を有する者の数が絶対的に不足している。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・ＳＣの事業連絡会において、すべての学校の代表、市町村教育委員会、ＳＣに対して、ＳＣの職務内容や

効果的な活用事例について一堂に会して周知する場と、ＳＣと学校の代表が勤務について直接話し合う場

を設けた。 

 ・同一中学校区内において、１日の勤務時間を分割することで、学校のニーズに応じたＳＣの配置時間とな

るようにした。 

 ・ＳＣと準ずる者が一堂に会して、資質を高めるための研修内容を工夫するとともに、特に高校においては

ハイリスク事案に対する専門の講師による講演会を実施した。 

 



 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・大規模校が集まる中学校区と小規模校が集まる中学校区とではスクールカウンセラー１人あたりの相談

者数に差がある。大規模な中学校では相談の日程調整が困難になっている。 

・希死念慮等のハイリスクな児童生徒が増加している。ＳＣの有資格者の人材確保や資質の向上が必要であ

る。 

＜課題の原因＞ 

・各校でのスクールカウンセラーの活用が進んでおり、決められた勤務時間及び勤務日数では足りなくなっ

ている。 

・財政上の問題で、スクールカウンセラー等の増員は難しい。さらに、令和３年８月に学校教育法施行規則

の一部改正を受け、幼稚園におけるスクールカウンセラー活用についても検討が必要であり、今後ますま

す調整が難しくなる。 

・公認心理師、臨床心理士の資格を取得しようとしている準カウンセラーが増えている。しかし、有資格者

数はまだまだ不足している。 

＜解決に向けた取組＞ 

 ・学校規模を考慮し、スクールカウンセラー配置を見直す。 

 ・学校教育法施行規則の一部改正を受け、幼稚園におけるスクールカウンセラー活用に向けた配置方法の検

討や人材確保等の準備を進める。 

・スクールカウンセラー研修会において、希死念慮等ハイリスクな児童生徒の相談について、大学教授また

は准教授、臨床心理士等による講義を設定する。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

公立の小学校、中学校、高等学校に児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する

スクールカウンセラー又はスクールカウンセラーに準ずる者を配置し、悩みを抱える児童生徒、保護者へ

の相談・支援を行うなど、教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

○県内全公立小・中・義務教育学校（小学校１７７校、中学校７５校、義務教育学校２校）にスクールカ

ウンセラーを配置する。 

○中学校区内での中学校と小学校間の情報共有や連携がスムーズに行われるよう、小中連携型スクールカ

ウンセラーの配置時間の充実を図る。 

○学校が対応に苦慮するいじめ等の事案発生時に、いじめ対策カウンセラーを機動的に派遣する。 

  ○県立高等学校拠点校１６校にスクールカウンセラーを配置し、周辺の県立高等学校も支援する。 

  ○県公認心理師協会と連携し、人材確保に努めている。 

  ○令和２年度より、会計年度任用職員となり、公募による採用を行っている。 

   

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○配置人数              ○配置校数 

    小学校   ： ８０人        小学校   ：１７７校 

    中学校   ： ６９人        中学校   ： ７５校 

    義務教育学校：  ２人        義務教育学校：  ２校 

高等学校  ： ３１人        高等学校  ： １６校 

    教育委員会等： １４人        教育委員会等： ２箇所 

○資格 （重複して資格を有している場合①→②→③→④→⑤の順に整理） 

  〈スクールカウンセラー〉 

①公認心理師  ４７人     ④大学教授等          １人 

②臨床心理士  １１人     ⑤①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及 

③精神科医    ０人      び経験を有すると認めた者   １人 

  〈スクールカウンセラーに準ずる者〉 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者               ５人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者           ２１人 

    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                            ０人 

    ④複数に該当する者及び、地方公共団体が認めた者 １人 

○勤務形態について 

    単独校   ３２小学校 週１時間  ６１小学校 週２時間  １５小学校 週３時間 

６９小学校 週４時間 

５中学校 週２時間  ４３中学校 週４時間  １中学校 週６時間 

富山県教育委員会 



２６中学校 週７．７５時間 

          ２義務教育学校 週７．７５時間 

拠点校   １６高等学校 実態に応じて 週１日１回４時間等 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

活動方針等に関する指針（ガイドライン）は策定していないが、それに準じたものとして、リーフレット

「ＳＣ＆ＳＳＷとのよりよい連携を目指して」を作成、配付し、その中でスクールカウンセラーの役割や活

動方針等、学校の教育相談体制の充実について周知している。 
 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

学校の管理職等を対象として、スクールカウンセラー連絡協議会（年１回）、生徒指導推進会議（年２回）、

学校訪問研修等で教職員の理解促進に向けて周知を図っている。令和２年度は新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、連絡協議会に代えて、関係書類を送付し、事業運営の理解促進を図った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）研修対象 
○スクールカウンセラー、スクールカウンセラーに準ずる者、市町村教育委員会担当者（１回目のみ） 

各校事業担当者（１回目のみ） 
（２）研修回数（頻度） 

○年３回 

（３）研修内容 
  ○スクールカウンセラーの役割及び、任務遂行に当たっての留意事項の確認 

  ○スクールカウンセラーとしての資質向上に向けた講演の実施 

（４）特に効果のあった研修内容 
〇スクールソーシャルワーカーとの合同研修会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大 

防止のため、開催しなかった。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（有・無） 
・経験豊富なスクールカウンセラーをいじめ対策カウンセラーに任命し、ＳＶと兼ねて活用している。 

○活用方法 
・他のスクールカウンセラーの資質向上のため、申請を受けてＳＶがアセスメントの妥当性やスクールカ 

ウンセラーの在り方について助言等を行う。 

（６）課題 
○スクールカウンセラーの資質・能力に応じた研修内容を組み立てることが難しい。 

  ○研修会において講演を行う際の講師人材の確保が難しい。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】精神的な不安から不登校傾向にあった生徒に対する活用事例（①不登校、⑧心身の健康・保健）＜

ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 ・中学校１年生の女子生徒Ａは、小学校６年生２学期から精神的に不安定で、不登校傾向にあった。 

・中学校入学後も、欠席をしたり、学校へ来ても腹痛を訴えて授業中に頻繁にトイレに行ったりした。 

・担任は、スクールカウンセラーに本人の様子や関わり方について相談した。 

・スクールカウンセラーはＡ及び保護者と定期的に面談を行い、Ａの集団生活への不安な気持ちを受け止め 

るともに、母親には、本人が新しいクラスや学校生活に慣れるように支える姿勢で、本人が頑張った時に 

言葉にしてほめるように助言した。 

・担任はスクールカウンセラーの助言により、自分で目標を立てさせ、それを達成したことを自分で実感で

きるように支援を行った。 

・２学期には、Ａは欠席することなく、明るい表情で学校生活を送るようになった。 

 

【事例２】母親からの虐待（暴言）により他児とのトラブルが見られる児童に対する活用事例（⑬児童虐待）

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 ・小学校２年生の男子児童Ａは、休み時間などに、他児に嫌なことを言ったりからかったりして、それが原

因でトラブルとなることが何度か見られた。 

 ・個別懇談会で、担任や学年主任から母親に事実を伝えたところ、母親は、Ａの下の兄弟の世話も有り、Ａ

には激しい口調で叱ってしまうことや、父親も同じように叱ってしまうという子育ての悩みを打ち明け

た。 

 ・学校側は、Ａと母親にスクールカウンセラーとの面談を勧めた。 

 ・スクールカウンセラーは、子育てに悩む母親の気持ちに寄り添いながら面談を行い、信頼関係を築いた。 

・スクールカウンセラーの助言により、両親ともにＡに対して激しい口調で叱らないように心がけた。 

・こうした変化の中で、Ａの他児とのトラブルは見られなくなった。 

 
【事例３】家庭環境が原因で遅刻や欠席が目立つ生徒に対する活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形

態：拠点校配置＞ 

 ・高校１年生の女子生徒Ａは、２学期から遅刻や欠席が目立つようになった。 

 ・担任がＡに事情を聞いたところ、夏休みになって母親が体調を崩しており、父親は仕事が忙しく家にいな

いことが多いことが分かった。 

・スクールカウンセラーがＡと面談を行ったところ、母親が体調を崩している時は、母親の代わりに家事や、

兄弟の世話をしており、遅刻や欠席する場合があると話した。 

・学校はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを交えてケース会議を行い、母親の体調が良

い時にスクールソーシャルワーカーが家庭訪問し、母親と面談することになった。 

・スクールソーシャルワーカーが母親と面談したところ、Ａに家事等の負担をかけていることに気付き、環

境の改善のために、父親と話し合ってみると言った。 

・その後、スクールカウンセラーがＡと面談を行ったところ、家事や兄弟の世話を父親とＡが分担して行う

ようになったことを確認した。Ａは家事等の負担が減り、遅刻や欠席がなくなった。 

 

【事例４】児童への心のサポートの基本を理解するための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：単独校

配置＞ 

 ・Ａ小学校では、２ヵ月間の臨時休校明けの前に、スクールカウンセラーが講師となり、「新型コロナウイ



ルス流行時における心のサポート」について研修会を実施した。 

 ・スクールカウンセラーは、子どもの心の状態について、事例に基づいて、児童への対応の仕方等について

講話した。 

・研修会を通して、教職員は児童に寄り添いながら新型コロナウイルス感染症に対する不安や悩みを緩和さ

せことの大切を改めて確認した。また、児童の状況に応じて、担任だけで抱えることなく、スクールカウ

ンセラーと連携して対応することも確認した。 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

①相談等を行った人数（延べ人数）の増加 

・令和２年度は、新型コロナウイル感染症の感染防止のための臨時休校措置等の影響により、相談等を

行った人数（延べ人数）は減少している。 

Ｈ29 43,089 人  Ｈ30 51,589 人  Ｒ元 53,319 人  Ｒ2 42,659 人 

   ※H30 に全小中学校にスクールカウンセラーを配置 

②学校における教育支援体制の充実 

・スクールカウンセラーが、スクールソーシャルワーカーや、学級担任、養護教諭、生徒指導主事等と情

報交換を行うことで、気になる児童生徒や特別な支援を必要とする児童生徒が置かれた現状、今後の支

援の在り方や関わり方について共通理解を図ることができた。このことで、それぞれの立場でできる関

わり方や接し方で対応することができ、保護者がもつ悩みや児童生徒が抱える不安等に対するきめ細や

かな支援につながった。 

・小中連携型のスクールカウンセラーを配置することで、教育的支援が必要な児童生徒へのこれまでの支

援の状況や、家庭環境等の情報等について、小中学校間の情報交換や支援の連携がスムーズに行われた。 

・若手教員で児童生徒理解や保護者の対応に苦慮した場合、Ｑ－Ｕの結果や生活アンケート、保護者との

連絡帳によるやりとり等具体的なものをもとに、スクールカウンセラーの専門的な見地からの意見やア

ドバイスを受けることができた。助言を受けた若手教員が自信をもって対応することができる等、若手

教員の育成につながった。 

③児童生徒及び保護者に対する教育相談の充実 

・スクールカウンセラーが守秘義務を踏まえ、第三者的な立場で専門的な視点から助言や支援を行うこと

が、保護者の間で語り継がれており、保護者は安心して悩み等を相談することができる状態になってい

る学校が多い。具体的な子どもへの接し方や受け止め方についてアドバイスを受けることで、スクール

カウンセラーと保護者との信頼関係が構築され、学校と家庭の連携した支援を効果的に行うケースが多

く見られる。 

・スクールカウンセラーが全校生徒と個人面接を実施している学校では、普段の学校生活における何気な

い悩みや不安を気軽に相談できる信頼関係が構築され、いじめや不登校等の未然防止、早期発見・早期

対応につながった。 

・小中連携型のスクールカウンセラーが、小学校で教育的な支援を行った児童や保護者に対して、中学校

での学校生活の様子や小学校との違いなどについて、具体的な話をすることができた。このことで、中

学校に入学後予想される学校不適応にも事前に対応することができ、不登校の未然防止につながった。 

 ④職員研修等における教職員の資質向上の充実 

・全職員が参加する校内研修等で、相談事例を用いた事案対応をもとに「支援の仕方」や「対応の方法」

について意見交換の機会をつくり、スクールカウンセラーが講師となって助言する学校が見られた。教

職員が児童生徒に対する見方や接し方等の改善や指導力向上を図ることができ、学級や学年運営に生か

すことができた。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・市町村教育委員会からのスクールカウンセラーの派遣要望が強く、新たな人材の確保など事業の拡充及

びスクールカウンセラーの質の向上を図ることが必要である。 



 

＜課題の原因＞ 

・いじめや不登校等の生徒指導上の諸課題の要因に対応するための専門性を有する新たな有資格者を確

保するなど人材確保することが難しい。 

  ・スクールカウンセラーとしての質の向上を図るための研修会を開催する際に、全てのスクールカウンセ

ラーの要望や力量に応じた研修会になるように企画することが難しい場合がある。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・令和２年度より、スクールカウンセラーが会計年度任用職員となり、採用方法などを県のホームページ

に掲載し公募を行うなど広く周知させることで、新しい人材確保を確保できた。 

  ・令和２年度は、学校の教育相談体制の充実のため、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカ

ーが参加する合同研修会を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催できなか

った。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・コロナ禍における不安や悩みへの対応や自殺予防のためのＳＯＳの出し方教育の実施などのために、新

たな人材の確保及びスクールカウンセラーの質の向上を図ることが必要である。 

 

＜課題の原因＞ 

 ・コロナ禍における不安や悩み等へ対応するための専門性を有する有資格者等の人材確保が難しい。 

  ・スクールカウンセラーとしての質の向上を図るための研修会を開催する際に、全てのスクールカウンセ

ラーの要望や力量に応じた研修会になるように企画することが難しい場合がある。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・公募方法を工夫し広く周知させることで、専門性を有する有資格者等の新しい人材確保に努める。 

・学校の教育相談体制の充実のため、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが参加し、ス

クールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの連携や SOS の出し方教育についての合同研修会

を実施する。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校やいじめなど、児童生徒の問題行動等に対応するため、学校における教育相談体制の充実を図るこ

とを目的とし、児童生徒の臨床心理に関して高度で専門的な知識及び経験を有する者等をスクールカウンセ

ラー又はスクールカウンセラーに準ずる者として配置し、児童生徒へのカウンセリング、教職員や保護者に

対する助言・援助などを行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

単独校方式 

 ・スクールカウンセラー等を１校に配置し、当該校を担当する方式。 

 ・近隣未配置校より要請があった場合は、スクールカウンセラー等を派遣できるものとする。ただし 

相談に要する時間は配置校の配当時間を活用するものとする。  

拠点校方式  

   ・中学校区程度の地域を単位とし、その域内にある学校の中の１校を拠点となる学校（拠点校）としてス

クールカウンセラー等を配置し、当該校と域内の他の学校（対象校）を併せて担当する方式。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

※配置校人数について 

小学校      ： ８４人 

  中学校      ： ６６人 

  高等学校     ： １８人 

  義務教育学校   ：  ２人 

  教育支援センター ：  ７人 

 

 ※配置校数について 

小学校      ：１９９校 

  中学校      ： ８２校 

  高等学校     ： ２７校 

  義務教育学校   ：  ２校 

教育支援センター ：  ７箇所 

 

※資格について 

  （１）スクールカウンセラーについて   

①公認心理師  ５３人 

②臨床心理士  １４人 

③精神科医    ０人 

④大学教授等   ３人 

 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

石川県教育委員会 



以上の経験を有する者           ３人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者       ５２人 

 

※主な配置形態について 

   単独校   （週２日・１日３時間）    ２２中学校 

         （週１日・１日４時間）    ２４中学校・１９高等学校 

         （週１日・１日３時間）   １２６小学校・２３中学校 

２義務教育学校・８高等学校 

         （週１日・１日３時間）    ４９小学校  

 

   拠点校   （週２日・１日３時間）     ２中学校 

         （週１日・１日４時間）     ３中学校 

（週１日・１日３時間）     ８中学校 

 

   対象校   （月３～４時間）       ２４小学校 

 

   教育支援センター（月３～５時間）      ７箇所 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・活動方針等に関する指針の策定：策定済み 

 

・事業実施前に、各学校の教育相談担当者（ＳＣ担当）とカウンセラー等を招集し、「スクールカウンセ

ラー等活用事業に係る打合せ会」を開催。指針の内容について説明し、確認している。 

各学校担当者とスクールカウンセラーとが、実施に向けて事前打合せを行うことで、有効な活用に向け

て計画することができる。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・スクールカウンセラー全員を対象とする研修会を実施し、資質向上を図っている。 

  ・石川県教員総合研修センターと連携し、スクールカウンセラーに準ずる者に対して研修の充実を図って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）研修対象 

・スクールカウンセラー６７名、スクールカウンセラーに準ずる者５２名全員を対象として行うもの。 

 

（２）研修回数（頻度） 

・県教育委員会主催の、全員を対象にした研修会･･･年間１回。 

・県教育委員会主催の、準ずる者を対象とした研修会･･･年間６回。 

 

（３）研修内容 

・県教育委員会主催で不登校やいじめなど、児童生徒の問題行動等に関して専門的な知識を持った方を講師に

招き、スクールカウンセラー等に対して学校への支援等の在り方について指導、助言を行う。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

・インターネットの安全利用についての研修 

・発達障害についての研修 

 ・構成的エンカウンター、ソーシャルスキルトレーニングについての研修 

 ・ＳＳＷと学校との効果的な連携についての研修 

  

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（無） 

 

（６）課題 

・スクールカウンセラー等の勤務日や勤務時間に制限があり、十分な研修日を確保することが困難。 

 ・スクールカウンセラー等の資質向上を効率よく行うこと。 

・スクールソーシャルワーカー等の専門スタッフや外部機関との円滑な連携。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１－１】不登校改善のための活用事例（①不登校⑧心身の健康・保健）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

中学生の生徒Ａは、欠席も少なく元気に登校し部活動も意欲的に頑張っていた。一斉休校明け１か月後頃

から体調を崩して欠席が続くようになり、病院への受診の結果、起立性調節障害と診断された。担任が保護

者にスクールカウンセラーとの面談を勧め、生徒Ａと保護者との面談を行った。面談では、生徒Ａの体調や

病状、心境を考慮しながら、保護者に家庭で留意してほしいことを確認した。また、教育相談担当教員を中

心に担任や部活動顧問、関係する教員と情報を共有し、生徒Ａが登校した際の教員の対応、クラスでの生徒

の対応、部活動での対応等の支援策などを確認した。 

生徒Ａは、スクールカウンセラーとの関係も良好で面談のために登校し、クラスの生徒も温かく受け入れ

ている。定期的に面談を継続し、本人の病状や体調を考慮しながら、保護者とも連携し、支援を続けていく。 

 

【事例１－２】他機関でのトラブル改善のための活用事例（③暴力行為④友人関係） 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

小学生の児童Ａは放課後保育施設でトラブルを頻繁に起こし、保護者から担任に相談があった。スクール

カウンセラーが児童Ａの行動観察を行い、担任と情報交換を行った。また、スクールカウンセラーと保護者

面談を行った。 

スクールカウンセラーから、衝動的な行動がでた場合には落ち着くのを待ってから本人の話を聞き、その

後行動について指導するように関わり方を変えてみてはどうかという助言があった。 

家庭や学校だけでなく保育施設でも同じ対応がとれるよう、学校から情報共有を行うとともに、複数人の

教員で定期的に施設を訪問し児童の様子を観察している。 

 

【事例２】虐待の疑いのある生徒のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

中学生Ａが家族からの叱責が原因で帰宅を渋っていることを学校が実施するアンケートで発見し、学校と

児童相談所が連携して一時保護となった。一時保護解除の際に、学校での相談体制をつくるということで、

スクールカウンセラーにつなぐこととなった。週１回の面談を継続する中で、当初は家庭への不満が中心で

あったが、本人の抱えている本当の問題点を見つけることができ、本人の気持ちに変化が見られた。 

現在、月１回の面談を継続しており、本人の安定につながっている。 

 

【事例３】⑮性的被害、⑯ヤングケアラーの問題に関して記載できる事例はない。 

 

【事例４－１】校内研修のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、近年、自殺した児童生徒

数は高止まりしている状況にあることから、スクールカウンセラーを講師として自殺予防研修を全教職員向

けに実施した。研修では、「死」に関する言葉を口にすることの意味や対応の仕方について学んだ。普段か

らの信頼感の共有、生徒の思いに耳を傾ける姿勢、背景を知ることの大切さ、スクールカウンセラーや医療

機関との連携、家族の支援など、具体的な内容の研修となった。 

 

【事例４－２】中学校生活に向けた人間関係づくりのための活用事例（⑱教育プログラム） 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

小学６年の児童に対して、中学校生活が間近に迫る３学期に担任、養護教諭、スクールカウンセラーが連

携し、中学生に向けて人間関係づくりに関しての授業を行った。授業では、アサーションの体験やロールプ

レイング、意見交流、不安やストレスへの対処法についての助言などを行った。児童は、中学校生活への不

安を軽減することができているようだった。 

 

 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

・令和２年度より教育支援センターへの配置（７箇所）ができたことで、相談体制の充実を図ることができた。 

・スクールカウンセラーの勤務日や勤務時間が増えた学校では、相談件数も増加し、不登校やいじめ相談を

はじめ、児童虐待や学業不振など、児童生徒の相談に幅広く対応することができた。 

・令和２年度の相談件数は、前年度とほぼ同じであったが、相談内容別相談件数では、いじめ問題に係る相

談が３４％減、非行・不良行為に係る相談が４５％減となる一方で、暴力行為に係る相談は４０％増、家

庭環境に係る相談が１５％増、心身の健康・保健に係る相談が４０％増、発達障害に係る相談は１０％の

増加が見られた。また、教員が対応に苦慮するケースについては、スクールカウンセラーが関わるケース

も増えてきている。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・担い手が少ない地域での、スクールカウンセラー等の人材の確保。 

・経験年数の少ないカウンセラー等に対するフォロー、育成体制の充実。 

・スクールカウンセラーに準ずる者を中心とする資質向上。 

＜課題の原因＞ 

 ・有資格者の自宅が都市部に多いため、通勤距離が長い地域への配置が難しい。 

・小中学校全校配置に向け、毎年１０人前後のスクールカウンセラー等を増員してきた結果、スクールカウ

ンセラー等としての経験の浅い方が増加してくることとなった。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・配置が難しい地域の市町教育委員会と協力し、幅広く人材の確保に務める。その地域は、教員ＯＢ等にス

クールカウンセラーに準ずる者として配置した。 

・年度末に、次年度勤務予定のスクールカウンセラーに準ずる者を対象とする研修を実施した。 

・教員総合研修センターとの連携のもと、スクールカウンセラーに準ずる者が参加できる研修を設定した。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・担い手が少ない地域での、スクールカウンセラー等の人材の確保。 

・経験年数の少ないカウンセラー等に対するフォロー、育成体制の充実。 

・スクールカウンセラーに準ずる者を中心とする資質向上。 

＜課題の原因＞ 

・有資格者の自宅が都市部に多いため、通勤距離が長い地域への配置が難しい。 

・令和２年度では、令和元年度より９人のスクールカウンセラー等を増員した。 

結果、スクールカウンセラー等としての経験の浅い方が増加してくることとなった。 

＜解決に向けた取組＞ 

・配置が難しい地域の市町教育委員会と協力し、幅広く人材の確保に務める。本年度も、その地域は、教員

ＯＢ等にスクールカウンセラーに準ずる者として配置している。 

・年度末に、次年度勤務予定のスクールカウンセラーに準ずる者を対象とする研修を実施する。 

・スクールカウンセラーに準ずる者が参加できる研修の場を設定する。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

  いじめ、不登校、暴力行為等の諸問題行動に対応し、児童生徒や保護者の心のケア、教職員への助言等を行 

うために心理の専門家を配置し、問題行動等の未然防止や初期対応（早期発見・早期解決）、自立支援等を図 

る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

 〇配置について 

  ・小中学校の配置について、単独校以外の中学校を拠点校、単独校以外の小学校を対象校とし、全校配置 

としている。対象校においては、中学校スクールカウンセラーが校区内対象校に対し、定期訪問および 

要請訪問を実施している。 

  ・常駐のスクールカウンセラーを県教育委員会に２名配置し、緊急な事案や困難な事案等に対応できるよ 

うにしている。 

  ・スーパーバイザーを県教育委員会に３名配置（１名は学校配置 SC兼務）し、緊急な事案や困難な事案 

等に対応できるようにしている。 

 〇任用について 

  ・設置要綱に示す資格を有し、スクールカウンセラーとして採用を希望する者は、別に定める手続きによ 

り教育長に申請するものとする。 

  ・教育長は、申請者について面接を行い、任用の可否について総合的に判断する。ただし、良好な勤務実 

績があって再任を希望する者については、面接を省くことがある。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 【配置人数】                 【配置校数】 

  小学校     ：１２６人          小学校    ：１８７校 

  中学校     ： ７８人          中学校    ： ７５校 

  高等学校    ：  ７人          高等学校   ： ２８校 

  教育委員会等  ：  ２人          教育委員会等 ：  １箇所 

 

 【資格】 

  （１）スクールカウンセラーについて 

   ①公認心理師  １２人 

   ②臨床心理士  ５６人（※①②の資格を重複して所持している人は、②の資格者として記載。） 

   ③精神科医   ０人 

   ④大学教授等  １人 

   ⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

           ０人 

 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

   ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上 

の経験を有する者        ８人 

福井県教育委員会 



  ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

５年以上の経験を有する者    １５人 

   ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                     ０人 

   ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と 

認めた者             １人 

 

【主な勤務形態】 

  単独校    １３中学校  （週１日・１回３時間）（週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間） 

             （週１日・１回７時間）（週２日・８時間） 

６５小学校  （週１日・１回２時間）（週１日・１回３時間）（週１日・１回４時間） 

       

 

拠点校    ６１中学校  （週１日・１回２時間）（週１日・１回３時間）（週１日・１回４時間） 

（週１日・１回５時間） （週１日・１回６時間）（週１日・１回７時間） 

（週２日・８時間） 

      ７高等学校 （週１日・１回４時間）（月２回・１回２時間） 

 

 対象校     １中学校  （週２日・１回３時間） 

１２２小学校  （年間３０時間）（年間３６時間） 

２１高等学校 （月２回・１回２時間） 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  福井県教育委員会が策定した活動方針に関する指針「スクールカウンセラーの効果的な活用について」を、 

年度初めの教育相談業務担当者研修時に配付し、ＳＣの職務の内容や校内における体制づくり等について 

職員会議等で情報共有を依頼している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

 ＳＣによる校内研修を職員会議や長期休業時に実施している。また、ＳＣの校内巡回、ＳＣとＴＴ 

による授業、給食の時間を教職員と共有することで、生徒理解が進むことはもとより、ＳＣの職務の理解促 

進にもつながっている。さらに、教育相談通信等により、ＳＣの活動の周知を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 
      〇スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー（辞令交付式時） 

   〇スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、電話相談員（教育相談業務担当者研修時） 

 
（２）研修回数（頻度） 
      年３回（４月・８月・１１月） 
 
（３）研修内容 
      〇業務についての指導・助言 

   〇教育相談業務関係に精通した大学教授等の講演・講義 

   〇グループ別協議等 
 
（４）特に効果のあった研修内容 
      スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・学校の教育相談担当等がグループになり、 

ロールプレイをして事例検討を行った。各々の立場について考えることができ、より良い連携の在り 

方について、理解を深めることができた。 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置：有 ３名（県教育委員会配置） 
○活用方法 
・県内を２地域に分け、それぞれが担当している。 

  ・緊急の事案や困難な事案等に対応している。 

  ・採用年数の短い（１年目・２年目）スクールカウンセラー等へのスーパービジョンを行っている。 

  ・その他、スクールカウンセラーの有効な活用方法等 

 
（６）課題 
   配置の拡大により、若いスクールカウンセラーの数が増えてきており、教育相談技術や保護者との 

かかわり方、教職員との連携等、経験豊富なスクールカウンセラーがもつ知識や技術の伝達が必要で 

ある。スクールカウンセラー同士の交流の機会や積極的にスーパーバイズを受けられる仕組みを構築 

したい。 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】新学期における児童の不安解消のための活用事例（⑧心身の健康・保健） 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  コロナ禍で、新学期が２ヶ月遅れで始まったことで、特にクラス替えがあった学年は、児童の心の不安定さ 

が懸念された。そこで、教育相談担当とＳＣの計画のもと、クラス替えのあった学年全員を対象にした教育相 

談を実施した。相談の中では、新しい学級に対する不安や友人関係の悩みなどが見られ、担任だけでは見とれ 

なかった児童の内面を把握することができ、より深い児童理解をすすめることができた。また、この面談によ 

り、児童にとってＳＣが身近な存在になるきっかけにもなった。 

 

【事例２】ネグレクト傾向にある家庭支援のための活用事例（⑬児童虐待、⑭貧困の問題） 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  ３人の児童がいる母子家庭で、母親が夜の仕事をしており、ネグレクト状態になっている。児童たちは、朝 

食を自分たちで用意しており、遅刻が多く不登校傾向となっている。それぞれの担任が、ＳＣに児童への個別 

面談を依頼した。ＳＣは、家庭環境を把握し、学校と情報共有を行った。学校は、ＳＣからの情報を元に児童 

相談所と連携をとっている。ＳＣは、母親との面談を実施し、ＳＳＷや医療機関を紹介し、児童や母親への適 

切な支援に繋げた。 

 
【事例３】性的な被害を受けた生徒のための活用事例（⑮性的な被害） 

＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

複数の学校を担当しているＳＣが、ある学校の生徒Ａからの相談の中で、他の学校の女子生徒Ｂが性

的な被害にあった件を把握した。女子生徒Ｂはその件について警察に相談していたが、捜査が行われる

まではいかず、学校に行かなくなることが多くなった。ＳＣは、両校の校長および教育相談担当者と情

報を共有し、まずは不登校の相談として女子生徒Ｂと関わった。最初の面談の中で、女子生徒Ｂ本人か

ら性的な被害についての話があり、不登校と性的な被害の両方のカウンセリングを行った。女子生徒Ｂ

は、その後のカウンセリングで心の整理がついたこともあり、以後は前向きに学校生活に取り組むよう

になった。 

 
【事例４】新入生対象のストレスマネジメントのための活用事例（⑱校内プログラム） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  新入生を対象にひとクラスずつストレスマネジメントをＳＣが行った。ストレスをチェックする個別シート 

を用いることで、生徒は、自分のストレス度について気づき、自分自身の状態について学ぶことができた。ま 

た、ＳＣが、ストレス解消の方法や、ストレスとの付き合い方を紹介した。教職員も、生徒のストレス度チェ 

ックシートから、特に配慮すべき状態の生徒を把握することができ、養護教諭等とも生徒支援の連携につなげ 

ることができた。さらには、ＳＣが、周囲にＳＯＳを出す方法やＳＯＳを出すことで期待できる効果などにつ 

いても説明を行った。 

 

 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
配置校（単独校と拠点校）に対して、年度末に調査研究報告書の提出、および年２回（７月と１２月）活用

状況調査（スクールカウンセラーへの評価を含む）の提出を依頼している。また、スクールカウンセラーに対

し、年２回（７月と１２月）自己振り返り調査を実施している。 

 成果として、学校で行われている定期的な個人面談、グループ面談では、学校生活の不適応の初期発見、児 

童生徒の変容や人間関係の情報を得ることができ、問題行動等や不登校の未然防止に大いに役立っている。ま 

た、スクールカウンセラーは、専門的な知識をもち合わせており、教職員と異なる視点からのアドバイスがあ 

り、生徒理解や生徒指導において、効果を発揮している。さらにケース会議や専門機関との連携に際し、助言 

はもとより、各機関を紹介したり、機関同士をつないだりと重要な役割を担っている。  

 

  ＜参考＞ 

   相談者数推移（実人数） 

 児童・生徒 保護者 教職員 その他 計 

２８年度 7,011 1,162 4,611 390 13,174 

２９年度 8,366 1,312 5,236 306 15,220 

３０年度 8,529 1,461 5,933 353 16,276 

元年度 8,486 1,623 5,793 360 16,262 

 

    県内の問題行動について【国公私立】 

  ■１０００人あたりのいじめの認知件数の推移 

   H28：１１．５件  H29：１４．０件  H30：１８．７件   R 元: １７．２件 （全国４６．５件） 

  ■いじめの解消状況推移  

   H28：８６．５％  H29：８３．１％  H30：８１．３％   R 元: ８５．２％ （全国８３．２％） 

  ■１０００人あたりの不登校児童生徒の推移（小中のみ） 

  H28：１０．３人  H29：１１．７人  H30：１１．６人    R 元: １３．３人 （全国１８．８人） 
 ※平成 28 年度～令和元年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」より 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・問題行動等や不登校未然防止のための児童生徒向けの教育プログラムや教職員向けの研修会の開催 

・児童生徒、保護者が相談しやすい教育相談体制の構築 

＜課題の原因＞ 

 ・コロナ禍も重なり、児童生徒に、自殺予防教育を前提とした未然防止の教育プログラムや教職員の生徒理 

解の力を磨く研修会が十分に行われていない。 

・児童生徒、保護者に対してＳＣや学校の相談体制の周知 

＜解決に向けた取組＞ 

・学校の年間計画に、教育プログラムや教職員の研修会を位置づける。 

・年度初めのＰＴＡ総会等や学校便り、ホームページを利用した児童生徒、保護者に対するＳＣの紹介や教 

育相談に関する周知 

 

 

 



 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・コロナに関する相談が加わり相談件数が増加傾向にある中での、スクールカウンセラーの効果的な活用 

・問題を抱える児童生徒や家庭に対してケース会議を継続的に開催しての支援 

＜課題の原因＞ 

・コロナ禍における学校生活で、漠然とした不安を感じる、無気力になる、集団生活に適応できない、とい 

う児童生徒がでてきている。 
・スクールカウンセラーの面談を調整する段階で、配置時間がほとんど埋まってしまい、急な面談やケー 

ス会議の時間の捻出が困難 

＜解決に向けた取組＞ 

・児童生徒が気軽に相談できるように、全員面談、スクールカウンセラーの学級訪問等、スクールカウンセ

ラーと触れ合う機会の充実 

・全教職員がスクールカウンセラーの役割、活用の仕方について共有するなど、各学校における教育相談体

制の充実 

 



 
 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等の未然防止、改善及び解決並びに学校内の教育相談体制等の充実を図り、もって教員の資質

能力の向上に資することを目的としている。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
令和２年度は、全公立小学校（１６６校）、全公立中学校（８０校）並びに県立高等学校（１２校）に配置し

た。可能な限り、中学校区単位で同一のスクールカウンセラーを配置することで、義務教育９年間を見通した支

援ができるよう体制を整えた。特に、不登校生徒数が多い中学校区のうち、１２学級以上の小学校には重点的に

小中連携配置を行い、専門的な知見からのアセスメント及び対応が図られるように工夫した。 

また、スクールカウンセラーは、配置された当該校を担当するほか、地域や学校の実情により、当該校の校長

の指示により複数の学校を担当することができるようにしている。 

さらに、令和２年度より、市町村が設置する教育支援センターへの指導・助言及び相談への対応を行うため、

県立教育支援センターに指導的なスクールカウンセラーを配置し、定期的に訪問することにより、通室児童生徒

の相談や支援員への指導にも対応している。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態  
小学校 配置校１６６校 配置人数６３人 主な勤務形態 １日２～４時間×３５週 

資 格 公認心理師５人、臨床心理士１７人、公認心理士師及び臨床心理士３７人、大学教授１人 

  準ずる資 格 学校心理士２人、学校カウンセラー１人、大学卒心理相談業務５年以上の経験者３人 

 中学校 配置校 ８０校 配置人数５３人 主な勤務形態 １日４～８時間×３５週 

資 格 公認心理師６人、臨床心理士１５人、公認心理士師及び臨床心理士３３人 

準ずる資 格 学校心理士２人、学校カウンセラー１人、アドラーカウンセラー１人 

大学卒心理相談業務５年以上の経験者２人 

 高校  配置校 １２校 配置人数１０人 主な勤務形態１日４時間×３５週 

資 格 臨床心理士２人 

準ずる資格 産業カウンセラー１人、大学卒心理相談業務５年以上の経験者６人 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 
①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

平成１９年にガイドラインを策定し、その都度、必要に応じて改訂を行ってきた経緯があるが、令和２年度

より小学校への全校配置を行うため、職能団体である臨床心理士会からの助言をいただきながら、内容及び活

用上の留意点等を中心に、大幅な改訂を行い、学校の教育相談担当教員に周知した。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
管理職を対象とした研修会において、事業説明を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーの活用目的や意義、違い等などについてガイドラインをもとに説明を行った。 

生徒指導主事を対象とした研修会において、事例をもとにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーの活用方法を示し、その専門性の違いについて研修を行った。 
 
 
 

山梨県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
  

（１）研修対象 
 スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者 
 教育相談担当教員 

 
（２）研修回数（頻度） 
 年３回（５月・１０月・１月） 
  ※ ５月：新型コロナウイルス感染症対策による緊急事態宣言により中止 

  ※１０月：動画視聴により代替開催 

  ※ １月：参集及びオンラインによる併用開催 

 
（３）研修内容 
 第２回：活用事例による学習会（不登校）、ガイドラインの説明 

 第３回：生徒指導の現状及び新型コロナウイルス感染症対策による児童生徒への影響について 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
 研修内容：「生徒指導の現状及び新型コロナウイルス感染症対策による児童生徒への影響について」 

・ いじめや暴力行為、不登校等の県独自調査を示すとともに、新型コロナウイルス感染症対策による

児童生徒を取り巻く状況について、各校の実践等の情報共有を行った。 

・ 情報端末のオンラインミーティングソフトを活用し、GIGA スクール構想を視野にいれた新しいスタ

イルの研究協議を行った。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（無） 
○活用方法 

SV は設置していないが、総合教育センター内の県立教育支援センターに指導的なスクールカウンセラーを配

置し、スクールカウンセラーの抱えているケースについての相談に対応した。 

 
（６）課題 

ヤングケアラーの問題や家庭の就労状況、感染症対策によるコミュニケーションの在り方、ゲーム・インター

ネット依存等、児童生徒の置かれている状況が刻々と変化しているため、これまでの考え方にこだわらず、大学

や職能団体と連携し、多角的な視点からの児童生徒理解、保護者対応等が求められる。 

本県は、東京都や神奈川県から通勤するスクールカウンセラーもいるため、カウンセラー本人の状況及び地域

の状況を十分に考慮した上で、柔軟な勤務ができるよう配慮する必要があった。また、オンラインカウンセリン

グを試みているが、ソフトの安全性等について検証が求められる。 

新型コロナウイルス感染症対策により、参集による研修会の実施が困難であるため、動画視聴や Zoom 等による

オンライン研修を試みた。９０％以上の参加者から、高い満足度が得られた一方で、インターネット環境や操作

技能等の違いにより、十分な研修とならなかったという意見もいただいている。今後は、開催者並びに参加者相

互の機器操作やオンラインミーティングソフトの利用頻度を高くしていく必要がある。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 大模校で相談件数が非常に多い A中学校では、SC 勤務日には、常に相談の予約でいっぱいの状態である。特に

保護者からの不登校に関する相談が多いため、新規の相談が入りにくい課題があった。 

この課題を改善するため、不登校の悩みを抱える保護者から希望を募り、SC がファシリテートすることによる

交流会を実施した。最初は参加者が少なかったが、SC 便り等で様子を周知することや口コミ等により、参加者が

増えていった。また、それぞれの保護者が悩みを共有することにより、保護者相互のコミュニティーができるよ

うになった。 

さらに、この取組に教員も参加し、保護者の抱える悩みを学校組織として共有できるようになるとともに、保

護者と学校の間に良い関係が生じている。教員の相談技術のスキルアップにもつながり、SC を含めた学校組織と

しての相談体制の充実に繋がり、SC の勤務日以外でも交流会が行えるようになっている。 

 
【事例２】児童虐待への支援のための活用事例（⑬虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

小学校高学年の児童。当該児童は、授業中落ち着きがなく、周囲への粗暴な行動があり、SC への相談を定期

的に行っていた。相談の中で、保護者からの身体的暴力をたびたび受けていることが相談され、虐待を受けてい

ることが発覚した。相談当日、当該児童も家に帰ることを拒んでいたため、SC は、すぐに管理職に報告。学校

は自治体の窓口や児童相談所、警察へ通告し、本人はその日のうちに児童相談所に一時保護となった。 

一時保護期間中、要保護児童対策地域協議会等のケース会議において、今後の支援体制を協議。保護解除後の

当該児童及びその兄弟への心的支援として SC が継続的にカウンセリングを行うこととなった。 

保護解除後も粗暴な行動はなかなか、収まらなかったが、兄弟も含めて定期的にカウンセリングを行うことで、

少しずつ、落ち着いた学校生活を取り戻しつつある。 

 
【事例３】性的な被害における活用事例（⑮性的被害）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

性に関する問題行動がたびたびあり、中学生になり表面化した。生徒指導担当の主導により、校内ケース会議

をひらき、今後の支援について協議した。担任による全員面接及び当該生徒に対して SC による定期的なカウン

セリングを行うこととなった。同時に、生徒指導担当や担任による保護者への対応の中で、相談できずに強い困

り感をもっていたことがわかったため、SCによる保護者のカウンセリングを行った。 

親子へのカウンセリングの様子や学校が把握しているこれまでの当該生徒の情報、幼児の頃から関わりのある

保健士等からの情報を集約したところ、親子関係に課題が疑われたため、関係機関の支援事業へつなぐ。 

支援事業により、保護者の子育てに関する不安感が軽減されるとともに、子育てに関するスキルが得られ、関

わり方に変化がみられた。また、SC による当該生徒へのカウンセリングによっても、心理的な安定が図られ、

問題行動がおさまっている。 

 
【事例４】SOS の出し方教育に関する活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 
 夏休みの校内研修において、SOS の出し方に関する研修を教職員向けに実施した。 

 児童生徒の実態として、人間関係に硬さがみられていることを鑑み、エンカウンターを用いた人間関係づくり

を取り入れながら、SOS の出し方に関するスキル及び受け取る側のスキル習得を目的に教職員が授業で実践でき

る内容として研修を行った。 

 その後、教職員が、SOS の出し方に関する教育の授業実践及び日ごろからのエンカウンターに取り組むことに

より、親和的な集団づくりが促されるともに、場面に応じた出し方に関するスキル、受け取り側のスキルの幅が

ひろがっている。 

 本取組を契機に拠点校や近隣の対象校においても実施することとなった。 

 
 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
・スクールカウンセラーへの相談状況        （件） 

年度 H29 H30 R1 R2 

相談件数 15,384 16,176 17,355 19,272 

 R２年度は、２ヶ月間の臨時休校があった

にも関わらず、相談件数が増加しており、

SC へのニーズ、SC が学校に定着しているこ

とが伺える。 

・不登校児童生徒へのスクールカウンセラーによる支援状況 
 
 R２年度より SC を全公立小・中学校へ配

置したことにより、SCからの支援を行った

不登校児童生徒数が増加している。 

 全校配置をした小学校での増加が著し

い。 
 

（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
 ＜課題の概要＞ 
・ 会計年度任用職員制度の実施に伴い、雇用の在り方や任用条件を整備するとともに、公務員としての服務

規律等についての認識を一層高めていく必要がある。 

・ 各スクールカウンセラーの資格や臨床経験、専門分野が大きく違っており、実態やニーズに合わせた

研修内容の設定が難しい。 

・ スクールカウンセラー同士の交流の機会を多くしたり、積極的にスーパーバイズを受けられたりする

仕組みが必要である。 

＜課題の原因＞ 
・ スクールカウンセラーが職として安定しない労働環境であること。 

・ スーパーバイザー制度についての知見をえる必要がある。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
・ 会計年度任用職員制度についての周知を行うことにより、公務員としての側面について理解が得られるよ

う研修を行った。 

・ 職能団体との打ち合わせを定期的に行うことにより、スクールカウンセラーが抱える課題や任用上の問題、

研修内容のニーズについて共有し、研修に取り入れた。 

・ 総合教育センター内の県立教育支援センターに指導的なスクールカウンセラーを配置することにより、ス

クールカウンセラーへの指導・助言ができる体制を整えた。 

 
②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
・ 新型コロナウイルス感染症対策による児童生徒の置かれている状況について、いじめの状況や不登校等の

実態の把握が必要である。 

・ スクールカウンセラーが公立小・中学校に全校配置され、配置拡充がされている。今後は、より効果的な

活用を行うため組織マネジメントの視点にたった教育相談体制を整える必要がある。 

＜課題の原因＞ 
・ 新型コロナウイルス感染症対策により、児童生徒のコミュニケーションのあり方、ワクチン接種の状況や

家庭の就労状況も異なり、差別や偏見、いじめ等の態様が変化していることが考えられる。また、ヤング

ケアラー問題もあらたに浮上している。 

・ 心理職がもつ専門性を学校の教職員が理解するとともに、学校の文化や制度をスクールカウンセラーが理
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解することが必要である。 

＜解決に向けた取組＞ 
・ いじめや不登校の状況だけでなく、ワクチン接種やヤングケアラー等についての実態を把握する取り組み

が必要である。 

・ 教育相談分野にこだわらず、学習指導要領や GIGA スクール構想による学び方の変化や学級経営、部活動

など学校の役割や分化などを SC に理解してもらう取組が必要である。 

・ スクールカウンセラーと学校の連携における好事例を取り上げ、研究協議を行う。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒が安心して学校生活を送り、学習に取り組めるよう、児童生徒の悩みに適切且つ迅速に対応できるスクールカウン 

セラー（公認心理師・臨床心理士等）を配置し、学校内における相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 
〇配置及び派遣により、県内全ての公立学校に対応 

・全ての市町村立小・中・義務教育学校（小学校 353 校、中学校 183 校、義務教育学校３校）にスクールカウンセラーを配

置した。 

・全ての県立高等学校（82 校）および特別支援学校（18 校）に学校からの要請に基づきスクールカウンセラーを派遣するた

め、教育事務所に（東信 17 名、南信 33 名、中信 24 名、北信 31 名）スクールカウンセラーを配置した。 

〇学校規模、児童生徒数、生徒指導上の課題等とＳＣの希望も考慮し各校の配置時間を決定 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
○配置人数 

・小学校     ： ８６人 

・中学校     ： ８８人 

・義務教育学校  ：  ３人 

・高等学校    ： ６８人（教育事務所配置の高等学校担当スクールカウンセラー数） 

・特別支援学校  ： 学校からの要請により教育事務所から派遣 

・教育委員会等  ：  １人（県総合教育センター） 

 
○配置校数 

・小学校     ：３５３校 

・中学校     ：１８３校 

・義務教育学校  ：  ３校 

・高等学校    ： ８２校（教育事務所からの派遣対応） 

・特別支援学校  ： １８校（教育事務所からの派遣対応） 

・教育委員会等  ： １箇所（県総合教育センター） 
 
○資格 

  （ア）スクールカウンセラーについて 

① 公認心理師（⑤から⑧の者を除く）２１人 

② 臨床心理士（⑤から⑧の者を除く）１２人 

③ 精神科医 （⑤から⑧の者を除く） ０人 

④ 大学教授等（⑤から⑧の者を除く） ０人 

⑤ ①②２つに該当する者 ４４人 

⑥ ①④２つに該当する者  １人 

⑦ ②④２つに該当する者  １人 

⑧ ①②④３つに該当する者 ４人      計８３人 

 

長野県教育委員会 



  （イ）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有す 

る者（④の者をを除く）    ２人  

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年以上の経験 

を有する者（④の者をを除く）２０人  

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者  ０人 

 ④ ①②２つに該当する者   ０人 

     計２２人 

 
○主な配置形態について 

・小学校    （週１回・各１時間） 

・中学校    （週 1回・各３時間） 

・義務教育学校 （週１回・各４時間） 

・高等学校   （週 1回・各３時間） 

・特別支援学校 （週１回・各１時間） 

・教育委員会等 （週２回・各３時間） 
 

○勤務形態 

   ・すべての県スクールカウンセラー（スクールカウンセラー、スクールカウンセラーに準ずる者）は会計年度任用職員 

   ・県スクールカウンセラーの令和２年度年間配当時間は１人あたり平均 366 時間 

   ・県スクールカウンセラーと担当校で打ち合わせを行い、勤務日及び勤務時間を決定 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
  ・活動方針等に関する指針として「県スクールカウンセラー事業の実施の手引き」を作成し、すべての配置校、派遣校に送付

した。 

  ・例年４月の教育相談関係者連絡会議において、「県スクールカウンセラー実施の手引き」を資料として、すべての公立中学

校・高等学校の教育相談担当者に対して説明を行っている。令和２年度は新型コロナウィルス感染症対策のため、スクール

カウンセラーのみを参集し、スクールカウンセラー事業説明会を実施。各学校担当者には手引き等資料を郵送し、周知を図

った。 

   
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
  ・スクールカウンセラー事業クイックマニュアル（学校がスクールカウンセラーをスムーズに活用するための手引き）を発出

し、スクールカウンセラーの効果的活用について周知を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 

（１）研修対象 
   県スクールカウンセラー 

 
（２）研修回数（頻度） 

・教育相談関係者連絡会議               （年１回・４地区開催）  全員参加 

＊令和２年度は中止。代わりにスクールカウンセラーのみを参集し、スクールカウンセラー事業説明会を実施した。 

   ・ＳＣとＳＳＷとの合同研修会（連携に係わる事例検討会）（年１回・４地区開催）  全員参加 

   ・いじめ・不登校地域支援事業「地区推進会議」     （年２回・４地区開催）  希望参加 

＊令和２年度は１回目を新型コロナウィルス感染症対策のため中止。２回目をオンラインで実施した。 

   ・いじめ・不登校地域支援事業「全県研修会」      （年２回開催）      希望参加 

＊令和２年度は１回目を新型コロナウィルス感染症対策のため中止。２回目はオンラインにて実施した。 

   ・自殺予防に関する教員研修会             （年１回・２地区開催）  希望参加 

＊令和２年度は資料送付による校内研修で実施した。 

 
（３）研修内容 

〇スクールカウンセラー事業説明会（４月）   

 ・県スクールカウンセラーが参加し、事業説明を行う。 

〇スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーとの合同研修会（11 月、12 月） 

 ・スクールカウンセラーの任務の確認及びスクールソーシャルワーカーとの協働体制構築を図る。 

 ・事例研究を通して専門的資質の向上と均質化を図る。 

〇いじめ・不登校地域支援事業「地区推進会議」（オンラインで実施 10 月） 

 ・教育相談体制の充実に関わる県の施策及び本県における生徒指導の現状と課題についての確認。 

 ・いじめや不登校の防止、早期発見、早期対応に関わる研修を実施。 

〇いじめ・不登校地域支援事業「全県研修会」（オンラインで実施 11 月） 

・いじめや不登校の防止、早期発見、早期対応に関わる研修を実施。 

〇自殺予防に関する教員研修会（６月） 

 ・自殺予防に資する取組を、教員の指導力向上を目的として校内研修で実施。 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
   ・ＳＣとＳＳＷとの合同研修会（連携に係わる事例検討会 同地区で開催）を令和２年度から実施。互いの連携経験が少な

いことが課題であったが、合同研修を行うことで、協力体制の構築が図られた。効果として、それぞれの特性を生かした

支援に繋げることで、学校の負担減や児童生徒の支援にさらに結びついている。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（無） 
 
（６）課題 
   ・スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの連携の促進 

   ・ＳＶの設置 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校支援のための活用事例（ ① ）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

・高校３年女子生徒（以下、Ａとする。）は、小学校６年夏休み明けから不登校になり、市の機関に相談。発達障がいの疑いが

あると言われ、医療機関への受診を促された。しかし、母親は継続の相談を断り、医療機関への受診も行われなかった。 

・中学校では、小学校より続けていた運動部に入部。部活動の顧問が担任で、Ａへの関りも多かったということもあり、多少の

欠席はあったが、特に問題もなく希望の高校へ進学することができた。 

・高校でも継続して運動部に入部した。熱心に部活動に取り組み、友人も増え、充実した高校生活を当初は送れていたが、顧問

とのいさかいや部員とトラブルがあり、高校２年夏に退部。唯一の居場所であった部活動から離れてしまったことで、目標が

なくなり、欠席も多くなっていった。そして、高校３年時のコロナ禍による休校中に突如自室に籠り、休校が明けても登校出

来なくなった。この頃からリストカットを頻繁に行うようになり、母親はＡへの対応に強い不安を感じていた。希死念慮が強

く、ＳＮＳに自ら命を絶つ日を予告し、唯一繋がっていた友人も離れていった。 

・ＳＣは担任と家庭訪問を行い、本人と母親のカウンセリングから、医療機関へ繋ぐ必要性を確認した。支援会議でＳＳＷとの

協働が提案され、学校は、外部機関との連携を含め支援の構築を図った。 

・ＳＳＷの家庭訪問の後、母親は医療機関へ家族受診し、専門的な相談が可能になった。並行して、ＳＣは特に希死念慮への対

応に悩む母親のカウンセリングを行い、本人の支援は、ＳＳＷが行った。また、地域若者サポートステーションと連携を図り、

様々な角度からの助言や支援を進めた。 

・母親、ＳＣ、ＳＳＷ、外部関係機関との支援会議を実施。情報の共有や今後の支援方法を確認し、特に入院治療が必要である

ことの周知を図った。自ら命を絶つ予告日前に、周囲の説得でＡは医療機関に入院し、治療を受け退院した。 

・少しずつではあるが、前向きな考え方や視野を広げることが出来つつある。学校は休学の状態であるが、中学の部活動の仲間

が声をかけ支えになっている。 
 

【事例２】児童虐待のための活用事例（ ⑬ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

・高校１年男子生徒（以下、Ｂとする。）は、幼少期から母の暴言とネグレクトで、行政の見守り対象であった。小学校入学前

に広汎性発達障がい、ＡＤＨＤの診断あり。洗濯や入浴をしていない等の理由で体の匂いがひどく、食事も満足に取っていな

い状況だった。保護者に連絡したが、両親とも軽度の知的障害があり、学校からの連絡やお願いは伝わりにくく改善が見られ

なかった。また、妹は日常的に兄を馬鹿にしていた。保護者はその状況を黙認し、家庭には居場所が存在しなかった。 

・Ｂの学校での状況は、自分からコミュニケーションを取ることが苦手で、他の生徒と交わることはなかったが、放課後の部活

動（文化部に所属）が居場所になり、欠席は全くなかった。しかし、部活顧問に「自死」を連想する言葉を伝えることもあり、

早期の支援体制の構築を図る必要性があった。 

・まず、ＳＣは基本的生活習慣の確立を考え、カウンセリングの中で入浴、洗濯、食事について自分でできる内容をコーチング

した。その後、カウンセリングを継続し、生活の状況、できたこと、やってみたことを用紙に書きながら生徒に一つずつ丁寧

に確認を行った。少しずつであるが基本的な生活のスキルを身に付けることが出来るようになっていった。 

・並行して、ＳＣはＳＳＷと行政機関への協働を支援会議で提案。その後、ＳＳＷ、行政の子育て支援担当も交えて支援会議を

行い、Ｂは医療機関に繋がることができた。薬が服用できるようになり、前向きな捉えができるようになっていった。母親に

対しては、ＳＳＷや学校から受けられる行政の支援について情報提供を行い、行政に繋がりやすいよう体制を整えた。 

・そして、ＳＣは担任へ母親への対応を助言した。担任は、懇談会等利用して、生徒の行動の良い点を積極的に伝えるとともに、

母親の話を丁寧に聴くことを心がけた。 

 ・生徒は、入浴、洗濯、食事について、自分でできることが増え、１年次の後半には、身だしなみが整うようになった。また、

学習面も、生活習慣が整うことに伴い、今まで出来なかった課題も提出することが出来るようになった。 

 ・進級した今年度は、精神的にも安定し、カウンセリングを受けることなく高校生活を送っている。１学期は、校内でも上位の

成績をとっている。 

 

 

 



【事例３】性的な被害のための活用事例（ ⑮ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

・中学校３年女子生徒（以下、Ｃとする。）は、中学校２年次に交際していた男子生徒Ⅾに、交際中に自分の裸の写真を要求さ

れ携帯電話で送った。その場の雰囲気で送ったことをとても後悔しながら交際を続けていたとのことだった。写真の削除は交

際が終わった後も言い出せなかった。学校や友人、保護者にも相談できなく、Ｃは写真がⅮにより拡散され、他の人間に見ら

れてしまう不安だけが大きくなっていった。 

・また、Ｄは同じ学校に在学しており、学校で相手生徒の姿が見えるだけで恐怖を覚え、体が竦んでしまい、帰宅後も精神的に

不安定な状態が続き、欠席も多くなっていった。 

・Ｃの友人Ｅは、Ｃの状況を心配し何度も声を掛けるが、頑なに欠席の理由を言わなかった。しかし、友人Ｅの強い働きかけで

内容を聞き出すことができた。ＥはＣの了承の元で養護教諭に相談し、養護教諭はＣのカウンセリングを手配した。当初はカ

ウンセリングに消極的であったが、周囲の説得によりカウンセリングを実施することができた。 

・ＳＣは丁寧に聞き取りを行うことで、信頼関係の構築を図った。支援会議で情報を共有し、職員会等で両親へ話す機会を作り

状況改善のために協力体制をとることを確認した。 

・ＳＣは生徒本人への定期的なカウンセリングを実施するとともに、母親へ状況説明と警察への相談を助言した。そして、ＳＣ

は、相手男子に対する恐怖心やパニックに対するカウンセリングを行い、学校は、ＤとＣの関係に注意しながら、Ｃの安全へ

の配慮を行った。 

・学校は、Ｄからの聞き取りから、Ｄは、Ｃに対して一切連絡を取っていないことがわかった。また、学校はＤの了承の元でＤ

の携帯電話から写真が削除されてることを確認した。 

 ・ＳＣによるカウンセリングを４回、保護者との面談２回を実施し、Ｃは本人が興味を持つ活動を取り入れて行く事で気分転換

を図ることができるようになった。 

 ・現在は落ち着いて学校生活を送っている。 

 

【事例４】教育プログラムのための活用事例（ ⑱ ）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 
・ＳＣは、Ａ高等学校において、友人関係・学業・進路などの不安や悩みに加え新型コロナウイルスの感染蔓延に関わる負荷も

増大していることを鑑み、ストレスの対処法を学ぶために「ＳＯＳの出し方講座」を実施。 

・１年生、2年生を対象に学年単位で実施した。 

・ＳＣは、１年生の講座の目的を「困ったとき、悩んだときに実際に行動できるようにする」として、「援助資源の発掘」、「悩

みを打ち明けるときの具体的な言葉」を中心に講演を行った。 

・ＳＣは、２年生の講座の目的を「ストレスマネジメント・ストレスマネジメントは個人と皆と両方で行うことを知ること」と

して、「自分がストレスを感じたときの対処の流れ」、「ストレスに強くなるには」、「辛そうな人に対する接し方」を中心

に講演を行った。 

・「今日の話を聞いて少し気持ちが楽になった。」「ＳＯＳの受け取り方や出し方を知ることができて良かった」「上手にスト

レスと向き合っていきたい」等生徒の感想は良好であった。また、プログラムを実施したことにより、自ら相談を申し出る生

徒が見られるようになった。周りに相談をしたり、気分転換をしたりして上手にストレスと向き合う姿も見られるようになっ

た。 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
・限られた時間の中で、児童生徒、保護者、教職員へのカウンセリングをバランスよく実施 

・学校からは、教職員との情報共有や支援に関わるコンサルテーションを丁寧に行うことによる効果が報告されている 

・スクールカウンセラーがチーム学校の一員であるという意識の浸透が進んでおり、学年会・職員会へ参加し、教員に対して

専門的立場からの助言を積極的に行っている。（参加回数：Ｒ１年度比 1.1 倍） 

・心の問題に関わる相談件数は年々増加（Ｒ１年度比 1.2 倍） 

・児童生徒の相談者数(のべ人数)は年々増加。特に、小学校の相談者数は年々増加している。 

(児童生徒相談者数： Ｈ30：16,461 人→Ｒ１:16,992 人→Ｒ２：17,531 人) 

                            （小学校  相談者数： Ｈ30：12,106 人→Ｒ１:12,158 人→Ｒ２：12,790 人) 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
・ＳＣの専門的資質の向上と支援の均質化 

・ＳＣの計画的任用 

＜課題の原因＞ 
・県内における公認心理師、臨床心理士の人材不足 

＜解決に向け実施した取組＞ 
・令和２年度からＳＣとＳＳＷの合同研修会を計画。同地区のＳＳＷと事例検討を行うことで、連携体制の構築を図り、専門

的資質の向上を目指した。 

・年に２回、県心理士協会との懇談の場を設け、スクールカウンセラー事業への協力について理解を得る。 

・公認心理師養成コースを設置している２大学から学生実習を受け入れ、県スクールカウンセラー業務の紹介を行った。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 
・ＳＣの計画的任用 

・ＳＣを活用した「予防的な取組」、「早期発見の取組」、「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進 

＜課題の原因＞ 
・県内における公認心理師、臨床心理士の人材不足 

・コロナ禍において不登校等、不安定な子どもの状況が増加している。 

＜解決に向けた取組＞ 
・平成 30 年度、元年度で「予防的な取組」、「早期発見の取組」、「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進を県内 5 校でモ

デル実施した。成果として、モデル実施校では新規不登校者が減少し、新規不登校発生防止に効果が見られた。令和２年度

以降は全公立小中学校で取組の実施を推進。（Ｒ２実施率 小学校 7.0[％]、中学校 9.1[％]、高等学校[7.3％]） 

  ・年に２回、県心理士協会との懇談の場を設け、スクールカウンセラー事業への協力について共通理解を図る。 

・公認心理師養成コースを設置している２大学から学生実習を受け入れ、スクールカウンセラーの必要性ややりがいについて

講義。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校やいじめ、暴力行為等の生徒指導上の問題への対応に当たっては、学校におけるカウンセリング等

の機能の充実を図るとともに、生徒指導上の問題への早期発見・早期対応、未然防止の取組を行うことで、

学校における教育相談体制の充実を図る。（岐阜県スクールカウンセラー事業実施要項より） 

（２）配置・採用計画上の工夫 

■小・中学校配置について 

・県内全中学校を拠点校として、各中学校区にスクールカウンセラーを配置し、校区の全ての小学校を対

象校とした。 

・問題行動等の発生件数や別室登校の児童生徒数を踏まえ、１００中学校区にスクールカウンセラーに準

ずる者（以下スクール相談員）を配置した。 

・令和２年度より問題行動等の多い２２中学校区にスクールカウンセラー及びスクール相談員を常駐的

配置とした。 

・令和元年度より、全小学校に年間２回１２時間の配置拡充。ＳＣの「顔の見える紹介」と「人間関係形

成の集団指導」の実施を進め、不登校などの児童生徒が抱える諸課題への未然防止、早期支援につなげ

ている。 

・市町村教育委員会の指導のもと、校区の小・中学校が相談して活用計画を立て、全ての学校においてス

クールカウンセラー等が活用されるようにしている。 

  ■公立高等学校・特別支援学校配置について 

  ・１回２時間を原則とし、月１回～３回、全ての公立高等学校及び特別支援学校へスクールカウンセラー

を配置した。 

  ・県外募集校１１校に対して、通常配置に加えて年９回配置した。 

  ・配置回数にＳＣを活用した校内研修１回の実施を含む。 

  ■教育委員会等配置について 

  ・1 回４時間を原則とし、週３日配置した。 

  ・岐阜県教育支援センター「Ｇ－プレイス」に配置した。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

■配置人数（述べ人数）  

［スクールカウンセラー］     ［スクール相談員］ 

中学校区  ： １２０人     中学校区  ：  ６７人  

    高等学校  ：  ３８人     高等学校  ：  １７人 

特別支援学校：  １６人 

教育委員会等：   ４人 

ＳＶ専任  ：   ３人 

■資格（延べ人数） 

   ［スクールカウンセラー］ 

① 公認心理師 １０６人 

② 臨床心理士 １１４人 

③ 大学教授等  １１人 

岐阜県教育委員会 



［スクール相談員］ 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者  ９人（①②に該当する者は①とする。） 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について 

５年以上の経験を有する者   ６５人 

■配置校数 

   小学校   ：３６６校 

   中学校   ：１７７校うち１００校にスクール相談員を配置（拠点校配置） 

   高等学校  ： ６６校（単独校配置）うち１７校にスクール相談員を配置 

   特別支援学校： ２２校（単独校配置） 

   教育委員会等：  ２箇所 

  ■主な勤務形態・配置形態について 

   【小・中・義務教育学校】 

学校規模、教育相談ニーズ等に応じて５段階の配置 

          ［スクールカウンセラー］ ［スクール相談員］ 

Ａ配置（２２校区） １回３時間週５回     １回３時間週５回 

    Ｂ配置（４０校区） １回６時間週１．５回   １回６時間週１回 

    Ｃ配置（３８校区） １回６時間週１回     １回６時間週１回 

    Ｄ配置（３３校区） １回６時間週１回 

    Ｅ配置（４４校区） １回６時間週０．５回 

   【高等学校】勤務時間：１回２時間 

   学校規模、教育相談ニーズに応じて３段階の配置 

    年間２８回・・・ ８校 

    年間１９回・・・２０校 

    年間１０回・・・３８校 

【特別支援学校】勤務時間：１回２時間 

     年間１０回・・・２２校 

【教育委員会等】勤務時間：１回４時間 

     教育事務所 年間３５回 総合教育センター 週３回 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・年度当初に、教育相談担当者、スクールカウンセラー等及びスクールソーシャルワーカーへ「ＳＣ、Ｓ

相及びＳＳＷ活用ハンドブック～ＳＣ等やＳＳＷの連携による教育相談体制の充実を図るために～」を

配布した。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・ＳＣ等連絡協議会において、各校の教育相談担当者、市町村（組合）教育委員会 教育相談担当者に対

して、事業概要や重点施策に係る講話を実施。 

・教職員対象経年研修「教育相談」の講座において、教育相談体制の充実に向けてＳＣ及びＳＳＷ専門ス

タッフの参画について周知。 

・高校、特別支援学校担当者会議において、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用

を促進。 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 
（１）研修対象 

①スクールカウンセラー等連絡協議会 

  ・各小・中学校 教育相談担当者 

  ・スクールカウンセラー、スクール相談員 

  ・各市町村（組合）教育委員会教育相談担当者 

  ②スーパーバイザーによるスクールカウンセラー個人面接 

   ・スクールカウンセラー 

（２）研修回数（頻度） 

  ①年間１回（４月～５月）県内６教育事務所において開催予定であった。コロナウイルス感染症対策のため、 

Ｗｅｂによる開催を模索していたが、ネットワークや通信機器等の都合により開催中止とした。 

  ②スクールカウンセラー個人面接を、スクールカウンセラーとしての勤務３年未満の者は年２回、３年以上

の者は年１回実施。 

（３）研修内容 

①スクールカウンセラー等連絡協議会 

   ・スクールカウンセラー等活用事業の概要と事務手続きについて 

   ・教育相談担当者、スクールカウンセラー、スクール相談員の役割と心構えについて 

   ・各教育事務所管内の不登校の現状と課題 

   ・スーパーバイザーによる講話、演習   ・各中学校区別連絡会 

②スクールカウンセラー個別研修 

   ・児童生徒理解の在り方         ・児童生徒、保護者への教育相談の手法 

  ・教職員への支援・助言の在り方     ・その他教育相談に関して必要と認められるもの 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ・スーパーバイザーによる個人面接では、自分の見立ての妥当性等について示唆を受けることができた。特

に、経験の浅いスクールカウンセラーにとっては、スーパーバイザーからの指導・助言が有効であり、カ

ウンセラー業務で生かすことができた。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

■ＳＶの設置（有・無） ６教育事務所に７名配置 

■活用方法 

①スクールカウンセラーに対する指導・助言 

［活用の場］スクールカウンセラー等連絡協議会、スクールカウンセラーへの個別研修 

②県内の活動状況のとりまとめ、事業の方向性等についての検討 

［活用の場］スクールカウンセラーＳＶ連絡協議会（年２回開催）  

③児童生徒の抱える課題解決を図るために必要と認められること 

［活用の場］教育事務所や市町村（組合）教育委員会、学校等の主催する教育相談に関する研修 

      学校でのコンサルテーション等 

（６）課題 
   ・スクールカウンセラー等の配置拡充に伴い、新規スクールカウンセラー等が増加しており、県内のスク

ールカウンセラー等の力量に差があることは否めない。スクールカウンセラー等の専門性の向上に資す

る研修について検討する必要がある。 

   ・スクールカウンセラー等に求められる学校現場のニーズに応じた研修内容を検討し、ＳＣ等連絡協議会

において研修を企画する必要がある 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】心身の健康のための活用事例（⑥⑧）＜拠点校配置＞ 

  中学３年生の男子生徒 A は、小学校低学年の時に掛けられた母親のきつい言葉が小学校高学年になってか

らフラッシュバックするようになり、ストレスで嘔吐するようになった。病院では胃腸炎と診断されたが、

夜になると過去の母の言葉を思い出し、眠れなくなった。中学１・２年生の時には周囲に相談する人もおら

ず一人で抱えこんでいたが、３年生になり、カウンセリングを受けることにより、「初めてこのことを相談

できた」と話した。 

  スクールカウンセラーは、丁寧に話を聞くとともに、カフェインを避けること、朝は決まった時間に起き

ること、入浴して１～２時間後に寝るとよいことなど具体的な助言をした。 

  定期的にカウンセリングを重ねるうちに、笑顔が増え、学級の教室で笑い疲れたという日も出てくるよう

になった。夜もスムーズな入眠ができるようになり、毎晩７時間程度深く眠れるようになったと自覚するま

でになった。 

  カウンセリングでも、母親の話題は出なくなり、悩みはあっても学校生活の中で楽しみを見出すこともで

き、物事に対してポジティブな捉え方ができるようになった。 

 
【事例２】貧困から児童生徒を守るための活用事例（⑭）＜拠点校配置＞ 

   小学校４年生の女子児童Ｂは、欠席は少ないが、朝食を食べて登校しない、毎日汚れた同じ衣類を着用し

ている等の気になる面があり、ＳＳＷが支援に関わっていた。授業中にノートにクラスメートを罵倒する言

葉を書くといった不安定な面が見られたため、ＳＳＷにカウンセリングを勧められ、Ｂにスクールカウンセ

ラーが関わることとなった。 

  月１回のカウンセリングは、スクールカウンセラーが自作したボードゲームで遊びながら行われた。この

ゲームは、生活の様子や心の状態がうかがえる工夫がなされているものだった。また、児童が困っているこ

とについては直接助言をし、把握した課題については担任をはじめとする教員やＳＳＷと情報共有し、解決

策を共に考えた。 

  Ｂが家庭でも学校でも楽しく過ごせるようにするという支援目標を立て、学習面のフォローや家庭連絡は

教員が、生活面の支援はＳＳＷが、心のケアについてはスクールカウンセラーがと、それぞれが役割を担う

中で、Ｂは徐々に学習にも力を入れるようになり、テストで高い点数を取るために意欲的に取り組むように

なった。 

 
【事例３】⑮性的な被害 ⑯ヤングケアラーの問題について記載できる事例はない。 

 
【事例４】校内研修のための活用事例（⑰）＜拠点校配置＞ 
  ・新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校中に、学校再開後の児童生徒の支援と心のケアにつ

いての教員研修を行った。専門的な立場からのスクールカウンセラーの助言を、学校再開後の児童生徒

への心情把握や対応で生かすことができた。また、学校再開後の児童生徒の心身の健康を的確に把握す

るためのアンケートを作成することができた。 

  ・教員が「ＳＯＳの出し方」に関する授業を行う前に、スクールカウンセラーによる教員研修を行い、指

導のポイントやその必要性について説明を受けたり、指導案作成にあたっての助言を得たりした。 

・「カウンセリングマインドを取り入れた生徒理解」をテーマに、具体的なワークを取り入れた教員研修

を行った。後日、研修を受けた担任がＨＲで生徒に授業を行った。 

  ・相談室登校や不登校の生徒の保護者を対象に、座談会形式の研修会を行った。義務教育を終える前につ

ながることのできる各種機関の紹介があり、その後積極的に行動する保護者もでてきた。 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
新型コロナウイルス感染拡大防止のための４、５月の臨時休校により、カウンセリング時間が減少した影響

で、相談者合計は９４５名減少した一方で、児童生徒の相談者は１７６人増加した。【表２②参照】 

学校種別の相談者数の推移を見ると、校種を問わず微減にとどまった。【表２①参照】 

 相談内容については「⑩心身の健康保健」に関する相談が前年度比９６５人増と大幅に増加した。「④児童

虐待」及び「⑧家庭問題」についても増加した。 

令和２年度のコロナ禍で家族に関わる問題が顕在化する中、スクールカウンセラーによる関わりによって、

保護者の気づきが促されたり、児童生徒の心の安定がもたらされたりして好転した事例が複数報告された。 

 各校から提出される実績報告書に記載される児童生徒や保護者、教職員の悩みや関心も「ＬＧＢＴＱ」「愛

着障害」「発達障がい」「感情のコントロールの難しさ」等、複雑化・多様化している。その中で、カウンセ

リングを希望する児童生徒や保護者は多く、希望したすべての人が受けられないほどである。それほどスクー

ルカウンセラー等の果たす役割は大きく、チーム学校の一員として必要不可欠な存在といえる。 

 
【表１】令和２年度相談内容別・相談者別人数（延べ人数）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【表２①：学校種別相談者数の推移（人）】     【表２②：相談者別相談人数の推移（人）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

  ・スクールカウンセラー等の専門性の向上。 

  ・学校とスクールカウンセラーの連携。 

＜課題の原因＞ 

  ・スクールカウンセラー等の配置時間の拡充に伴う新規の採用者の増加。 

  ・限られた配置時間の中での教育相談担当者とスクールカウンセラーとの連携の機会の減少。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・採用３年未満のスクールカウンセラーには年間２回の SV面接を実施し、専門性の向上を図った。 

  ・「ＳＣ・Ｓ相及びＳＳＷ活用ハンドブック」を配布し、各校教育相談者へ取り組み事例を紹介すること

で、「教育相談体制の充実に向けたスクールカウンセラーの活用」の推進を図り、積極的に連携する姿

勢を促進する。 

 

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2
小学校 12,220 13,143 14,975 14,847 児童生徒 12,806 13,000 15,438 15,614
中学校 18,203 17,964 18,562 17,854 保護者 7,449 7,193 7,867 7,110
義務教育学校 125 70 344 150 教職員 12,691 13,943 14,009 13,659
高等学校 2,263 2,494 3,001 2,989 その他 351 94 170 156
特別支援学校 486 559 602 699 合計 33,297 34,230 37,484 36,539
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児童生徒 2,410 66 77 73 1,764 0 39 1,991 100 5,098 1,294 1,034 1,668 15,614
保護者 2,928 16 45 18 263 0 19 633 64 1,395 261 1,275 193 7,110
教職員 3,689 67 89 88 886 0 48 1,489 189 3,642 624 1,794 1,054 13,659
その他 47 4 1 0 2 0 0 13 1 9 1 8 70 156
合計 9,074 153 212 179 2,915 0 106 4,126 354 10,144 2,180 4,111 2,985 36,539



 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・人材の確保 

 ・すべての相談希望に対応できる時間の確保 

＜課題の原因＞ 

 ・有資格者の少なさ。 

 ・配置時間の不足や相談ニーズの高まり。 

＜解決に向けた取組＞ 

 ・ハローワークの活用や県ＨＰでの公募等、募集についての周知を図る。 

 ・スクールカウンセラーに準ずる者の効果的な活用の啓蒙。 

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー又はスクールカウン
セラーに準ずる者を配置し、その専門性を生かして学校における教育相談機能を高め、問題行動や不登校等の
未然防止や早期発見、早期対応を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

ア 小・中学校 
原則として中学校区ごとに同じスクールカウンセラーを配置している（小中連携型）。小学校で関わっ

たスクールカウンセラーと中学校でも関わりを持てることは、子供や保護者に大きな安心感を与え、「学
区のスクールカウンセラー」として、小・中学校９年間を見通した支援が可能となっている。 

    問題行動等への早期対応を図るため、学校規模（児童生徒数）に応じて配置時数を細かく定めている。
特に近年は、小学校への配置時数拡充を図っている。 

  採用については、県教育委員会がホームページにて選考・登録案内を掲載して募集を行い、新規任用希
望者は面接により選考する。継続任用希望者は、勤務校の学校長による勤務評価等を基に判断する。 

イ 高等学校 
  不登校を始め、悩みを持つ高校生や保護者の相談等に適切に対応するため、県内 31校（単独校 17校、

拠点校７校、重点巡回対象校７校）にスクールカウンセラーを配置している。１拠点校当たり年間 150
時間の業務を行う。このうち、重点巡回校に指定されている７拠点校においては、年間 25 時間を重点巡
回校への派遣に充てる。また、各拠点校は年間 40 時間までは他の県立高等学校からの要請に応じた派遣
に充てることができる。 

ウ 特別支援学校 
拠点校を定め、全 38 教場へ派遣している。カウンセラーの担当する範囲が広く、相談件数も地域差が

ある。 
採用に当たっては、スクールカウンセラー又はスクールカウンセラーに準ずる者として必要な採用条件

の他、志願資料や面接等で特別支援学校該当児童生徒についての知識や対応の経験等を確認した上で選考
する。心理面だけでなく、業務を進める上で障害についての理解も必要となるため人材確保が課題である。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○配置人数 

  小・中学校   ：１３２人（義務教育学校を含む） 
  高等学校    ： ３３人 
  特別支援学校  ： １３人 
 ○配置校数 

  小学校     ：３１７校 
  中学校     ：１７１校（義務教育学校を含む） 
  高等学校    ： ３１校 
  特別支援学校  ： １４校（拠点校方式。全 38教場に派遣） 
○資格 

   ＜スクールカウンセラー＞ 
    ① 公認心理師 ： ４０人 

② 臨床心理士 ： ２７人 
③ 大学教授  ：  ５人 
④ ①、②に該当： ５８人 
⑤ ②、③に該当：  １人 
⑥ ①、②、③に該当：１人 

   ＜スクールカウンセラーに準ずる者＞ 

①  大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１
年以上の経験を有する者    ： ２人 

②  大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい
て、５年以上の経験を有する者 ：４１人 

    ③ ①、②に該当する者    ： ２人 
○主な配置形態 
＜単独校＞   ２中学校   （月３日・１回７時間） 

   ＜拠点校＞ １６８中学校   （月３日・１回７時間） 
          １７高等学校  （週１日・１回４時間） 
          １４特別支援学校（週１日・１回６時間） 

＜対象校＞ ３１７小学校   （月２日・１回７時間） 

静岡県教育委員会 



           ７高等学校  （年２５時間）＊重点巡回校 
          ３８特別支援学校（週１日・１回６時間）※分教室１含む 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

ア 小・中学校 
４月に「スクールカウンセラー等活用事業合同連絡協議会」を開催し、基本方針や事業内容の概要につ

いて、スクールカウンセラー等、学校担当者、市町教委担当者に伝達している。 
協議会の中では、業務内容、相談体制の充実、小・中学校の連携、市町教育委員会の連携等を、基本方

針として伝達している。また、活動内容の詳細は、Ｑ＆Ａ集として示し、周知を図っている。 
イ 高等学校 
  県スクールカウンセラー派遣事業実施要項を定め、すべての県立高等学校に周知している。 
ウ 特別支援学校 

県立特別支援学校における実施要綱を策定し、年度初めに全教場と全カウンセラーに周知している。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

ア 小・中学校  
生徒指導担当者連絡会の行政説明の中で、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題について

の現状を伝え、スクールカウンセラーの効果的な活用を呼び掛けている。 
イ 高等学校 
  生徒指導主事研修会の所管事項説明で事業について取り上げ、周知している。 
ウ 特別支援学校 

カウンセラーによる校内研修を取り入れることで、カウンセラーの存在やカウンセリングの効果につい
て理解促進に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

  ア 小・中学校   全スクールカウンセラー等 
イ 高等学校    未実施 

  ウ 特別支援学校  全スクールカウンセラー等 

 

（２）研修回数（頻度） 

  ア 小・中学校 
・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同連絡協議会（年１回） 

   ・スクールカウンセラースキルアップ研修会（年２回 １、２年目＋希望者対象） 
   ・スクールカウンセラー研修会（年１回） 

イ 高等学校   
 ・未実施 
ウ 特別支援学校 
 ・県立特別支援学校スクールカウンセラー連絡協議会（年１回） 

 

（３）研修内容 

  ア 小・中学校 
・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同連絡協議会 

基本方針や事業内容の概要について、スクールカウンセラー等、学校担当者、市町教委担当者に伝達
するとともに、中学校区ごとに本年度の勤務計画を立て、本事業の推進を図る。 
（事業の概要説明、事務手続きの説明、中学校区別分散会等）  

・スクールカウンセラースキルアップ研修会 
経験の少ないスクールカウンセラー等が、職責を自覚し、学校での勤務の在り方や心構えについて理

解を深め、資質の向上を図る。 
（１回目は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止。２回目講話「静岡県のスクールカウ
ンセラーとして」、スーパーバイザーによるグループスーパービジョン等） 

   ・スクールカウンセラー研修会 
    生徒指導上の今日的な課題に対応するため、心理臨床に係る専門性の向上を図る研修会を企画･運営す

る。 
イ 高等学校   
 ・未実施 
ウ 特別支援学校 

   ・県立特別支援学校スクールカウンセラー連絡協議会 
     重篤な問題行動や不登校等による、個別カウンセリングが必要な児童生徒や保護者の相談等に適切に

対応する教育相談機能を高めるため、事業についての理解、相談体制についての協議、事例検討等を行
う。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

  ア 小・中学校 
・年度当初に連絡協議会を行い、スクールカウンセラー等、学校担当者、市町教委担当者が顔を合わせ、
事業の共通理解を図れたことは、事業を円滑に進めていく上で大変有意義であった。 

・各種講話を通して、スクールカウンセラー等の専門性を高めることにつながった。 
   ・スーパーバイザーによるグループスーパービジョンを通して、日頃の悩みを解決する一助となった。 
   ・県公認心理師協会に依頼した講師による講話「子供の精神疾患と医療連携について」を開催した。学校

が押さえておきたい精神疾患とＳＣとして押さえておくべきポイントや、児童生徒を医療機関へつなげ
るイメージを深めることができた。 

イ 高等学校   
 ・未実施 
ウ 特別支援学校 

   ・相談体制や対応困難事例等の検討を通して、障害特性に応じた支援、教職員等との連携など解決に向け
た方策や成果、課題を共有することができた。 

   ・各地域の情報や取組、支援リソースを知る機会となった。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

ア 小・中学校 
○ＳＶの設置の有無 有（４人） 
○活用方法   
①年間６回行われるスクールカウンセラー等活用事業検討会議において、担当指導主事とともに各研修 
会の内容等を検討し、本事業の推進について助言する。 

    ②各研修会において、スクールカウンセラー等に対する講義やグループスーパービジョンを行う。 
イ 高等学校   



  

 ○ＳＶの設置の有無 無 
ウ 特別支援学校   
 ○ＳＶの設置の有無 無 
○活用方法 ＳＶを設置していないが、連絡協議会においてカウンセラーが助言者から助言を受けている。 

 

（６）課題 

ア 小・中学校 
・経験の少ないスクールカウンセラー等に対して更なる資質向上を図りたいと考えているが、研修の機会
をこれ以上増やすことが難しいため、個々の自己研鑽に委ねる部分が大きい。 

イ 高等学校 
 ・研修会を実施していないため、スクールカウンセラー同士の情報交換や資質向上に向けての対策を考え

る必要がある。 
 ・小学生、中学生と高校生とでは、アプローチの方法が異なる場合もあり、地域によっては適切な人材が

確保できないケースもある。 
ウ 特別支援学校 
 ・本事業の事業内容や実施手続き等について、特別支援学校及び配置するスクールカウンセラーに共通理

解を図ること。 
・連絡協議会で上がった課題や対策等について、全ての学校に共通理解を図るとともに、担当者や管理職
を含めた共有の場や方法を持つこと。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

小・中学校 

【事例１】心身の健康・保健のための活用事例（ ①④⑥⑧⑪ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

転校してきた中学１年女児Ａと関わっている養護教諭からＳＣへ相談があった。「友達と気軽に話せない、母

親ともうまくいっていない、小６よりリストカットしている」というＡの話を、担任・学年主任・管理職へ報告

したが、今後の対応に関するそれぞれの考えが異なっており難しさを感じているとのことであった。その後、校

内教育相談部会において、関係職員それぞれのＡに対する心配に寄り添いつつも、Ａが今後も相談に来ることが

できる環境づくり、援助希求行動が取れる関係づくりの大切さをＳＣとして伝え、共通理解を図ることができた。

教育相談部会では部活動顧問から新たな情報も寄せられ、病院受診の可能性も視野に、丁寧な保護者支援が欠か

せないことについても共通理解が図られ、転校前の小学校との連携、関係職員の役割分担についても話合われた。

「保護者と連絡を取るにあたって本人の了承を得る」といったリスクを孕んだ作業については、別途、ＳＣを含

む関係職員とで話合いの場を設け、様々なアプローチを検討した。その結果、無事にことが進み、見守りと対応

のセーフティネットがさらに構築された。 

Ａが養護教諭に「リストカットしなくても良い方法を知りたい。受診も考えたい」と伝えてきたのを機に、Ｓ

Ｃとの面接も開始した。受診したい気持ちを母親に伝えることを決心したＡを支えることを伝えた。また、受診

までに実施できると思われるリストカットから気をそらす代替の対処法についてもいくつか提案した。その後

は、病院受診を継続しており、代替の対処法も適宜行っている。１～２週間に１日程度の欠席はあるものの、部

活動にもチャレンジする姿が見られた。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（ ⑬ ）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

 小学１年生女児。本児と母親、母方の祖母の３人暮らし。ある日、唇の端から頬にかけて青あざがあるのを担

任が見つける。本児にどうしたのか聞くと「お母さんに叩かれた」とのこと。学校の関係者で話合いの末、市の

子育て支援課に連絡。学校は母親にも連絡し、その日のうちに担任と母親が面談。子供に集中力がなく何をやる

にもゆっくりで時間がかかることに立腹し叩いてしまった、自分でも叩くことは止めようと思うが、子供を見て

いるとイライラしてまたやってしまうと、母親自身も悩んでいることを聴きだした。子育て支援課職員も来校し

て母親と面談し、今後、母親面談は子育て支援課も行っていくことになった。その日のうちにＳＣにも連絡があ

り、翌日にＳＣが本児の面談を行った。  

面談では、毎日何をするにも母親に急かされ、怒鳴られたり叩かれたりすることもあるとのことだった。この

ことを本児は、「自分の行動が遅いから悪い」「頑張って早くやろうと思ってもできない」「お母さんは自分の

ことを思って叩くのであって何も悪くない」と母親をかばう発言もあった。担任からの情報提供では、確かにマ

イペースなところがあり、集中力に欠け、行動が中途半端になりやすい傾向があるとのことだった。ＳＣは本児

が発達の偏りを持っていると感じ、そのことが母親からの虐待につながっている可能性を関係者と共有した。母

親はその後すぐ医療機関を予約・受診し、本児に発達障害の診断が出た。医師からの説明で母親も納得し、子供

への理解と対応が良いものに変わった。 

以降も母親は子育て支援課と学校と継続的に面談を行い、子育ての様子を共有している。ＳＣは子供と定期的

に面談して家の様子を把握したり、本児の特性について担任と支援のあり方を話し合ったりしている。 

 

【事例３】性的な被害のための活用事例（ ⑮ ）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

児童相談所からの依頼で、義父からの性的虐待を受け一時保護されていた小学校５年生女児が、ＳＣの勤務す

る学校へ転校してきた。本児の家族のもとへ帰すと再び被害にあう恐れがあるので、ゴールデンウィーク明けの

５月初旬に学区の違う母親の実家で祖父母が引き取ることになったのである。 

転校する前の４月下旬、学校において児童相談所との打ち合わせを行った。学校から校長・教頭・クラス担任・

養護教諭・ＳＣ、児童相談所から担当の心理判定員・ソーシャルワーカー、市教育委員会から担当指導主事が参

加した。児童相談所からこれまでの経緯の説明の後、質疑応答があり、その後本児のフォロー体制をどのように

していくかについて話合いがなされた。その結果、当面の間、児童相談所からは３か月に１回の家庭訪問をして

の祖父母との面談、２か月に１回の学校における心理判定員と本児との面接、ＳＣは１か月に１回の学校に適応

するための本児との面接をしていくこととなった。 

その後本児は、年度途中の転校だったせいもあり、なかなかクラスになじめず一時不登校気味になったが、Ｓ

Ｃとクラス担任が情報交換を密にしたこと、数名の友達ができたことによって元気に登校するようになった。祖

父母も積極的に保護者としての役割を担い、授業参観や学校の行事にも参加し、家庭的な雰囲気を作るよう努力

した。本児も高校生ぐらいまでは祖父母のもとから通いたいと言うようになった。 

 

 

 



【事例４】校内研修のための活用事例（ ⑰ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

＜具体的なＳＣの活動について＞ 

ＳＣが求められていることとして、教員の資質向上のための研修、児童・生徒・保護者等に対してのカウンセ

リング、いじめ等の未然防止活動、緊急時対応などを挙げ、その具体的な様子について説明した。 

＜カウンセリングについて＞ 

学校における具体的な事例を挙げ、思春期における精神的な問題と成人の問題では扱いが異なること、傾聴な

ども含むカウンセリングの技術や手法よりも相談者の様子から問題点を見立てることが重要であることなどを

説明した。また、病院等における治癒的なカウンセリングと学校等におけるカウンセリングとでは、目指す目標

が同一にならないことがあることも伝えた。 

その他、教職員からの質問を受付け、発達障害の理解、発達障害の児童生徒に生じやすい問題点等についても

具体的な例を用いて答えた。 

研修後のアンケート記述に、「児童、生徒に対応する際に何に着目すればよいか参考になった」、「精神的な

問題がどのように起こるのかが分かった」、「発達障害の問題をより理解できた」などの反応があった。 

 

高等学校 

【事例１】心身の健康・保持のための活用事例（ ⑧ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 ＜生徒の状況＞ 

中学生の頃から自傷行為を繰り返しており、通院したいという相談があった。病院を受診し、ＡＤＨＤが疑
われると告げられた。授業中等で教師に言われたことがすべてストレスになるようである。スクールカウンセ
ラーの前では上手く振る舞うが、担任や養護教諭には異なる態度で接しているようである。家族には、イライ
ラするとあたってしまう。思春期特有の不安定さがある。 
＜スクールカウンセラーの対応＞ 
 毎回のカウンセリングでは、生徒は、学校生活や家族との関係等、様々な悩みを打ち明けており、スクール
カウンセラーが丁寧に傾聴している。通院の相談があった際には、発達検査を受けることを勧めた。診断結果
を受けて、継続してカウンセリングを実施した。生徒は徐々に安定しているが不安定さも残るため、今後も継
続してカウンセリングをしていく。スクールカウンセラーからの助言は、教育相談担当、養護教諭、担任、管
理職で情報共有している。 

【事例２】なし 
【事例３】なし 
【事例４】なし 
 
 
特別支援学校 
【事例１その１】心身の健康・保健に関する相談のための活用事例（⑧）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
・性別の違和の悩みを誰にも話すことができず、情緒が安定しなかった。 
・本人との面接後、本人と親とカウンセラーと話をし、自己開示することができた。 
・自己開示後は、落ち着いて学校生活を送ることができている。 
 

【事例１その２】家庭環境に関する相談のための活用事例（⑥）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
・自分の考えや困っていることを話すことができず、トラブルが起きていた。 
・教員とノートによるやり取りを取り入れた。 
・自分の気持ちや考えを少しずつ表現できるようになり、トラブルが減った。 
 

【事例２】・児童虐待、貧困問題についての事例はない。 
 
【事例３】・性的な被害についての事例はない。 
 
【事例４】校内研修のための活用事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
・相談依頼が多い学年部の教職員と、カウンセリングの内容と相談者の実態について共通理解を図った。 
・合意形成や支援方法等について共有したことで、学年のトラブルが減った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【４】成果と今後の課題等 

ア 小・中学校 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ア 児童生徒や保護者への対応に加え、教職員へのコンサルテーションという面からも、校内で欠かすこと
のできない存在として活躍するスクールカウンセラーが多い。 

  イ スクールカウンセラーを中学校区ごとに配置し、「学区のＳＣ」として小・中学校９年間を見通した関
わりを行うことで、子供や保護者に大きな安心感を与えている。定期的な連絡協議会や小中合同のケース
会議等にもＳＣが参加しやすく、小中連携の推進や、問題の早期発見にも役立っている。 

 
○スクールカウンセラー等の相談・助言件数の推移 

年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 

相談・助言件数 112,564 110,457 103,589 105,022 111,276 

内訳 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

児童生徒（相談） 13,088 20,138 13,999 19,816 13,823 18,389 13,255 18,530 14,722 20,943 

保護者（相談） 16,626 12,916 16,695 11,962 16,081 10,026 17,171 10,906 17,294 9,923 

教職員（助言） 24,669 25,127 23,935 24,050 23,317 21,953 24,636 20,524 25,219 23,265 

計 54,383 58,181 54,629 55,828 53,221 50,368 55,062 49,960 57,145 54,131 

 

 ○相談・助言内容 

  小学校児童生徒 小学校保護者 小学校教職員 中学校児童生徒 中学校保護者 中学校教職員 

1位 19.6% 健康・保健 18.9% 発達上問題  17.4% 発達上問題 21.1% 健康・保健 20.3% 不登校 19.3% 健康・保健 

2位 18.0% 友達 17.6% 健康・保健 16.8% 健康・保健 17.0% 学習・進路 18.5% 健康・保健  14.9% 不登校 

3位 16.5% 家族 13.6% 家族  14.9% 家族 15.9% 家族 15.5% 学習・進路 14.8% 家族 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
 ア 不登校数等が増加する中、ＳＣのニーズは高まっており、配置時数の拡充が課題である。 
イ ＳＣの人材確保及び資質の向上が課題である。 

＜課題の原因＞ 
ア 国庫補助額の大幅な増額が見込めない状況にある中、有資格者の増加、国庫補助額の伸び悩みにより、
配置時数が減少傾向にある。 

 イ 地域によってはＳＣが不足しており、配置や配置換えが困難である場合が散見されている。また、経験
が不足しているＳＣ等に対して更なる資質向上を図りたいと考えているが、配置時数が減る中、研修の機
会をこれ以上増やすことが難しい状況にある。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
 ア ＳＣのニーズが高い大規模校への配置時数を拡充し、各校への配置時数を調整した。本事業は、国の補

助を受けて実施しており、今後も配置拡充に向けて予算確保に努めていく。 
 イ ＳＣの知見を広げるとともに、ＳＳＷと連携したチーム支援の促進に向け、ＳＣ・ＳＳＷ合同研修会を

実施した。合同研修会の実施に当たってはＳＣ、ＳＳＷのスーパーバイザーが集まり、限られた時間の中
で質の高い研修会となるよう検討会を開催した。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
ア 配置時数の拡充が課題である。 
イ ＳＣの人材確保及び資質の向上が課題である。 

＜課題の原因＞ 
ア 国庫補助額の大幅な増額が見込めない状況にある中、有資格者の増加、国庫補助額の伸び悩みにより、
配置時数が減少傾向にある。 

 イ 地域によってはＳＣが不足しており、配置や配置換えが困難である場合が散見されている。また、経験
が少ないＳＣ等に対して更なる資質向上を図りたいと考えているが、配置時数が減る中、研修の機会をこ
れ以上増やすことが難しい状況にある。 

＜解決に向けた取組＞ 
 ア 今後も配置拡充に向けて予算確保に努める。 



イ 関係機関と連携し、中山間地域における適切な人材の確保に努めるとともに、スーパーバイザーの積極
的な活用や、県公認心理師協会との連携を視野に入れ、研修会等の充実に努める。 

 

イ 高等学校 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

発達障害を抱える生徒の増加など、心の健康問題についてカウンセリングを必要とする生徒が増加傾向に
あるとともに、それに起因するいじめ、不登校等に対する専門的な知見に基づく支援の必要性があるため、
各学校におけるニーズは一層高まっており、その期待は大きい。 
○相談対応実績    

 
総時間数 総日数 総相談件数 

内訳 

生徒 保護者 教職員 その他 

R２年度 3,314 862 5,664 2,319 399 2,924 22 
 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

ア 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、生徒が長期に渡って心身共に不安定になることが予
想される。生徒の状況を的確に把握する必要がある。 

イ 平成 30年度の県事業のスクールカウンセラーによる面接等の実施数は 1,998人（昨年度比＋512人）
であった。面接等が必要と思われた生徒は 2,433人（前年度比＋17人）であったが、拠点校・重点巡回
校以外の学校からの派遣要請に応じた面接生徒数は 188人（前年度比－100人）で、実施率は 7.7％（前
年比－4.2％）であった。県事業のスクールカウンセラーによる面談等の件数とスクールカウンセラーに
よる面談等の必要があると思われる生徒数の両方とも増加している。カウンセリングを必要とする生徒に
十分に対応できていない現状があり、配置校の拡充が求められる。 
 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

必要者数(A) 2,133人 2,502人 2,290人 2,416人 2,433人 
実 施 数(B) 215人 130人 113人  288人 188人 

実 施 率(B/A*100) 10.1％ 5.2％ 4.9％  11.9％ 7.7％ 
※スクールカウンセラーによる面談が必要と思われた生徒数（Ａ）に対して、県配置のスクールカウン 
セラーが、拠点校・重点巡回校以外の高校で面談を実施した生徒数（Ｂ）の割合。 

＜課題の原因＞ 

ア 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、長期的な対応を求められることが見込まれる。 
イ スクールカウンセラーの配置校について、地域により差があり、中山間地域における配置が十分でない。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

ア 生徒の様子を注意深く確認するとともに、精神的に不安定な様子等小さな兆候を見逃さず、きめ細かな
把握に努め、教育相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどの健康問題に適切に取り
組む。 

イ 関係機関と連携し、中山間地域における適切な人材の確保に努める。 
 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ア 小、中学校でスクールカウンセラーを全校配置しており、中学校時にカウンセリングを受けていた生徒、 
保護者に対する継続支援の必要性がある。 

 イ 令和元年度の県事業のスクールカウンセラーによる面接等の実施数は 3,000人（昨年度比＋1,022人）
であった。面接等が必要と思われた生徒は 2,388 人（前年度比－45 人）であったが、拠点校・重点巡回
校以外の学校からの派遣要請に応じた面接生徒数は 225人（前年度比＋37人）で、実施率は 9.4％（前年
比＋1.7％）であった。県事業のスクールカウンセラーによる面談等の件数とスクールカウンセラーによ
る面談等の必要があると思われる生徒数の両方とも増加している。カウンセリングを必要とする生徒に十
分に対応できていない現状があり、配置校の拡充が求められる。 

＜課題の原因＞ 

 ア 中学校・高校間の連携（情報の共有）を推進するために、高校は現在、入学決定後に中学校から「個別
の教育支援計画」「個別の指導計画」等の提供を受けるよう努めているが、中学校からの情報提供や高校
での情報活用が十分ではないことがあり、継続支援が難しい。 

 イ スクールカウンセラーの配置について、予算面で限りがあり、配置校の拡充が難しい。 

＜解決に向けた取組＞ 

 ア 中学校との情報の共有については、義務教育課と連携し簡便な連絡様式を使用するなど、新たな方法等
で実施している。 

イ 本事業は、国の補助を受けて実施しており、今後も配置拡充に向けて予算確保に努めていく。 



 

ウ 特別支援学校 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
  ア 相談対応実績    

 
総時間数 相談件数 

内訳 
生徒 保護者 教職員 区別なし・不明 

平成 30年度 1,883 1,766 824 316 615 11 
令和元年度 1,764 1,683 758 367 552 ６ 
令和２年度 2,016 1,958 843 363 746 ６ 

  イ 各校の設置状況（在籍児童生徒の障害種や発達段階等）を踏まえつつ、スクールカウンセラーとしての
専門性を生かし、児童生徒や保護者へのカウンセリング、教職員への適切な指導助言が実施できた。 

  ウ スクールカウンセラーの役割や活用方法の理解が進み、保護者の相談件数が増加した。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
 ＜課題の概要＞ 

ア 派遣時間や日数拡充の希望や継続相談の希望への対応 
  イ スクールカウンセラーの有効な活用方法についての共有 
  ウ ソーシャルワーカーの必要性（司法や福祉など他の専門家との連携や協力） 
＜課題の原因＞ 

  ア 相談事案が年度内で解決せず、年度をまたいで相談を継続したいが、できていない。 
  イ カウンセラーとしての職務が不明確である。 
  ウ 相談事案によっては、校内では解決しない事案がある。 
＜解決に向け実施した取組＞ 

  ア カウンセラーを継続任用した。 
  イ カウンセラーの職務内容について確認し、カウンセラーや各校に周知した。 
  ウ カウンセラーに、各校に地域連携コーディネーター等の教員がいることや校内体制について説明した。 
 
②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のための遠隔通信での相談の可否 
＜課題の原因＞ 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が心配される。 
＜解決に向けた取組＞ 

 ・通信機器や通信状態等について確認した。 

 



 

 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

  いじめや不登校等の児童生徒の諸課題への対応にあたっては、学校におけるカウンセリング等の教育相談

機能の充実を図ることが重要である。本県では、学校教育相談体制を充実させるために、児童生徒の心の問

題等に関して高度な専門的知識・経験のあるスクールカウンセラーを、市町村教育委員会及び県立高等学校・

特別支援学校に派遣し、児童生徒へのカウンセリング、教職員・保護者等への助言を行っている。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  一部の小学校、高等学校、特別支援学校は拠点校方式、中学校は単独もしくは小中連携型配置で全校に配

置するとともに、スクールカウンセラースーパーバイザーを愛知県総合教育センターに５名配置している。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  勤務形態（配置校数：配置人数）  ※全小中学校、高等学校、特別支援学校に配置 

・ 小学校拠点校配置（１５２校：１３０人） 

年３４週×１回６時間＋年１週×１回４時間を配置 

・ 中学校単独校配置（２２３校：１８９人） 

年３４週×１回６時間＋年１週×１回４時間を基本に配置 

・ 小中連携型配置（７９校：７９人） 

中学校には中学校単独校配置時間を基本に、小学校１校当たり５２時間を配置 

  ・ 義務教育学校（２校：２人） 

年３４週×１回６時間＋年１週×１回４時間を基本に配置 

  ・ 全日制課程高等学校（通信制課程含む）（１５１校：５３人） 

年２０日～１４日 １回７時間を基本に配置 

  ・ 全日制課程・定時制課程併置高等学校（２５校：５人） 

年３３日～２４日 １回７時間及び４時間を基本に配置 

・ 特別支援学校･･･年４０週×週２回 １回７時間を拠点校１校に配置  

 資格 

  ・ 臨床心理士 ３７０人 

  ・ ＳＣに準ずる者 １９人    

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

  ① 活動方針等に対する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

   ・ 学校教育相談体制におけるスクールカウンセラー・ガイドライン（小中学校及び義務教育学校教職

員スクールカウンセラー用リーフレット）を毎年改訂し、県内市町村教育委員会の指導主事に対して、

ガイドラインについての周知を行った。 

  

  ② 研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組   

・ 市町村教育委員会教育相談担当者を対象とした研修会の実施（年度当初） 

・ スクールカウンセラー活用実績に基づく効果指標を用いた理解促進 

 

 

愛知県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

（１）研修対象 

  ・ 小・中・義務教育・特別支援・高等学校スクールカウンセラー 

  ・ 高等学校スクールカウンセラー担当者 

  ・ 相談業務担当者（教育相談担当教員） 

 

（２）研修回数（頻度） 

  ・ 年１回 

 

（３）研修内容 

  ・ スクールカウンセラー設置事業についての説明 

  ・ グループ協議及び情報交換 

  ・ スクールカウンセラースーパーバイザーによる講話及び指導助言 

  ・ スクールカウンセラースーパーバイザーによる経験の浅いスクールカウンセラーへの指導助言 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   ・ 「スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが連携した事例について」等でグループ協議

を行った。 

・ 普段一人で業務を行っているので、同じ地区のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

との情報交換を行うことは、カウンセリング業務においても、よい影響を与えることができた。違う地

区で協議を行ったことで、様々な効果的な関わり方を学ぶことができたという声があった。 

・ 学校勤務経験の浅いスクールカウンセラーに対する研修（スーパーバイザーによる指導、１年目：年

２回、２年目：年１回は必ず実施）では、スクールカウンセラー本人が抱えている事案に対する見立て

をスーパーバイザーが共有し、一緒に手立てを考えることを通して、スクールカウンセラーが実務的な

助言を得ることができ、相談活動に生かすことができた。 

    

（５）スクールカウンセラースーパーバイザーの配置の有無と活用方法 

○ スクールカウンセラースーパーバイザーの配置 

  ・ 平成２４年度から愛知県総合教育センターにスクールカウンセラースーパーバイザーを配置している。

平成２７年度からは、５名を配置している。 

○ 活用方法 

   ・ 重篤かつ緊急な事案に対応したり、学校での勤務経験の浅いスクールカウンセラーへの巡回指導を行

ったりすることで、相談体制の充実やスクールカウンセラーの資質向上を図っている。また、スクール

カウンセラースーパーバイザーによる指導が必要であると判断した場合には、経験のあるスクールカウ

ンセラーも巡回対象としている。 

   ・ スクールカウンセラー連絡協議会等の研修の場において、スクールカウンセラー及びスクールカウン

セラー担当教員に対し、指導・助言・講話を行っている。 

 

（６）課題 

  ・ スーパーバイザーによる指導を行っているが、学校における相談時間の確保が優先され、研修の時間を

さらに増やすことがなかなかできない。 

  ・ 小中連携型配置校を昨年度より拡大した。小中連携型配置校からは「児童や保護者が安心して相談でき

るようになった」「児童や保護者との信頼関係が構築されているスクールカウンセラーから直接、中学校

の教員が紹介されるので、信頼関係が築きやすく、引継もスムーズである」といった成果が報告された一

方で、相談件数が増えたことにより、対応できる相談時間の確保が必要となった。 

  ・ 生徒指導上の諸課題について、その背景に虐待や貧困等がある現状を踏まえ、子供の環境に働きかける

福祉の専門であるスクールソーシャルワーカーの配置促進をすすめ、よりよい連携の在り方を確立してい

く必要がある。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】不登校生徒のための活用事例（①不登校②いじめ問題、⑧心身の健康・保健）＜拠点校配置＞ 

① 概要 
児童Ａは、２学期が始まって登校をしぶるようになり、２週目から登校できなくなった。保護者の話では、

夏季休業中に利用していた学童保育で「同じクラスのＢにいじめられたから怖いと言っている」ことが分か
った。学童保育側は、今回のいじめを把握しており、過去にも同様のことがあったことを承知していた。学
校への情報提供はされてなかった。保護者は、夜になるとＡに過呼吸、足のしびれ、手足の痛み等の症状が
出ることを心配し、病院へ連れて行った。病院では、「心身症」と診断された。本人に話を聞くと、「いじ
め」は年度をまたいで複数回に渡り、我慢が限界を超えて心理的に追い詰められた状態であったことも分か
った。学校は、担任を中心に当該児童に丁寧な聞き取りや指導、保護者への報告等、原因を取り除くことに
努めたが、Ａは登校できなかった。問題解消のために関係各機関と連携しながら保護者やＡとより丁寧に向
き合う必要があると考えた。 

② スクールカウンセラーの活用 
学校は、Ａと保護者とじっくりと向き合うために、スクールカウンセラー（以下ＳＣ）の活用を考えた。

保護者にスクールカウンセラーを紹介したところ、母親が興味を示し、すぐに第１回の面談を実施した。母
親が面談継続を希望したことと、ＳＣは学校との環境調整の必要性があると感じたことから、９月中に２回
の面談を実施した。ＳＣは、母親の了解をとり、面談内容で学校に伝えるべきところは即日伝えるようにし
た。母親については、月２～３回の面談が継続されている。 
登校できていなかったＡは、令和元年度中は、月に１回のＳＣの来校日には母親とともに登校し、面談 
を受けていた。令和２年度になって、毎日登校できるようになった。 

③ チーム学校としての成果 
保護者の訴えを重く受け止めた学校は、校長の指示のもと、事実の確認を慎重に行うとともに、学童保育

関係者を交えて保護者と話をする場を早期に設定し、問題把握に努めた。 
また、Ａと保護者の内面を支えることにも重きをおき、ＳＣの活用と連携を図った。ＳＣがＡや保護者の

内面にじっくりと寄り添ってくれたことで、気持ちの変化につながったと言える。さらに、ＳＣがＡや保護
者と面談をした日には、校長、教頭、養護教諭、生徒指導主任、特別支援教育コーディネーター、担任とＳ
Ｃで教育支援会議を実施した。これにより、学校関係者が同じ方向で支援をすることができた。 

 
 

【事例２】児童虐待家庭のための活用事例（⑬児童虐待）＜単独校配置＞ 

① 概要 

生徒Ａは、小学生のころから、家事全般を任され、出来ていないと罰として食事を抜かれるなどしていた。

また、弟とけんかをすると一方的に自分のせいにされ、いつも叱られていた。  

② スクールカウンセラーの活用 

  生徒Ａから担任に「スクールカウンセラーと面談したい」と申し出があった。相談内容について聞いてみ

ると「家族のこと。特に親に不満がある」とのことであった。具体的には食事の準備や洗濯、家の掃除など

すべて自分がやらなければならない。また、やり忘れたりすると冷たい態度をとられたり、きつい言葉をか

けられる。小学校時代にはこの環境から逃げたくて、祖母の家を目指して家出したこともある。また、この

ことが原因で自分はダメな人間だと思うと発言するなど、自己肯定感がかなり低い状態であった。そこでス

クールカウンセラー（以下ＳＣ）に相談を依頼し、本人の思いを受け止めてもらうとともに、少しでも自己

肯定感を高めることを目指した。また、親には知られたくないと希望したため、親には面談のことを伝えな

いことにした。 

③ チーム学校としての成果 

  生徒Ａには「自分がカウンセリングを受けていることをクラスの子には知られたくない」という思いがあ

ったため、カウンセリングを授業後にできるように調整した。その後、長期間かつ継続的にカウンセリング

を受けられるように面談を優先しもらうなどＳＣに協力を依頼した。面談後には毎回ＳＣと担任が情報交換

を行った。学年会の場でも会の議題の一つとして毎回Ａの様子を取り上げるようにし、担任からの情報を共

有するとともに、多少イレギュラーな対応であったとしてもＡに対する最適な対応を考え、実践することに

した。また、中学校の特徴を生かし、３年に所属していない各教科の担当にも学年主任がＡの事情を伝え、

３年学年会と足並みを揃えた対応をしてもらうように依頼した。さらに、担任への負担を軽減するために、

担任以外の教員ができる限り声掛けを行い、Ａの気持ちがほぐれるような温かい雰囲気づくりを行った。 

校内委員会でも情報提供を行い、Ａへのイレギュラーな対応にも理解をしてもらった。また、カウンセリ

ングで得た情報をもとに担当者を通じて子育て支援課とも連携し、Ａへの対応を考えていくことができた。 

 

 

 



【事例３】性的被害のための活用事例（⑮性的な被害）＜拠点校配置＞ 

① 概要 

男子児童Ａが女子児童４人とおにごっこをする中で、女子児童らの胸や股間を触るという事案が発生し

た。被害者の１人の母親から学校に電話連絡があり、翌日、担任が関係児童に事実確認をしてＡを指導した。

その後、女子児童の体を触ることはなくなったが、女子児童にブラを付けているか尋ねたり、金を払うから

下半身を触らせてほしいという内容の発言をしたりするようになった。Ａの母親が、その都度被害者の家に

出向き、丁寧に謝罪をしているので大事にはなっていないが、Ａの将来を心配し、担任や教頭、ＳＳＷ、Ｓ

Ｃ、児童相談所などと相談するようになった。 

② スクールカウンセラー（ＳＣ）の活用 

・  Ａの母親が、Ａの問題行動について相談を始める。担任や教頭など、よく知っている人には恥ずかし

くて話しづらいとのことから、ＳＣに相談するようになった。Ａの問題行動により、母親が精神不安定

になっていたため、Ａの家庭内のストレスも大きくなっているようであった。 

・  Ａの母親は、Ａが妹に手を出すことを心配していたため、ＳＣが児童相談所に相談するとよいことを

伝えた。Ａの母親は、「いざとなったら預けられる場所があると分かり、安心した。一人で抱えこまな

くてもよいと思えたら楽になった」と話した。 

・  ＡがＳＣの面談を受ける。Ａは学校では頑張っているようだが、家庭では不安定とのこと。ささいな

事でスイッチが入りやすくなっているようだった。 

③ チーム学校としての対応 

・  Ａへの指導や被害者児童の保護者への対応は担任と教頭が中心に行い、Ａの保護者からの相談はＳＣ

やＳＳＷが中心に行った。 

・  校長、教頭、担任、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷ等で支援会議を行い、情報を共有した。支援会議ではＡ

とＡの保護者への支援の方法など、ＳＣから助言を受けた。 

 
 
【事例４】スクールカウンセラーと教職員が協働したプログラムのための活用事例（⑱教育プログラム） 

＜拠点校配置＞ 

① 対象 教職員、ＰＴＡ、生徒代表 

② 概要 ＳＣを講師に迎えて学校保健委員会を実施   

③ スクールカウンセラーの活用 

平成２７年度からＳＣと協働した学校保健委員会を実施している。特に、教職員だけでなく、ＰＴＡも出 

席し、活発な意見交換と情報共有の場となっている。主な議題は、ＳＣと協働して行ったストレスマネジメ

ントの保健指導であり、適宜、ＳＣからの助言やアドバイスがあり、有意義な時間となっている。「ストレス

の対処方法を身に付ける取組」では、勉強や疲れた時など、すぐに実践できるよう手軽で効果的なリラック

ス体操をＳＣと連携して行った。この体操を通して、生徒は身体をほぐすと心もほぐれることを再確認でき

た。生徒の感想には、「ＳＣから継続的に教えてもらい安心して取り組むことができた」という好意的な意

見が多く見られた。また、「自分のストレスを表に出すと周囲の人を嫌な気分にさせてしまう」など周りの

人のことも考えた記述が見られた。生徒に、ストレスをコントロールすることが大切であると気付かせるこ

とができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

【小・中学校】 

・ 丁寧な相談活動を行うとともに、教員と情報共有を行いながら、きめ細やかな支援を行うことにより、

小・中学校ともに、児童生徒・保護者の相談件数の合計が増加した。 

・ 中学校では、不登校の児童が、スクールカウンセラーとカウンセリングを行うことにより、別室登校

等よい方向に改善したり、小学校では、心身の発達について相談があった児童や保護者の心が安定した

りするなどの成果につながった。 

【高等学校】 

・ 高等学校においては、スクールカウンセラー一人当たりの相談件数は、前年度に比べ９件増加した。

不登校についてスクールカウンセラーに相談した生徒及び保護者の数は４４７人で、カウンセリングを

受けて３２５人（７２．７％）の生徒について、状況が改善した。 

・ リストカットや自殺願望等命に関わる重篤な事案が少なくない中、スクールカウンセラースーパーバ

イザーが緊急支援を行うことで、生徒の命をつないだ例も見られた。 

【特別支援学校】 

  ・ スクールカウンセラーとの面談により、当該生徒の不安軽減につながった。助言を受けたことで、学

年主任や担任が今後取り組む方向性を確認することができた。 

・ コンサルテーションにより、情報を共有し、校内の支援体制を構築することで、職員全体で支援の連

携を図ることができた。 

・ 相談件数は３３４件で、支援を受けた８８人の児童生徒の内、４５名の状況が解決もしくは好転した。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ① 昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

  ・ 多様化する諸問題に対する相談希望者全員分の相談時間が確保できない現状 

  ・ 教職員とのコンサルテーション等の時間が足りない現状  

・ 不登校児童生徒等の諸問題に対するよりきめ細やかで継続的な教育相談体制づくりの強化 

＜課題の原因＞ 

 ・ 限られた時間の中での相談件数の増加 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・ 相談時間数が多い小中連携校にはＳＣ２人体制を行うなど、学校の実態に応じたＳＣの配置体制づくり。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・ 全ての相談希望に対応できない現状 

＜課題の原因＞ 

 ・ 児童生徒の問題が多様化し、相談内容が多岐にわたっているため、相談希望件数が増加し、配置時間

が不足していること。  

＜解決に向けた取組＞ 

  ・ 配置時間の増加と配置方法の工夫 

  ・ 地区別に開催する連絡協議会等で、「チーム支援」の好事例を収集・共有することで、組織的・計画

的な支援の充実を図り、よりきめ細やかで継続的な教育相談活動ができる体制作りを行う。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

・ スクールカウンセラーの配置を通して、いじめや不登校など、児童生徒の心の在り方と深い関わりがあ

る問題に対応できる教育相談体制を構築し、子どもの健全な心の育成を図る。 

  ・ 中学校区に同一のスクールカウンセラーを配置し、小中連携のもと、途切れのない支援を行うとともに、

スクールカウンセラーの専門性を活用することにより、いじめや暴力行為等の問題行動、不登校など、児

童生徒を取り巻くさまざまな課題に対して、未然防止、早期発見・早期対応を図る。 

 ・ 児童生徒のいじめや暴力行為等の問題行動、不登校の背景には、心理的、環境的な原因等、さまざまな

要因が考えられることから、状況に応じて、スクールソーシャルワーカーや生徒指導特別指導員、弁護士

等と連携し、関係機関につなぐなど支援を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・ 児童生徒の学びを保障するための環境づくりを推進するため、中学校区を単位としてスクールカウンセ

ラーを配置する。このことにより、小中学校間の途切れのない支援や地域の関係機関との連携による、教

育相談体制の充実・活性化を進め、児童生徒が安心して学べる環境づくりを目指す。また、校区の実情に

合わせ、校区内で配当時間の弾力的な運用を図る。 

  ・ スクールカウンセラーが小中学校間のパイプ役となり、丁寧な引継ぎや入学後のケアを行うことにより、

中１ギャップによる中学校１年生で増加率が高い不登校や問題行動等の減少を図る。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

＜配置人数＞ ・小学校（連携校）：     ２人 

       ・小学校（単独校）：     ２人 

・中学校（拠点校）：   １３２人 

       ・中学校（単独校）：    １９人 

       ・高等学校    ：    ５６人 

       ・教育委員会等  ：     １人 

計 ２１２人（延べ人数） 

＜配置校数＞ ・小学校     ：   ３１２校 

       ・中学校     ：   １５１校（義務教育学校１校を含む） 

       ・高等学校    ：    ５６校 

       ・教育委員会等  ：    １箇所（スーパーバイザー） 

 

 ＜資格＞ ア、スクールカウンセラー                      計 １３１人 

① 公認心理師     :      ７６人 

② 臨床心理士     :         ７０人  

③ ①②兼ねる者   :     ５３人 

④ 精神科医       :           ０人 

⑤ 大学教授等     :           ０人（※１人が該当するが、公認心理師で計上してある。） 

      イ、スクールカウンセラーに準ずる者について    計 ３７人 

       ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい 

三重県教育委員会 



て、１年以上の経験を有する者          ６人 

       ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務に 

ついて、５年以上の経験を有する者       ２５人 

    

 ＜主な勤務形態＞ ・単独校  小学校    ２校  （６時間×３２週） 

                中学校   １８校  （６時間×３３週） 

                  義務教育学校      １校  （６時間×４３週） 

                         高等学校     ５６校  （４時間×２９週）（５時間×３２週） 

（６時間×３２週）（７時間×１２週） 

（７時間×３７週）（７時間×４２週） 

                ・拠点校 中学校区  １３２校区  （４時間×１９週～７時間×６６週） 

                 ・小小配置        ２校区 （６時間×３１週） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

    ガイドラインは策定していないが、業務内容や、事務手続き、学校における教育相談体制の充実等に言

及したスクールカウンセラーの活用についての手引きを年度ごとに作成し、全スクールカウンセラー、配

置校、市町教育委員会に配付している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

    年度初めに、スクールカウンセラー配置校の担当者が一堂に会し、スクールカウンセラーの活用方法に

ついて県教育委員会から説明する予定であったが、新型コロナウィルス感染症拡大により、実施できなか

った。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 
（１）研修対象 

   新規任用スクールカウンセラー（第１回）中止、全スクールカウンセラー（第２回、第３回） 

 

（２）研修回数（頻度） 

   計２回 

 

（３）研修内容 

   ○第２回スクールカウンセラー研修会（オンライン） 

   ・オンデマンド講義（ＮＩＴＳ独立行政法人教職員支援機構） 

『自殺予防：校内研修シリーズＮｏ.１４』 

     『不登校児童生徒の支援と教育相談：校内研修シリーズＮｏ.４７』 

   ○第３回スクールカウンセラー研修会（オンライン） 

   ・オンデマンド講義（ＮＩＴＳ独立行政法人教職員支援機構） 

『児童が虐待防止に向けた学校の取組：校内研修シリーズＮｏ.５５』 

     『ネットいじめの未然防止及び解決に向けた指導と対応：校内研修シリーズＮｏ.４５』 

 

（４）特に効果のあった研修内容 



 ・虐待やいじめ、不登校など、世間の関心事や、課題として取り上げられたことを中心にオンライン研修のテ

ーマとしたことにより、最新の情報を手に入れられ、現場での対応に即した研修とすることができた。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 

○活用方法  ・県教育委員会事務局に配置 

        ・スクールカウンセラーの要請に応じてのスーパービジョン 

        ・緊急事態発生時の対応    

        ・研修会における講師      等 

 

（６）課題 

 ・児童生徒を取り巻く環境が常に変化し複雑化している状況下で、スクールカウンセラーに対しより幅広く、

高度な知識や具体的な助言、適切な対応が求められている。それに対応した質の高い研修の機会と内容を用

意できるかが課題である。 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
【事例１－１】不登校のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

新型コロナウィルスに係る休校明けから登校を渋る児童がいた。新しい環境への不安と、母子分離不安が主

な原因と考えられた。親子別々にカウンセリングを受ける中で、親からは児童のコミュニケーション能力の乏

しさや友人関係構築が難しいとの訴えがあった。また、児童からも教員に対しての不安を訴える声があること

がわかった。カウンセリング実施後、児童にとって安心できる場の提供と、教員との教育相談の設定を行うこ

とで、徐々に環境への適応がみられた。 

  

【事例１－２】家庭環境のための活用事例（⑥家庭環境）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

入学当初から不登校の児童であり、きょうだいも多く、家族構成も複雑である。家族そろって昼夜逆転生活

を送っている。また、児童には発達に課題があることもわかっていた。 

親をカウンセラーにつないだところ、就学前から関わりのあった支援員に対して信頼を置いており、児童も

支援員に対して安心できる存在という思いを持っていた。支援員と児童との関わりを増やすことで、登校でき

る機会が増え、周囲との関わりも増えつつある。 

 

【事例２】児童虐待の危険性がある問題のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

生徒は、発達に課題があり、衝動性が強く、感情をコントロールすることが難しい様子があった。そのよう

な状況の中、父親からの暴力が懸念されることから、生徒とのカウンセリングで、学校や教員が信頼できる存

在であることを伝え、学校に対しては、家庭や生徒のことについて共通理解を図ることが大事であるとの助言

を行った。 

虐待が疑われる事案が発生した際に生徒は虐待を認めなかったため、学校に対して、生徒への関わり方を助

言したところ、生徒から虐待の事実の確認ができ、保護につながった。 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  同居する祖母と母の折り合いが悪く、祖母と母が衝突することが頻繁に起こる家庭であり、生徒がその仲裁

に入ることがある。母に病気が見つかったことにより、生徒の負担が増え、祖母の介護を受け持つことも多く

なり、生徒が家庭での困り感を家族に伝えることができずに、一人で抱え込むことが多くなった。生徒がカウ



ンセリングを受ける中で、家族とのつきあい方を考え直すきっかけを得て、家族間での役割分担が再構築され、

生徒の負担が軽減された。 

 

【事例４】教育プログラムのための活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  高校生を対象に、神経を刺激するエクササイズを実施した。交感神経は戦ったり逃げたりするときに活性化

し、背側迷走神経は、危機が迫っている際には急速に体の動きを止め、凍り付いたように思考の働きすら止め

てしまう。つらい時に人に助けを求めるためには、交感神経や背側迷走神経の過剰な働きを抑える腹側迷走神

経がしっかり働いている必要がある。腹側迷走神経は、小さいころの養育者との応答で育まれるが、成長した

後からも、簡単なエクササイズで刺激することができるため、そのエクササイズを紹介し、全校生徒と一緒に

行った。ＳＯＳを出しても良い場や人が学校に存在し、信用できる人にはＳＯＳを出しても良いことを知る機

会となった。 
 
【４】成果と今後の課題等 
（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 ○スクールカウンセラーが関わって好ましい変化が見られた児童生徒数（令和２年度） 

      小学校  ：  ３，１９０人（５１．８％） 

      中学校  ：  １，７７３人（５８．７％） 

      高等学校 ：    ８６０人（７０．１％） 

      全体   ：  ５，８２３人（５５．９％） 

 

 ○スクールカウンセラーへの相談件数 

      全小中高等学校  平成３０年度  ５４，３１３件 

               令和 元年度  ５５，１８７件 

               令和 ２年度  ５６，０６３件 

 

 ○児童生徒の支援のために行った取組（令和２年度） 

     ・ケース会議や研修会等       小中学校及び高等学校  １，４６７回 

     ・教育プログラム（授業等への参加） 小中学校及び高等学校  １，１４５回 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・ 学校からのニーズに対応するため、配置時間を拡充する。 

 ・ 専門性の高い人材を確保する。 

 ・ スクールカウンセラーと学校を結びつける、各学校の教育相談コーディネーターを育成する。 

・ 教員のカウンセリングスキルを育成し充実を図る。 

・ 中学校区としての成果と課題を共有し、小学校段階からスクールカウンセラーの効果的な活用を図ること 

により、不登校や問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応を図る。 

・ 小中学校間における丁寧な引き継ぎや新入生に対する面談等の取組を実施するなど、小学校から中学校へ 

のよりスムーズな接続により、中１ギャップ等への対応を図り、中学校区としての教育相談体制のさらな

る充実を図る。 

・ 児童生徒の不登校や問題行動等の背景にある、心理的、環境的な要因等に対して、状況に応じてスクール 

ソーシャルワーカーや関係機関等との連携を密にして、効果的にチームでの支援ができるように努める。 

 

＜課題の原因＞ 

 ・ スクールカウンセラーが学校からその有用性を認識され、学校現場におけるニーズが増えたため。 

 ・ スクールカウンセラー等専門家が学校に入ることにより、専門家への事案対応の丸投げが見られるため。 

 ・ 配置時間、任用人数の制限により、教育相談以外の時間的余裕がないため。 



 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・ 中学校区に同一のスクールカウンセラーを配置し、小中学校をつなげた支援ができるように配慮した。 

 ・ 学校が組織として児童生徒に寄り添い支援できるように、学校の校務分掌にスクールカウンセラーを位置

付けるように働きかけた。 

 ・ スクールカウンセラーの任用人数を増やした。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・ 常勤化に向けての人数の増加・医療などのスクールカウンセラー以外の仕事と兼ねている人の確保。 

・ 複雑化した学校現場の事案に対応するための知識や対応方法等を身に着ける研修制度の確立。 

・ スクールカウンセラーに対する学校現場のニーズと、スクールカウンセラーの任用形態のギャップ。 

 

＜課題の原因＞ 

・ 人数の増加により、スクールカウンセラーのカウンセリング業務の経験不足からくる質の低下への懸念。 

・ 常勤化のためには、週５日間勤務できる人材の確保。 

・ 会計年度任用職員であることからくる労働条件や賃金等に関わってのスクールカウンセラーの勤務態様と

の矛盾。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

 ・ 質の高いスクールカウンセラーを配置するために、オンライン研修等の新しい形態も取り入れながら、よ

り効果的な研修を考え、進めていく。 

 ・ スクールカウンセラーの人材を確保するために、近隣の大学・大学院を訪問し、本県スクールカウンセラ

ーをアピールする機会を持つとともに、スクールカウンセラーの勤務形態と学校現場のニーズを調整し、

募集形式の選択肢を増やすように努める。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校等児童生徒やいじめをはじめとする問題行動等の対応にあたっては、学校におけるカウンセリング機

能の充実を図ることがきわめて重要である。このため、児童生徒の心理に関して専門的な知識や経験を有する

スクールカウンセラー（以下「ＳＣ」）を公立小学校・中学校・義務教育学校、県立高等学校等に配置・派遣

し、教員の資質向上と児童生徒の諸課題の解決に資する。 

 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

全ての公立中学校・義務教育学校および県立高等学校に配置。小学校では重点配置校を置き、それ以外の小

学校には、中学校に配置されたＳＣを派遣する。その他、緊急事案等の対応では、要請に応じてスクールカウ

ンセラースーパーバイザーを中心に当該校に緊急派遣する。採用については、滋賀県の関係団体と協力して実

施。 

 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

ア．配置人数 

  小学校 23人、中学校 63人、義務教育学校２人、高等学校 28 人、教育委員会等８人 

※小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、教育委員会等で重複あり。 

イ．配置校数 

  小学校 218 校、中学校 96校、義務教育学校２校、高等学校 43 校、教育委員会１箇所 

  ※中高一貫校３校は中学校で計上。 

ウ．資格 

  （ⅰ）スクールカウンセラーについて 

公認心理師の資格のみ持っている者５人 

臨床心理士の資格を持っている者 72 人（うち 42人は公認心理師の資格有り） 

（ⅱ）スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者        ４人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者     ４人 

エ．配置形態について 

    ・単独校  43 高等学校   高等学校重点配置校８校（月４回・１回３時間程度） 

一般校 35校（月３回・１回３時間程度） 

         ※中高一貫校３校は中学校と高等学校あわせた時間を配分し、中学校で計上している。 

・単独校  ２義務教育学校 (月２～３回・１回３時間程度) 

・単独校  35 小学校    小学校重点配置校（月２～３回・１回３時間程度） 

    ・拠点校  96 中学校    中学校常駐校４校（週５日・１日４時間程度） 

                小中連携校８校（月９～１２回・１回３時間程度） 

                  一般校 84校（月２回・１回２時間程度～月５回・１回４時間程度） 

滋賀県教育委員会 



                     ※中学校の一般校は生徒数や課題等を考慮して配置時間を決定 

・対象校  183 小学校   対象校：中学校から域内の小学校へ派遣（年６時間以上） 

                  ※小中連携校は一般校より多く小学校にＳＣを派遣 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

ＳＣの活用方針や職務等について、ＳＣと教職員が共通理解を図れるように「スクールカウンセラー活用リ

ーフレット」を作成しており、年度初めに全ＳＣと全配置校に配布し指導。 

 
 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

新たに特別な配置校になった学校（小学校重点配置校、中学校常駐校、小中連携校）には指導主事等が

訪問し、ＳＣの活用等について配置校の管理職や担当者と協議を行い、助言を行う。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
全てのＳＣ、各校ＳＣ担当教員（コーディネーター） 

 
 
（２）研修回数（頻度） 

ＳＣは年２回、ＳＣ担当教員は年１回 
 
 
（３）研修内容 

・１回目＜４月＞（ＳＣ担当教員の研修会を兼ねる） 

「スクールカウンセラーを有効に活用するために」（講義）  

○ＳＣの役割   ○コーディネーターの役割  ○性被害の対応について 

○緊急支援について  ○異なる専門家との連携について  等 

・２回目＜８月＞ 

「学校におけるスクールカウンセラーの役割について（コーディネーターの視点から）」 （講義） 

「ヤングケアラーへの支援について」（講義） 

○ＳＣとの連携・協働に必要な視点    

○ヤングケアラーの実態  ○ヤングケアラーの支援でＳＣや学校に期待すること 等 

 
 
（４）特に効果のあった研修内容 
・コーディネーターの視点から、ＳＣの活動内容や役割等についての研修を行い、コーディネーターの役割を再

確認することで、ＳＣの効果的な活用にいかすことができた。 

・ヤングケアラーの支援について、必要な視点・支援の方向性・具体的な支援方法を確認することができた。 
 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 
○活用方法 
県内の４地域に２人ずつＳＶを割当て、各担当地域で発生した問題行動等を中心に緊急対応を行う。また、担

当する地域の新規採用ＳＣ等への助言・援助や県教育委員会への事業に対する助言・提言を行う。その他、研修

会の講師を務めている。 

 
 
（６）課題 

ＳＣやＳＣ担当教員の資質向上のため、研修のさらなる充実について必要性を感じているが、予算や多忙化の

問題もあり、研修会の拡充（研修内容や回数）が難しい。 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

１年の後半から不登校になった中学３年男子のケース。初めは SC との面談で何を話せばよいのかと戸惑っ

ていたが、SCの関わりにより自分のことを話せるようになった。新しい環境、新しい人との関わりには消極的

な生徒であったが、SCの支援の継続により、２年の３学期に適応指導教室の体験に参加できるようになった。

３年では、月に１～２回のペースで SC 面談のため学校に登校。進路にかかわる学活には、教室へ入れるよう

になり、２学期後半からはテストも教室で受けられた。高校への進学を希望するなど、前向きに変化した。 

 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（ ⑬児童虐待 ）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

母との関係に悩む中学 1年女子のケース。母は父から暴力を受けている。生徒は家庭内で緊張感を感じてお

り、寝るのが遅くなり、遅刻などにも繋がっていた。SCとの面談で本人のしんどさを聞きつつ、家庭内のリス

クを見極めていった。母にはＳＳＷが面談を実施し、SC とＳＳＷで役割を分担して母子ともに支援を行ってい

る。 

 

 
【事例３】性的な被害のための活用事例（ ⑮性的な被害 ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

複数の男性と不純な交際をしていた中学２年女子のケース。生徒自らが、SC とのカウンセリングを希望し、

定期的に面談を行うようになった。面談の中で、交際については一切触れておらず、自分自身のことや家族に

ついて話すことが多かった。しかしながら、SC とのつながりによって、安定した生活を送ることができるよう

になった。 

 

 
【事例４】教育プログラムのための活用事例（ ⑱教育プログラム ）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

小学６年生全クラスに「ほめ川柳」の心理授業を実施したケース。４人班で班全員のよいところをつなげて

「ほめ川柳」を作り、お互いに交換した。コミュニケーションにおいて、相手のよいところを発見して伝える

ということは、人間関係を良好にしていくことにも繋がることを伝え、楽しく学ぶことができた。広がりの少

ない限られた人間関係の中で育ってきた児童にとって、新たな関わりを築き上げることは、大きい経験となっ

た。また、自己肯定感の低い一面が見られるという点からも、ピアサポートようなお互いのよいところを認め

合うよい機会となった。 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

ＳＣとの相談件数(件) 32,259 34,662 38,098 

・相談件数は年々増加傾向にあり、ＳＣのニーズは年々高まってきている。 

・ＳＣの存在や役割が認知された効果が表れている。 
 

  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

ＳＣが関わった不登校児童生徒数 

（不登校傾向を含む） 
866 812 1081 

教室復帰ができた人数（人） 152 120 183 

（関わった児童生徒の中の割合 ） 17.6% 14.8% 16.9% 

登校できるようになった人数（人） 178 171 214 

（関わった児童生徒の中の割合） 20.6% 21.1% 19.8% 

好ましい変化が見られた人数（人） 298 293 352 

（関わった児童生徒の中の割合） 34.4% 36.1% 32.6% 

好転した人数合計（人） 628 584 749 

（関わった児童生徒の中の割合） 72.5% 71.9% 69.3% 

・令和２年度はＳＣが関わった不登校児童生徒数が 1000 人を超えた。 

・ＳＣが関わることで好転した割合は、この３年間 70％近くを示し、ＳＣが関わる効果が表れている。 
 
 

  平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

ＳＣが関わったいじめの件数のう

ち、早期対応・解決の割合 
85.5% 85.0% 76.5% 

・いじめ事案にＳＣが関わり、関係児童生徒の見立てや対応についての助言を得ることで、早期対応や解決に

つながる割合が高い。令和２年度は 76.5％であったが、この３年間高い割合を維持している。また、いじめ

対策委員会等においてＳＣからのアドバイスを受け、いじめの未然防止の取組につなげている場合もある。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・不登校やいじめ、児童虐待等、子どもたちを取り巻く課題は深刻で、ＳＣの支援・助言が必要とされるケー

スは増加傾向にあるが、時間数が限られる。 

・ＳＣの人材確保ととともに資質向上を図る必要がある。 

・より早い段階（小学校低学年）でのＳＣ活用の必要がある。 

・ＳＣが専門性を発揮し児童生徒の心理的支援にあたるために、担当教員（コーディネーター）の力量を向上

させる必要がある。また専門家との連携を効果的にすすめるための教育相談体制の充実を図る必要がある。 

 

 



 

＜課題の原因＞ 

・限られた時間の中で面談のニーズが高く、面談後のコンサルテーションやケース会議の時間が十分に確保で

きていない。 

・小学校配置校、配置時間が少なく、日常的に専門家に相談できる体制が十分にできていないところがある。 

 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・小学校重点校を 30 校から 35校に拡充した。 

・小学校対象校の配置時間の使い方を、具体的に市町教育委員会担当者を通じて啓発した。 

・校内でより効果的に協働・連携するためのＳＣやコーディネーターの役割について研修をおこない啓発した。 

 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・依然として、不登校やいじめ、児童虐待等、子どもたちを取り巻く課題は深刻で、各学校でＳＣの支援・助

言が必要とされるケースがあり、時間数の確保が必要である。 

・限られた配置時間で、ＳＣが専門性を発揮し児童生徒の心理的支援にあたるために、担当教員（コーディネ

ーター）の資質向上に継続的に取り組む必要がある。またＳＣを効果的に活用するために、各学校において

教育相談体制のシステムの充実を図る必要もある。 

 

 

＜課題の原因＞ 

・面談のニーズが高いため、面談に時間を使い、コンサルテーションやケース会議の時間が十分に確保できて

いない。 

・コーディネーターの育成と支援ができていない。 

・学校によっては、教育相談体制が十分に整備されていない。 

 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・小学校重点校の配置時間を 87 時間から 108 時間に拡充した。 

・コーディネーターを対象としたオンライン研修を実施する。 

・ＳＶが年 2 回、市町教育委員会の担当者を訪問し、具体的にＳＣの有効活用について指導を行う。 

・学校訪問や研修において、教育相談体制の一層の整備を図るよう、管理職に要望する。 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

小・中学校等に臨床心理に関して高度な専門的な知識及び経験を有する者をスクールカウンセラーとして

配置し、学校における教育相談機能の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

府内各市の各拠点校から対象校への派遣を行い、府内全ての小・中学校にスクールカウンセラーの計画的

配置（派遣）が行われるように、市町（組合）教育委員会で調整をしている。また、府立高等学校・特別支

援学校については、府教育委員会の担当課で調整している。 

京都府臨床心理士会と連携し、研修を一定回数受講したスクールカウンセラーを採用希望者として募るこ

とで、質の確保に努めている。 

また、スクールカウンセラーの専門性の確保と維持のため、スクールカウンセラースーパーバイザー制度

を導入し、経験豊かな６名を登録して、要請があればスクールカウンセラーの支援に当たっている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数】 

   小学校    ：38 人   中学校    ：76 人 

   高等学校   ：43 人   義務教育学校 ：１人 

   特別支援学校 ：２人 

  【配置校数】 

   小学校    ：41 校   中学校    ：96 校 

   高等学校   ：47 校   義務教育学校 ：１校 

   特別支援学校 ：２校 

  【資格】 

   ＜スクールカウンセラーについて＞ 

    ① 公認心理師    1 人 

    ② 臨床心理士    25 人 

    ①②２つに該当する者 103 人 

   ③ 精神科医     0 人 

    ④ 児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第１条に規定する大

学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師（常時勤務をする者に限る）又は助教の職にある

もの者又はあった者   0 人 

    ⑤ 上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 0人 

   ＜スクールカウンセラーに準ずる者について＞ 

なし 

  【主な勤務形態】 

    単独校  14 小学校    （週１日・１回８時間）（週１日・１回６時間）（週１日・１回４時間）（年４日、1回４時間） 

27 中学校    （週１日・１回８時間）（週１日・１回 7時間）         

         47 高等学校   （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間）（週１日・１回７時間）（週１日・１回８時間） 

         １義務教育学校 （週１日・１回６時間） 

京都府教育委員会 



拠点校  69 中学校    （週１回・１回８時間）（週１回・１回７時間）（週１回・１回６時間） 対象校 156 小学校 

         27 小学校    （週１日・１回８時間）（週１回・１回４時間）                    ９特別支援学校 

         ２特別支援学校 （週１日・１回４時間）                

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

「スクールカウンセラー事務処理要領」及び「スクールカウンセラー配置要綱」を策定し、勤務形態や報

酬、身分や資格、職務などを定め、各学校へ周知している。また、拠点校方式により配置されている学校か

ら配置されていない学校（派遣対象校）に派遣する場合の取扱いについても定めている。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

各市町教育委員会やスクールカウンセラーが配置されている学校の生徒指導担当や教育相談担当、スクー

ルカウンセラーを対象として、年１回、５月にスクールカウンセラー連絡協議会を実施している。その中で、

スクールカウンセラーの活動や教職員との連携について協議を行っている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
スクールカウンセラー、市町教育委員会の担当者、スクールカウンセラー配置校担当教員（教育相談担当

教員、コーディネーター等） 

 

（２）研修回数（頻度） 
スクールカウンセラー連絡協議会（京都府教育委員会主催：年１回） 

スクールカウンセラー連携会議や研修 

（各教育局、市町（組合）教育委員会主催：回数は主催者による） 

 

（３）研修内容 
スクールカウンセラーによる効果的な活動が展開されるように、交流協議や事例研修、外部講師による講

義等を実施し、スクールカウンセラーの資質能力の向上と学校における教育相談体制の充実を図る。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 
・脱ひきこもり支援センターのコーディネーターによる不登校やひきこもりの生徒に対する取組についての

講演、事例紹介 

・警察本部少年サポートセンターの臨床心理士による対応事例の紹介 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（有・無） 
○活用方法 

個々のスクールカウンセラーだけでは対応できないケースが生じたとき、要望に応じて、スクールカウン

セラーを指導、支援、マネジメントするための経験豊かなスーパーバイザーを派遣する。 

 
（６）課題 

児童生徒や保護者との面談だけではなく、教員へのコンサルテーションや事例のコーディネートについて

も担ってもらう必要性が年々高まっている。また、校内研修等の講師や児童生徒に向けての授業を行うこと

も増えてきているが、面談の予約だけで時間が埋まってしまう状況もあるため、スクールカウンセラーの配

置時間数の増加を求める学校が多くなっている。 

問題行動や不登校、いじめ等児童生徒を取り巻く状況は厳しさを増しており、その背景も複雑化している

ことから、資質能力の向上が急務で、さらなる研修の充実が求められる。 

また、地域によっては、スクールカウンセラーの担い手が少なく配置が難しくなってきている現状がある。 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】発達障害をもつ児童に対して校内で組織的に対応した活用事例（⑧心身の健康・保健、⑩発達障害等）

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
 

２年生のときに体調不良（抑うつ状態）で登校を渋り初め、カウンセリングを開始した。カウンセリングで本

児の気持ちを聞き、それと並行して母のカウンセリングで助言をすることを継続していた。３年生で発達障害と

診断され４年生から特別支援学級に入級。少人数で学習することで学校生活にも徐々に適応できるようになって

きたが、５年生になり、それまで肥満であった本児の体重は徐々に減り始めていた。６年生に進級し、コロナに

よる２カ月の休校明け、本児の体重が激減していた。摂食障害が疑われたためカウンセラーが母に病院受診を勧

め、受診の結果、本児の状態は入院寸前まで悪化していた。医師の指示とカウンセラーの助言のもと、校内でケ

ース会議を開いて情報を共有し、担任・教育相談担当・カウンセラーで連携しながら対応を続けた。その結果、

本児は入院を免れ、２学期には毎日学校に登校できるようになった。これまで、交流学級の児童と同じ場所で活

動することを避けてきたが、本児が運動会や卒業アルバム撮影、校外学習等の行事に同じ学年の児童と共に参加

することもできた。また、学習にも意欲を示し、中学校進学に向けて前向きに学校生活を送ることができた。 

 

【事例２】虐待により一時保護されて帰宅してきた子の親へ対応するための活用事例（⑬児童虐待） 
＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 

 保護者は、子ども自身が自分の気持ちを伝えられず何を考えているのかわからず時間がかかり、イライラして

いたため、ＳＣから保護者に対して、感情に名前をつけること、すべきことは１つずつさせること、違うことを

させる時は目を見て切り換えさせる、など具体的方法を教えた。その家庭なりのやり方を作っていくとよいなど、

無理なくできる方法を提示していくことで、実践へとつなげることができた。保護者も１つ１ついろいろな方法

で子どもと関わろうと思えるようになってきたことが安心へとつながっていった。 

 
【事例３】妹弟と叔母の子どもの面倒を見るＡにＳＣと学校が連携を密にして対応した活用事例 

（⑯ヤングケアラー、⑭貧困の問題）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 
母親の経済的理由により、同じくシングルマザーである母親の姉（Ａから見て叔母）の世帯と同居することに

なった。Ａは、自身の姉弟と、叔母の子どもの面倒を見ることが多くなった。小学校のときに、教室へ入ること

ができなくなり、面談を開始した。家庭内で母親に「学校に行け」と叱責される反面、下の子たちの面倒を任さ

れることへの不満などを語るようになった。並行して保護者の面談を行ったが、仕事を理由に定期的な面談へは

至らなかった。 

中学へ進学するとしばらくの間は順調に登校し、楽しみにしていた部活にも参加していたが、部活を家庭の用

事で欠席したことから教室へ入ることも不安になり、別室登校となった。ＳＣ面談の中でＡは、下の子の面倒を

見させられることなどの不満を引き続き語った。担任等が母親との面談を持ち、Ａの学校での様子や不安のこと

などを伝えたが、一時的な変化に留まり、しばらくすると本人の口からまた不満が語られる、ということが繰り

返された。Ａは家庭内では無口であり、自分の要求や思いを出すことが難しい側面もあった。 

２年生のときにＡが風邪薬をオーバードーズし、救急搬送され入院することがあった。そのときに、母親が付

き添って看病をし、父親も協力するなどの動きもあった。学校復帰にあたっては、登校時の連絡、早退時の迎え

など家庭での協力体制を作り、Ａの家庭内での役割や立ち位置の変容を狙うべく働きかけを行った。特に母親の

Ａに対するケアを持続すべく、ＳＣ面談を開始した。Ａとの面談と並行することから、Ａには「ＡがＳＣへ語っ

たことは母親であっても全て守秘義務に守られること」を確認した。母親の面談においては、反抗することが多

くなるなど家庭内で今までなかったＡの様子が見られることから、父親や祖父母にも協力を求めていたこと、母

親と叔母の間で姉妹が故に衝突があり大人の動向を察して動いてしまうＡに負担をかけたことなどが語られた。

そして、ＳＣから母親へ、高校進学が視野に入る時期でもあるため、Ａのために動いて欲しいこと、Ａの小さな

進歩に目を向けてもらうことを確認した。 

 
【事例４】特別な支援を要する児童及び保護者の現状と対応の在り方についての校内研修を行った活用事例 

（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 
夏休みに、特別な支援が必要であり虐待が疑われる児童及び保護者対応について、校内研修で事例研究を行っ

た。スクールカウンセラーの専門的な意見を聞き、全教職員が対象児童や保護者への対応の在り方について協議

し、共通理解を図った。課題解決にむけ教職員の具体的な支援や連携の在り方について検討をすることで、２学

期以降の教職員の対応についての方向性を確認することでき、実践に生かすことができた。 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ＜スクールカウンセラーの相談件数＞ 

 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 

児童生徒 7,111 7,013 7,117 8,286 8,193 9,321 11,426 

保護者 4,528 5,684 5,794 6,248 7,172 7,189 7,903 

教職員 10,870 14,328 14,404 15,065 14,244 14,819 20,705 

その他 544 646 535 314 586 268 273 

計 23,053 27,671 27,850 29,913 30,195 31,597 40,307 

 ○スクールカウンセラーの需要が多くなり、毎年相談件数は増加している。特に、この３年間は児童生徒や保

護者の相談件数が多くなっており、子どもや保護者にとってスクールカウンセラーが身近な存在になってき

ている。 

 ○児童生徒や保護者との面談だけでなく、教員に対するコンサルテーションが積極的に行われるように 

なってきた。 

 ○児童生徒の抱える課題が複雑化・多様化する中、様々な視点から見立てを行い、対応を検討する必要性が高

まっており、スクールカウンセラーがケース会議等に参加し、心理の専門家としての助言が活かされる機会

が増えている。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

スクールカウンセラーの需要の増加に対応できていない学校（特に小学校）がある。北部を中心にスクール

カウンセラーの必要数を確保することに課題がある。 

＜課題の原因＞ 

小学校に対する配置時間数が少ない。スクールカウンセラーの人材確保（特に北部在住のスクールカウンセ

ラー）。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

公募を活用しながら、人材確保に努める。小中連携を意識したスクールカウンセラーの活用を進める。教育

支援センター配置のスクールカウンセラーの活用を進める。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

スクールカウンセラーの需要の増加に対応できていない学校（特に小学校）がある。北部を中心にスクール

カウンセラーの必要数を確保することに課題がある。 

＜課題の原因＞ 

配置時間数の増加（特に小学校）が必要である。スクールカウンセラーの人材確保（特に北部在住のスクー

ルカウンセラー）。 

＜解決に向けた取組＞ 

京都府臨床心理士会との連携を図りながら、公募をすることで、幅広く優秀な人材確保に努める。小中連携

を意識したスクールカウンセラーの活用を進める。教育支援センター配置のスクールカウンセラーの活用を進

める。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

○学校の教育相談体制の充実を図るため、以下の業務を行う。 

・ 児童、生徒へのカウンセリング 

・ カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言、援助 

・ 児童、生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供 

・ その他、学校が必要と思われること 

○緊急事案発生時に、スーパーバイザーを派遣し、各市町村教育委員会と連携し、学校支援にあたる。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  ○配置市町村または地区内で定期的に配置替えをすることにより、様々なスクールカウンセラー（以下、ＳＣ）の視点で教育

相談体制が普及できるようにするため、同一校での勤務を最長５年としている。 

  ○配置市教育委員会の活用方針のもと、市の人材や連携可能な機関等の把握とＳＣのネットワークづくりのためにチーフＳＣ

を配置。 

  ○ＳＣと配置校の校長に活動状況アンケートを実施し、学校の適切な活用とＳＣの活動について把握。チーフＳＣ及びＳＣス

ーパーバイザーと次年度の方針を相談の上、市町村教育委員会が配置希望調書を作成し、府教育委員会で次年度配置を決定

するとともに、次年度更新を希望しないＳＣの欠員を補充するために、毎年度公募審査を行っている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

   【配置人数について】 

    小学校    ：  ０人 

    中学校    ：２４２人 

    義務教育学校 ：  ７人 

   【配置校数について】 

    小学校    ：  ０校 

    中学校    ：２７８校 

    義務教育学校 ：  ７校 

   【資格について】 

    ＳＣ：臨床心理士、公認心理師の両方、もしくは一方 

    ＳＣに準ずるもの：該当なし 

   【主な勤務形態について】 

    拠点校 ２８５中学校（義務教育学校（後期課程）７校を含む） （週１日・１回６時間） 

    単独校 該当なし 

    対象校 ５９１小学校（義務教育学校（前期課程）を除く）   （週１日・１回６時間） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  スクールカウンセラーハンドブック 

    ～スクールカウンセラーになられた方のために～（平成２２年３月発行） 

   ＳＣの心構えや活動内容、緊急対応等の進め方をまとめたものである。その中で、ＳＣの専門性及び校内での役割を教職員

大阪府教育委員会 



に理解してもらえるよう、学校を知ること、教職員との信頼関係をつくることもＳＣの努めとしている。本ハンドブックは、

大阪府公立学校へ配置した全ＳＣに配付しており、新規採用者には、新規採用ＳＣ連絡会において、大阪府の求めるＳＣの説

明を行っている。また、全市町村教育委員会にも配付している。なお、ＳＣ活動において他の専門家との連携や緊急支援等に

ついてのポイントを新たにまとめ、内容を刷新した改訂版を令和３年４月に発行した。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解決力育成のためのブックレット 

    ～いじめや暴力行為等の未然防止と解決に向けて～（平成２５年８月発行） 

   この「ブックレット」は、矯正施設で実施されている「社会性涵養プログラム」を参考にして、暴力行為等の問題行動の解

消に向け、臨床心理学の観点から児童生徒の内面を引き出すために必要な「表現」「気づき」「行動」の３つの要素でワーク

を構成したものである。 

   また、本冊子のワークは、ＳＣと教員が協働して実施する構成となっており、ＳＣと教員とで事前に打ち合わせを行い、共

に実践を重ねることで教職員の児童生徒理解の促進につなげている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 

（１）研修対象 

   ＳＣ 

   市町村教育委員会担当指導主事 

（２）研修回数（頻度） 

・ ＳＣ連絡会（兼研修）（年２回） 

・ ＳＶ・ＣＳＣ会議（課題に即した講義や協議を通して専門性を高める研修）（年２回） 

・ 新規採用ＳＣ説明会（３月に実施） 

・ 地区別ブロック連絡会（年２回） 

   …多職種連携を目的とした連絡会であり、スクールロイヤー・ＳＳＷスーパーバイザー・ＳＣスーパーバイザー・チーフＳ

Ｃ・市町村指導主事が参加する。大阪府内を４ブロックに分け、実施している。 

（３）研修内容 

・ 府教育委員会からＳＣの活動に係る今年度の重点についての説明 

・ ＳＣの資質向上に係る講義 

・ 事例報告及び情報交換 

・ 市町村教育委員会によるＳＣ活用方針の交流 

・ 事例をもとにした多職種連携の在り方についての協議  等 

（４）特に効果のあった研修内容 

・ ＳＣスーパーバイザーによる「大阪府ＳＣとしての資質向上に向けて」を題材とした講義のオンデマンド配信。ＳＣの

果たすべき役割やそのためにすべきことについて、ＳＣや市町村教委の指導主事が配信内容を繰り返し確認できたこと

から、府で求めるＳＣ活用の意義等の定着を図ることができた。 

・ 「予防的アプローチ～学校・先生方との協働をめざして～」をテーマとした協議。「ＳＣ活動チェックリスト」を活用

し、リストから見える課題とその解決方法について意見交換を進めながら、今後の活動の参考となる成功事例等の共有

を図ることができた。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（ 有・無） 

 府内を５ブロックに分け、各ブロックにＳＣスーパーバイザーを設置 

 

○活用方法 

・ 新規採用ＳＣへの指導助言 

・ 各ブロックでの市町村教育委員会及びＳＣへの助言 

・ 緊急事案発生時に教育委員会と連携した学校への直接支援 

（６）課題 

・ コロナ禍の影響により児童生徒や保護者にストレスの高い状態が続く中、心理教育や「ＳＯＳの出し方」教育や教職員

研修等、予防的な対応に係るスキルの向上が必要。 

・ 相談業務に留まらず、ケース会議やスクリーニング会議等、校内体制に位置付いたＳＣ活用について、学校や市町村教

育委員会への理解促進が必要。 

・ ＳＳＷやスクールロイヤー等、地域の実情に応じた多職種連携が機能するよう、市町村における連絡会や研修の機会を

持つよう指導する必要がある。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校生徒に対して進路への意欲を引き出しながら母子支援を行った活用事例 

（①不登校④友人関係⑥家庭環境⑨学業・進路）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

友人とのトラブルを機に、中学２年の冬休み明けごろから、登校渋りや欠席日数が少しずつ増えていった中３生徒（以下、Ａ）。

校内ケース会議を経て、母親のサポートが必要と見立てたことから、母親への面談を通して母親のサポートをＳＣが担うことにな

った。３年に進級し、Ａと関係のよかった担任の交代に伴い、母子ともに戸惑っている様子であったが、Ａの進路に向けて気持ち

を切り替えられるようＳＣが面談の中で支援。Ａが進路に向けて気持ちが向くタイミングを図りつつ、母親に対しては、進路の候

補となる学校を調べるよう助言するとともに、ＳＳＷと連携しながら通信制高校等の教員との顔つなぎや紹介を行った。進路に向

けてＡの意欲が高まるとともに、同級生との交流も再開、部分登校と進路決定につなげることができた。 

 

【事例２】児童虐待対応において専門家連携した活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 ２学期開始直後の身体測定で著しい体重減少が見られた中学１年生徒（以下、Ｂ）と体調不良を頻繁に訴え保健室に来室するこ

との多い中学２年生徒（以下、Ｃ）のきょうだい。Ｂの身体測定後、すぐにケース会議を実施し、きょうだいへの心理的ケアを含

めたアプローチをＳＣが、家庭へのアプローチを生徒指導主事や担任に加え、ＳＳＷが担当することとした。ＳＣがＣへの面談を

実施したところ、家の中に物が散乱し落ち着けるスペースがないこと、母親は家事をしないこと、猛暑の中、冷房機器のない住居

で過ごしていることから体調不良が続いていること等が判明するとともに、数日間欠席が続いていたＢを担任、ＳＳＷが家庭訪問

したところ、現認確認できたＢが衰弱した様子であったことから、学校は即座にネグレクトで子ども家庭センターに通告、きょう

だいは一時保護となった。一時保護の期間中、子ども家庭センター、関係機関等との連携ケース会議にＳＣも参加し、保護解除後

に向けて、Ｂに係る医療機関との連携をＳＳＷが、心理的に不安定な面のあるＣへのアプローチをＳＣが行うというプランニング

を再設定した。家庭環境の改善に伴い、きょうだいの体調面も順調に回復、現在は二人とも登校することができているが、引き続

き関係機関との連携を継続し、ＳＣとＳＳＷで情報共有しながらモニタリングを計画的に進めている。 

 
【事例３】保護者面談から性的な被害を受けた生徒へのプランにつなげた活用事例 

（⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 家庭で性的虐待を受けた小学６年児童（以下、Ｄ）。保護者に対しては司法関与しながら子ども家庭センターから指導が進めら

れている。その後のＤの経過を観察する中で、カウンセリングが必要との判断から、ＳＣが心理的ケアを行うこととなった。とこ

ろが、Ｄ本人がカウンセリングを拒否したため、代わりに母親面談を通じて、Ｄの様子を把握し、見守りを継続していくというこ

とで方針転換をした。母親へのＳＣによる面談を通じて、把握できたＤの現在の言動や行動を、都度学校でのケース会議において

ＳＣが自身の見立てを踏まえながら報告、それを元に教職員からのＤへの関わりや校内での役割分担について見直し、必要に応じ

て新たなプランニングを行った。Ｄの中学校進学が近づいてきたことから、小中学校合同のケース会議を実施、市の家庭児童相談

室も加わり、今後のＳＣ、ＳＳＷの支援も含めたチーム学校体制での見守りについて検討を重ねている。Ｄ本人に対してＳＣから

直接支援はできなかったものの、母への面談から得た情報等を適切に校内支援につなげることができたことから、Ｄは心身の状況

は安定、登校することもできている。 

 
【事例４】ＳＣと教員が連携して実施した児童生徒の問題解決力向上のための活用事例 

（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 ○学校の様子 

  暴力行為発生件数や不登校生徒は少なく、落ち着いた学校である。日々の学校生活の中でも、教職員と生徒、生徒と生徒の距

離感は近く、困ったことがある場合は気軽に相談できる環境がある。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、漠然と

した不安を抱える生徒、ストレスを抱える生徒の様子が見られたため、自分に合うストレス対処法をみつけたり、簡単なリラッ

クス法を体験したりすることで、今後の問題行動等を未然に防ぎ、コロナ禍であっても安心して過ごすことができるよう、ＳＣ

と教員による以下のワークに取り組んだ。 



  

 ○ワークの概要 

  チェックシートをもとに、イライラした時や不安な時にどうしているかを記入し、学級で交流する。さらに、簡単リラックス

として、肩のリラックス法と呼吸法を体験する。最後に振り返りを行う。 

 

 ○ワークのねらい 

 ・ストレスへの対処法を学ぶ。  ・対処法にはいろいろなものがあることを知る。 

 ・自分にあう対処法をみつける。 ・簡単なリラックス法を体験する。 

 

 ※本事例では、前段の【１】-（４）- ②で記載した「スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解決力育成のためのブ

ックレット」を活用している。 

   「ブックレット」のワークは、ＳＣが生徒の状況に合わせて加工して活用することで、カウンセリングルームなどで個別の

児童生徒に実施したり、学級担任からの依頼により、学級でＳＣと教員が連携してワークを実施したりすることができる。 

 

 ○実施準備 

  学年会議で、各学級担任より学級運営上の課題を出し合い、生徒の課題に沿ったワークになるよう内容を検討した。 

 

 ○実施の効果 

・ 漠然とした不安やストレスを抱えているのは自分だけではないこと、いろいろな対処法があることを知り、困ったとき

には周りにＳＯＳを出すことの大切さを再確認させることができた。 

・ 準備段階で学級担任から学級の様子や課題を聞き、ＳＣが学級での生徒を観察できたことで、生徒や学級担任との距離

が近くなり相談しやすい関係を築くことができた。 

・ 振り返りシートから読み取れる生徒の課題、心理の視点、予防の視点を教職員とＳＣで共有できた。 

 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

・ 府内の全中学校（府内２８５中学校（義務教育学校（後期課程）７校を含む））にＳＣを配置することができ、府内統一

した相談体制を整えることができた。府におけるＳＣ活用の意義等について、連絡会やオンデマンド配信を通じて理解促

進し、府内で同じ方針のもとＳＣ活用が進むよう努めている。 

・ ＳＣへの相談件数は、（表１）のとおりであり、前年度よりも９，６５２件増加している。 

・ 教員からの相談件数は、令和元年度６１,２０９件から令和２年度７１,１２７件となり、９,９１８件増加している。令

和２年度は、コロナ禍の影響により、感染症対策やコロナ不安による欠席児童生徒への関わり、不安度の高い保護者への

対応等、教職員の困り感が高まっていると推察している。 

・ ＳＣがケース会議に参加し、検討したケース数は、令和元年度１３,９７６件から令和２年度１５,１１１件となり、１,

１３５件増加している。ＳＣの勤務日に合わせて会議を開催し、ＳＣの見立てをプランニングに生かす学校風土が育って

きており、ＳＣ活用が学校体制に位置付いてきたものと捉えている。  

 

表１）【ＳＣへの相談件数（延べ人数）小学校・中学校・その他を含む】 

 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 令和２年度 

相談件数（人） ８５，１４４ ９０，５０９ ９３，９７９ １０３，６３１ 

 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 



 

 ＜課題の概要＞ 

・ 現状でのＳＣの業務は、多くのカウンセリングや深刻なケースの相談が占めているが、生徒指導上の課題に対し、未

然防止や予防の観点を持ち、校内でのＳＣ活用を推進していく必要がある。 

・ 生徒指導上の課題は、生徒自身の問題だけでなく保護者や地域の関わりも多く、学校だけでの対応や解決が困難な事

案は、深刻化する場合もある。 

 

＜課題の原因＞ 

・ 児童生徒の命や安全に係わる緊急かつ重篤な事象（いじめ、虐待、自死等）や学校のみでは対応が困難な事象（暴力

行為等）の増加に伴い、ＳＣによる早期のケースへのアプローチや多職種連携を含めた学校体制構築の必要性が高ま

ったこと。 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大によって引き起こされる様々な問題に対して、児童生徒・保護者・教員への心のケア

等も含め、学校においてＳＣに求められる役割が大きくなっていること。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・ 学校におけるＳＣの位置付けを年度当初に全教職員で共通理解を図るとともに、ＳＣをはじめとする専門家が校内会

議へ参加する機会や授業観察等ができる時間を確保するように促した。 

・ 緊急事案発生時に、ＳＣスーパーバイザーをはじめ、スクールロイヤーやＳＳＷ、学校アドバイザー（管理職ＯＢ等）

といった多職種の各専門人材を府より緊急支援チームとして派遣。 

・ 府の緊急支援チームが事案における直近の緊急支援を担い、市町村の学校支援チームが中長期的な支援を担う等の役

割分担を行うとともに、市町村のチームについてはＳＣ等が予防的アプローチにも関われるような体制構築に努めた。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・ 暴力行為や不登校の低年齢化により、小学校でのＳＣ活用ニーズが高まっているが、限られた中学校区への配置回数の中

で、現状の課題に応じた活動の焦点化が課題。 

・ コロナ禍による影響を含め、多様化・複雑化する事案への早期発見・早期対応及び予防的アプローチの確立。 

 

＜課題の原因＞ 

・ 現状の中学校区への配置回数では限定的であり、潜在的な活用ニーズに応えられない。 

・ 特に小学校において予防的アプローチに関わる会議体等、専門家活用体制の確立の必要性が高まっている。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・ 府より小学校へのＳＣ配置拡充を行い、児童生徒、保護者、教職員からの心理的ケアに対する潜在的ニーズに応えられる

ようにする。 

・ 小学校におけるＳＣの位置付けを全教職員で共通理解の上、学校の課題に応じた活用が進むよう、市町村教委やチーフＳ

Ｃと連携しながら、各校での活用のあり方を構築していく。 

・ 支援の必要な児童生徒への早期の気づき、早期の対応につなげられるよう、スクリーニング活用を府から発信していくと

ともに、各学校でスクリーニングが定着できるようＳＳＷと連携しながら働きかける。 

・ 地区別ブロック連絡会で実施している多職種連携に係る協議において、学校支援チームをより機能させるための、専門家

の関わりによる予防的アプローチについて先進的な取組みを共有し、今後の早期対応のあり方について研究を進める。 

 



 

 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   公立小中学校等に配置し、子ども達の心の相談に当たるとともに、教職員のカウンセリ

ングマインドを高めることにより、問題行動等の未然防止や早期発見・早期解決を図るな

ど、学校における教育相談体制の充実に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程には全校に配置している。また、小学校

において令和２年度１３０校を拠点校に配置し、連携する小学校への相談に対応してい

る。 

スクールカウンセラーの採用は、臨床心理士及び公認心理師としており、新規の採用に

おいては、公募により有資格者を募り、選考による合格者を県内６カ所の教育事務所で採

用し、各学校の実情を考慮して配置している。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  ア 配置人数（神戸市を除く）  

小学校     ：１３０人  中学校     ：２５３人 

高等学校    ： ０ 人  中等教育学校  ： １ 人 

特別支援学校  ： ０ 人  義務教育学校  ： ５ 人 

教育委員会等  ： ０ 人 

  イ 配置校数（神戸市を除く） 

小学校     ：１３０校  中学校     ：２５３校 

高等学校    ： ０ 校  中等教育学校  ： １ 校 

特別支援学校  ： ０ 校  義務教育学校  ： ５ 校 

教育委員会等  ： ０ 箇所 

拠点校 ２５４ 中学校等   （週１日・１回６時間） 

拠点校 １３０ 小学校    （週１日・１回６時間） 

単独校   ５ 義務教育学校  （週１日・１回６時間） 

連携校 ４４６ 小学校 

ウ 資格 

臨床心理士又は公認心理師の有資格者 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

スクールカウンセラー配置事業に係るスクールカウンセラーの活動方針等に関する

指針（ガイドライン）は策定していないが、事業実施要項やそれに補足する運用面の別

添資料等において、スクールカウンセラーの活動について示している。周知については、

各教育事務所を通じて各市町組合教育委員会、各配置校へも通知している。 

兵庫県教育委員会 



  ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

全ての配置校において、配置スクールカウンセラーが年間２回以上の教職員対象のカ

ウンセリングマインド研修を実施している。令和２年度については、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止による学校の臨時休業や３密等の感染予防対策の影響により、一部実

施できなかった学校もあったが、それ以外の学校では全て実施している。 

 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象  兵庫県教育委員会が配置しているスクールカウンセラー 

 

（２）研修回数（頻度）  ３回（年間） 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により第１回は資料提供のみ 

 

（３）研修内容（オンライン開催） 

ア 趣旨  

スクールカウンセラーと学校等の連携した取組における諸課題について、研修を行

いスクールカウンセラーの専門性を向上させ、児童生徒の問題行動・不登校等の課題

解決に資する。 

イ 講演・事例発表  「教育プログラム実践」 

ウ 行政説明     「スクールカウンセラー配置事業について」 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

・事例研究をもとにしたスクールカウンセラー同士の意見交流 

・講義を踏まえた事例についてのグループごとの意見発表 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 

スーパーバイザーを４名配置している。うち３名は担当地区を決め必要に応じて緊急派

遣できるようにしている。また、平成３０年度より１名を追加配置し全県をカバーできる

ようにした。 

○活用方法 

ア 重大な事件が起こった場合、学校等の状況を考慮し、市町組合教育委員会の要請によ

ってスーパーバイザーの派遣を行い、当該学校への支援として、校長への助言、スクー

ルカウンセラーへの助言や教職員の研修会、保護者説明会などにおいて講演などを行

う。 

イ 新任スクールカウンセラーへのスーパービジョンを含む県内のスクールカウンセラ

ーに対する助言を行う。 

 

（６）課題 

・本県独自の新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケアアンケート調査結果を踏

まえて、①感染症予防や差別・偏見を生まないこと等の特別の授業の実施、②スクール

ソーシャルワーカーとの連携の在り方について、すべてのスクールカウンセラーが各校

の実態を踏まえ実施することができる資質を高める研修内容の工夫等。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】新型コロナ感染症のための活用事例（①不登校、新型コロナ感染症）＜ＳＣの配置

形態：拠点校配置＞ 

１ 事例の概要 

  当該児童は、幼少時から喘息があり、発作が出た際には幼稚園や小学校を数日欠席するこ

とがあったが、長期間の欠席は無かった。しかし、新型コロナ感染症が拡大し、三学期の途

中で突然休校となり、その後学校が再開されないまま翌年度を迎えることになる。その後も

休校期間が延長され、６月に入ってから分散登校が開始された。学校再開後、喘息の発作を

訴えて学校を一週間続けて欠席する。その後、登校するが体調不良を訴えたり、「学校に行

きたくない」という理由で、欠席と登校を続けて、やがて不登校の状態となる。 

２ 学校・ＳＣの対応 

 理由が不明なまま不登校の状態となったが、当該児童が母親とカウンセリングに訪れた際

には、母親にしがみつき離れようとせず、退行的な様子を示していた。母親から家庭での様

子を聞いても、在宅時には母親と二人で過ごし、母親だけが安心して話せる相手であるよう

であった。ＳＣは、母親との面接を継続すると共に、担任教諭や養護教諭の関わりによって、

当該児童が安心感を保てるようにすることを確認した。 

３ 保護者対応 

  今の状態は、大変な状況と向き合うために当該児童なりに安心したい気持ちを満たすため

のものという見立てを母親に伝えた。母親との面談を通して、当該児童が表現できなかった

不安な気持ちを受け止めて行くことを確認した。 

４ チーム学校としての対応 

  不登校の状況の背景には新型コロナ感染症拡大の影響があると捉え、当該児童だけでなく

どの児童も不安を抱えながら学校生活を送っている可能性があることに留意することにし

た。また、学校全体で安心感を保てるように、感染症の予防教育や差別防止についての授業

を工夫しながら行っている。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬児童虐待、⑭貧困）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

１ 事例の概要 

  両親が外国籍の生徒で、中学入学以前に母親が母国に帰国し、その後父親ときょうだいで

暮している。父親がアルコール依存の傾向があり、飲むと暴言を家族に吐くことがしばしば

あった。また、父親はしばしば家に帰らないこともあるなどネグレクト傾向があり、本生徒

が、家庭の中でヤングケアラーとしての役割を期待されていた。また、外国籍であるために、

周囲となじめず親しい友人を作ることができず、低学力で授業を理解することも難しかっ

た。 

２ 学校・ＳＣの対応 

  ＳＣが継続面接を担当し、本生徒の感情を理解し、具体的な支援につなげていった。また、

保健室が本生徒の受け皿となり、悩み事を話しながら休息できる場所として機能していた。 

 その中で、遅刻しながらも学校に登校するようになり、話をする友人も出来た。 

３ 保護者対応 

  卒業後の進路についての懇談の中で、一人親家庭での大変さや日本語によるコミュニケー

ションが難しい中で日本に暮らすことの困難さに共感をしめしつつ、本生徒のために社会的



な支援を受けることの大切さを伝え、理解を求めた。 

４ チーム学校としての対応 

  当該生徒についての情報共有を行い、複数の教諭が当該生徒を共通理解し、支援できる体

制を整えた。また、スクールソーシャルワーカーとも連携して、子ども食堂や一人親家庭向

けの宅配サービスを受けられるように環境調整を行った。 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：拠点校

配置＞ 

１ 事例の概要 

中学生の当該生徒は、入学後は遅刻や欠席もなく、宿題や課題なども滞りなく提出してい

た。不自然な程に几帳面な場面もあったが、身なりが整わないことや汚れたままの持ち物に

ついて、教員が注意することが度々あった。 

２ 学校・ＳＣの対応 

当該生徒が次第に教室での学習に困難を訴えるようになり、保健室や別室を利用すること

で、登校を維持していた。教員やＳＣとの面談で、小学校時代に苛烈ないじめを受けたこと

を繰り返し語っている。少人数の中だと年齢相応でない粗野な振る舞い（食事のマナーなど）

が目立ち、同世代との良好な友人関係を築くためには不利になると考えられた。しかし、汚

れた持ち物を注意したり給食の食べ方を注意したりすると露骨に不機嫌になり、「○○先生

キライ！」と幼児のように悪態をついた。また、当該生徒に家庭での様子を尋ねるとより一

層激昂した。 

３ 保護者対応 

学校の働きかけに対し、保護者は拒否的・懐疑的な態度であった。小学校時代、いじめ被

害を訴えた時の教員の対応に不信感を抱いたことが背景にあることがうかがえた。言葉遣い

は丁寧で、当該生徒が遅刻早退する時の送迎にもすぐに応じていたが、障害のあるきょうだ

いの話になると態度が急変した。 

４ チーム学校としての対応 

  中学校からの発案で、当該生徒の家族にかかわる関係機関が集まるケース会議を開催し

た。当該生徒のきょうだいは特別支援学校に在籍しており、幼少期に発症した器質性疾患の

ため、生活全般において介助および医療的ケアを要していた。ケース会議では、特別支援学

校と保護者との関係は比較的良好であり、そのエピソードなどが報告された。 

 自宅での医療的ケアの負担が大きいことは以前から懸念されており、特別支援学校や福祉

機関も保護者に福祉サービスの積極的な利用を何度も提案し続けて来たとのことだった。し

かし、保護者の「自分達でケアしたい」との思いが強く、受け入れてもらえない状況が続い

ている経過が報告された。 

 きょうだいの入退院歴と当該生徒の心身の不調が出現するタイミングが一致していたた

め、家庭の状況がより一層危惧されるようになった。学校が意識的に当該生徒に対するかか

わり方を工夫したところ、両親がきょうだいの医療的ケアに奔走し、当該生徒もその手伝い

を余儀なくされ、孤独感を深めている家庭の状況が浮き彫りになった。 

  ２回目のケース会議では、障害児支援サービスに繋がらないのは保護者自身に他者に援助

を求めることに対して自責の念や罪悪感があるからであり、その結果として本児への不適切

な養育（マルトリートメント）が起こっていると共通認識された。福祉機関が保護者に放課



後デイサービスでの入浴支援を提案し、保護者が受け入れを検討した。家族の負担が軽減さ

れることが期待されたが、数回利用しただけで停滞している。保護者が他者に頼ることの不

安や戸惑いが大きいことが推察された。 

  当該生徒は保健室登校を介して数人の同級生と初めて心が通い合う仲間関係を持つこと

ができた。同級生から「もっときれいにした方がいいよ」と励まされ、髪型や持ち物を清潔

に保つように心掛けるようになった。 

 

【事例４】校内研修（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 本県ではスクールカウンセラー等が教職員等に、児童生徒理解を深めるためのカウンセリン

グマインド研修を実施している。令和２年度は、拠点校の中学校が大規模校のため、教職員が

一堂に会すると３密回避が難しいため、資料配布にとどめるなどにより対応した学校や、連携

校の小学校では、教職員の３密を回避しながら、体育館での実施など工夫を行った。実施内容

は以下のとおりである。 

＜研修内容＞ 

１ 外出自粛のコロナ・ストレスとは何か 

（1）普通の生活の喪失 

 ①生活リズム ②安心できる感覚 ③気分転換 ④楽しいという感覚 

（2）いつ感染するかわからない恐怖 

 ①環境に対する安心感の喪失（恐怖心を伴う生活） ②他者への不信感（感染させる自責

感・孤独感） ③隔離される予期不安 ④抑うつ状態の深刻化 

２ コロナ・ストレス対処法としての認知行動療法〔認知行動療法の考え方を使って、健康的

な行動を増やすコツ〕 

（1）ステップ１：状況を行動・身体・気分に分ける。 

（2）ステップ２：行動・身体・気分の関係について考える。  

（3）ステップ３：気分や身体にとってプラスとなるような行動を見つけ、試す。 

３ 児童とともにできるストレス対策〔安心して話せる環境を作ろう〕 

（1）心地よい対話をするためのコツ 

①児童が話し始めたら、途中で口を挟まない。 ②児童のほうを見ながら話を聞き、テン 

ポにあった相槌を打つ。 ③児童の気持ちを受け止める（受容、共感）。 ④アイ・メ

ッセ－ジ（私は～で始まる表現）で教師の気持ちを伝える。  

（2）各学級でできるリラクセーション法 

・肩の動作法 ・首のストレッチ ・イメ－ジ呼吸法 ・片足立ちのバランス など 

４ 保護者対応について 

（1）外出自粛によるストレスが募り、家族への八つ当たりや不眠の症状が現れているという

児童の家庭への対応について 

（2）学校でのストレスが高じている児童について、保護者に連絡するときのポイント  

（3）保護者自身の不安感が強い場合、家庭への連絡の仕方について 

５ 児童の心のケアについて 

（1）児童の心のケア→児童の不安感を軽減し、児童に安心感を与えること。 

（2）新型コロナ感染防止にまつわるさまざまな政府の政策に関連して、イレギュラ－な日常

生活を余儀なくされている児童の抱く不安感を教師から発言し、対応を一緒に検討。 



＜実施の効果＞ 

・ストレスを抱えている児童の状況を共有することができた。 

・児童への対応について具体的な提案をしたので、朝の会、中間休み、終わりの会等でリラク

セーション法を活用している。 

・保護者対応についても、提案したポイントを利用したことで「（保護者に）話がスム-ズに

伝わるようになった」と、後日、感想を伝えてくれた教師もいた。 

・教師のメンタルヘルスを大切にする意味でも、さまざまな課題を教師一人で抱え込まないよ

う“チーム学校”のスタンスで対応していきましょう、という共通認識が持てた。 

 

 

【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ・児童生徒、保護者へのスクールカウンセラー相談が周知され、相談体制が整っている。 

・スクールカウンセラーを活用することで教員のいじめの認知に対する意識が高くなる一つ

の要素となり、組織として早期発見・早期対応の一助となっている。 

  ・学校のいじめ対応チームおいて、ほとんどの公立学校で外部の専門家としてスクールカウ

ンセラーの見地や専門性が活用されている。教育を専門とする立場の教師と心理学を専門

とする立場のスクールカウンセラーが両輪となり、多様で、柔軟な児童生徒理解の幅を広

げた。 

 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

相談人数 １１０，５５３ １１１，５６４ １１３，２０５ 

うち教職員の相談人数 ５５，８３０ ５６，６３３ ５９，４９５ 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

①－(1) ＳＣの人材確保に向けた仕組みの構築 

①－(2) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響下における児童生徒への支援や研修会の実

施 

 

＜課題の原因＞ 

①－(1) 人材確保における地域間格差が大きいことや公認心理師の国家資格ができ、資格所

有者が増加する中で、公認心理師のみ資格保有するケースが増えてきたため。 

①－(2) 新型コロナウイルス感染症拡大により県内各学校も休校措置をとる中で、スクール

カウンセラー自身も通常勤務することが困難なケースが出てくることが予想された

ため。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

①－(1) 令和元年度からスクールカウンセラー候補を公募し、書類選考後、教育事務所単位



 

で面接し採用するというしくみとなった。これにより、臨床心理士会に所属せず公認

心理師資格のみ保有している方もスクールカウンセラーとして任用できるようにな

った。 

①－(2) 各教育事務所、教育委員会、学校、ＳＣあて、Ｑ＆Ａを作成し周知を図った。また、

令和２年度第１回スクールカウンセラー研修会は中止とし、研修資料を全ＳＣあて送

付することで実施に変えた。その後の研修会はオンラインでの開催を検討している。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ②－(1) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケア 

 ②－(2) スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等との連携 

 ＜課題の原因＞ 

 ②－(1) 新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業により、児童生徒は自宅で多くの時間を

過ごすことがあり、また、学校再開に伴い、感染症への恐れや学校生活への不安、保

護者のストレスから虐待を受けているケース等、心理的ストレスを抱えている児童

生徒が存在すると考えられる。 

 ②－(2) 感染症に関わる心のケアに加え、虐待が疑われる事案、ヤングケアラー等、スクー

ルカウンセラーとスクールソーシャルワーカー、福祉機関、警察など関係機関と連

携を要する事案への対応が求められる。 

＜解決に向けた取組＞ 

 ②－(1) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケアアンケートを実施し、精神的に

不安定な状況にある児童生徒の状況を把握し及びその心の理解とケアへの取組を行

う。 

    ア ストレスへの対処法（ストレスマネジメント）を学ぶ授業等、特別授業の実施 

    イ スクールカウンセラー等の専門家や養護教諭等と連携し、心のつぶやきを聴く機

会を設けるなど、子ども達が安心して相談できる環境の充実 

 ②－(2) スクールカウンセラーの研修会において、スクールソーシャルワーカーや警察等関

係機関について、周知するとともに事例等を検討していく機会を設ける。 

 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を有する者をスクールカウンセラーとして公立学校に

配置し、児童生徒の心の相談にあたるとともに、悩みを抱えた児童生徒の保護者に対する支援を行う。

また、児童生徒に対し多面的な支援ができるようにスクールカウンセラーが教員に対してコンサルテ

ーションを実施することにより、学校の教育相談体制の強化・充実を図り、問題行動等の未然防止や

早期発見、早期解決に役立てる。  

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

在籍生徒数及び学校の状況により、配置時間を変える。 

中学校に配置しているスクールカウンセラーが必要に応じて校区内の小学校へ出向き、相談業務等 

に就く。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  ○通常配置校数及び配置人数 

小学校     ： ２０校   ９人 

中学校     ： ９８校  ５２人 

義務教育学校 ：   ３校   ３人 

高等学校   ： １３校  １０人 

教育委員会  ：  １箇所  １人 

  ○緊急支援分（新型コロナウイルス対応分）配置数及び配置人数  ※延べ校数 

    学校再開時のスクリーニング、生徒や保護者への面談及び教職員へのコンサルテーションを実施 

小学校     ：  ２２校  １０人 

中学校     ：１０１校  ５２人 

義務教育学校 ：  ３校   ３人 

高等学校   ： ３０校  ２１人 

特別支援学校 ：  ４校   １人 

  ○資格 

(1) スクールカウンセラーについて 

     ①公認心理師 ４４人 

②臨床心理士 ４７人 

③精神科医   ０ 人 

④大学教授等  ２ 人 

⑤上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた 

  者       ０ 人 

   (2) スクールカウンセラーに準ずる者について 

     ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

１年以上の経験を有する者          １人 

     ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務に

ついて、５年以上の経験を有する者     ４人 

奈良県教育委員会 



     ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有す

る者                   ０人 

④上記①～③以外の者で都道府県または指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有

する者と認めた者              ０人 

   ○通常配置 

拠点校 ９６中学校     （年３４回・１回５～６時間・ ６校） 

             （年２２回・１回６～７時間・ １校） 

             （年１７回・１回５～６時間・６１校） 

             （年１１回・１回  ４時間・２８校） 

 

単独校 ２０小学校   （年１１回・１回  ４時間・２０校） 

２中学校   （年２０回・１回  ６時間・ １校） 

（年１７回・１回５～６時間・ １校） 

３義務教育学校（年１１回・１回  ４時間・ ３校） 

    １３高等学校    （年３５回・１回５～６時間・ １校） 

             （年３４回・１回５～６時間・ １校） 

              （年３５回・１回   ５時間・ ６校） 

              （年３０回・１回   ５時間・ ２校） 

              （年２２回・１回５～６時間・ ２校） 

              （年２０回・１回  ７時間・ １校） 

              

  ○緊急支援分（新型コロナウイルス対応分）配置 

・１回・  ４時間（小学校２１校、中学校１００校、義務教育学校３校、高等学校２８校、特別支

援学校４校） 

・１回・  ５時間（中学校１校） 

・１回・  ６時間（小学校１校） 

・３回・各６時間（高等学校２校） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  「スクールカウンセラー活用事業実施要領」、「スクールカウンセラーの職務」等を作成し、毎年４月

に開催するスクールカウンセラー活用事業の連絡会で配布している。連絡会には、市町村教育委員会の担

当者や各校の教育相談担当者、スクールカウンセラーが出席する。令和２年度は、新型コロナウイルスに

よる緊急事態宣言が発令されていたため、市町村教育委員会及び各学校へ資料を配布し、注意点等を伝え

た。各校には、配布した資料をもとに、教職員へ周知をお願いしている。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

「県立高等学校教育相談担当者会」及び「スクールカウンセラー活用事業学校担当者会」を開催し、

研修や行政説明においてスクールカウンセラーへの理解の促進に努めている。 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
本事業で採用しているスクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者全員 

 
（２）研修回数（頻度） 

年３回  ４月 令和２年度新規採用スクールカウンセラー研修会（スクールカウンセラーの職務等

について） 

７月 スクールカウンセラー研修会（「子どものＳＯＳを受け止めるために」） 

１２月 スクールカウンセラー研修会（「いじめ対策の展望 ～法をめぐる動向と現場の温 

    度差～」） 

 
（３）研修内容 

行政説明、講演、グループ協議、情報交換 
 
（４）特に効果のあった研修内容 
   大学院非常勤講師による「子どものＳＯＳを受け止めるために」の講演会 

   大学教授による法との関連を意識したいじめ問題への対応についての講演会 

   新型コロナウイルス感染症第２波への備えについてのグループ協議 

   情報交換 

 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 有・２名 
○活用方法  希望するスクールカウンセラーへのスーパービジョン、研修会での助言 

 
（６）課題 

・スクールカウンセラーは他の職業にも就いており、研修会へ参加のための日程調整が難しい者もい

る。また、研修会等への参加費用（旅費や日当）は経費として計上できないため、参加者の自己負

担となっている。 

   ・スーパーバイザーの効果的な活用について検討する。 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校生徒への支援のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

生徒は要保護児童対策地域協議会の保護対象で、不登校が慢性化し始めていた。担任や教育相談担当教員、管

理職、ＳＣが密接に連携して情報共有を行った。登校出来ない間の支援として、担任が定期的に家庭訪問を行う

ことで生徒及び身体障害者である保護者をサポートした。ＳＣや相談員からのアプローチとして、生徒への手紙

や伝言を送るなど、生徒との繋がりを第一に考えて支援を行った。そうした支援の成果として、生徒は徐々に別

室登校を始めた。登校後の生徒への支援は、担任などの教員やＳＣ、相談員が役割分担をしながら対応した。  

ＳＣが定期的にカウセリングを実施すると共に、情報共有を密にして組織としての対応を続けた。また教育委員

会のバックアップとして、地域施設の一室を学校外での学習の場として提供していただくなど、学校と地域が連

携して生徒の学習サポートを行った。生徒本人の同意のもと、卒業後のアフターフォローとして、管理職とＳＣ

が今後の生徒の生活状況の見守りと心理支援について進学先へ依頼をした。   

【事例２】精神疾患を抱える母親をもつ不登校生徒の対応についての活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：

拠点校配置＞ 

不登校、家庭環境の問題で教職員が心配していた生徒のケースである。母親からの虐待により一時保護と

なっていたが、家に戻ることになり、その後ＳＣへとつながった。母親が精神疾患を抱え、生徒が母親のし

んどさを受け止めたり、弟の世話をしたりしていた。父親と生徒の関係があまり良くなく、父親も現状に困

っているようであった。 

ＳＣとのカウンセリングや教職員との会話の中で、家庭のしんどさが語られ、生徒の身体症状もどんどん

悪化していた。母親をＳＣにつなぐことが困難であり、こども家庭相談センターの保護者面談にも行かず、

どの機関にも繋がれていなかった。そのため、なかなか進展しない状態が続いた。 

そこで、教育委員会やこども家庭相談センター、弟が通っている保育園の先生など、生徒の家庭と関わっ

ている方たちを集めてケース会議を行った。その結果、それぞれがもっている情報を共有し、現状を整理す

ると共に役割を分担できた。そして、多方面からのアプローチを試みることで、少しずつ家庭との関係を築

くことができ、支援を進めることができた。 

【事例３】家族を支える生徒支援のための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：単独校配置 ＞ 

 生徒が保健室を訪れる中で、養護教諭に家庭でのしんどさを時折打ち明けるようになった。養護教諭が生

徒の心情を受け止め、寄り添った対応を続けた。その後、養護教諭が生徒の様子や困り感を細やかに見極め

ながら適切なタイミングでＳＣを紹介し、カウンセリングに繋がったことで、ＳＯＳを発信することができ

た。カウンセリングでは、幼い頃から安心できる環境や居場所が家庭内にはなく、心に大きな傷を抱えてい

たことが判った。また、病気の親や幼い兄弟姉妹の面倒を見ながら、献身的に家族を支える中で心身のバラ

ンスを保つことが困難になり、疲弊している様子が見受けられた。そこで、カウンセリングによるこころの

ケアだけではなく、家庭環境の調整や行政との連携が必要であると判断し、今後の支援の方針を検討するた

めに、ミニケース会議を設け、担任や学年主任、養護教諭、教育相談担当教員、管理職、ＳＣで情報を共有

し、生徒の現状や背景への理解を深めるとともに行政との連携の必要性を確認した。その後学校が、兄弟姉

妹の通う学校や生徒の出身校などから広く情報を収集することに尽力した。そのことにより、生徒の家族が

抱える課題や困難さの背景が詳細に見えてきた。教職員は学校生活において生徒の見守りを続けながら、母

親とも細やかに連絡を取り合い、信頼関係を築いている。その上で、奨学金の情報提供や手続きといった経

済面への働きかけも行ったことで、家族の生活や経済状態が改善され、生徒の負担低減の一助となった。Ｓ

Ｃは引き続きカウンセリングを継続し、養護教諭とも連携を密に図りながらこころのケアの役割を担ってい

る。現在は世帯の状況をより細かく精査し、受けられる行政サービスなどを模索している段階である。引き

続き連携・協働しながら、包括的に生徒と家族を支え、よりよい支援を行うことを目指している。 

【事例４】子どものストレス反応についての理解と対応を共有する研修事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：



単独校配置＞ 

 配置校にて、教職員を対象とした校内研修を夏休み後半に実施した。子どものストレス反応の理解と対応

を共有できる研修内容を、との要望があり､前半はストレス反応の本来の意味と必要性の研修を、後半は実

際の子どもの姿を取りあげながら､学年毎のワーク形式で進めた。 

 まず､ストレスの捉え方については、ストレスのプラス効果を教職員に伝えた。プラス効果については、

教職員にとって新鮮だったようで、「この捉え方ができたらいいね」という声が上がった。また、ストレス

のマイナスの意味合いやその根底にあるものについて話をした。周りの大人がその反応に対してとる対応に

よって、子どもは自身の感情や反応をどのように捉えてしまうのかについて話をした。研修後のアンケート

には、「ストレス反応は、子どもが自分の身を守るための反応であることが理解できた。子どもの気になる

行動を心から受け入れ､寄り添う大切さを感じた。」等の意見が述べられていた。児童の本音に寄り添う丁

寧で温かな対応を取ることの大切さを共有できた研修会となった。 

 日々多忙な業務により、じっくりと本音で話し合う機会が少ない状況であったが、前半のストレス反応の

理解が基となり､後半の学年毎のワークショップでは､各グループにおいて学びの深まりと広がりを感じた。

具体的な子どもの姿に共感しながら、自身の思いをそれぞれ出されていた。捉え方や感じ方の違い、各自の

思いを出し合う効果を実感されていた。 

 研修後のアンケートでは､個々の不安や悩みを記入された教職員もおられた。その教職員には、後日紙面

にてアドバイスをお伝えした。それ以降気軽に声を掛けてくださるようになり､今回の研修会の効果をより

一層感じることができた。 
 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

     ＜年度＞    ＜配置校数＞   ＜ケース数＞    ＜相談件数＞ 

   平成２４年度    ６８校    １,１７８件    ５,６０１件  

   平成２５年度    ６７校    １,６０６件    ７,０９９件 

   平成２６年度    ６８校    ２,３３８件    ６,５５７件  

   平成２７年度   １１０校    ２,６１７件    ７,１０１件 

平成２８年度   １１３校    ２,３２５件    ６,４７６件 

      平成２９年度   １１３校        ２,４９４件       ６,９１７件 

   平成３０年度   １１１校    ２,３０３件    ６,９８２件 

   令和 元年度   １１４校    ３,８１５件   １０,６６３件 

    令和 ２年度   １３４校    ３,４７８件   １０,７８０件 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・各校で相談件数及び相談時間が増加し、小学校配置を進めることや各配置時間の一層の拡充が必要 

である。 

・学校では対応しにくい案件への対応や緊急支援を行う場合に、迅速に対応することが難しい。  

  ・山間部にある学校へ配置する人材を確保することが難しい。 

＜課題の原因＞ 

・生徒指導上の課題の複雑化やスクールカウンセラーを含めた教育相談に基づく指導及び支援が進み、

相談件数が増加したため。 

   ・県教育委員会にスクールカウンセラーを配置しておらず、センター的機能をもてていないため。 



 

  ・山間部の学校へは交通機関が少なく、宿泊が必要となる学校もある。また、冬季の道路事情の関係

からも配置できる人材が限られるため。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・小学校にスクールカウンセラーを配置し、中学校（拠点校）のスクールカウンセラーの負担を軽減

した。 

・高等学校の配置時間数を増加した。 

・センター的機能を発揮できるよう、県教育委員会にスクールカウンセラーを配置した。 
 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・コロナ禍の生活において、様々な悩みを抱えた児童生徒への支援を充実する必要がある。 

・各校で相談件数及び相談時間が増加し、各校の配置時間数の一層の充実が必要である。 

 ・山間部にある学校へ配置する人材確保が難しい。 

＜課題の原因＞ 

 ・コロナ禍において、制約された生活が続いたことや人間関係を深める機会が減少していることにより、

様々な悩みを抱えているため。 

・生徒指導上の課題が複雑化・多様化し、スクールカウンセラーを含めた教育相談に基づく支援が進

み、相談件数が増加したため。 

 ・山間部の学校へは交通機関が少なく、宿泊が必要となる学校もある。また、冬季の道路事情の関係

からも配置できる人材が限られるため。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・各校でストレスチェックを実施し、その結果をもとにスクリーニング会議を行い、課題を抱えた児

童生徒の洗い出しと対応方針を定めて支援を行う。 

  ・配置時間数を増やすため、予算獲得を目指す。 

   

 

 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等の児童生徒に係る課題に対して児童生徒、教職員及び保護者のカウンセリングを行う

とともに、学校における相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・市町村教育委員会及び県立学校から提出される申請書に基づき、スクールカウンセラー等の勤務日数

及び、勤務時間数の調整を行う。 

・各市町村教育委員会は、提出する申請書に、所管する学校に在籍する児童生徒数、不登校児童生徒数、 

いじめ認知件数等を記載するとともに、配置希望校の優先順位の記載及び各市町村教育委員会が各学

校における重点課題（不登校・いじめ、虐待、貧困対策等）の記載を併せて行う。 

・単独校配置対象とならない学校については、近隣の中学校が拠点校となり、スクールカウンセラー等が

相談や訪問等を行い、対象校として対応する。 

・配置希望校の地理的条件（公共交通機関の利便性や高速道路の整備状況等）と、スクールカウンセラー

等の勤務条件（通勤手段、可能勤務日数、曜日等）を考慮して配置を行う。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

   ※配置人数 

    小学校８８人 中学校７５人  義務教育学校１人  高等学校３０人 特別支援学校１０人 

   ※配置校数 

    小学校１５５校 中学校１１１校 義務教育学校１校 高等学校４６校 特別支援学校１１校 

    適応指導教室１４箇所 

   ※資格 

    ・スクールカウンセラー（有資格者） 

      ①公認心理師 ３０人 

      ②臨床心理士 ２１人 

      ③精神科医   ０人 

      ④大学教授等  ２人（※①②もしくは②のみの資格を有する者） 

      ⑤上記①②２つに該当する者 ５０人 

      ⑥上記①～⑤以外の者で和歌山県が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者 

１人 

    ・スクールカウンセラーに準ずる者 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１

年以上の経験を有する者 ５人 

②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につ

いて、５年以上の経験を有する者 １８人 

③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有する者 

０人 

④上記①～③以外の者で和歌山県が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者 

１１人 

和歌山県教育委員会 



   ※主な配置形態（年間日数は、主な日数） 

    ・単独校 １５０小学校   （年１８日・１回５時間） 

          ６７中学校   （年３６日・１日５時間） 

           １義務教育学校（年５４日・１日５時間） 

          ４０高等学校  （年３６日・１日５時間） 

          １０特別支援学校（年３６日・１日５時間） 

    ・拠点校   ５小学校   （年３６日・１日５時間） 

          ６７中学校   （年３６日・１日５時間） 

    ・対象校  ７２小学校   （拠点校の日数に含まれる） 

           ４中学校   （拠点校の日数に含まれる） 

１４適応指導教室（年１８日・１日５時間） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・「Ｒ２年度スクールカウンセラー活動の手引き」策定 

・スクールカウンセラー等、各市町村教育委員会及び県立学校に配布 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ・４月当初に行っている連絡協議会は緊急事態宣言を受け中止した。 

  ・７月に実施した担当課事務連絡協議会において、各市町村教育委員会指導主事に事業内容を説明し、学校

におけるスクールカウンセラー等の活用を促した。 

  ・１月に実施した生徒指導連絡協議会に参加した生徒指導主任に、不登校対応の説明で、スクールカウンセ

ラー等の活用を促した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
 和歌山県スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者 
 
（２）研修回数（頻度） 
 オンライン研修 1回 
 
（３）研修内容 

・動画視聴 

「令和２年度 スクールカウンセラーの活動について」 

講師 和歌山県スクールカウンセラー・スーパーバイザー 木下 忠恭 氏 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
    「スクールカウンセラーの役割」を再確認することができ、自身の学校での活動を振り返る機会と

なった。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
学校臨床について、長年にわたる経験に裏打ちされた知識が豊富なスーパーバイザー３名により、学校にお

ける実践の質の担保と資質向上を目的に、スクールカウンセラー等へのスーパービジョンを実施した。 

  また、学校での緊急事態発生時において、県教育委員会としての対処や派遣するスクールカウンセラーの人

選等について、県教育委員会に対して助言した。 

○活用方法 
・個別スーパービジョン  

    ３名のスーパーバイザーが分担し、年間３９日のべ１３１名のスクールカウンセラー等への個別スーパ

ービジョンを実施した。実施にあたって、県教育委員会が、事前に個別スーパービジョンを希望するスク

ールカウンセラーを募り、スケジュールを作成した。新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン形

式を取り入れ、対面形式とオンライン形式のスーパービジョンをスクールカウンセラー等が選択できるよ

うにした。スクールカウンセラーは、勤務校において対応に苦慮するケース等についてまとめた資料を持

参・提出し、対面もしくはオンラインでスーパービジョンを受けた。 
  ・グループスーパービジョン 
    新型コロナウイルス感染症予防対策のため、オンラインで８回行い、のべ１２３人のスクールカウンセ

ラー等が参加した。各回２名のスーパーバイザーがスクールカウンセラー等から提供された事例の検討過

程について、スーパーバイズを行った。 
  ・学校での緊急事態/発生時における対応 
    不測の事態により、児童生徒の生活への影響が予測される際に、県教育委員会が県臨床心理士会とどの

ように協働すべきかなどについて助言を受けた。 
    緊急時の対応について、重大案件である場合、市町村教育委員会や学校に出向き、相談・支援の体

制作りや具体的対応について、助言を行った。 

 
（６）課題 
    スクールカウンセラー等によりケースへの対応力の差があり、スクールカウンセラー等の資質・能



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

力に応じた研修内容を組み立てることが難しい。令和２年度は、動画視聴による研修とし、その後、

レポート提出を課した。スクールカウンセラー等が交流する時間もなく、特に経験の浅いスクールカ

ウンセラー等にとっては、学校における活動に迷いがあったようである。 

    スーパービジョン（個別スーパービジョン、グループスーパービジョン）の実施がスクールカウン

セラー等にも定着してきており、前年度より参加者は増えている。コロナウィルス感染症予防対策の

ため、オンライン形式も取り入れ、グループスーパービジョンを実施したが、オンラインよりも集合

型での実施を希望するスクールカウンセラー等も多くいる。ＩＣＴ活用への苦手意識というよりも、

対面や集合型で得られるグループ体験がオンラインでは体験できず、物足りなさがあるようである。

資質向上のため参加を促しているが、オンライン形式での参加意欲を高めることに難しさを感じる。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１－１】不登校支援のための活用事例（①不登校）＜スクールカウンセラー等の配置形態：単独校配置＞ 

 中学校入学前から断続的に欠席していた女子生徒が、「同級生と何を話したらよいか分からない」「相

手の反応が怖い」と言い、連続して欠席するようになった。スクールカウンセラーのコンサルテーション

のもと、担任は家庭訪問時に当該生徒と会話を重ね、担任が思ったこと、感じたことを意識的に伝えるよ

うにした。次第に当該生徒が話す話題の幅に広がりが見られるようになり、活動の幅も広がり始めた。こ

うした当該生徒の変化に応じて、スクールカウンセラーは見立ての修正を行い、ケース会議では関係機関

との連携等を提案した。担任は学習支援員や教育支援センターと連携し、家庭から教育支援センターへ、

そこから学校へとスモールステップで当該生徒を登校につないだ。他者との交流に自信を取り戻した当

該生徒は別室登校する時間やその回数が増えるようになり、休憩時間に複数の同級生と会話する姿が見

られるようになった。 

 

【事例１－２】発達障害のある生徒への支援に係る活用事例（⑩発達障害等） 

＜スクールカウンセラー等の配置形態：単独校配置＞ 

 感情のコントロールが難しく、気持ちが昂った時には言葉で表現することも難しく、粗暴な言動で表現する

ことが多い男子生徒への支援を考えるため、ケース会議を開いた。ケース会議には教育相談担当コーディネー

ター（以下、「コーディネーター」とする）、関係職員が出席した。関係職員からの情報をもとにスクール

カウンセラーが見立てをし、関係職員とともに当面の支援策を考えた。結果、支援策として、スクールカ

ウンセラーが当該生徒の面接をすること、スクールカウンセラーが来校しない日はコーディネーターが

当該生徒の話を聴き、スクールカウンセラーのコンサルテーションを受けること、また、ケース会議はし

ばらく週 1回のスクールカウンセラー来校日に実施することを決めた。その後、コーディネーターはスク

ールカウンセラーのコンサルテーションにより、当該生徒への対応への確認や修正を行い、ケース会議で

はスクールカウンセラーとコーディネーターからの情報も加わり、当該生徒の日常生活での困り感や当

該生徒への関わり方のポイントなどが共通理解されるようになった。また、コーディネーターが当該生徒

の話を聴くことで、当該生徒のもともとの特性による困り感だけではなく、最近父親が入院し、母親も多

忙になっていることによる不安が当該生徒の困り感を高めていることがわかってきた。ケース会議で情

報を共有し、家庭の事情による不安への心理的サポートと、当該生徒の見通しがわからないことに対する

不安への対応として、関係職員で見通しの示し方を考え、見通しがもてないときは不安な気持ちをどうコ

ントロールするかについて当該生徒と考えたり、ソーシャルスキルの習得を目指す時間を設けたりする

ことができた。スクールカウンセラーの見立てにより、関係職員に当該生徒の理解が深まり、関係職員の

対応がチームとして機能した。当初、当該生徒に見られた粗暴な言動も少なくなった。関係職員の対応は

続き、当該生徒は落ち着いて学校生活を送れるようになった。 

 

【事例２】虐待への支援に係る活用事例（⑬虐待）＜スクールカウンセラー等の配置形態：拠点校配置＞ 

当該生徒は、家で強迫的な手洗いや消毒をしており、それを止めようとする父親と衝突が激しく起こっ

ていた。父親による当該生徒への暴言や暴力があり、母親一人では止められないという訴えが母親面接で

あった。面接後、スクールカウンセラーは学校にも伝え、学校から児童相談所に通告した。児童相談所に

おいて話し合いの結果、しばらく当該生徒は祖母宅から学校に登校することになった。 

当該生徒は登校しても、保健室にいる時間が多くなった。養護教諭が主に対応するので、スクールカウ

ンセラーは養護教諭へのコンサルテーションを行った。しばらくして、生徒が自宅に戻り、両親の希望に

より両親の面接を実施した。面接では、父親自身の話も傾聴しつつ、父親と母親から当該生徒への対応を

話してもらった。そのうち両親が今までの対応を振り返り、これからの対応についても共に考えるように



なってきた。面接を重ね、父親が落ち着き、母親にもゆとりができ、当該生徒も手を洗う回数が減り、学

校でも保健室利用が徐々に減るなど改善がみられるようになってきた。スクールカウンセラーは養護教

諭のコンサルテーションは続け、家族の対応の変化によって当該生徒に戸惑いが生じることや家族への

思いの変化など、見立てを伝えるようにした。そのうち、当該生徒の保健室利用もなくなり、安定した学

校生活を送れるようになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
  当県では、年々単独配置校を増やしてきた。平成３１年度には、山間部や紀南地域等において、拠点校

方式により中学校を拠点校とし、校区内の未配置の小学校を対象校としながら、全小中学校にスクールカ

ウンセラーが関わる配置を行い、スクールカウンセラーの活用が一層進むようになった。 

また、市町村が設置する適応指導教室へのスクールカウンセラー配置も拡充してきた。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・人材確保 

＊有資格者の比率が高まっているが、100％ではない。 

＊他府県在住のスクールカウンセラーを多く採用しているが、週１回程度の勤務が多く、また、当県に複 

 数年にわたり、継続して勤務するスクールカウンセラーが少ない。 

・対象校を設定したが、旅費等の関係で対象校への勤務日数が少なかった。 

・全校配置を行うことができたが、昨年度までの未配置校では、スクールカウンセラーの業務への理解が乏 

しく、十分活用することができなかった。 

・新規採用者、経験が浅いスクールカウンセラーが多く、地域や学校の特色を理解するまで、時間がかかっ 

た。 

＜課題の原因＞ 

・山間部や紀南地域の学校で勤務可能なスクールカウンセラーが少ない。 

 ・拠点校方式の体制の整備が不十分である。 

・教職員のスクールカウンセラーの業務内容や活用方法についての理解が不十分である。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・臨床心理士の養成機関や近隣府県の臨床心理士会に、早い段階で協力を要請する。 

  ・「スクールカウンセラー活動の手引き」を作成し、周知する。 

・常勤化に向けて政府への要望を継続する。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・人材確保 

 ＊有資格者の比率が高まっているが、100％ではない。 

＊当県在住の有資格者のスクールカウンセラーで複数年にわたり、継続して勤務するスクールカウンセラ

ーが少ない。 

＊他府県在住のスクールカウンセラーを多く採用しているが、週１回程度の勤務が多く、また、勤務希望地

域に偏りがあり、山間部や紀南地域の学校で勤務可能なスクールカウンセラーが少ない。 

・新規採用者が当県の学校教育の方針等や会計年度任用職員としての勤務について理解するまでに時間がか

かったことと、学校においてスクールカウンセラーの業務への理解が乏しいことが重なり、教育相談体制で

スクールカウンセラーを十分活用することができなかった。 

  

＜課題の原因＞ 

・非常勤であるため、安定した労働条件になっていない。 

・新型コロナウィルス感染拡大のため、年度当初の連絡協議会が開催できず、スクールカウンセラーの活動及

び会計年度任用職員としての勤務について周知が充分できなかった。 



 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・心理職養成大学院や近隣府県の臨床心理士会に、協力を継続して要請する。 

・政府に、現行の教職員定数を減じることなく、スクールカウンセラーを必要な職員として職員定数にするこ

とを継続して要望する。 

・「スクールカウンセラー活動の手引き」を周知する。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

 ・児童生徒へのカウンセリング及び心理教育の実施により、生徒指導上の諸課題の問題・解決を図る 

 ・児童生徒、学級や学校集団に対する見立てと教職員へのコンサルテーション 

 ・不登校、虐待、いじめ、自然災害、突発的な事件・事故等の当事者となった児童生徒への緊急支援 

・校内研修等の実施により教職員のカウンセリング能力等の向上を図る 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  ・全県立学校に配置 

  ・学校規模及び実情（不登校数や問題行動等）に応じた配置時間数の決定、複数カウンセラーの配置。 

  ・県内の全市町村（学校組合）立中学校を拠点校とし、校区内の小学校の相談にも対応。 

  ・小学校１校について単独配置。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  〇配置人数（延べ人数） 

   小学校：１人   

中学校（義務教育学校を含む）：８６人  

高等学校：２９人   

特別支援学校：１０人   

教育委員会等：４人  

  〇配置校数 

   小学校：１校   

中学校（義務教育学校を含む）：５６校   

   高等学校：２４校   

特別支援学校：１０校   

教育委員会等：４箇所 

  〇資格 

  ・スクールカウンセラーについて 

   ① 公認心理師        １人 

   ② 臨床心理士       １３人 

   ③ 精神科医         ０人 

   ④ 大学教授等        １人 

   ⑤ ①②２つに該当する者  ３５人 

   ⑥ ①④２つに該当する者   １人 

   ⑦ ②④２つに該当する者   １人 

   ⑧ ①②④３つに該当する者  ３人     

  ・スクールカウンセラーに準ずる者について 

   ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者          ０人 

   ② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

鳥取県教育委員会 



て、５年以上の経験を有する者       ４人 

   ③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                        ０人 

   ④ 上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者

と認めた者               ０人 

   ⑤ ①②２つに該当する者  ２人 

  〇主な勤務形態について 

単独校   １小学校    （週１日・１回３時間）    

０中学校    

         １２高等学校   （週１日・１回６時間） 

         １０特別支援学校 （週１日・１回２時間） 

    拠点校  ５６中学校（義務教育学校を含む）  （週１～３日・１回４時間～８時間） 

    対象校 １１６小学校             （週１日・１回１時間～２時間） 

    巡回校  １２高等学校   （週１日・１日６時間） 

         ※県教育委員会事務局４箇所に教育相談員（臨床心理士）を配置 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

県教育委員会作成「教育相談体制充実のための手引き」（令和元年９月一部改訂）の中で、スクールカウ

ンセラーの職務を明確に示し、研修会及び連絡協議会等において、手引きの活用について教職員への周知

を行った。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

連絡協議会及び研修会を実施し、講義やグループ協議などをとおしてスクールカウンセラーと教職員の連

携の促進を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）研修対象 

   スクールカウンセラー、教育相談担当教職員、各市町村教育委員会指導主事等 

（２）研修回数（頻度） 

   ・県全体での連絡協議会（年２回） 

   ・県内各地区別研修  ※各地区で年１～２回（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により１

地区 1回の実施） 

（３）研修内容 

   〇講義 「スクールカウンセラーと教員の協働による心理教育の推進に向けて」  

講師：鳥取大学准教授 石本氏 

       「ICT学習教材『すらら』を活用したアプローチ」 講師：県教育委員会指導主事 

「学校の ICT活用下におけるスクールカウンセラーの役割」 講師：中部教育局指導主事 

 〇実践発表 「心理教育に関する実践発表（模擬授業）」 

   〇情報交換 「心理教育に関する意見交換・情報交換」 

         「ＩCT活用下における教育相談についての協議」 

         

（４）特に効果のあった研修内容 

   心理教育の具体的な事例についての実践発表（模擬授業）を通して、スクールカウンセラーと教員が連携

して実施することの重要性を参加者全体で共有できた。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 無し 

（６）課題 

   ・スクールカウンセラー及び教育相談担当教職員のニーズに応じた研修の工夫 

   ・経験の少ないスクールカウンセラーの資質向上等の在り方 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】小中連携のための活用事例（ ①⑪ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

◇取組（不登校傾向児童生徒及びその家庭への支援） 

本県では全中学校区にＳＣが配置され、中学校区にある小学校も担当している。小学校と中学校の引継ぎの

会にＳＣも同席して、専門的な立場から、継続的な支援の必要性、方法等を伝えるとともに、保護者の同意

を得て本人の特性についても共有し、中学校が適切な対応ができるように準備をした。 

◇成果 

・小学校で不登校傾向であった生徒を中学校で継続してＳＣ面談に繋げることで、見逃しがちな些細な不安

をキャッチし、素早く対応できたので、欠席も少なく、中学校生活に慣れることができた。 

 

【事例１】問題行動生徒への支援のための活用事例（ ④⑦⑩ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

◇取組（発達障がいが疑われる児童への支援） 

・児童の人との関わり方や学習への取り組み方に不安を抱えている保護者からの相談に対して、具体的

な解決策の助言を行った。特に医療機関への受診は保護者の不安が大きいが、医療機関での診療内容

の説明、本人・保護者のニーズの整理など丁寧に説明をした。 

◇成果 

・医療機関への受診につながり、安定した学校生活を送っている。 

 

【事例４】不登校及び問題行動等の未然防止のための活用事例（ ⑱ ）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

◇取組（ストレスマネジメントの授業実践） 

 テーマ「怒りのコントロールについて」 

＜事前準備＞ 

 ・教員と協働してねらいの設定、事前アンケートの実施等おこなう。 

 ＜内容＞  

・事前アンケートから児童生徒が自分自身の行動を振り返り、好ましい行動か、そうでないか考える。 

 ・怒りについて理解するとともに、「怒り」の対処方法を知り、できそうな方法を考える。 

・今後の学校生活で取り組んでいくことを確認する。 

＜授業後の取組について＞ 

 ・期間を決めて取り組めたかどうかを点検する。 

 ・保護者と連携をし、家庭でも見守ってもらう。 

 ・教員と事後協議をおこなう。 

◇成果 

 ・生徒たちはストレスとの付き合い方を学び、教職員にとっても良い研修の場となった。 

 ・授業後に振り返りを行うことによって、授業による成果について共有することができた。 

 

 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

県内の全公立中学校区及び全県立学校に配置している。スクールカウンセラーの役割、職務内容等

も周知が進んでおり、相談件数が年々増加している。 

また、スクールカウンセラーと教職員の連携も進んでおり、スクールカウンセラーが学校で行った

校内研修、心理教育の回数は昨年度から増加した。 

総相談件数（人） 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

１５，８５０ １６，６１１ １８，７４２ 

 

 

 

 

 
校内研修実施回数（回） 

令和元年度 令和２年度 

２５ ３５ 

心理教育プログラム実施回数

（回） 

令和元年度 令和２年度 

１１５ １７７ 

 

 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

不登校や問題行動等の未然防止を目的として、スクールカウンセラーと教職員との協働による心理教育

の充実を図る。 

＜課題の原因＞ 

   スクールカウンセラーは勤務時間の多くを教育相談活動として活用しているため、心理教育を実施でき

ている学校やスクールカウンセラーが少ない状況であり、今後、心理教育の実践を充実させていくことが

必要である。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・全県の連絡協議会において、心理教育の充実に向けた大学教授による講演及びスクールカウンセラーに

よる模擬授業を実施した。 

・心理教育の実践に有効な指導案及び資料を学校及びスクールカウンセラーへ情報提供した。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・配置時間数が限られているため、新規のカウンセリングの時間や教職員との情報共有等の時間、ＳＳＷな

どの専門家との連携の機会の確保が難しく、複雑かつ困難な事例についてより効果的に活用することが難

しい。 

＜課題の原因＞ 

・勤務時間に対する相談件数が多いだけでなく、相談の内容が複雑化していることで、継続して面談を行う

必要のある児童生徒が増えてきている。 

・小学校のニーズも増えてきている。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・学校の教育相談体制の充実や「チーム学校」におけるＳＣ及びＳＳＷ等の専門家の活用の工夫や好事例を

収集・共有することで、組織的・計画的な支援の充実を図る。 

・引き続き、配置人数の拡大に努める 



    
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等への対応においては、学校におけるカウンセリング等の学校教育相談体制の充実を図ることが

重要な課題となっている。このため、児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する者をスクールカ

ウンセラーとして学校、各教育事務所及び県教育委員会に配置し、その活用を効果的に学校教育相談体制に取り入

れ、生徒指導の充実を図る。 
 

（２）配置・採用計画上の工夫 

県教育委員会は、市町村教育委員会及び県立学校から提出された評価票及び次年度の希望票をもとに、学校の状

況や地域性等を考慮のうえ、スクールカウンセラーの派遣または配置の可否を決定する。 

スクールカウンセラーの採用においては、「スクールカウンセラー募集案内」を県のホームページに掲載したり、

職能団体と連携したりして人材を募集したうえで審査（面接等）を行い、任用可否を決定する。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

◆スクールカウンセラー：８２名 

①公認心理師：９名 ②臨床心理士：５０名 ③精神科医：０名  ④大学教授等：４名 

◆スクールカウンセラーに準ずる者：１９名 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経

験を有する者：５名 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年以

上の経験を有する者：１４名 

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者：０名 

④ ①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と認めた者：０

名 

◆令和２年度 SC 配置校・時間数一覧（本県は単独校方式で、１校に１名の SC を配置している。） 

校種 
配置時間   

140 時間 100 時間 70 時間 40 時間 30 時間 20 時間 合計（校） 

小学校 0 19 60 51 48 20 198 

中学校 34 13 31 13 0 1 92 

義務教育学校 0 1 0 0 0 0 1 

県立学校 

特別支援学校 
3 4 31 10 2 2 52 

合計（校） 37 37 122 74 50 23 343 

※県立学校、特別支援学校については、分校、定時制・通信制、分校舎は別に計上 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

 ・島根県教育委員会にて、平成２９年度６月に「スクールカウンセラー活用事業にかかるガイドライン」を策定し、

令和３年１月に改訂した。このガイドラインを各教育事務所や市町村教育委員会、県立学校へ配布し、周知して

いる。 

②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

 ・毎年６月に、各学校担当者とスクールカウンセラーを対象とした連絡協議会を開催している。本県のスクールカ

ウンセラー活用事業についての説明と、外部から講師を招いて講義・演習などを含めた研修を行っている。 

島根県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象     県で任用しているスクールカウンセラー（82 名） 

（２）研修回数（頻度） 年間５回の研修会及び１回の連絡協議会 

（３）研修内容 

研修会 研修内容 

令和２年度任用 SC 

初任者研修会 

・事業の概要説明       ・報告義務と守秘義務について 

・スクールカウンセラーを支える相談体制について 

第１回 SC 研修会 
・事業の概要説明  ・緊急支援・危機対応について  ・情報交換 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を中止 

第２回 SC 研修会 
・校内研修の企画・運営について 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を中止 

第３回 SC 研修会 
・事例検討 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を中止 

特別回（１１月開催） 
・緊急支援について 

講演会講師：九州産業大学 窪田由紀教授  

第４回 SC 研修会 
・事例検討 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を中止 

 

（４）特に効果があった研修内容 

  １１月に開催した特別回では、緊急支援をテーマとした研修会を開催した。緊急支援について高名な講師を招き、

緊急支援の基本的な考え方や具体的な事例について研修を行った。緊急支援に対する SC の関心は非常に高く、その

声を受けて研修会を計画した。SC の参加率も高く、アンケート調査からも本研修会は好評であった。今後も年間１

回程度 SC のニーズを調査し、中央から講師を招く形で研修会を実施することで、本県任用 SC の一層の資質向上をめ

ざす。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○スーパーバイザー（SV）の設置について 

 県教育委員会に１名、３地域の教育事務所に１名ずつ、計４名を配置 

○活用方法について 

・スクールカウンセラー研修会の企画・運営  ・スクールカウンセラーの個別相談   ・緊急支援 

・新任者配置校への学校訪問         ・その他本事業の運営に必要と認められるもの  

 

（６）課題 

スクールカウンセラーの研修会及び連絡協議会については自己研鑽の場と位置づけており、必修的な参加を求めて

いない。他県在住で本県の学校に勤務しているスクールカウンセラーや他の職と兼ねている者が多く、参加できにく

い現状がある。研修会場を県央に設定する等の工夫をしているが、参加者は固定化されている。より多くの者が参加

できるよう、研修内容、日時・会場の設定等を工夫する必要がある。 

  また、毎年新規カウンセラーを任用しており、本事業の趣旨や倫理（守秘義務、報告義務等）についての共通理解

を図るための初任者研修を実施している。特に実際の事案対応を想定した事例検討会、経験のあるスクールカウンセ

ラーとの情報交換の場や、スーパーバイザーとのスーパービジョンの場等を適宜設定している。今後はより一層新規

任用者の資質・能力の向上を図るため、計画的・継続的に研修の場を設定することが必要である。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】いじめ不登校のケース（①、②、③） 

主訴：高学年男子児童が同学年男子からの激しい暴力を受けて不登校になった。 

事件の概要 

児童 Bは休み時間中に児童 A に対しひどい暴力をふるった。Bは過去に A へ暴力をふるうことがあり、Aの保護者は

特別な配慮を学校に求めていた経緯がある。 

事後対応 

事件当日のうちに両方の保護者出席の下、管理職、担任らが事情を説明したが、B の保護者の非礼や学校側の配慮

不足を感じ、A の保護者が怒り、退席した。Aは次の日から学校に来られなくなり、Aの保護者は市教委や警察に相

談。Bについては児童相談所の対応となった。事件から 3週間後、学校から SC に連絡が入り、SC は緊急対応として

学校外で A とその母親に出会う段取りとなった。母親の怒りや不安を聴くうちに、A もぽつぽつ話し出した。その

後 SC は定期的に A や保護者と会うこととなり、またその様子や保護者の要望を管理職や担任らに伝え、対応を共に

協議した。また保護者と学校の話し合いの場に同席した。事件から約 6 週間後に A は別室登校を開始し、学校も市

教委の協力を得ながらできる限り学習支援体制を整えて、登校を支援した。 

 

 

【事例２】児童虐待を疑われたケース（⑬） 

X 年夏 子供の泣き声がする、親が子どもを虐待しているのではと近所から児相へ通報があった。児相はすぐに家

庭訪問し、親から聞き取りしたところ、SC にかかっていることが判明したと、児相から SC に調査が入る。 

SC は、通告された母親から、小４年の娘が友達関係でうまくいかないという相談を１学期から受けていた。両親と

も子育てに熱心であること、小さい兄弟がいるので、ちょっとしたことで叱られて泣き声がしたのかものかもしれ

ないとの情報があった。SC から児相には、幼児が通っている保育所にも調査依頼行った。 

その後、母親を面接したところ、確かに子どもが不安定で大泣きしたこと、それで通報されたことが非常にショッ

クだと涙ぐむ。転居をも考えたいとのこと。子育ての大変さなど、母親の話を共感的に傾聴する。児相へ面接の様

子を報告。児相はもう少し様子を見て虐待かどうか判断するという。約１か月後、いろいろ調査をした結果、虐待

認定はしないと児相から連絡がある。その間、母親は通報されたことのショックが大きかったようであったが、SC

を信頼してくれていたので、定期的な面接で落ち着きを取り戻してくれたと考える。 

 

 

【事例３】性的いたずらを受けた女児の母親面談のケース（⑮） 

主訴 

3 年前小 1の娘が、上級生男子から性的いたずらを受けたことで、娘の将来が心配。 

問題事態の発生 

当時小 1 の娘（女児）がある日突然集団登校を怖いと嫌がった。事情を聴くと集団登校時に上級生男子（現在中学

生）からパンツを脱がされ、彼の性器に触らされ、誰にも言うなと脅されたという。 

事後対応 

学校として加害者・保護者と被害者・保護者との話し合いをもち、加害者側からの謝罪があり、登校班を変更して

双方納得し、登校再開で学校生活も順調で来ている。 

その後 

保護者同士は学校参観日などで出会うことがあるが、挨拶はもとより互いに避けている。しかし、母は女児の将来

などが気になり、寝つきが悪く中途覚醒もある。その後 2年も経ったある日、ばったりと母親同士が顔を合わせた。

その時、母は気になって夜寝付けないことを告げたところ、先方の母は、「もう謝ってすんだことでしょ」と応え



た。夫にそのことを話したら、「もう過ぎたことだ」と素っ気なくあしらわれた。先方の家族が、転居するなどで

出会わないようにならないかと願う。 

最近の女児（小 4）・家族状況 

学校では何ら問題なく過ごし、家庭でも自らクッキーづくりをするなど安定している。母は父とのトラブルで辛く

涙していると、女児が背をさすってくれていたが、次第にそれも減ってきた。 

対応 

 母の現時点の心情に対して共感と受容をベースに対応。女児は現在安定してはいるが、将来トラウマ的反応が生じ

たときに最も頼りになるのは母親であり、その認識を確認すると共にその方向での支援を伝え、母もうなずいてい

た。 

 

 

【事例 4】教育プログラム（⑱） 

対象：中学 1年生 1 クラス 18 名 

題材：すごろくトーキング 

方法：グループ（4 人程度）ごとの活動。順番にサイコロを振り、出た目の数を進み、止まったところのお題につい

て答える。 

担任 T との事前の打ち合わせの中で、担任 T より「お題の中に、発言者の内面をより深く知ることができるような

質問を入れたい。お互いの考え方や接し方がわかるようになるとよい」との希望があり、担任 T、養護 Tと SC で一

緒にお題を考え、日常生活を聞くような軽いお題（例：「昨夜の夕飯のメニューは？」「好きな TV 番組は？」など）

から、内面に触れるようなお題まで幅広く設定した。 

内面を知るためのお題の例：「友達に言われて一番嬉しかった言葉は？」「落ち込んだ時はどんな言葉をかけてほ

しい？」「機嫌が悪くなるのはどんなとき？」など 

結果：生徒からは、発言者がどんなときに嬉しい・楽しいと感じ、どんなときに怒りや悲しみを感じるのか、どんな

ふうに接してほしいと思っているのかを初めて知り、意外だったという感想や、今後どんなふうに言葉かけをした

らいいのかがわかって良かったという感想があった。担任 T も巡回して様子を見ていたところ、活発に発言や質問

があり、この子がこんなことを考えていたのかという意外な発見があって有意義だった、ぜひまた実施したいとの

所感であったため、数ヶ月後、グループメンバーを変えて第 2 回目のすごろくトーキングを実施した。 

考察：「こんなクラスになってほしい」という担任 T 自身の希望や生徒観を共有し、協働してプログラムを作り上げ

ることができた。プログラムの内容そのものは勿論だが、プログラム実施前後の担任 T との話し合いがとても実り

多いものだったと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【４】成果と今後の課題等  

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
【令和２年度 相談件数等（県立学校＋市町村立学校）】 
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726 87 13 25 2,398 1 47 1,186 63 2,535 1,428 258 2,245 11,012  19 

保護者 809 11 5 1 85 0 15 405 19 382 114 165 263 2,274  5 

教員 32 0 3 0 6 0 1 9 6 40 27 5 56 185  1 

その他 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 16  1 

合計 1,576 98 21 26 2,489 1 63 1,601 88 2,961 1,569 428 2,566 13,487  26 

 
11.7% 0.7% 0.2% 0.2% 18.5% 0.0% 0.5% 11.9% 0.7% 22.0% 11.6% 3.2% 19.0% 

  
 

① 令和２年度のスクールカウンセラーへの相談状況 

令和２年度の総相談件数は 13,487 件（前年度 13,939 件）であり、前年度比較で 452 件の減となった。 

相談の対象者は、「児童生徒」が 81.6％（同 77.9％）、「保護者」が 16.8％（同 13.3％）、「教職員」が 1.3％ 

（同 8.5％）である。児童生徒や保護者の相談割合が高くなっていることが顕著である。 

また相談種別の割合については、「心身の健康・保健」の相談が 22.0％（同 18.7％）、「友人関係」の相談が 18.5％

（同 18.1％）、「家庭環境」の相談が 11.9％（同 13.0％）、「不登校」の相談が 11.7％（同 12.6％）と高い割

合になっている。「学業・進路」の相談が 11.6％（同 9.9％）と前年に比べ高い割合となっているのは、新型コロ

ナウイルス感染症に係る臨時休校措置等の影響があった可能性も考えられる。 

 

 

内  容 延べ回数 

教職員とのコンサルテーション・情報交換 11,341 

職員会議等による事例研究・ケース会議   238 

教職員研修における指導・助言   124 

保護者対象の講演等    17 

授業等における児童生徒への支援・援助   366 

授業参観による児童生徒理解  2,956 

その他   1,689 

合  計 16,731 

教職員研修回数  144 

教育プログラム実施回数  220 

② 令和２年度スクールカウンセラーの相談以外の活動状況     【令和２年度 相談以外の活動の種類】 
  

令和２年度における相談以外のスクールカウンセ     

ラーの活動状況は、計 16,731 件（前年度 12,791 件）であ

り、昨年度より大幅に件数が増加（3,940 件）した。 

活動内容は、「教職員とのコンサルテーション・情報交

換」が最も多く全体の 67.7％を占めている。相談 1 件に

対して約 84％の割合でコンサルテーションが実施されて

おり（昨年度は約 61％）、SC と教職員との情報共有がな

される機会が大幅に増加した。 

また、本県では平成２５年度よりスクールカウンセラー

活用事業実施要項に「校内研修の実施」や「教育プログラ

ムの実施」を盛り込んだことにより、スクールカウンセラ

ーが教職員研修の講師として参加し、児童生徒の心のケア

について助言を行う等の活動場面が増えた。また、スクー

ルカウンセラーが授業を参観し、その中で支援・援助を行

う等の活動や、カウンセリングを受ける児童生徒の授業中

の様子を参観することによって児童生徒理解を深め、その

後のカウンセリング活動が円滑に進む等の好事例が増加

した。 

しかし SC は限られた配置時間内での勤務であるため、

全ての項目において件数が増加することは考えにくい。何

を優先して SC を活用するかについては、各学校での実態

により、異なる現状がある。 

 
 
                            

 
 
 
 
 

 



 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・スクールカウンセラーの人材確保 

 引き続き人材確保について課題がある。昨年度任用者の多くが複数の学校を担当し、1 日２校勤務を行うスクー

ルカウンセラーも多い現状がある。また、他の職と兼務している者も多く、学校が希望する勤務日程との調整が

難しい場合が多数ある。昨年度の課題と同様、緊急性がある事案への対応について大きな課題が残っている。 

また、それぞれの経験年数の差や、個人の技量による差があることも課題である。学校現場からの様々な要望に

対して、スクールカウンセラーが十分に応えることができないケースもある。 

 

＜課題の原因＞ 

・上記の通り、人材が少ないことが原因であると考えられる。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・人材確保については、職能団体や地元大学と課題を共有し、協力を要請する。 

 ・スクールカウンセラーの技量を高める取組については、年間５回の実施を予定している SC 研修会を、より充実 

させることが必要である。 

 ・本県の SC 研修会については「自己研鑽の場」と位置づけている。そのため当該年度任用者が研修に参加してい 

ない現状があり、研修の設定について見直しを図る必要がある。本県任用スクールカウンセラーにも学び続け 

ることの大切さを理解してもらい、児童生徒や現場のニーズに応えることができるよう、研修をより充実した 

ものにしていく取組が必要である。  

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・不登校及び不登校傾向の児童生徒への支援や対応について、学校とスクールカウンセラーの効果的な連携をどの

ように進めるかという課題がある。不登校支援については本県の喫緊の課題であり、学校（教員）だけでは支援

が行き届かないケースが多く存在する。「チーム学校」支援体制を構築し、不登校及び不登校傾向の児童生徒を

どのように支援するかということについて、大きな課題がある。 

 

＜課題の原因＞ 

・不登校及び不登校傾向を示す児童生徒の家庭状況等が複雑化していること。 

・学校と心理や福祉の専門家が共同して支援にあたることが必要な事例が増加していること。 

・不登校及び不登校傾向の児童生徒を多面的に捉え、支援計画等を立てる必要があるため。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・県任用のスクールカウンセラー全体に対して、島根県の不登校児童生徒の現状や課題を共有する。 

・不登校児童生徒への支援に係る研修会を開催し、スクールカウンセラー個々の技量や資質の向上を促す。  

・不登校支援充実指定校を選定し、重点的にスクールカウンセラーの配置時間を追加し、その効果を検証する。 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校や問題行動等に対して、効果的に対応していくため、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・

経験を有するスクールカウンセラー等を小・中学校へ配置し、児童生徒の心のケアや保護者等の悩みの相

談、教職員への助言・援助等を行うとともに、学校教育相談体制の一層の充実をめざす。 

 
（２）配置・採用計画上の工夫 

中学校においては平成１９年度より全校配置、小学校においては令和元年度より全校配置を実施し、学 

校規模や実情を踏まえて下記の勤務形態を設定している。特別支援学校においても、全校配置を実施して 

いる。 

   Ⅰ型 １回当たり３時間４５分、週２回、年３５週 

   Ⅱ型 １回当たり３時間４５分、週１回、年３５週 

   Ⅲ型 １回当たり３時間４５分、隔週１回、年１７週 

  ※１日１校のみ勤務の場合や兼職での勤務がない場合は、１回当たり４時間の勤務も可能としている。 

 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態（市町村費での配置は除く） 

○配置人数（重複あり）           ○配置校数 

小学校    ：８５人           小学校    ：２４２校 

中学校    ：８８人           中学校    ：１１５校 

   中等教育学校 ： １人           中等教育学校 ：  １校 

   特別支援学校 ： ６人           特別支援学校 ： １４校 

 

○資格 

（１）スクールカウンセラーについて 

   ①公認心理師  ７５人（うち①②２つに該当する者６０人、①②④３つに該当する者１人） 

②臨床心理士  １６人（うち②④２つに該当する者３人） 

③精神科医    ０人 

④大学教授等   １人 

 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１ 

年以上の経験を有する者                   ７人 

②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい 

て、５年以上の経験を有する者               １８人 

③医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                               ０人 

 ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者 

と認めた者                         １人 

 

 

岡山県教育委員会 



○勤務形態について （※小・中・中等教育学校は、１回当たりの勤務時間はすべて３時間４５分） 

小学校（２４２校）   単独校  （年３５～６９日）  ２７校 

（年１２～３４日）  ３１校 

拠点校  （年３５～６９日）   １校 

               （年１２～３４日）  ３８校 

（年 ５～１１日）   ６校 

          対象校  （年１２～３４日）  ３８校 

（年 ５～１１日） １０１校 

中学校（１１５校）   単独校  （年７０日）      ７校 

（年３５～６９日）  ５８校 

（年１２～３４日）   ５校 

          拠点校  （年３５～６９日）   ６校 

（年１２～３４日）  ３６校 

（年５～１１日）    １校 

              対象校  （年１２～３４日）   １校 

                   （年５～１１日）    １校 

  中等教育学校（１校）  単独校  （年３５日）      １校 

 特別支援学校（１４校） 単独校  （年８～１０日）    ２校 

             拠点校  （年８～１０回）    ４校 

              対象校  （年３～１３回）    ８校 

 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
ガイドラインについては、平成３１年度（令和元年度）より策定し、各学校には市町村教育委員会を通

じて、また、スクールカウンセラー配置校の担当者連絡協議会等で周知をしている。また、スクールカウ

ンセラー等には、採用候補者説明会や新規スクールカウンセラー連絡協議会等で周知している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

市町村教育委員会の指導主事対象の連絡協議会、各学校に対しては、令和２年度は開催できなかったが、

毎年各校スクールカウンセラー担当者連絡協議会でスクールカウンセラー等の位置づけや職務内容を説明

し、各学校・教職員への周知を図っている。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 （２）研修回数（頻度） （３）研修内容 
＜県教委主催＞ 
○新規採用スクールカウンセラー等対象・・・１回 

  ・行政説明 「スクールカウンセラー配置事業について」、「スーパービジョン体制について」 

  ・講演・助言「はじめてのスクールカウンセリング」：岡山県ＳＣ配置事業スーパーバイザー 

・協議   「活動の現状と課題・ＳＣとしての悩みについて」 

○スクールカウンセラー配置校の担当者対象・・・１回 【昨年度は中止】 → 事例提出により代替 

 ・行政説明・演習「スクールカウンセラー配置事業について」 

  ・講義・助言  「学校とスクールカウンセラーとの連携と活用」 



 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例 

＜岡山県公認心理師・臨床心理士協会主催＞ 

 ○全スクールカウンセラー等対象・・・年３回 

  ・内容は、「学校緊急支援」「教職員のメンタルヘルス」等 

＜各市町村教委主催＞ 

○各市町村立の小中学校勤務のスクールカウンセラー等対象（各市町村教委による開催） 

  ・学校の教育相談担当やＳＳＷとの情報交換を目的に開催されている市町村もある。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 
新規採用スクールカウンセラー等を対象にした研修会では、学校という枠の中で心理に関する専門性をい

かに発揮すべきかや教職員との連携について、岡山県認心理師・臨床心理士協会ＳＣ部会幹事兼岡山県スク

ールカウンセラー・スーパーバイザーに講義を依頼し、チーム学校の一員としての基本的な考え方などを学

ぶ機会となった。また、協議する時間をとり、初めて学校で勤務をすることに対して意見交換をしたり、講

師から助言を受けたりすることで、スクールカウンセラーとしての資質向上を図ることができた。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置・・・有り 
○活用方法 
・対象・・・採用から３年目以内のスクールカウンセラー及び準ずる者 

４年目以降のスクールカウンセラーに準ずる者で希望する者 

 ・方式・・・県内を３ブロックに分け、スーパーバイジー（指導を受ける側）を勤務校の場所によって、 

担当スーパーバイザー８名（指導する側）に振り分け、スーパービジョンを行った。 

対象ＳＣ等は、個別スーパービジョンを年間１回、グループスーパービジョンを年間２回の

受けることができる。 
 
（６）課題 

スクールカウンセラーの技術等に差があり、質の向上が求められている。特に個別の自己研鑽の意識を高

める必要があると考える。県主催研修に加え、県公認心理師・臨床心理士協会主催の研修など様々な機会の

周知を行い、自主的な研修参加を促している。 

また、スクールカウンセラーにいじめ・不登校対策組織への参加を求めていないことや児童生徒向け心理

教育、教職員向け研修を実施していないなど、学校側もスクールカウンセラー等を効果的に活用できていな

い面もあるため、スクールカウンセラー担当者等に対するＳＣの効果的な活用に向けた研修も行う必要があ

る。 

 

【事例１】暴力行為を行う児童への支援のための活用事例（③・④）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
 小学５年生男子児童のケース。２学期から授業中に教室を飛び出したり、友人とのトラブルが増えたりし 

たため、ＳＣにつないだ。自分にとって嫌なことを友人から言われると、暴力的な面が見られた。また、自 

分の非を認めたり、謝ったりすることができないとのことだった。ＳＣは普段の友人との関わりや出来事を 

聴き、怒りのマネジメントを伝えた。カウンセリングをしていくうちに、怒りの感情のコントロール以前に、 

本心を表出できない苦しさが見られた。ＳＣと目標を定めたことで、気持ちを前に向けることができ、教室 

内でも落ち着いた様子で授業を受けることができている。また、自分の非を認めるということもできるよう 

になっている。 



【事例１】不登校生徒への支援のための活用事例（①・⑧）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
中学１年生女子生徒のケース。２学期はじめから、朝目覚めづらくなり登校しにくくなった。その後教

室へ入ることも苦痛になったため、担任と養護教諭が本人・保護者にＳＣとのカウンセリングを勧め、Ｓ

Ｃとつながった。本人・母親とのカウンセリングの中で、ＳＣは起立性調節障害を疑い小児科受診を勧め

た。また、本人には、対人関係の苦手さ、予定変更に対するパニック、音への過敏などがあり、発達障害

も疑われたため、医療機関でも臨床心理士とのカウンセリングや検査を受けた。その結果、主治医から１

ヶ月の休養をとることを勧められ、学校を休むことになった。休養後も学校へ登校しづらさが変わらない

ため、市の教育支援センターへ相談し、通室することになった。その後、担任等は定期的な家庭訪問、Ｓ

Ｃは継続したカウンセリング、学校として医療機関・教育支援センターとの情報交換を行うなど、役割分

担をして本人と母親への支援を行った。現在も継続して対応している。 

 
【事例２】児童虐待の疑いのある生徒への支援ための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 中学２年生女子生徒のケース。ＳＣとのカウンセリングの中で、「別人格が友人と話をしている」など

の解離性同一性障害の離人症の症状が出ていることからＳＣは虐待を疑った。さらに話を聞いていくうち

に、小学校時に一方的に父親から暴力を受けたという経験があった。面接時にも暴言などの心理的虐待の

疑いがあり、緊急性があったため、早急に母親面接を行った。母親に対し、父親からの過去の身体的虐待、

現在の心理的虐待の事実を確認し、精神科の受診と自死の予防について話をした。さらに、児童相談所な

どとの連携も含めＳＳＷにつなげた。ＳＣを含め学校側は、虐待があることから父親との対話は慎重に行

おうとしたが、母親の判断で早急に父親との話し合いの場がもたれた。その後、父親は改心したようで、

当該生徒にも優しく接するようになり、別人格が出るという症状はほとんど見られなくなった。 

 
【事例４】児童生徒への教育プログラムのための活用事例（⑱）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
ストレスについての理解とそれに対処するための方法として、中学校で「コーピング」と「サポートを求

める」という内容で心理教育を行った。授業の展開としては、ストレスについての基本的な知識についての

講話、コーピングの方法についてはグループワーク、サポートを求める方法についてはペアワークを行った。

授業後の生徒の感想の中には「ストレスとの上手な付き合い方を学ぶことができた。」等があった。 

 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
○スクールカウンセラーの相談状況  

 

 

 

 

 

 

 

スクールカウンセラーの相談件数については、令和元年度から微増している。 

令和元年度からは、小学校でも全校配置をすることができたが、限られた予算の中で配置校数を増やし

たことで、年間５～１１回（１月１回以下）の学校が１００校以上ある。 

全校への配置回数のうち、年間５～１１回の学校への配置回数の割合は低く、配置回数が少ない学校で

は継続的なカウンセリングが受けにくいなどの課題がある。 

H28 H29 H30 R1 R2

ＳＣ相談状況 相談件数（件） 22,320 24,521 24,449 24,087 24,788

小学校 相談件数（件） 8,237 9,951 10,818 10,833 11,015

配置校数（校） 68 95 214 244 242

中学校 相談件数（件） 14,083 14,570 13,631 13,254 13,773
（中等教育学校前期課程含む）配置校数（校） 118 117 117 117 116



 

（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
 ＜課題の概要＞ 

スクールカウンセラーへの相談件数が増加傾向にあることから、児童生徒・保護者や教職員からのカ 

 ウンセリングのニーズが高まっているが、一方で児童生徒・保護者のカウンセリングの予約が取りにく 

くなったり、教職員との情報共有やコンサルテーションの時間が十分に確保できなかったりしている。 

 
＜課題の原因＞ 
 カウンセリングの予約の取りにくさやコンサルテーションの時間の確保の背景には、スクールカウン

セラーの認知が高まってきたことや気軽にスクールカウンセラーを利用できるようになったこと、また、

児童生徒本人・保護者の心理的不安（不登校、発達障害等）の相談が増加しているためと考えられる。 

 
＜解決に向け実施した取組＞ 
スクールカウンセラーが、アンガーマネジメントやストレスマネジメント、ソーシャルスキルトレー 

 ニングなどの児童生徒向けの教育プログラムを継続的に実施し、児童生徒の自己解決能力や社会集団へ 

の適応能力を高める。また、教職員のカウンセリング技術向上のための研修を行い、相談内容によって 

はスクールカウンセラーだけでなく、教職員も児童生徒・保護者からの相談を受けられるようにしてい 

くことにより、相談業務だけでなく情報共有やコンサルテーションの時間の確保を図った。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
 配置している小中学校の４割近くが、カウンセリングやケース会など問題解決的教育相談としてのみ

の活用となっており、心理教育の実施や教職員研修の実施などの開発的・予防的教育相談としての活用

が少ない。 

 

＜課題の原因＞ 
・スクールカウンセラーのできること（得意・不得意など）についてや学校の課題・ニーズについて、

スクールカウンセラーと学校が上手くコミュニケーションできていないこともあり、計画的な活用に

つながっていない。 

・学校に対して心理教育や教職員研修の実施の提案に消極的なスクールカウンセラーもいる。 

・学校のニーズに対して配置時間数が少ないため、カウンセリングの予約のみで勤務時間が終了してし

まう。 

  
＜解決に向けた取組＞ 
・学校との関わり方や様々な教育課題への理解を高めるために、特に経験の浅いスクールカウンセラー 

にはスーパービジョン制度の活用を勧めたり各種研修会への参加を促したりする。 

 ・年度当初に、学校とスクールカウンセラーが相談し年間勤務計画を立てることで、心理教育や研修の 

計画的な実施を促す。 

・学校に対しては、連絡協議会などでスクールカウンセラーの有効な活用事例（いじめや不登校対策組

織への参加や心理教育、教職員向け研修など）の紹介を行い、スクールカウンセラーを有効活用でき

るように推進する。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

暴力行為やいじめ，不登校をはじめとする生徒指導上の諸課題の未然防止や早期発見，早期解決のため，公立

の小学校，中学校，義務教育学校及び高等学校に，児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有

するＳＣを配置し，教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

 スクールカウンセラーの配置については，平成 31 年度から，県内全ての中学校及び義務教育学校に配置する

とともに，全ての小学校に配置又は派遣し，また，高等学校においても，令和２年度は 10校拡充して 60校に配

置するなど，拡充を図っている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 ○配置人数：133名 延べ 548人（小学校 316人，中学校 168人，義務教育学校４人，高等学校 60人） 

 ○配置校数：小学校 316校（単独配置 100校，校区中学校からの配置 216校） 

       中学校 168校  義務教育学校４校  高等学校 60校 

○資格  ：≪スクールカウンセラー≫ 

      ①公認心理師 15人 ②臨床心理士 18人 ③大学教授等 １人 

①②２つに該当する者 82人 ①②及び大学教授等に該当する者 ３人 

     ≪スクールカウンセラーに準ずる者≫ 

      ①大学院修士課程を修了したもので，心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務につ

いて，１年以上の経験を有する者   ６人 

        ②大学若しくは短期大学を卒業した者で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務に

ついて，５年以上の経験を有する者  ７人 

①②２つに該当する者 １人 

○主な勤務形態 

小学校    ：年間８回，24時間    中学校  ：年間 50回，150時間 

義務教育学校 ：年間 58回，174時間   高等学校 ：年間 28回，84時間 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

○ 活動方針等に関する指針（「スクールカウンセラーを効果的に活用するために」）を作成している。 

○ 各市町教育委員会・各配置校に配付し，周知を行っている。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

○ スクールカウンセラー配置校の校長又は教頭，スクールカウンセラー，各市町教育委員会スクールカウ

ンセラー担当者等が参加するスクールカウンセラー配置校連絡協議会を年間２回実施し，講話・協議を通

して，スクールカウンセラーの役割等に係る理解促進を行っている。 

 

 

 

 

広島県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

第１回：配置校の校長又は教頭，スクールカウンセラー，各市町教育員会スクールカウンセラー担当者 

第２回：配置校の生徒指導主事又は教育相談担当者，スクールカウンセラー，各市町教育委員会スクール 

カウンセラー担当者 

 

（２）研修回数（頻度） 

  年間で２回実施（第１回：令和２年度はコロナ禍のため資料配付による各自での研修，第２回：集合での研

修） 

   

（３）研修内容 

  第１回の主な研修内容 

  ・「スクールカウンセラーの配置及び勤務等について」 

・「児童生徒の心に寄り添う指導の充実に向けて～スクールカウンセラーを含めた，『チーム学校』として

取り組むために～」 

  ・「スクールカウンセラーを効果的に活用するために」 

  第２回の主な研修内容 

  ・講話「児童生徒理解を進める教育相談体制づくり～教育相談担当者の役割～」 

「チーム学校の中のスクールカウンセラーの役割」 

・協議「スクールカウンセラーと学校との連携について」 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

 ・ 児童生徒や教職員に感染（疑い）者が出た場合の学校としての対応について，新型コロナウイルス感染症

におけるケア等の視点で，講話を行った。これまでに経験したことのない内容であり，感染（疑い）者，周

囲の児童生徒，保護者への対応，心のケアを具体的にどのように行っていくか等について，具体的なイメー

ジを持って理解するために有効であった。 

 ・ また，児童生徒の生命に関わる事案への対応について協議を行った。危機発生時の対応として，当日から

翌日の具体的な対応，児童生徒への対応で留意すること，回復に向けた対応など，学校，スクールカウンセ

ラーのそれぞれの立場における具体的な対応について理解を深めることに有効であった。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） ２人配置（１回６時間，年間 35回） 

○活用方法 

  ・スクールカウンセラーへの指導・助言 

  ・カウンセリング等に関する学校に対する援助 

  ・学校への緊急支援 

  ・連絡協議会の計画・立案 

  ・その他教育委員会が必要であると認めるもの 

 

（６）課題 

 ○限られた回数での研修のため，スクールカウンセラーの取組や活用について，好事例などを十分に広げるこ

とができていない。 

 ○勤務回数等が限られているため，スーパーバイザーによる学校訪問が，一部の学校に限られている。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】心身の健康・保健のための活用事例（⑧）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

小学校在学時に ADHD の診断を受け，中学校入学後も継続通院と服用をしていた生徒の行動が，臨時休業明け

の学校再開後に著しく変容した。担任が服薬状況等を確認したところ自己判断で服薬を中断したとのことであっ

た。学校生活では集中して授業に参加できず，急激な成績の低下，集団への不適応行動が見られるようになった。

部活動への参加意欲も低下し，参加できていない状態であった。そこで，スクールカウンセラーに心理的な側面

からの見立て，よりよい支援について相談した。スクールカウンセラーが保護者との面談を実施し，学校生活で

頑張っている点と将来希望する仕事に就くために必要なサポートを伝え，学校での様子とともに主治医と話し合

うことの必要性を伝えた。また，カウンセラーの助言を受けて，服薬していた時の学校生活の様子を記載した情

報提供書を受診時に主治医へ提出してもらい連携を図った。その後，服薬に対する十分な理解と同意が得られ，

服薬が再開された。その後は，落ち着きを取り戻し，学習へ参加できるようになった。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

児童相談所に一時保護された後，再度登校してきた生徒のカウンセリングを行った。その後も，定期的にカウ

ンセリングを数回実施した。「まだ，学校の先生には言っていないが…」という生徒の発言があり，カウンセリ

ングの様子と学校生活の様子についてカウンセラーから情報提供を得るとともに，障害の疑いや情緒の不安定で

あるという見立てのもと，教職員と問題状況について検討し，よりよい援助の在り方について話し合った。また，

今後どのようなことに気を付けて様子を観察していくべきか，児童相談所との連携等についてカウンセラーから

の助言があり，校内教職員で情報共有を行い，実践に生かした。親と同居を再開後，遅刻や欠席が増えるなど気

になる点はあるが，児童相談所，スクールカウンセラー等と連携し，生徒の支援方法や保護者対応について助言

を得ながら，引き続き取組を進めている。 

 

【事例３】性的な被害のための活用事例（⑮）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

他校の同級生から不快な写真や動画を送られて，突然手の震えや涙が出るため保健室に相談に来た女子生徒に

ついて，本人の思いを聞きながら，校内連携を行いカウンセラーにもつないだ。相手生徒には警察が対応したが，

本人は写真や動画がフラッシュバックし恐怖感や気分不良がおこる状態であった。スクールカウンセラーには過

去の痴漢被害の経験も話しており，その時は警察にも言えず親の対応に対しての精神的混乱も抱えたようであっ

た。カウンセリングを受けて，本人は「言いたいことは全部言えた」と振り返るとともに，相談後に保健室でク

ールダウンして教室に戻り，日常の生活を続けることができた。 

 

【事例４】校内研修のための活用事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞  

「生徒をその気にさせる関わり～動機づけ面接法～」と題して，２回に分けて教職員研修を実施した。生徒指

導等を行う中で「何度言っても聞かない」「きちんと説明しているのにわかってくれない」等，指導の成果が上

がらないことが多々あり，生徒の実態を踏まえて，なかなかその気にならない生徒にどう対応すればよいか，ど

んな指導が効果的か，その方法の一つとして動機づけ面接法について，スクールカウンセラーによる講義と，教

職員による演習を行った。演習では，動機づけ面接法の４原理の中から，「共感を表現する（傾聴）」と「矛盾

を拡大する（矛盾点を表現する）」を教職員同士がペアとなり演習した。 

研修を通して，教職員の生徒理解が深まり生徒指導対応のスキルの向上につながった。 

 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 ○ スクールカウンセラーは児童生徒に対する相談のほか，保護者及び教職員に対する相談，教職員等への研

修，事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケアを図る等，学校の教育相談体制の充実に向

け，大きな役割を果たしており，相談件数も年々増加傾向にある。 

○ 令和２年度の相談件数の合計は 38,273件となっており，年間数として前年度（38,475件）より 153件減

少しているが，臨時休業期間を除く同月比（６月～２月）で，令和２年度は，34,486件で，前年度（28,856

件）より 5,630件増加している。 

（平成 28年度～令和２年度スクールカウンセラー活用事業の相談状況）（件数） 

 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 合計 

令和２年度 8,000 25,710 551 4,012 38,273 

令和元年 6,743 27,299 544 3,889 38,475 

平成 30年 7,204 25,818 314 3,062 36,398 

平成 29年 4,766 26,580 190 2,680 34,216 

平成 28年 3,978 27,726  2,151 33,855 

 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

● スクールカウンセラーを含めた，学校組織として教育相談を充実させていく必要がある。 

＜課題の原因＞ 

● 学校組織の教育相談を充実させるために教職員のカウンセリング・スキルを高める必要があるが，カウン

セリング技法等のスクールカウンセラーの専門性が教職員に広がっていない。 

● スクールカウンセラーの役割等について，教職員の理解が十分でないため，連携が不足している。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

● 配置校連絡協議会や学校訪問を通して，校長・教頭・生徒指導主事等に，スクールカウンセラーを講師と

した校内研修を実施するよう伝え，教職員のカウンセリング能力の向上を図った。 

● 配置校連絡協議会において，教職員・カウンセラーのそれぞれの立場，専門性を生かしたよりよい対応の

在り方について協議を行い，それぞれの役割についての理解の向上を図った。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ○ 児童生徒，保護者等の多様性を踏まえた，教育相談体制の一層の充実を図る必要がある。 

＜課題の原因＞ 

○ スクールカウンセラーの活用について，好事例や効果的な取組などが広く共有されていない。 

○ よりよい援助の在り方についてケース会議等を通して話し合いを行い，抱える問題や課題のある事例を個

別に深く検討する時間を十分に確保できていない。 

＜解決に向けた取組＞ 

○ 配置校連絡協議会や学校訪問を通して，校長・教頭・生徒指導主事等に，アセスメントの共有，コンサル

テーションやケース会議等におけるよりよい援助の在り方の検討等の効果や好事例を伝え，教育相談体制の

充実を図る。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

○ 児童生徒の臨床心理に関して専門的知識や経験を有する専門家を配置することにより、いじめ・暴力行為

などの問題行動や不登校等の「未然防止」「早期発見・早期対応」に係る学校の生徒指導・相談体制の充実

を図る。 

○ 「教育の専門家」である教員と「心の専門家」であるスクールカウンセラー等が互いの立場を理解しつつ、

相互に協力して問題行動等の解決及び健全育成を図っていくことが重要である。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

○ 配置 

・ 中学校については、平成１９年度以降、全校に配置。また、平成２９年度から中学校区への配置とし、

全ての小学校で計画的に相談を受けることができる体制を整備した。高等学校についても、平成１８年度

以降、運用により全校で相談可能な体制を整備している。 

・ これらの体制整備により、全ての公立小中高等学校の「いじめ対策組織」にスクールカウンセラー等が

参画できる体制となっている。なお、中学校区内の小中学校においては、同一のスクールカウンセラー等

が対応することとし、教育相談担当とスクールカウンセラー等を中核とした、義務教育９年間の切れ目の

ない相談体制を構築している。 

 ○ 採用 

・ スクールカウンセラーの採用については、臨床心理士養成第１種指定大学院を有する大学及び山口県公

認心理師協会と連携し、有資格者の任用に努めている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○ 配置人数について 

  配置人数（実人数） ８３人 

 小学校     ：（７３）人 

  中学校     ：７３人 

  高等学校    ：３７人  

  中等教育学校  ： １人   

  特別支援学校  ： ９人 

  教育委員会等  ： ０人  

○ 配置校数について 

  小学校     ：２７９校 

  中学校     ：１４２校 

  高等学校    ： ５９校 

  中等教育学校  ：  １校 

  特別支援学校  ： １２校 

   教育委員会等  ：  ０箇所 

○ 資格について 

  ア スクールカウンセラーについて 

①公認心理師  ６３人（臨床心理士免許も所持） 

山口教育委員会 

平成２９年度から、全中学校区へ配置しており、小学

校の配置人数は、中学校の配置人数と重複。 

 



②臨床心理士  １２人  

③精神科医    ０人  

④大学教授等   ６人（臨床心理士・公認心理師免許も所持５名、臨床心理士免許も所持１名） 

⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者  

０人 

  イ スクールカウンセラーに準ずる者について 

   ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者         ２人 

   ② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者      ０人 

   ③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                      ０人 

   ④ 上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と

認めた者              ０人 

 

○ 主な配置形態について 

   単独校   １ 中学校    （週１日・１回４時間） 

        ５９ 高等学校   （月２日・１回４時間） 

         １ 中等教育学校 （週１日・１回４時間） 

        １２ 特別支援学校 （年１０時間） 

   拠点校 １４２ 中学校   

   対象校 ２７９ 小学校     

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

① 活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・ スクールカウンセラーの位置付けや職務、学校とスクールカウンセラーとの連携等をまとめた「スクー

ルカウンセラー活用事業実施要項」を県立学校、市町教委に配布し、周知を図っている。 

 ② 研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・ 教職員を対象に校内研修を開催し、スクールカウンセラー業務への理解やカウンセリング能力の向上の

ための研修を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（週１日・１回４時間） 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

  

（１）研修対象 

○ 山口県公認心理師協会 所属会員 

 

（２）研修回数（頻度） 

○ 全体研修会：年 4回 

 ○ スクールカウンセラー等新人研修会：年１回 

 ○ 地区研修会（７地区）：年３回程度 

 

（３）研修内容 

○ 全体研修会：新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援関連、心理教育関連、学校でのＳＣ活動の再

考、事例研究 

○ 新人研修会：スクールカウンセラーの基礎 

○ 地区研修会：スクールカウンセラー等同士の情報交換、教育相談担当教員との連絡会議、各地区の状

況に合わせた研修会（いじめ、問題行動等の事例検討など） 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

○ 全体研修会：「感染症(COVID-19)対策下におけるスクールカウンセラーのできること・すべきこと」 

講   師：窪田由紀 先生（九州産業大学教授） 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ ＳＶの設置（有・無） 

「山口県公認心理師協会 教育領域委員会」の推薦により各地区にスーパーバイザーを設置してい

る。 

○ 活用方法 

緊急時の学校支援において、その中心となるとともに、各地区で実施される研修会の企画運営及び事

例検討等の指導助言を行っている。 

   また、スーパーバイザー一覧を全スクールカウンセラー等に配布し、各スクールカウンセラー等が個

別に連絡を取り合い、スーパーバイズを受けられるようにしている。また、新規スクールカウンセラー

は、必ずスーパーバイザーによるスーパーバイズを受けることとなっている。 

（６）課題 

各研修会について、研修内容の充実及び参加者の増加をさらに図っていく必要があるが、旅費や報酬

の確保が難しく、自主的な参加によるものが多くなっている。そのため、全てのスクールカウンセラー

の参加が難しい。また、スクールソーシャルワーカー等、他の専門家との合同研修会等の実施を行って

おり、今後さらに内容の充実を図るための予算の拡充が必要である。 

 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】教職員との関係悪化のための活用事例（⑦）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

不登校気味の生徒で、自宅にて学習する日々が多かった。定期的に教員が自宅に訪問し学習指導をしていたが、

その際に教員の何気ない言葉に生徒が傷つき、その後の指導を拒否した。生徒・保護者と学校（教職員）との関

係が悪化してしまった事案である。生徒・保護者と学校側の折り合いがつかず、ＳＣが介入した。学校側の意向

も汲みながら、生徒・保護者の精神的安定を図ることを目的に週１ペースで家庭訪問した。生徒・保護者は学校

（複数の教職員）に対して、嫌悪感と攻撃的な姿勢であった。関係改善よりも、傷ついた生徒・保護者の心理的

な安定を図るために話を聴き、家庭でできること、学校に依頼することなどを共に計画を立て、実践し、振り返

りを行いながら、できる対応を検討した。学校への怒りがなくなることはなかったが、生徒の適切な進路選択が

できるようキャリア教育や自分の心のコントロールの仕方を助言するなどの支援を行った。また、保護者のカウ

ンセリングも丁寧に行うことにより、ＳＣと保護者で生徒のサポートに専念し、卒業まで学校とは程よい距離感

を保つことができた。 

 

【事例２】貧困問題のための活用事例（⑭）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

生徒は劣悪な家庭環境で生活しており、支援チームが関与していた。高校入学後、不登校状態になった。通学

のための電車賃がないということも理由の一つであった。担任や教育相談係を中心に何とか生徒からの連絡を持

ち続けた。ＳＣはアドバイザー的な立場でこの事案に関与し、教職員のサポートもあり、一度登校することがで

きた。その際、教育相談室を開放し、担任・教育相談係・ＳＣなどが生徒に自然な形で関われるようサポートし

た。その後、生徒は授業に参加することもでき、休憩時間は担任と相談室で過ごし、教育相談係・ＳＣとも話を

するようになった。家庭の状況もあり、その後、継続して登校できた訳ではないが、電話による相談やケース会

議等は適時実施し、必要時にはＳＳＷ派遣も視野に入れ、当該校と情報共有した。 

 

【事例３】性的な被害のための活用事例（⑮）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

男子生徒が女子生徒への身体接触、卑猥な言葉をあびせるなどした事案である。加害生徒と被害生徒が同一校

に通うため、学校側の立ち位置が難しく、校内サポート体制など、組織を支えるためにＳＣが関与した。加害生

徒と被害生徒には、それぞれ別のＳＣが対応し、心のケアや心理教育を担当した。また、複数のＳＣが介入して

いるケースで、必要時にはケース会議を開き、情報共有と校内体制のサポートを行った。被害生徒側の心の傷（生

徒自身も保護者も）は消えることがない一方で、加害生徒側は児相や警察の介入もなく、通常の生活を送ってい

る様子に、被害生徒側の怒りは強くなった。加害者側の再犯防止やカウンセリングにとても難しさを感じること

が多い事案であった。 

 

【事例４】児童・生徒への心理教育プログラムのための活用事例（⑱）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

昨年度に引き続き、「思春期グローイングハートプロジェクト」において、ＳＣが各学校で心理教育プログラ

ムを実施した。各学校の実態や規模に応じてテーマや内容を検討し、ＳＯＳの出し方を主とし、ストレスマネジ

メントやアンガーマネジメント、アサーショントレーニングなどを組み合わせて実施した。コロナ禍における心

理教育は、長期化するコロナ禍における人の心の動きや不安・抑うつ症状などを織り交ぜてセルフケアの重要性

を伝えることが多かった。また、児童生徒を支える教職員への心理教育も各方面で実施した。また、実施の仕方

も、3密を避けるため、各クラス、放送による実施など、対象や実施方法を工夫した。 

 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

○  令和２年度実績（経年） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

延べ相談件数 67,649件 66,156件 61,979件 55,194件 

実相談件数 30,877件 30,176件 29,731件 27,867件 

     ・ １回（４時間）当たりの平均相談件数 … 小・中学校 9.7件、高等学校 6.6件 

       ※  相談室でのカウンセリングだけでなく、授業への参加や、休み時間・放課後のふれあい等、教育相

談を幅広くとらえ、児童生徒の心の問題に迫っている。 

     ・ 相談による解消率 37.0%・好転率 30.2%（合わせて 67.1% に好ましい結果が出ている。） 

 

○  スクールカウンセラー等のいじめ対応に係る実績（経年） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

いじめ相談件数 1,318件 1,280件 1,111件 804件 

好転率 87.7％ 85.2％ 88.2％ 82.7％ 

   ※ 好転率は、カウンセリングによる解消率と好転率を合わせたもの。 

 

○ スクールカウンセラー等との連携による成果 

・ 教員には話すことができない児童生徒や保護者にとって、悩みや不安等の相談の受け皿となった。 

・ 児童生徒等の対応について、身近に相談する相手（ＳＣ）がいることにより、教職員が対応の方針を明

確にすることができた。 

・ 学校とスクールカウンセラーとの情報交換会を実施し、専門的な立場から生徒への具体的な支援方法に

ついて助言を受けることができた。 

・ 発達障害のある生徒対応について、スクールカウンセラーから専門的な助言を受けることができ、指導

に反映することができた。 

・ 教職員が、カウンセラーとの関わりを通して、カウンセリングの有効性・必要性を認識することができ、

早期からの組織的に対応につながっている。 

・ 児童生徒を対象に「心理教育プログラム」を実施したことで、スクールカウンセラーの周知や自ら相談

を希望する児童生徒が増え、一層相談しやすい体制が構築された。 

・ 専門機関や医療機関へ委ねる境界が明確になり、児童生徒や保護者にその必要性を納得させること

につながった。 

・  保護者に対しカウンセリングを行うことにより、保護者の養育不安の解消につながった。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

  ＜課題の概要＞ 

・ スクールカウンセラーと学校の更なる連携が必要である。 

  ・ スクールカウンセラーの資質や経験の違いから学校間において活用の仕方、満足度に差がある。 

   ・ 児童生徒や保護者が相談したいタイミングとスクールカウンセラーの日程が合わず、効果的な相談に

ならない。 

＜課題の原因＞ 

  ・ スクールカウンセラーの活用等について、教職員を対象とした研修機会が少ないことも１つと考えら

れる。 

   ・ スクールカウンセラーの勤務日や勤務時間数に制限がある。 

 



 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・ スクールカウンセラーの位置付けや職務、学校とスクールカウンセラーとの連携等をまとめた「スクー

ルカウンセラー活用事業実施要項」を県立学校、市町教委に配布し、周知を図った。 

  ・ また、教職員を対象に校内研修を開催し、スクールカウンセラー業務への理解やカウンセリング能力の

向上のための研修を実施した。 

  ・ 学校自己評価及びＳＣ自己評価票、また、ＳＣへの相談事案数の内訳及び解消率をもとに、効果検証を

行なった。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・ 現在の配置時間数では、充実した教育相談体制構築のための教職員へのコンサルテーション等の時間が

十分に確保できないため、年間配置時間数の拡大が課題である。  

 ・ スクールカウンセラーの増員や人材の確保を進め、また、スクールカウンセラーの質を保つためにも、

研修会等を通して資質の向上を図っていく必要がある。 

＜課題の原因＞ 

 ・ スクールカウンセラーへのニーズが高まり、相談者（児童生徒や保護者等）が増加している。そのため、

相談やカウンセリングで、多くの時間を費やしている。 

 ・ 不安定な雇用形態から、収入や社会保障の点に問題がある。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・ 配置時間数の拡大は現状では難しく、また、全ての相談業務をスクールカウンセラーに委ねるのは困難

である。そのため、事例検討や児童生徒に日々接する教職員のカウンセリング能力向上のため、校内研修

会の充実を図る。 

  ・ スクールカウンセラーの増員や人材確保については、長期的な視点で県内の養成大学や関係団体、山口

県公認心理師協会との連携を図る。 

 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校，いじめや暴力行為などの児童生徒の問題行動等の対応に当たって，公立小・中学校及び県立学校

等にスクールカウンセラーを配置し，児童生徒や保護者からの相談対応，教職員や組織へのコンサルテーシ

ョンなどを通して教育相談活動の充実を図り，児童生徒の生徒指導上の諸課題への解決に資することを目的

とする。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

スクールカウンセラーについては，平成１９年度から，全ての公立小・中学校，平成２３年度からは，全

ての県立学校に，配置・派遣する体制となっており，学校における教育相談の支援・充実に当たっている。 

配置方法については，小中連携型を原則として，中学校を拠点に，中学校区の小学校を対象校としてスク

ールカウンセラーの活用を進めている。   

市町村教育委員会からの配置希望，各学校からの要望，学校規模，スクールカウンセラーの活用実績，不

登校・いじめや問題行動状況等の件数等から総合的に判断し，配置校，年間相談時間（１４０時間，１７５

時間，２１０時間，２４５時間）を決定している。  

また，自然災害や重大な事件・事故の発生時に備え，スクールカウンセラーを緊急派遣できる緊急支援体

制を構築している。                                                                     

人材確保に関しては，徳島県公認心理師・臨床心理士協会及び臨床心理士養成に係る教育課程を有する県

内大学と連携し，人材の確保に努めている。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○配置人数（スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者を５７名任用） 

  小学校     ： ４３人 

中学校     ： ４４人 

高等学校    ： １４人 

   中等教育学校  ：  １人 

   特別支援学校  ：  ４人 

   教育委員会等  ：  ３人 

○配置校数 

小学校     ：１６６校 

中学校     ： ８１校 

高等学校    ： ２７校 

   中等教育学校  ：  １校 

   特別支援学校  ：  ５校 

   教育委員会等  ：  ３箇所 

○スクールカウンセラーの資格について 

スクールカウンセラー（公認心理師・臨床心理士） ５４人 

スクールカウンセラーに準ずる者  ３人 

○主な配置形態について（配置時間等については，複数記載してもかまわない。） 

◎単独校    高等学校７校 (隔週：１日６時間) 

        教育支援センター３箇所 (週５日：１日５時間) (週１日：１日７時間) 

◎拠点校    中学校７１校（週１日：１日４時間，５時間，６時間，７時間) 

徳島県教育委員会 



    高等学校７校（週１日：１日４時間，５時間) (週５日：１日５時間) 

    中等教育学校１校(週１日：１日６時間) 

特別支援学校１校(週１日：１日５時間) 

    ◎対象校  小学校１６６校，中学校１０校，高等学校１３校，特別支援学校４校 

教育支援センター３箇所 

◎県教育委員会配置（県立学校への要請派遣）令和２年度：１４０時間／年間，派遣校数７校 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法  

徳島県スクールカウンセラー設置要綱及び活用実施要綱を作成し，公立学校の校長会，生徒指導主事研修

会等においてスクールカウンセラーの活用について周知した。また，スクールカウンセラー活用ガイドライ

ンを作成し，スクールカウンセラーの効果的な活用や業務に当たって配慮すべき事項について通知した。 

②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

効果的な活用を推進するため教職員向けのチラシを作成し，教職員への理解促進に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）研修対象 

○連絡協議会・・・スクールカウンセラー，スクールカウンセラーに準ずる者及び拠点校スクールカウン

セラー担当教員 

○徳島県スクールカウンセラー委員会研修会・・・スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準

ずる者 

※徳島県スクールカウンセラー委員会は徳島県公認心理師・臨床心理士協会の下部組織であり，当委員

会主催研修会への参加もスクールカウンセラー任用の条件としている。 

（２）研修回数（頻度） 

○連絡協議会・・・年３回開催 

○徳島県スクールカウンセラー委員会研修会・・・隔月開催 

（３）研修内容 

○スクールカウンセラーの職務と役割，関係機関との連携についての協議 

○スクールカウンセラー等と教職員との連携を深めるための大学教授等による講演 

○スクールカウンセラーが対応したケースをもとにした事例検討会 等 

（４）特に効果のあった研修内容 

○スクールカウンセラーが対応したケースをもとにした事例検討会 

事例の対応について，スーパーバイザーの適切な指導・助言により，スクールカウンセラーの資質の向

上につながった。 

○スクールソーシャルワーカー，スクールロイヤーとの連絡協議会 

 スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，スクールロイヤーとの連携による教育相談体制

の充実について協議し，支援体制の構築に努めた。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 

○活用方法   スクールカウンセラーへの指導・助言及び研修会の企画運営 

スクールカウンセラーの選考委員 

（６）課題 

解決しなければならない問題が複雑化，多様化，深刻化している。教職員に対してのスクールカウンセラ

ーの周知や，スクールソーシャルワーカー，スクールロイヤー等との連携によるチーム学校の機能強化を推

進する必要がある。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】不登校に関する事案への活用事例（①不登校，⑩発達障害）＜拠点校配置＞ 

中学校男子生徒は入学後普通学級に在籍し，２学期中旬から不登校状態となる。生徒は小学校低学年時

に ADHD の診断を受け，服薬を継続している。入学後に生徒間でのトラブル等もなかった。不登校状態が

続いていることで学校はスクールカウンセラーに面談を依頼し，生徒，保護者共に数回の面談を行った。 

面談後，対人関係や学習面での学校生活への適応の難しさが原因と推察された。そこで，学校と情報を

共有し，関係機関との連携を行い，発達検査を行った。結果，通常学級の継続は生徒にとって難しさがあ

ると推測を行い，特別支援学級の入級について学校から保護者に提案する。学校と生徒，保護者ともに数

度の面談を行い，次年度の入級を進めた。生徒も特別支援学級での少人数学習を行うことにより，学校生

活を前向きにとらえることができ，状況が改善に向かっている。生徒の不安を取り除くことができるよう

次年度も継続して支援を行う予定である。 

 

【事例２】家庭環境に問題を抱えた生徒の活用事例（①不登校，⑬児童虐待）＜対象校配置＞ 

母子家庭で兄弟が多い。経済的に不安定であり，母親も生徒の状態にあまり関心を示さない。生徒が登

校時には，忘れ物も多く，学校内外でのトラブルなどにも解決に向けて，母親の協力は得られにくい状態

にある。教員の依頼から母親との面談につなげることができたが，当初は兄弟げんかをスクールカウンセ

ラーに丸投げするなど解決に向けての意思はあまり見られなかった。しかし，数回にわたる母親との面談

後，家庭への支援が急務であることを教職員と情報共有し，学校が関係機関との連携を進めることになっ

た。 

 本県では県教育委員会と県警察本部少年サポートセンターを中心に，市町村教育委員会，所轄警察署，

青少年育成補導センター，児童相談所，市町村福祉部局，少年鑑別所，保護観察所，スクールソーシャル

ワーカー等と連携し「阿波っ子スクールサポートチーム会議」を行っている。本事例への対応においても，

様々な角度・視点から児童生徒，家庭への支援の在り方について，教員，関係機関とともに，「阿波っ子

スクールサポートチーム会議」を開催し，スクールカウンセラーと連携を取りながら，その後の継続的な

指導につなげることができた。 

 

【事例３】ヤングケアラーによる不登校事案への活用事例（⑯ヤングケアラー）＜拠点校配置＞ 

女子生徒は，ひとり親家庭で，小学校に弟がいる。中学校入学当初から学校を休みがちであったが，登

校できた時は友人と元気に過ごすこともできている。母親は病気がちであり，家庭は経済的に厳しい状況

であった。欠席が次第に増えてきたこともあり，担任がスクールカウンセラーへ相談を行い，カウンセリ

ングの実施につなげることができた。そこで，朝食をほとんど食べていないこと，その他の食事も女子生

徒と弟が自分で準備するという状況が見えてきた。学校は，関係機関，スクールカウンセラーを交えてケ

ース会議を行い，今後の支援方法について共通理解を図った。 

      スクールカウンセラーは，養護教諭と連携をとりながら生徒の思いの聞きとりを行った。そして，関係

機関との連携に対する生徒の不安の解消に努めた。また，家庭に対しても学校，スクールソーシャルワー

カー，関係機関が連携し，支援を行っている。その過程で，スクールカウンセラーも母親の不安を取り除

けるようカウンセリングを行った。こうした取組を続けた結果，女子生徒の生活は安定に向かい，欠席も

減少傾向にある。今後も安心して相談ができる場を提供できるよう，支援を継続していく。 

 

【事例４】心の授業の活用事例（⑱教育プログラム）＜拠点校配置＞ 

      拠点校では「心の授業」として全学年対象に授業を行っている。担任，学年団と打合せや役割分担し，

毎年行っているが，今年度は，臨時休校による不安やストレスも心配されたため，「自分の心の調子を意



識した授業」や「ストレスの対処法」，「リラクゼーションについて」などを中心に行った。授業後，ア

ンケートも実施し，結果について担任と情報共有を行うことによって，相談につなげることができた。ま

た，授業中に出てきた心の状態を表すキーワードを用いて，生徒が登校時や不調を訴えたときに担任が生

徒の心の状態を確認することによって，教職員に自分の苦しさを訴えることが容易になるなどの効果も見

られた。特に，思いがけない生徒のサインに気付けたことや，苦しさを訴えていた生徒の深刻さを再確認

したりすることで，重大な事案に至る前に早期発見，支援，対応を行うことにつながっている。 

 

 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

スクールカウンセラーの小中連携型配置により，中学校へ進学しても原則として同一のスクールカウンセ

ラーに相談できるため，児童，保護者も安心して相談を受けることができており，相談件数も増加している。

中一ギャップへの対応としても，小中学校の円滑な接続が可能となり，不登校やいじめ等の未然防止につな

がった。 

本県では，平成２９年度から，県立学校２校と教育支援センター１箇所にスクールカウンセラーを常勤的

に配置し，その効果について検証を行っている。スクールカウンセラーが常勤・常駐することで，継続した

支援を展開することができており，生徒・保護者にとって大変心強い存在になっている。また，カウンセリ

ングだけでなく，心理に関する授業の実施や教職員への研修等についても計画的に実施することができ，問

題行動等への未然防止，教職員の指導力の向上に役立っている。 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

   ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題，課題の原因，その解決に向け実施した取組 

   ＜課題の概要＞ 

未配置の県立学校や教育支援センターへの配置拡充が求められている。また，児童生徒の生徒指導上の 

諸課題が複雑化・多様化する中，スクールカウンセラーと他の専門家との連携の在り方が課題である。 

＜課題の原因＞ 

平成２９年度から不登校児童生徒数が増加しており，不登校児童生徒への支援のため教育支援センターの

機能強化が必要である。 

学校だけでは対応が困難な事案に適切に対応するには，専門家が有機的に連携するネットワーク体制の構

築が必要であり，専門家と学校との効果的な連携方法や活用内容について検証する必要がある。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

令和２年度，県立学校２校，教育支援センター５箇所への配置を拡充し，未配置の県立学校や教育支援セ

ンター，放課後子供教室へも要請に応じて派遣できる体制を整備した。 

学校等に配置・派遣しているスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールロイヤーに

よる連絡協議会を開催し，互いの職務を理解し，連携を深めることで，専門家の知識や技能を集約・活用す

るためのネットワーク体制の構築に取り組んだ。 

②今後の課題，課題の原因，その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

児童生徒の生徒指導上の諸課題が複雑化・多様化する中，学校だけでは解決が困難な事例が増加し，スク

ールカウンセラーと他の専門家が連携できる体制の構築が課題である。 

＜課題の原因＞ 

児童生徒の抱えている問題や置かれている環境は複雑化・多様化・深刻化しており，スクールカウンセラ

ーと他の専門家の連携が必要となる機会が増加している。 

＜解決に向けた取組＞ 

学校等に配置・派遣しているスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールロイヤーに

よる連絡協議会を設置し，連携を強化するとともに，専門家と学校との効果的な連携方法や活用内容につい

て検証に取り組んでいる。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

学校におけるいじめ等の問題行動等に対応するため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知

識・経験を有するスクールカウンセラー等を配置し、いじめ等の問題行動等の早期発見・早期対応や未然

防止に資するとともに、教育相談体制の充実を図っている。 
 
（２）配置・採用計画上の工夫 
 ・ 中学校を拠点校として、公立の中学校区（すべての公立小・中学校）にスクールカウンセラーまたはス

クールカウンセラーに準ずる者（以下「ＳＣ」という）を配置している。 

・ すべての公立高等学校および県立中学校、県立特別支援学校にＳＣを配置している。 

・  全体の年間配置時間や日数等は、学校の児童生徒数および不登校数等の状況、学校の要望等を踏まえて

教育委員会が決定している。 

 ・ 学校に同じＳＣを複数年継続配置し、学校の状況に対応できるようにしている。また、同一中学校区の

小・中学校に同じＳＣが対応できるようにし、小中連携が効果的に行えるようにしている。 

 ・ いじめ・不登校・暴力行為等への対応として、すべての小学校でＳＣを有効活用できるよう、小学校の

配置時間を年間 24時間から 36時間とした。（平成 28年度～） 

 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数・配置校数】 
校 種 配置人数 配置校数 

小学校 ５２人 １５１校 

中学校 ５３人  ６７校 

高等学校 １７人  ３０校 

特別支援学校  ５人   ８校 

教育委員会等  ４人  ２か所 

【資格】 

◆スクールカウンセラー 

①公認心理師 ３人  ②臨床心理士 １０人  ③ 公認心理師と臨床心理士の資格を所持 ４７人 

◆スクールカウンセラーに準ずる者 

①大学院修了（経験１年以上） ２人   ②大学・短大卒業（経験５年以上） １人 

  ③医師（経験１年以上） ０人      ④上記①②２つに該当する者 １人   

④上記①～③以外の者で地方公共団体が認めた者 ５人 

【主な勤務形態】 
単独校 ０中学校  ０小学校  ０高等学校   ２特別支援学校（月１回・１回４時間） 

    １教育支援センター（月２回・１回４時間） 

拠点校 ６７中学校（週１回・１回４時間）    ６高等学校（週１回・１回４時間） 

    ３特別支援学校（月１回・１回４時間） 

対象校 １５１小学校（月１回・１回４時間） ２４高等学校（週１回・１回４時間） 

    ３特別支援学校（月１回・１回４時間） 
 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
・ ＳＣの効果的な活用等についての内容のスクールカウンセラー活用ガイドラインを策定し、連絡協議会

において、周知している。 

 ・ ＳＣ活用ナビを作成し、各学校に配布するとともに、県教育委員会ホームページでも公開している。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
・ 年２回、県立学校の教頭、教育相談担当教員、ＳＣ、スクールソーシャルワーカー（以下「ＳＳＷ」と

いう）が出席して連絡協議会を実施したり、各学校において教育相談の校内研修会を設定したりしている。 

・ 年２回、小中学校のＳＣを対象に、研修会等を実施し、各学校の教育相談体制の充実を図っている。 

香川県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 
  対象ａ 公立小・中学校に派遣するＳＣ 
  対象ｂ 県立高校・中学校に派遣するＳＣ・ＳＳＷ、県立学校の教頭・教育相談担当者、 

教育委員会担当者 
    対象ｃ 県立特別支援学校に派遣するＳＣ、特別支援学校の教頭・教育相談担当者 
 

（２）研修回数（頻度） 
対象ａ 年２回       対象ｂ 年２回       対象ｃ 年２回 

 
（３）研修内容 

対象ａ 
 スクールカウンセラー１年目研修 
 ・ 講話「スクールカウンセラーと学校の連携」 
 ・ 協議「有効な教育相談体制づくりに向けて」 
 
 スクールカウンセラー連絡協議会 
 ・ 講話「ＳＣ等活用事業の方針について」 
 ・ 講話「ＳＣ等活用事業の効果と課題について」 
 
対象ｂ・ｃ 

    第１回教育相談連絡協議会 
・ 情報提供 【資料】文部科学省 スクリーニングテスト活用ガイドについて 

 【資料】心と身体のチェックリスト、教職員用チェックリスト活用について 
       【資料】ＳＶより 
       【資料】合理的配慮について 
 
第２回教育相談連絡協議会 
・ 研修「ネット・ゲーム依存予防対策について」 
・ 協議「今年度の教育相談体制の状況及び課題」 
・ 講演「自殺予防の基礎を学ぶ ～自殺予防のために私たちができること～」 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

・ 専門的な見識をもつ講師による講演 
    新しい見方や対応の仕方についての情報を共有 
    講師が経験した具体的事例の成果と課題を共有 
    子どもたちを取り巻く現状についての情報を共有 
        「自殺予防対策」に関する講演では、実際に精神保健福祉センター、専門性の高い臨床心理士

の講話を拝聴することができ、学校での対応の際に参考となる内容だった。 
 ・ 具体的な事例をもとにした協働の在り方についての協議 
    早期発見、早期対応のための連携の在り方 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  有（小中学校で設置） 
○活用方法 
  香川県臨床心理士会と連携し、学校やＳＣの求めに応じて、豊富な経験と専門的な知識を有する臨床
心理士が、若年ＳＣへのサポートや困難な事案への支援を行っている。 

  派遣申請があった場合は、年間 20 回程度、スーパーバイザーをＳＣが勤務する小学校または中学校
へ派遣する。 

 

（６）課題 
・ 感染症対策で参集型の研修が困難なため、情報交換や協議の機会や時間が減少している。 
・ 教職員の負担を大きくせず、効果的な研修とするための内容や日程の設定について検討が必要である。 
・ 高等学校・特別支援学校へのスーパーバイザーの設置。 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
 

【事例１】不安傾向の強い生徒への活用事例（④友人関係、⑥家庭環境、⑦教職員との関係、⑨学業・進路） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  こだわりや不安傾向が強く、友人、家族、教職員など周囲の人たちとの関係や学業・進路等について、い

ろいろな悩みを抱え込んでいる生徒が、継続して教育相談を受けている。その時々の状況により、周囲の人

に嫌われているかもしれないとか、将来どうしていったらいいのか等、様々な不安を口にするが、ＳＣに定

期的に話を聞いてもらえるという環境をつくったことで、不安があっても大丈夫だという安心感が生まれ、

日常生活の安定につながっている。じっくり話を聞いてもらったり、担任に対する気持ちをＳＣから伝えて

もらったりすることで、とても落ち着けるようであり、教育相談を継続している。 

 

【事例２】虐待を受けている疑いがある生徒のための活用事例（⑬児童虐待） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  遅刻や欠席が多くなっている生徒に対し、ＳＣがカウンセリングを行ったところ、保護者が家計を管

理することが難しい状況で経済的に苦しく、ネグレクトに近い状況であることが分かった。生徒本人が

頼れる人がおらず、進学希望もあったが相談できずに負担になっていたため、気持ちの面ではＳＣがサ

ポートしながら、奨学金の提案等は教員が行うことで生徒の安心感につながった。進学に向けて、希望

が実現できるよう準備できた。 

 

【事例３】ヤングケアラーが疑われたきょうだいへの活用事例（⑯ヤングケアラ―） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  母親、中２姉、小４弟、小２妹の４人で生活している。夏休み以降、姉の欠席が徐々に増えてきた。10月

にＳＣが姉と面談したところ、母親が精神的に不安定で、母親が一日中寝ているときは、姉が買い物や夕食づ

くりをしていることが分かった。そこで、姉の学級担任が母親にＳＣとの面談を提案し、10月末に実現した。

母親とＳＣとの面談では、母親自身も近くに身寄りがなく頼るところがないこと、今後の生活に大きな不安を

もっていることなどが分かった。ＳＳＷや市の子育て支援課の職員も交えたケース会では、母親の安定に向け

て関係機関とのつながりや今後の支援について話し合われた。姉は週明けに欠席するなど、休みがちな状況に

大きな変化は見られないものの、ＳＣは姉と定期的に面談して心理面をサポートし、ＳＳＷは市の福祉部門と

連携をとりながら、きょうだいの生活の安定と保護者の自立を視野に入れた支援を継続している。 

 
【事例４】子どもを理解するための活用事例（⑰校内研修） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

・ 夏季休業中に「子どもを理解するためのポイントと関わり方」という内容で、アセスメント、思春期の発

達等、支援のポイントなどの講義をＳＣが教職員を対象に行った。グループ協議も計画していたが、感染症

対策のため講義形式の研修となったが、事例を交えての講話で有意義であった。 

・ ＳＣが講師となり、「アンガーマネジメント」と「アサーショントレーニング」の講話・演習を校内研修

の時間に実施した。気持ちを落ち着かせて対応する具体的な方法や、相手のことを尊重しつつ自分の思いを

伝える手立てについて、体験を交えながら学ぶことができた。ＳＣの専門性を生かした充実した研修となっ

た。 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
・ 令和２年度のＳＣの相談実績は、小・中学校の合計相談者数が、のべ 18,749 人（ＳＣ一人当たり約 360

人）であり、児童生徒や保護者及び教員に対して効果的にカウンセリングが行われている。 

・ 小・中学校における「1,000 人当たり不登校児童生徒数」は、全国の値を下回っている。ＳＣの有効な

相談活動や不登校の未然防止の取組の充実があったと考えている。 
 

年 度 H27 H28 H29 H30 R01 

1,000 人当たりの 

不登校児童生徒数（人） 

香川県 12.4 12.4 13.4 15.0 14.6 

全国 12.6 13.5 14.7 16.9 18.8 

香川県－全国 -0.2 -1.1 -1.3 -1.9 -4.2 

 

・ 公立高校の状況について、令和２年度は、４、５月が感染症対策による長期休業であったことも影響し

たと考えられるが、昨年度と比べ、不登校生徒数は減少し、指導の結果登校するまたはできるようになっ

た生徒の割合も 34.6％と改善している。指導中の生徒のうち、継続した登校には至らないものの好ましい

変化が見られるようになった生徒も多数見られ、指導中の生徒にも引き続き根気強い支援が必要だと考え

ている。 

・ 数値で表すことが困難であるが、生徒、保護者の悩みや思いに対して、じっくりとカウンセリングで聞

きとっていただき、困ったことがあれば学校にはＳＣがいてくれるという安心感を生徒、保護者がもつこ

とができ、それが合わせて教員の安心感にもつながっている。 

・ 特別支援学校では、児童生徒が学校という慣れた環境で、教師や保護者を気にすることなく、カウンセ

リングを受けることができるようになった。カウンセリングを受けた人は継続して相談するケースが多

く、その効果の高さを物語っている。また、専門性の高いＳＣが関わることで、担任や保護者がケースを

抱え込むことなく、個々の対応の仕方について援助や助言を受けることで、対応力を高めることにもつな

がった。 

新型コロナウイルス感染症拡大により、感染や将来に対する不安を訴える生徒もいたが、じっくり話を

聞いてもらうことで、不安が和らいだケースもあった。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
・ ＳＣ個々の経験や力量の差から、ＳＣが学校のニーズに応えきれていない状況が見られる。逆に、学校

がＳＣの専門性を生かし切れていない状況も見られる。 

・ 学校からはＳＣの相談時間について増加希望が多いが、希望に沿うことができていない。 

・ ＳＣとＳＳＷの派遣時間が少ないため、日程の調整が困難で連携がとりにくい。 

・ 希望のあったケースだけでなく、担任からみて必要と思われる児童生徒の教育相談や教職員とのコンサ

ルテーションの時間も設定し、より効果的にＳＣを活用する。 

 

＜課題の原因＞ 
 ・ 教職員の研修機会が少なくなったことで、有効事例の共有や情報交換、ＳＣの効果的な活用方法の周知

等が十分にできなかった。 

・ 予算が限られており、学校の希望する派遣時間を確保できていない。ＳＣの配置時間が少ない。 

・ ＳＣの存在や効果について、教職員や保護者の認識が十分ではない。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 
・ 小中学校では、令和２年度よりスーパーバイザーを設置し、経験の浅いＳＣへの助言や困難事案への

フォローアップ等、支援体制の強化を図った。 

・ 高等学校・特別支援学校でもスーパーバイザー設置に向けて、広くスーパーバイザーの役割や必要性

等について周知し、予算確保や各ＳＣが活用しやすい制度づくりを進める。 

・ ＰＴＡ総会や「スクールカウンセラーだより」でＳＣの取組について紹介した。 

・ 全校が参加する研修で講話をしてもらったり、ケース会に参加して助言をしてもらったりした。 



 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・ 学校ごとのＳＣ配置人数が、ほとんどの学校で１名であるため、ＳＣ個々の経験や力量の差が、各学校

の教育相談の充実度の差につながっている状況がある。 

・ 高等学校・特別支援学校でも、経験の浅いＳＣがスーパーバイズを受けることができるよう、スーパー

バイザーの設置が必要と考えられる。 

・ 新型コロナウイルス感染症による不安も広まっている中、相談人数や件数の増加が顕著であるが、派遣

時間は以前から増加できておらず、相談希望に十分対応できていない。 

 

＜課題の原因＞ 

・ 経験の浅いＳＣや教育相談担当教員等を対象とした研修の機会が十分に確保できていない。 

・ 高等学校・特別支援学校で、スーパーバイザー制度を設置できていない。 

・ ＳＣの派遣時間数が限られており、時間数が不足している。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・ 研修機会の確保、充実を通して、ＳＣ個々の資質向上を図るとともに、学校の組織的な教育相談体制の

確立を図る。 

・ 高等学校・特別支援学校でのスーパーバイザー設置に向けて、広くスーパーバイザーの役割や必要性等

について周知し、予算確保や各ＳＣが活用しやすい制度づくりを進める。 

・ 引き続き、ＳＣの派遣時間増加に向けて予算確保できるよう努めるとともに、限られた時間でＳＣから

有効な助言をいただけるような体制づくりを検討するなど、各校の好事例を共有する。 

・ 特別支援学校では、ＳＣが月 1回の来校のため、「教育相談カード」を通して、相談者の近況を担任か

らＳＣに伝えておき、その情報をもとに、スムーズな相談ができるようにしている。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

市町が設置する小中学校に、児童生徒の臨床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有する者をスクー

ルカウンセラー等（スクールカウンセラー又はスクールカウンセラーに準ずる者。以下「ＳＣ等」という。）

として配置又は派遣することにより、教育相談体制の充実を図る。 

（２）配置・採用計画上の工夫 
愛媛県では、中学校区程度の地域を単位とし、その地域にある中学校を拠点校としてＳＣ等を配置してい

る。そして、必要に応じて拠点校から近隣の小学校にＳＣ等を派遣している。 

また、拠点校に配置しているＳＣ等を、ＳＣ等の配置されていない小中学校（以下「要請訪問校」という。）

に年１回派遣（以下「要請訪問」という。）することとしている。 

さらに、ＳＣ等の年間の勤務計画日数を超えて、拠点校及び要請訪問校にＳＣ等を派遣することができる

こととしている。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
ア 配置人数・資格 

   ① ＳＣについて 

    ○ 公認心理師              ３人 

    ○ 臨床心理士              ８人 

    ○ 公認心理師・臨床心理士        29人 

    ○ 公認心理師・臨床心理士・大学教授等  ２人 

② ＳＣに準ずる者について 

    ○ 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

１年以上の経験を有する者        ２人 

    ○ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者      18人 

イ 配置校数 

   ① 小学校 271 校 

   ② 中学校 127 校 

  ウ 勤務形態 

① 拠点校          100 中学校   

② 対象校（配置計画なし）  254 小学校 

③ 単独校           17 小学校 

④ 単独校           27 中学校 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 
① 活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

活動方針等に関する指針は策定していないが、本事業の実施要項に示しているＳＣ等の職務内容等を

基に市町教育委員会が事業実施計画書を策定し、各学校に周知している。また、例年、県教育委員会主

催の生徒指導主事研修会においても、ＳＣ等の活用に関する指導、助言を行っている。 

  ② 研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
ＳＣ等連絡協議会を管内別に年１回開催し、学校の特性に応じたカウンセリング等の方法、教職員と

の役割分担や連携の在り方などに関する情報交換を行うなど、ＳＣ等の資質向上を図っている。 

    教職員の理解促進に向けた取組としては、平常時にＳＣ等が配置されていない要請訪問校に対して、

４～６月の間を目途に各校１回ＳＣ等を派遣し、本事業について説明するとともに、必要に応じてＳＣ

等を活用するよう周知を図っている。 

 
 
 
 
 

愛媛県教育委員会 

平常勤務（年３９日・１回４時間） 

要請訪問（各校１日・１回４時間） 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】学校とＳＣの連携を高めた事例（①不登校、⑤非行・不良行為）＜拠点校配置＞ 

ＳＣとの連携・協働を図り、教員間でも情報を共有することで、多くの事案に組織的な対応を取ることが

でき、生徒や保護者の悩み、問題行動等への早期対応や早期解決につながった。また、ＳＣが教員に対して

カウンセリングの専門家としてケースに応じた指導助言を行うとともに、学校の研究体制に参与して指導助

言をすることで、教員が自信を持って生徒や保護者に適切な対応を行うことができた。急を要するカウンセ

リング依頼に対しても、ＳＣが臨機応変に対応し、心のケアが必要な生徒や保護者に対して、早急な対応が

できた。平常においては、スクールカウンセラー便りを拠点校、接続校ともに発行し、児童生徒、保護者へ

の啓発活動を行い、よりカウンセリングを受けやすい環境づくりができた。 

【事例１】コロナ禍におけるメンタルケアの事例（➇心身の健康・保健、⑪小中連携）＜拠点校配置＞ 
年度当初は、ＳＣと生徒の接触が難しい状況だったが、５月半ばからは、保護者の許可を得て、ＳＣと生

徒との面接を再開した。同時に、コロナ感染者への差別や偏見によるトラブルがメディア等で報道され始め

たことを受け、ＳＣが生徒・保護者に対するメッセージを作成し、学校のホームページに掲載した。ＳＣに

よる定期的な小学校訪問も例年通り実施したが、今年度は特に小学校の保護者からの相談が多く、訪問日で

は足りずに中学校まで何度も来る保護者もあった。相談内容としては、コロナ禍による在宅勤務で夫による

ＤＶ被害が増したことや、子供がストレスを抱えて親子関係が悪化したことなどがあった。 

【事例１】受容的で信頼度の高いＳＣの事例（①不登校、④友人関係、➇心身の健康・保健）＜拠点校配置＞ 
  今年度、拠点校での年間相談件数は 160 件程度あり、毎週継続して相談活動を行う生徒も多かった。また、

教育相談週間の際にＳＣとの相談活動を希望する生徒もおり、拠点校の多くの生徒が、相談する相手として

ＳＣを必要としていることがうかがえた。相談内容は、不登校に関すること、心身の健康や保健に関するこ

と、友人関係、家庭の問題など、多岐にわたった。常に温かく受容の態度で寄り添い、適切にアドバイスを

するＳＣの存在は、問題や悩みを抱えている生徒にとって大切な存在であり、相談することで好転に向かっ

た事例が多かった。 

 
 
  

（１）研修対象 
県内のＳＣ等 

（２）研修回数（頻度） 
年１回 

（３）研修内容 
○ 学校との連携 
○ 相談員、ＳＳＷ等との連携 

○ 接続校、他機関（病院、適応指導教室等）との連携 

○ 情報交換 

（４）特に効果のあった研修内容 
情報交換の機会を設けたことが、参加者の悩みの解決につながっただけでなく、ＳＣ等としてのつながり

も深まり、効果的な研修となった。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ ＳＶの設置（ 有 ） 
○ 活用方法 

ＳＣ等に対する指導、困難な事例、状況に対する指導・支援、児童生徒のカウンセリング等に関して

必要と認められる指導・支援 

（６）課題 
予算に限りがあるため、スーパーバイザーを年間 10 日間（１回４時間）しか派遣できない。 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
県では、全ての公立小中学校に派遣できる体制を整えており、拠点校方式におけるＳＣ等の配置率は、年々

増加傾向にある。実績報告書から判断すると、相談内容が多様化する中、臨床心理士等の専門的なカウンセ

リングにより、課題解決につながった事例が多く、一定の成果が得られている。また、各学校では、ＳＣだ

よりの発行やホームページを活用しての発信等、外部へ効果的な周知を図ったり、教職員や保護者を対象と

した研修会が開かれたりするなど、児童生徒へのきめ細かな相談体制を構築することで、諸課題の早期発見・

早期解決につながっていると考えられる。 

（２）課題と課題解決に向けた取組 
  ① 昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
   ＜課題の概要＞ 

平成 30 年度と同様に、ＳＣ等の人員確保が課題である。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により、児童生徒自身の問題ではなく、家庭の経済状況等、家庭環境の変化による相談が増えつつあ

り、今まで以上に関係機関と連携した支援が必要と考える。 

＜課題の原因＞ 
予算に限りがあるため、市町の希望通りに、ＳＣ等の増員及び配置することは困難である。また、Ｓ

Ｃ等やスクールソーシャルワーカーがそれぞれに対応しているため、連携が不十分である。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
ＳＣ等やスクールソーシャルワーカーが合同で参加する研修会を実施するなど、情報交換の場を設

け、学校と関係機関の連携を強化する。 

② 今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 

   接続校（小学校）におけるＳＣ等の相談活動の活用促進が課題である。併せて、ＳＣ等が拠点校（中

学校）だけに留まらず、必要に応じて家庭や地域等に出向く可能性を視野に入れた幅広い相談活動を考

えていく必要がある。 

＜課題の原因＞ 
   接続校におけるＳＣ等の相談活動について、接続校の児童、保護者、教員に対して周知し、理解を得

ることが不十分であることが原因と考えられる。 

＜解決に向けた取組＞ 
拠点校だけでなく、接続校における相談活動について、ＳＣが計画的かつ積極的に接続校の児童、保

護者、教員に対して周知し、理解を得て、接続校における相談の機会を実際に設けていくよう指導する。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

    市町村（学校組合）立の小学校・中学校・義務教育学校・教育支援センター及び県立中・高等学校、特別支援学校におい

て、児童生徒、保護者及び教員の様々な不安・悩み・ストレスに関するカウンセリング及び助言・援助を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

    本県における配置計画については、以下の点を重点目標として配置を行っている。 

    ①学校規模に応じた配置時間の設定。 

    ②小中学校間でスムーズな支援の接続ができる小中連携配置。 

    ③生徒指導上の課題が大きい学校の相談体制を強化するための重点配置。 

    ④教育支援センターを拠点としたアウトリーチ型支援を強化するための配置。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

   【配置人数】 

    小学校   ： ６４人 

    中学校   ： ５６人 

    義務教育学校：  ２人 

    高等学校  ：  ２人 

    中等教育学校：  ０人 

    特別支援学校：  １人 

    教育委員会 ： １１人 

 

【配置校数】 

    小学校   ：１８８校 

    中学校   ：１０２校 

    義務教育学校：  ２校 

    高等学校  ：  １校 

    中等教育学校：  ０校 

    特別支援学校：  １校 

    教育委員会 ： １１校 

 

   【資格】 

    （１）スクールカウンセラーについて 

       ①公認心理師：４５人 

       ②臨床心理士：４９人 

       ③精神科医 ： ０人 

       ④大学教授等： ３人 

       ⑤上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者   ： ０人 

 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

       ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を

有するもの   ：９人 

       ②大学もしくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について５年以上の経

験を有する者  ：１２人 

 

【主な勤務形態】 

  単独校  ２０小学校   （週１日７時間・週１日６時間・週１日４時間） 

       ２５中学校   （週２日７時間・週１日７時間・週１日６時間） 

高知県教育委員会 



（週１日 3.5 時間） 

        ２義務教育学校（週１日７時間） 

        １高等学校  （週１日４時間） 

        １特別支援学校（週１日７時間） 

       １１教育支援センター（週２日７時間・週１日７時間） 

  拠点校  ３２小学校 

       ７１中学校 

  対象校 １３６小学校 

        ６中学校 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  【策定状況】 

   ・高知県スクールカウンセラーガイドブック   平成 15 年３月     高知県教育委員会 

   ・スクールカウンセラー等派遣要綱       平成 13 年４月５日   高知県教育長決定 

   ・スーパーバイザー設置要綱          平成 23 年４月１日   高知県教育長決定 

   ・緊急学校支援チーム要綱           平成 25 年４月１日   高知県教育長決定 

 

 【周知方法】 

   ・スクールカウンセラーには、辞令交付式で周知。 

   ・スクールカウンセラー担当者には、活用事業説明会で周知。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

   スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、全公立学校に配布している校内研修資料の中で、スクールカウンセ

ラーの効果的な活用についての内容を盛り込み、活用促進を図っている。特に、校内支援会へスクールカウンセラーを参加さ

せ、専門的な見立てを基に支援を行うことについては周知徹底している。 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

 

（１）研修対象 

    スクールカウンセラー、スクールカウンセラーに準ずる者、臨床心理士 

 

（２）研修回数（頻度） 

    年間４回（令和２年度は６回実施予定であったが、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から４回に縮小） 

 

（３）研修内容 

回 講演内容 講師 

１ 不登校支援に関して学校が「できること」と「すべきでないこと」 鳴門教育大学大学院 

小倉 正義 

２ 災害時の子どもの心のケア：COVID-19 による感染症災害における医療

－教育連携を中心に－ 

高知大学医学部 

寄附講座児童青年期精神医学 

高橋 秀俊 

３ 「不登校支援」をかぶいてみる（傾いて試る） 鳴門教育大学大学院 

粟飯原 良造 

４ 学校が求める SC の役割等について考える 

－SC 自身のあり方を振り返る－ 

高知県スクールカウンセラー 

スーパーバイザー 

池 雅之 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

    第４回の研修では、高知県スクールカウンセラースーパーバイザーの池雅之氏から「学校が求めるスク

ールカウンセラーの役割等について考える」というテーマにて、高知県の生徒指導上の諸課題の現状や課

題を踏まえ、高知県のスクールカウンセラーに求められる役割や内容についてご講演いただき、力量形成

を行った。研修後アンケートでは、「スクールカウンセラーとして基本的姿勢について再確認させていた

だくと共に、学校が求めるスクールカウンセラーの働き方を具体的に整理して学ぶことができた。」「不

登校という事象だけでなく、その背景にある様々な問題、課題を見過ごさないためにも、スクールカウン

セラーの役割は何なのか、どんなことができるのか、学校と連携していくことの必要性を痛感しまし

た。」等、意識的に取り組もうとする感想が多くあった。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（○有・無） 

○活用方法 

  （１）スクールカウンセラー等への指導・助言 

     ・配置校における指導・助言 

     ・初任者及び採用３年目までのスクールカウンセラー等への重点的指導・助言 

     ・相談室での指導・助言 

  （２）学校への支援 

     ・スクールカウンセラー等の配置校における支援 

     ・生命等に係る事案における派遣 

     ・生徒指導に係る事案における派遣 

 

（６）課題 

    採用年数が浅いスクールカウンセラーの専門性を高めることが喫緊の課題となっている。そのためにも、スクールカウン

セラー等研修講座、スーパーバイザーによる配置校や個別での相談の実施、採用年数の浅いスクールカウンセラーに対し、３

回以上スーバーバイズの実施等、力量形成に努めている。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】不登校初期対応でのＳＣによる父母支援事例（①）＜ＳＣの配置：拠点校配置＞ 

小学生の兄妹は、２学期半ばから遅刻と欠席が増えはじめた。担任や不登校担当の教員が家庭訪問に行った際、父親から兄の

暴力について話があったため、父親に配置ＳＣへの相談を勧めた。後日、母親の相談希望もあり、父母がそれぞれ配置ＳＣのカ

ウンセリングを受けた。カウンセリングでは、父母の子ども理解や子育てへの考え方に相違が見られ、特に思春期の特性が見ら

れ始めた兄への対応では意見が異なっており、家庭内での対立や父親の孤立が見受けられた。 

そのため、配置ＳＣによる兄妹の登校渋りや兄の暴力は、家庭の機能不全が要因の一つになっているとの見立ての基、アウト

リーチ型ＳＣと連携し、父親、母親それぞれの担当を分け、カウンセリングを行った。両ＳＣは、学校での兄妹の様子や父母の

心理状況を共有し、連携しながらそれぞれのカウンセリングを数回実施したところ、兄妹は担任や不登校担当の教員の支援を受

け、３学期には時々遅刻しながらも継続して登校できるようになった。また、兄が家で暴力を振るうこともなくなったことから、

父母のカウンセリングはそれぞれ年度末で終結した。 

 

【事例２】校内外の連携とＳＣによる心理支援事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

母親を亡くし、父親と生活している小学生姉弟の事例。小１の弟と生活している姉が、コロナ休校明けの心のアンケートに、

「ＳＣに相談したい」との記入があったためＳＣが面談を実施した。面談の中で姉は、「最近父親が些細なことでよく怒る。特

に弟が怒られる」「知らない女性が家に来る」ことを話し、「父親には絶対に言わないで欲しい」と訴えたため、ＳＣは姉が信

頼している担任に話をしても良いか確認し、同意を得た。 

ＳＣは面談後、管理職、担任、養護教諭と情報共有、今後の対応について協議し、担任が姉に、養護教諭が弟に聴き取りを行

うこととした。その後、聴き取った内容を校長が家庭児童相談センターに連絡し、以後、家庭児童相談センターと連携しながら、

日常的に担任と養護教諭が２人に話を聴き、家庭状況を見守る支援を行った。ＳＣは、定期的に姉のカウンセリングを実施し、

家庭状況を確認するとともに、姉の喪失体験へのケアに注力した。また、担任の働きかけにより、時々２人の面倒を見ている叔

母とＳＣとの面談が実現し、叔母へ姉弟の心情について伝えたところ叔母は理解を示し、学校と情報共有をしながら、見守りを

行うようになった。 

半年後、父親の心身の不調から状況が悪化し、姉から「家に帰りたくない」という相談が担任にあったため、児童相談所の一

時保護に至った。その後父親は医療機関を受診。一時保護の解除後は、父親との関係が改善したためか、姉からＳＣ面談の希望

はなく、ＳＣは担任や養護教諭と情報共有しながら、学校生活の中で見守りを続けた。 

 

【事例３】ヤングケアラーへのＳＣによる心理支援事例（⑯）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

  友達と遊びたいが遊べない、遊ぶ約束ができないと話す児童の事例。病気で体が不自由になった父と、外国籍の母との３人家

族で、近くに頼れる親族がいない家庭である。ＳＣが休み時間に校内巡回をした際、いつもと違い表情が暗い当該児童の様子が

気になり声をかけた。その時は相談等には至らなかったため、気になる児童として校内支援会に挙げた。学校は、当該児童の家

庭環境が厳しいことは大まかには知っていたが、詳細までは把握していなかったため、情報共有後、対応として当該児童へＳＣ

との面談を働きかけること、当該児童の様子についてこれまで以上に教職員やＳＣで情報共有する機会をとることを確認した。   

その後、当該児童をＳＣとの面談につなげることができ、面談の中では母は仕事で帰宅が遅くなることや父の介護の負担が大

きいことが明らかとなった。学校は当該児童の状況を、校内支援会で共有し、対応について協議を行った。協議の中で、当該児

童についてはＳＣ、家庭支援についてはＳＳＷを中心に福祉と連携し、支援することを確認し、継続的な支援につなげている。 

 

【事例４】教員を対象とした「児童虐待」についての校内研修事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  コロナ禍の中、生徒や家庭の様子が見えづらくなることが懸念されたため、児童虐待について校内研修を行った。事前にＳＶ

から助言をいただき学校の状況を見立ててもらうことで、学校の実態に合わせた研修が行うことができ、学校全体で気づきのア

ンテナを高めることができた。また、校内研修をＳＣとＳＳＷとで役割を分担して実施したことで、それぞれの立場での支援内

容等について具体的に話をすることができ、ＳＣとＳＳＷの役割が明確になり、教職員が相談しやすい環境となった。 

  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

    スクールカウンセラーへの相談人数は年々増加（Ｒ１：48,565 人→Ｒ２：54,914 人）しており、各学校において活用が

されている。令和２年度は、校内での研修会での助言（Ｒ１：107 件→Ｒ２：172 件）や授業の実施件数（Ｒ１：126 件→

Ｒ２：143 件）も増えており、スクールカウンセラーの認知、活用が高まっている。さらに、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカーを活用した校内支援会を年１０回以上実施している学校の割合は令和元年度より上昇しており（Ｒ

１：小学校 63.2％ 中学校 73.8％ 高等学校 58.3％→Ｒ２：小学校 66.3％ 中学校 75.7％ 高等学校 63.9％）、スクー

ルカウンセラーの専門的な見立てに基づいた組織的な支援体制が徐々に充実してきている。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

   校内支援会等での活用が進み、専門的な見立てや手立てについて意見を求められる機会が増えているが、学校のニーズに対

して、スクールカウンセラーの専門性や経験が十分でないことが増えている。 

 

＜課題の原因＞ 

  ・本県には、臨床心理士養成大学がなく、他県と比べて大学を卒業した者や大学院修士課程を修了した者で、有資格者数が少

ない。 

  ・専門性や経験の豊かなスクールカウンセラーが退職し、若年者や経験の浅い者が新規採用となっている。 

  ・スクールカウンセラーが定期的に自己研鑽できる機会を設けているが、十分に活用されていない。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・人材確保に向け、近隣の臨床心理士養成大学に本県の採用試験のスケジュールや勤務条件等について周知を行った。 

  ・スクールカウンセラー等研修講座での研修内容の充実を図り、幅広いテーマで研修を実施した。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

   スクールカウンセラーの活用が進んでいる学校がある一方で、スクールカウンセラーの専門性を児童生徒の支援に十分に活

用できていない学校もある。 

 

＜課題の原因＞ 

  ・高い専門性を有する人材を安定して確保することが難しい状況がある。 

  ・各学校からのスクールカウンセラーの配置希望時間に対し、十分な配置時間を確保できていない状況がある。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・今後も人材確保に向け、近隣の臨床心理士養成大学へ周知を行い、多くの人材が集まるようアナウンスを続けていく。 

  ・スクールカウンセラーが定期的に自己研鑽できる機会を保障していく。特に、採用経験の浅いスクールカウンセラーを対象

とした研修の充実に努める。また、採用３年目までのスクールカウンセラーには、スーパーバイズを年３回以上受けるよう

義務づけていく。 



 
 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識・経験を有する者等を、市町村立学校にスクール

カウンセラーとして配置し、それらを活用して学校における教育相談機能を高めるための調査研究を行

い、もって不登校やいじめ等の生徒指導上の諸課題の解決を図る。 
（２）配置・採用計画上の工夫 

平成１３年度から新たに活用事業として、臨床心理士等の「心の専門家」を県の非常勤職員として任

用し、中学校へ配置している。また、平成１７年度から、拠点校方式の活用によりＳＣ等を県内すべて

の公立中学校に配置している。さらに、令和２年度からはすべての公立小学校にも配置をしている。 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 ア 配置人数 

  小・中・義務教育学校   ：  １４２人    

  高等学校         ：   ４９人 

  特別支援学校       ：   １４人 

 イ 配置校数 

 小学校     ：  ４４３校   中学校     ：２００校 

  義務教育学校  ：    ４校   高等学校    ： ９４校 

  中等教育学校  ：    １校   特別支援学校  ： ２０校 

ウ 資格 

  （ア）スクールカウンセラーについて 

①公認心理師  １６人  ②臨床心理士  ３２人 

②公認心理師・臨床心理士（どちらも所有）１５０人 

  （イ）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修了、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

７人 
エ 主な配置形態 

小学校（義務教育学校前期課程含む）年７週・週８時間５６校、週４時間５７校、週２時間３３４校  

中学校（義務教育学校後期課程含む）週５日１回４時間６校、週１日１回８時間５６校 

                 週１日１回４時間１３７校 

高等学校（中等教育学校含む）   週１日１回８時間 

   特別支援学校           週１日１回７時間５校、週１日１回４時間１５校 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 
①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

「学校の生徒指導体制を高める専門スタッフの効果的な連携・協働Ｑ＆Ａ」（平成２９年３月）を策定し、

県教育委員会のホームページに公開している。また、学校及び市町村教育委員会には上記の活用を通知し

ている。 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

ア 教育事務所が実施する生徒指導担当者研修会や管理職研修会において、スクールカウンセラーの活用

に係る説明を行っている。 

  イ 小学校は年間１回以上、中学校は年間３回以上スクールカウンセラーを活用した校内研修を実施して

いる。 

 

 
 

福岡県教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例  
【事例１】生徒の発達課題に対応した事例（⑩発達障がい等）＜単独校配置＞ 
 １ 対応ケースの概要 

・自閉症・情緒特別支援学級に在籍している。 

・片付けが苦手で、清潔に気を付けた身だしなみを整えることができない。 

・家庭での生活時間が不規則で、遅刻が多い。 

・性的なことに興味を持っている。 

２ 取組経過 
・養護教諭とＳＣで、プライベートゾーンの話を基に、「心と体を守るトレーニング」として「自分を守

る」ための性教育（生教育）の取組を行った。また、学校でできる「身だしなみのトレーニング」とし

て爪が伸びていると自分も周囲の人にもけがをさせることを理解させ爪を切る練習をした。入浴、洗髪、

睡眠、食事についても生活スキルを高める取組を行った。 

・担任とＳＣが連携し、進路選択についての支援と母親への説明を行った。 

 ３ 成果と課題 
【成果】 
・ＳＣが面談で丁寧に意思を確認していくことで、自己決定を促し、将来の自分のことを考えるなど前向

きな姿勢を持つことができた。 

・ＳＣ、担任、養護教諭がチームを組み役割分担して密に情報交換・共有を行うことで支援が充実した。 

【課題】 

・進学に伴い、高校生活のサポートと将来の自立に向けた情報共有、引継ぎを丁寧に行う必要がある。 

・職員と連携した取組にするために、ＳＣの効果的な活用について全職員に周知することが必要である。 

（１）研修対象 
   県内に配置されているＳＣ 

（２）研修回数（頻度） 
  ア 年に１回程度ＳＣ連絡協議会を実施している。 

（３）研修内容 
  ア スクールカウンセラーとしての心得 

  イ スクールカウンセラーに期待されること 

  ウ 実践報告及び情報交換 

（４）特に効果のあった研修内容 
  ア 地域ごとの関係機関を情報共有することで、初めて勤務するＳＣは事例に応じた関係機関の把握が 

   できた。 

  イ グループに分かれて情報交換の時間を設定することで、ＳＣとしての悩みや不安の解消と意識の向上

につながった。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
  ア ＳＶの設置の有無 

    有（県内６教育事務所に配置。週１２～２０時間） 

  イ 活用方法 

（ア）所管教育事務所管内の他のＳＣへの指導助言 

（イ）所管教育事務所管内の小・中・義務教育学校及び特別支援学校の小・中学部で突発的に発生した不

慮の事故・事件において､サポートチームの一員として児童生徒等の心のケアや保護者対応を中心

とした指導助言 

（ウ）その他、所管教育事務所管内の各種相談事業に対する指導助言 

（エ）各教育事務所配置のＳＣＳＶは、管内小学校の「校内いじめ対策委員会」において、専門家として

の指導助言を行う。 

（６）課題 
ア 資質向上のための研修会を計画的に実施する必要がある。 

イ 各教育事務所配置のスクールカウンセラー・スーパーバイザーによる各事務所管内のスクールカウン

セラーへの指導助言を計画的に実施する。 



【事例２】児童虐待にＳＣが対応した事例（⑬児童虐待）＜単独校配置＞ 
 １ 対応ケースの概要 

・再婚家庭で虐待通告、一時保護歴あり。 

・家族構成は実父、継母、義妹（同学年）、義弟、本生徒Ａ（以下Ａ） 

・義妹が担任へ相談したことがきっかけで、SCとＡが面談を開始。 

・継母からの身体的・心理的虐待が発見された。 
 ２ 取組経過 

・義妹から家庭内での親子関係について担任に相談があったことから、ＡとＳＣの面談を開始した。 

・ＳＣが、継母に対する気持ちや、家での様子を聴く中で、虐待の可能性があると見立てを行った。 

・ＳＣと実父との面談を設定し、話を聴くと実父は、Ａが嘘をつき続けている、以前もＡの嘘が原因で虐

待を疑われ、一時保護をされたという話をされ、Ａの嘘を治してほしいと訴えられた。 

・Ａとの面談の中では、家庭内での状況を把握し、状況に応じた対応について一緒に考える時間とした。 

・面談の中でＡが家で過ごすのは限界であると発言したことから、本人了承のもと児相へ学校から教育委

員会をとおして通告した。 

・一時保護には至らなかったが、児相の介入はある。しかし、継母は話し合いに応じない。 

・継母からＳＣへ面談の申し入れがあり、面談を行った。その中でＳＣが継母に労いの言葉をかけ、今後

のことを一緒に考える姿勢で対応したことで、Ａの進路選択や医療機関受診等につながった。 

 ３ 成果と課題 
【成果】 

・ＳＣがＡを支持、肯定することでＡの健康的な部分を発揮できる支援の成果が見られた。 

・虐待行動について、Ａだけの訴えだけでなく、実父や継母とＳＣがつながったことから中立性を保ち、

家族全体への介入が可能となった。 

【課題】 
・家族面談の難しさから、今後もＳＣの中立性が家族に伝わっていくかが課題である。 

・継母の虐待傾向の行動化がひどくならないよう継母を否定せず、行動を減少させるもしくはひどくなら

ない支援が必要である。 

・Ａは、現在問題行動はないが、今後も長期的に支援をしていく必要があるため、支援の幅を広げる必要

がある。 

【事例３】ヤングケアラーである生徒にＳＣが対応した事例（⑯ヤングケアラー）＜単独校配置＞ 
 １ 対応ケースの概要 

・父母は仕事で忙しく、家族で食事をすることはなく、幼い妹の世話をしなければならない状態であった。 

・コロナ禍で父の経営する店が厳しくなり生活は困窮している。 

・父親がうつ病を発症、兄も不登校の状態であり、本生徒Ｂ（以下Ｂ）も学校に登校できなくなった。 

・ゲームに熱中し、昼夜逆転の生活を送っている。 

 ２ 取組経過 
・養護教諭がＳＣ来校日の金曜日に登校を促し、ＳＣと面談することができた。 

・母親に連絡し、ＳＣと面談を設定した。 

・半年後には、毎週金曜日の午後は登校しＳＣと面談することが定着した。 

 ３ 成果と課題 
【成果】 

・ＳＣと話をすることで、「気持ちが落ち着いた」「すっきりした」と言い、気持ちが以前より前向きに

なった。 

・経済的な理由から、公立高校受験を考え、学習に取り組み進学への意欲も高まった。 

・ＳＳＷと連携し対応することができた。 

【課題】 
・週に１回の勤務で時間の確保が難しく、職員やＳＳＷとの情報交換の時間が取れないことがある。 

【事例４】生徒の困難・ストレスへの対処方法等に資する教育プログラム実践事例（⑱教育プログラム） 
                                       ＜単独校配置＞ 

１ ねらい 
 ・自分の気持ちに気づき整理する（自己理解）。 

・他者の気持ちも理解し（他者理解）、お互いに理解する（相互理解）。 

・自分のことも相手のことも大切にしたやり取りを身につける。 

 



２ 取組内容 
○ 本時間のめあて「自分の気持ちと上手に付き合おう」を伝える。   

○ シナリオカードを見ながら、言い争いになった兄妹のモデル演技を見る。 

 （ モデル演技は、二人の教師が行う。） 

○ グループを作り、モデル演技を見て妹と兄にはそれぞれどんな思いがあったのかを話し合う。 

○ 班ごとに発表する。 

※妹には、「楽しみにしていた」「聞いてほしかった」「謝ってほしかった」などの思いがあった。 

しかし、言い方が激しかったため、けんかになった。妹の言い方だと気持ちや願いが伝わらない事、双

方苦しくなることを確認する。 

○ 兄の反発を招かずに、思いを伝えるにはどんな言い方が良いかを各自考えシナリオカードに記入する。 

○ 班で話し合い、セリフをホワイトボードに書く。 

○ 代表二人が、発表する。（ロールプレイ、ホワイトボードを黒板に提示） 

○ 各班のプレイごとに良かったところを発表してもらい、皆で共有する。 

○ さわやかに思いを伝える言い方についてまとめる。 

・怒りの感情は自然な感情で、実は「して欲しい事」「わかって欲しい事」である。 

・怒りを感じた時は、裏にある本当の気持ちに気づくことが大切である。 

・感情をそのまま言葉にするのではなく、自分の願いとして相手に伝えましょう。 

 ○ 本時間の感想を書く。 

 ４ 成果と課題 
 【成果】 

 ・言い争いになるやり取りを客観的に見ることで、怒りの裏にある気持ちや願いに目を向けることがで 

きたようだった。どう伝えたらよいか、班で話しあったり、他の班の発表を聞いたりすることで自分 

もこんな風に伝えたいと考えることができたと思われる。 

 【課題】 

  ・今後も自分自身の自己表現について、時々振り返る機会がある事が望ましいと思われる。 

【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
ア 相談件数 ※政令市を除く 

総相談件数は85,614件（前年度比28,221件増加） 

イ 相談者の内訳（図１参照） 

子どもからの相談が約３割、教員からの相談が約

５割を占めている。各学校からの報告には、若年教

員の増加に伴い、子供や保護者への対応についてＳ

Ｃから指導助言してもらうことで、自信をもって対

応することができ、教職員のメンタルヘルスにおい

ても重要な役割を果たしているとの記載が多数あ

る。さらに、保護者からの相談も約１割あり、保護

者の面談を実施することで、子供自身が落ち着き

を取り戻し、登校できるように なったり、教職

員との関係が改善されたりするなどのケースがあった。専門的な立場で保護者へ助言してもらうこ

とで、学校だけではなく家庭と連携した支援につながっている。  

 

ウ 相談内容の内訳 

（図２参照） 

    不登校 1８,777 件（21.9％）、

心身の健康・保健 18,188 件

（21.2％）、発達障がい 13,607

件(15.9％)、家庭環境 7,609

件（8.9％）、友人関係 7,036

件（8.2％）、学業・進路 6,978

件（8.1％）、教員との関係

1,120 件（1.3％）,いじめ 827

件（1.0％） 
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図２ 相談内容の内訳



 

相談内容の２割は、不登校に関する内容であり、不登校対応へのＳＣの重要性を示している。また、新 

型コロナウイルス感染症拡大の影響により、心身の健康に関する内容が昨年度の８，８５７件に比べ大幅

に増加している。新型コロナウイルス感染症に対応した教育活動再開における心のケアについてもＳＣが

重要な役割を果たし、ＳＣの専門性が学校内で活用されている。 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題とその解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

ア スクールカウンセラーの組織的な活用に関する理解を深めることが必要である。 

イ スクールカウンセラー活用事業に対する関係諸機関の共通理解を十分に図る必要がある。 

ウ 教員に対する情報提供とカウンセラーの守秘義務との兼合いについては、方針を明確にしての情報の

共有が大切である。 

エ 自主的に来室しない子どもへの対応の工夫が必要である。 

オ 令和２年度より小学校への配置を拡充するため、校内いじめ対策委員会への参加と教育相談体制の充

実に向けた活用を推進する。 

カ 問題行動等が起きた時の事後対応だけにとどまらず、未然防止、教師へのコンサルテーションなど、

開発的・予防的カウンセリングが重要になる。 

＜課題の原因＞ 

スクールカウンセラー活用事業が調査研究事業であることの周知や、スクールカウンセラー以外の専門 

  スタッフや市町村関係部局との連携が不十分であった。また、校内におけるスクールカウンセラーを活用

した教育相談体制の充実をさらに推進する必要がある。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ア 市町村教育委員会に対して啓発を行うとともに、各学校においてもＳＣを活用した校内研修を位

置付けることで、ＳＣの専門性や役割についての理解を深めた。 

  イ 各教育事務所におけるスクールカウンセラーへの研修を実施した。 

  ウ 全公立小学校への全校配置を行った。 

エ スクールカウンセラー事業の継続拡大を図るため、市町村教育委員会に対して啓発を行うとともに、

「学校の生徒指導体制を高める専門スタッフの効果的な連携・協働Ｑ＆Ａ」の活用により、学校におけ

る相談体制の充実を図った。 

②今後の課題とその解決に向けた取組 

＜課題の概要＞ 

 ア 多くの学校から配置時数の拡充の要求が強いため、県独自の事業に乗せることで時数等の拡充を図っ 

  てきたが、財政的な負担が大きく十分な配置時数となっていない。 

 イ 地区ごとにＳＣの数に偏りがあり、専門性を持った人材確保が難しい。 

＜課題の原因＞ 

 ア 学校の課題等を考慮して配置形態を決定しているが、各学校の要望に沿う配置となっておらず、実態

把握や情報共有が不足していたことが原因として考えられる。 

 イ 小学校への配置時数の拡充によりＳＣの配置総数が増加し、配置の時期も５月中旬となり調整が不十

分であった。 

＜解決に向けた取組＞ 

ア 配置調整会議において、入念な実態把握と打合せを行うことに加え、スクールカウンセラー活用事業

での成果を示しながら、国に対して事業への国庫補助金の交付継続を強く要望していく。 

イ 中学校に配置したＳＣを校区の小学校に配置することで、効率的な運用ができるように調整を行うと 

ともに、ＳＶを活用したＳＣの資質向上と、専門的な研修の場を設定する。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   いじめや不登校等、生徒指導上の諸課題への対応は、学校において重要な課題である。このため、生徒

の臨床心理に関して高度な専門的知識・経験を有するスクールカウンセラーの指導・助言は学校にとって

必要不可欠である。スクールカウンセラーを県内全ての公立の中学校(分校１校を除く)、義務教育学校後

期課程及び県立高等学校９校に配置することで、学校におけるカウンセリング機能の充実を図る。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

   全ての公立中学校（分校１校を除く）、義務教育学校後期課程及び県立高等学校９校に、スクールカウ 

ンセラーを配置している。特に、不登校生徒が多い学校には、配置時間数を増やす重点配置をしている。 

また、教育センターにスクールカウンセラーを配置し教育相談事業の充実を図っている。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  ※配置人数（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、教育委員会等で重複あり。） 

   小学校              ： ０人 

   中学校（義務教育学校後期課程含む）：５２人 

   高等学校             ： ９人 

   中等教育学校           ： ０人 

   特別支援学校           ： ０人 

   教育委員会等           ： ２人 

  ※配置校数 

   小学校              ： ０校 

   中学校（義務教育学校後期課程含む）：９０校 

   高等学校             ： ９校 

   中等教育学校           ： ０校 

   特別支援学校           ： ０校 

   教育委員会等           ： １箇所 

  ※資格 

  （１）スクールカウンセラーについて 

    ①公認心理師  ４４人（※①②の資格を重複して所持している人は、①の資格者として記載。） 

    ②臨床心理士   ８人 

    ③精神科医    ０人 

    ④大学教授等   ０人（２名該当するが、①の公認心理師で計上） 

    ⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者    

０人 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者 ０人 

  ※主な配置形態 

    単独校  ９０中学校  （週２日・１回４時間）もしくは（週１日・１回８時間） 

          ９高等学校 （週１日・１回４時間） 

 （４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

   スクールカウンセラーが、児童生徒の問題行動や不登校等の未然防止、早期発見・早期対応、さらには教育

佐賀県教育委員会 



相談体制の充実のためにどのような役割を担い、どのようにその職務を遂行することが適切なのかをまとめた

「スクールカウンセラーガイドライン」を学校に配布している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  教職員の対応力を高めていくことも大切であることから、教職員向けに具体的な対応の進め方などを示した

「不登校対策チェックシート」や「長期欠席・不登校対策スタンダード」を作成し、県立学校や市町教育委員会

に提供し、学校での活用を促している。 

 

【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】新型コロナウイルス感染への不安から教室へ入れなくなった生徒への対応 

（⑧心身の健康・保健）<単独配置校> 

 １年次は登校していたが、臨時休校明けの５月から欠席。喘息の病歴があり、母親に「感染するかも 

しれないと思うと、怖くて登校できない」と不安を口にする。学校は、スクールカウンセラーから、登 

校のメリットが本人にわかるよう明示するというアドバイスを参考に、保健室への登校を提案。保健室 

まで来ることができたら、次の段階として①参加できる授業②参加してほしい授業を１～２選ぶ形で教 

室での授業に参加できるようになった。９月末には、スクールカウンセラーからの助言により、専門機 

関の診療を受けることになる。その後も、スクールカウンセラーと月 1回のペースで、面談を行いなが 

ら本人との関係性を構築していった。そして、今後もカウンセリングを続けていいと本人が意思表示し 

たことからも、スクールカウンセラーとの関係が本人にとってもプラスに働いていることが伺われる。 

 

（１）研修対象 

   県内の公立学校に配置されているスクールカウンセラー等 

 

（２）研修回数（頻度） 

   年間１回 

 

（３）研修内容 

   新型コロナウイルス感染症予防のため、開催を中止。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   新型コロナウイルス感染症予防のため、開催を中止 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置 無 

○活用方法  無 

 

（６）課題 

   平成２８年度から県教育委員会主催で研修会を実施している。令和２年度は新型コロナウイルス 

  感染症拡大に係って中止したが、オンラインによる研修などの集合型研修によらない研修方法等に

ついて検討する必要がある。 

 



【事例２】SCとの面談や関係機関との連携によって改善が見られた事例 

  （⑬児童虐待、⑥家庭環境）<単独校配置> 

 本人と母親の２人で生活をしているが、母親は鬱病で通院しており精神的に不安定である。兄姉は独立

し別居。離婚により別居している父親は県外在住で、半年に１度会っている。 

 １学期の教育相談で、母親からひどく怒られたり、暴力を振るわれたりすると担任が相談を受け、管理

職や養護教諭と情報共有を行う。その後も、家庭で落ち着いた生活ができず、睡眠不足から遅刻や授業に

集中できない様子が見られたため、本人とスクールカウンセラーとの面談につなげた。その後、スクール

カウンセラーから学校の対応について助言を受け、適切な支援につなげることができた。しかし、１１月

に、母親から暴力を受けたことで、近所の区長宅に助けを求め、警察に通報された。その後、児童相談所

への一時預かりとなる。学校は、スクールカウンセラーの助言により、児童相談所とスムーズな連携を図

ることができ、生徒は家に戻ることとなった。その後、学校へは３学期から復帰。 

 

【事例３】発達障害の疑いのある生徒への積極的な関わりにより落ち着いた生活を取り戻した事例 

（⑩発達障害等）<単独配置校> 

 通常学級の気になる生徒（7 名）に対し、スクールカウンセラー、担任、教育相談担当、特別支援教育

担当との情報交換をもとに、教室観察を実施し、本人・保護者へのカウンセリング、WISC 検査、検査結果

のフィードバック、本人への定期的なカウンセリングを実施した。担任から保護者へ伝えづらい事も、ス

クールカウンセラーが専門家の意見として伝えることで、保護者の理解も促され、３名の生徒の病院への

受診につながった。また、受診につながらなかったが、４名の生徒は、それぞれスクールカウンセラーと

の定期的なカウンセリングの中で、気持ちをコントロールする方法についてアドバイスを受け、落ち着い

て生活できるようになってきた。 

 

※「⑮性的な被害」「⑯ヤングケアラー」に関わって、スクールカウンセラーを活用した事例は把握していな

いため、別事例を記載。 

 

【事例４】スクールカウンセラーによるこころの授業（⑰校内研修）<単独配置校> 

   「ストレスマネジメント」をテーマに、ストレスとの付き合い方やストレスの種類等についてスクール

カウンセラーを講師とした授業を実施した。 

   コロナ禍において、様々な学校行事の中止、今までとは違った生活スタイルになり、生徒たちはストレ

スを感じることが多く、このような状況にあってストレスとの付き合い方やストレスの種類について生徒

が学ぶことは重要である。教職員にとっても、ストレスマネジメントを理解し、今後の生徒の支援にいか

すことができた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

   本事業により、スクールカウンセラーを県内全ての公立中学校に派遣し、学校におけるカウンセリング 

機能の充実が図られている。相談内容については、不登校に関する相談件数が最も多く、令和２年度の中 

学校の相談人数は 11,122 人で、そのうち不登校の相談人数は 2,437 人となっている。スクールカウンセ 

ラーからの適切なアドバイスにより、状況が改善に向かう場合もあり、悩みや不安を抱えている生徒やそ 

の保護者が身近な学校において専門家に相談できることは有益なことである。 

   また、スクールカウンセラーによる「こころの授業」や「SOS の出し方に関する教育」、「ストレスマ

ネジメント」等、授業や教職員対象の研修会も実施され、生徒の心のケアの充実や教職員の対処方法等の

スキルアップが図られている。 

   事業対象の公立全中学校からの報告では、スクールカウンセラーの専門性を活かした支援が、課題を抱

えた生徒やその保護者の情緒面での安定や学校との連携に大きな役割を果たしていることが伺える。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

   学校により、スクールカウンセラーの配置時間の差があり、少ないところでは月に１日という学校もあ

る。そのため、生徒や保護者が相談したいタイミングが合わず相談できないという課題がある。 

＜課題の原因＞ 

   スクールカウンセラーの勤務日や時間が限られているため、相談の日程調整が難しいこと。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

   教職員のカウンセリングマインド等スキルアップに向けた校内研修の実施や、県作成の「スクールカウ

ンセラーガイドライン」を活用し、スクールカウンセラーの効果的な活用について周知等を図った。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・より効果的なスクールカウンセラーの有効活用について理解促進を図る必要があること。 

 ・スクールカウンセラーの資質向上を図る必要があること。 

＜課題の原因＞ 

 ・各学校の配置時間数に差があること。 

 ・スクールカウンセラーの資質能力及び経験年数に差があること。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・県教育委員会の「スクールカウンセラーガイドライン」等の周知や校内研修等での活用により、有効活

用の理解促進を図る。 

 ・学校の状況等を踏まえた各学校の配置時間を検討する。 

 ・スクールカウンセラー対象の研修会について、研修内容や方法等を工夫改善する。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等児童生徒の問題行動等を早期に発見し、適切に対応するために、学校においては全職員

の共通認識のもと、専門家との連携を積極的に行い、機能する相談体制の充実を図ることが重要な課題とな

っている。 

このため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー、スク

ールカウンセラーに準ずる者及びスーパーバイザー（以下「スクールカウンセラー等」という）を各市町教

育委員会及び県立の中学校、高等学校、特別支援学校に配置し、公立の小学校、中学校、高等学校及び特別

支援学校における児童生徒の問題行動等の解決に資する。 

（「令和２年度スクールカウンセラー配置事業実施要綱」より） 

（２）配置・採用計画上の工夫 

各学校から配置希望の書類提出を受け、「不登校児童生徒数」、「いじめの認知件数」、「暴力行為発 

生件数」、「中途退学者数」等の問題行動の状況や地域・学校の実態を総合的に判断し、配置を決定してい

る。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

■配置人数（実１０５名） 

  小学校     ：  ７７人 

  中学校     ：  ８７人 

  高等学校    ：  ２３人 

  特別支援学校  ：   ２人 

 ■配置校数 

小学校     ： １３７校 

  中学校     ： １３７校 

  高等学校    ：  ２３校 

  特別支援学校  ：   ３校 

■資格 

  （１）スクールカウンセラーについて 

① 公認心理師        １２人 

② 臨床心理士        １３人 

③ 精神科医          ０人  

④ 大学教授等         １人 

⑤ ①②２つに該当する者   ５８人 

⑥ ①②④３つに該当する者   ２人 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修了（経験１年以上）    ４人 

② 大学・短大卒業（経験５年以上） １５人      

■主な配置形態 

    単独校  ６３小学校     （３５週・１週３～６時間） 

７６中学校     （３５週・１週２～６時間） 

         ２３高等学校    （３５週・１週５～６時間） 

長崎県教育委員会 



 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

※中高一貫校及びスーパーバイザー配置校は１週８時間 

  ※定時制３課程設置校は１週１０時間 

１特別支援学校  （３５週・１週３時間）  

    拠点校    １小学校 

          ５８中学校       （３５週・１週３～６時間） 

           １特別支援学校 

    エリア校  ７３小学校  

           ３中学校        （年間最低９時間） 

           １特別支援学校 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

 ・毎年５月に「スクールカウンセラー活用の指針」を作成し、県内全公立学校や市町教育委員会、各スクー

ルカウンセラー等への配付している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・例年「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー配置校研修会」を開催し、事業担当やスクー

ルカウンセラー・スクールソーシャルワーカーのスーパーバイザーから、市町教委担当者及び配置校コー

ディネーターに対し、活用の指針を参考にスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー活用事業

について講義を行っていたが、令和２年度においては新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から中止

となった。 

（１）研修対象 

  ①令和２年度スクールカウンセラー研修会 

対象：スクールカウンセラー等 

  ②スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー新規採用者研修会 

対象者：スクールカウンセラー等・スクールソーシャルワーカー新規採用者 

（２）研修回数（頻度） 

  ①年１回開催。オンラインで開催し、当日受講できなかった方は録画したものを後日視聴してもらった。 

  ②年１回開催。 

（３）研修内容 

  ①事業担当者からのスクールカウンセラー事業に関しての評価や課題等についての説明や、スーパーバイ

ザーから「スクールカウンセラーとは？～その仕事に求められる役割と力～」という題目で講義を実施。ま

た、グループワークではそれぞれの地域における現状や課題について協議を行った。 

  ②事業担当者やスーパーバイザーからスクールカウンセラー事業に関して説明・講義を行った。また、参

加者が勤務を始めて感じたことや疑問など共有できるようグループワークを実施した。 

（４）特に効果のあった研修内容 

グループワークは、地域毎で情報交換することができ、地域の社会資源に関する情報の共有や各スクール

カウンセラー等の悩み・疑問等の共有、解消につなげることができた。 

また、新規採用者研修会は、同僚やスーパーバイザーと初めて会って話をする機会であり、不安や疑問等

をグループで共有することで、配置先で孤立しないよう相談できる体制作りができた。 



 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例  
【事例１】心身の健康・保健のための活用事例（⑧）＜スクールカウンセラーの配置形態：単独校配置＞ 

以前から自傷行為等見られていた生徒であり、スクールカウンセラーとの面接を実施した。面接の中、医

療機関の受診の必要性が感じられたが、生徒自身が保護者への連絡を頑なに拒否していた状況であった。そ

の後も本人とのカウンセリングを続け、説得を行っていくのと同時に、スーパーバイザーへの相談や校内で

の支援会議、養護児童対策地域協議会の開催等行い、見守りを続けていたが、いよいよ危険な状態が見られ

るようになったため、管理職とも協議の上、保護者に事実を伝えるとともに、本人を児童相談所に一時保護

してもらうこととなった。保護者には、スクールカウンセラーからこれまでの経緯の説明とともに、保護者

の不安軽減のため話を聞いてもらった。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜スクールカウンセラーの配置形態：教育委員会等配置＞ 

  学校での生活の中、精神的に不安定な様子が伺われ、学級担任との話の中で虐待が疑われる内容が聞かれ

たため、スクールカウンセラーとの面接に繋げた。面接の結果、ネグレクトの疑いが見られたため児童相談

所に通告を行った。その後も学校生活において精神的に不安定な言動や自傷行為など見られており、医療機

関への入院や要保護児童対策地域協議会の開催などを行ったが、関係機関やスクールカウンセラー等の支援

により、精神的に落ち着きを取り戻し、現在は通常の学校生活を送ることができるようになった。 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯）＜スクールカウンセラーの配置形態：単独校配置＞ 

  精神疾患のある母の調子が悪い時に、代わりに家事や兄弟の世話をしていた。家事等に時間をとられてし

まい学校の課題に手が回らず、また疲労から朝起きられずに遅刻を繰り返すこともあった。スクールカウン

セラーとの継続的な面接の中、生徒の家庭の状況や気持ちの揺れなどが把握され、学校とも共有を行った。

本人の困り感が強くなっていると考えられた時には、スクールカウンセラーからの助言の元、市町とも連携

を図りヘルパーの派遣等の支援を行った。その結果、少しずつ本人の家事負担が減り、遅刻は繰り返しなが

らも何とか落ち着いた学校生活を送ることができた。 

 

【事例４】校内研修ための活用事例（⑰）＜スクールカウンセラーの配置形態：教育委員会等配置＞ 

小中の教員を対象に「発達障害の支援について」というタイトルで、ＡＤＨＤやＡＳＤの特徴、配慮を要

する子どもの対応にあってのポイント、リフレーミングなどについての講義・演習を行った。研修を受けた

教員から「マイナス表現をいかにプラスの表現にもっていくかが非常に参考になった」、「これからの教員

活動にとても参考になった」等の感想が聞かれ、実りの多い研修会となった。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 

○活用方法 

研修会における講師や、各スクールカウンセラー等への指導・援助を行う。 

（６）課題 

スクールカウンセラー等やスクールソーシャルワーカーだけでなく、学校のコーディネーターにも研修会

に参加して欲しいとの声があり、３者が共に共通認識や連携が図れる機会等を作っていきたい。 

また、令和２年度は新型コロナウイルスの影響もあると思われるが、研修会への参加者が少なかった。参

加しやすい時期や場所、開催方法等について今後、検討をしていきたい。 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

１ 相談件数 

総相談件数は、２２，１４８件(前年比２５７件増加)している。 

校種 小学校 中学校 高校 特別支援学校 総数 

 

相談 

件数 

 

Ｒ２年度 6,790 12,671 2,510 177 22,148 

 

Ｒ１年度 6,786 12,890 2,101 114 21,891 

 

２ 相談者の内訳 

  児童生徒本人による相談が最も多く、４９％で 

あった。次に教職員による相談が３５％、保護者に 

よる相談も１６％あった。  

  

 

  

３ 相談内容の内訳 

相談内容は、不登校 ５，６７７件（２５．６％）、心身の健康・保健 ４，２１７件（１９．０％）、

発達障害 ２，６１５件（１１．８％）、友人関係 ２，３７８件（１０．７％）、家庭環境 ２，２１６

件（１０．０％）などが多い。特に不登校相談は、全体の約４分の１にあたり、スクールカウンセラー等が

不登校対応の要となっていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 配置希望校数 

拠点校方式を導入し、配置校も増加しているが、配置を希望する学校も年々増加しており、その差も大き

くなっている。スクールカウンセラー等へのニーズは、広がっている。そのため、今後も配置を拡大してい

くことが求められる。 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

①配置希望校数 ３４８ ３６８ ３８３ 

②配置校数 ２８０ ２９０ ３００ 

差（①－②） ６８ ７８ ８３ 

 

5677 

199 167 97 

2378 

40 264 

2216 

263 

4217 

1784 

2615 2599 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000



 
 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・スクールソーシャルワーカーとの連携 

・小規模校ニーズへの対応 

＜課題の原因＞ 

・スクールカウンセラー等やスクールソーシャルワーカーの配置状況の違い、配置先の活用における理解の

差などで、連携状況にも大きく差がついている状態である。 

・本県は、離島を多く抱え、小規模校が多数ある。スクールカウンセラー等の配置については、どうしても

大規模校が優先的になってしまうが、小規模ゆえの人間関係の固定化や逃げ道のなさなど課題があり、ニ

ーズはある。 

＜解決に向けた取組＞ 

・スクールカウンセラー等とスクールソーシャルワーカーの合同研修会の開催を計画していたが、新型コロ

ナウイルス感染予防の観点から中止とした。 

・配置市町の中には独自で、管内配置のスクールカウンセラー等・スクールソーシャルワーカーを集め、定

期的に情報交換や研修を行っている。 

・未配置校については基本的に派遣事業での対応となるが、今年度主たる４離島に１名ずつ現地在住のスク

ールカウンセラー等を雇用することができ、島内の細かいニーズへの対応が可能な状況となった。また、

在住者のいない離島についても月１回の配置をして対応するなど、できるだけスクールカウンセラー等が

関われる状況を整備している。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・スクールカウンセラー等の質を確保するためにも、多くの方に研修会等へ参加してもらう必要がある。 

また、研修会等では各スクールカウンセラーから悩みや疑問等聞かれることが多い。スーパーバイザーへ

の相談は行っているが、より日頃から活用できる体制を構築していく必要がある。 

・スクールカウンセラー等を希望している全学校に、スクールカウンセラー等の配置ができておらず、未配

置校においてはスクールカウンセラー等の派遣等で対応を行っているが、十分な支援体制ができていると

は言えない。 

＜課題の原因＞ 

・他機関で勤務していたり、家庭の事情があったりと様々な理由で研修会に参加できない方がおり、また令

和２年度においては新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、十分な研修会の準備・開催ができなかった。 

・限られた予算の中、配置校数を増やすため配置形態の工夫等行いながら、毎年配置校数は増加しているが、

スクールカウンセラー等の配置を希望する学校数も年々増加しており、学校の要望に応えきれていない。 

＜解決に向けた取組＞ 

・各スクールカウンセラー等に事前にアンケートを行い、研修会の開催時期や内容、開催方法等検討を行い、

参加しやすい研修会を開催する。 

・研修会の開催時など折に触れスーパーバイザーの紹介等行い、相談しやすい体制作りを図っていく。 

・各学校の相談実績や支援が必要な児童・生徒に合わせた配置形態の工夫等を行う。また未配置校に対して

はスクールカウンセラー等の派遣による対応で支援を行う。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校、問題行動等に対応するとともに、児童生徒等の心のケアに資するため、熊本県スクー

ルカウンセラー設置要項に基づき、スクールカウンセラー等を学校や教育事務所等に配置して、児童生徒

等の心の相談に当たるとともに、学校における教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

○ 市町村立小中学校への配置については、各教育事務所等を通じて、以下の項目について各学校の状況

を把握し、スクールカウンセラーの配置校を決定している。 

 ・在校児童生徒数 

・不登校の児童生徒の出現率 

 ・平成２８年熊本地震の影響で心のケアが必要な児童生徒数 

 ・令和２年７月豪雨災害の影響で心のケアが必要な児童生徒数 

 ・重点配置（貧困対策、児童虐待、いじめ・不登校、教育支援センター） 

 

○ 県立高校への配置については、学校規模や定時制の有無、平成２８年熊本地震の影響度合い等に応じ

て、配置時間数を傾斜配分している。また、学校の実態やニーズに合わせて勤務時間、勤務日数を各学

校で弾力的に運用してよいこととしている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数及び配置校数】 

 通常配置 熊本地震に係る配置 

 配置人数 配置校数 配置人数 配置校数 

小学校 ３８人  ６１校  ０人  ０校  

中学校 ５０人  ７５校  ３人  ２校  

高等学校 ４２人  ５０校  １３人  １３校  

義務教育学校 ０人  ０校  ０人  ０校  

特別支援学校 ０人  ０校  ０人  ０校  

教育委員会等 ２８人  １０箇所  １４人  ３箇所  

 

【資格】 

○ スクールカウンセラーについて（重複して資格を有している場合は、①→②→③→④の順に整理） 

① 公認心理師   ６６人 

② 臨床心理士    ５人 

③ 精神科医     ０人 

④ 大学教授等    ２人 

⑤ 上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

  ０人 

 

 

熊本県教育委員会 



○ スクールカウンセラーに準ずる者について 

① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者     ６人 

② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について

５年以上の経験を有する者   ７人 

③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

０人 

 

【主な勤務形態】 

 ＜通常配置＞ 

 単独校配置 拠点校配置 対象校配置 巡回 

小学校 ０校  ５校  ５６校  １８２校  

中学校 ３校  ４５校  ２７校  ４５校  

高等学校 ５０校  ０校  ０校  ０校  

義務教育学校 ０校  ０校  ０校  ０校  

特別支援学校 ０校  ０校  ０校  ９校  

 

＜熊本地震に係る配置＞ 

 単独校配置 拠点校配置 対象校配置 巡回 

小学校 ０校  ０校  ０校  ７７校  

中学校 ２校  ０校  ０校  １８校  

高等学校 １６校  ０校  ０校  ０校  

義務教育学校 ０校  ０校  ０校  ０校  

特別支援学校 ０校  ０校  ０校  １校  

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

県で策定している「スクールカウンセラー活用事業に関する指針」をＳＣが配置される各学校に配布し、

チーム学校の一員としてＳＣが有効的に活用されるよう周知を行っている。 

＜指針に盛り込んでいる主な内容＞ 

 ○ＳＣの職務内容  ○ＳＣの効果的な活用 

 ○学校における体制づくり  ○業務遂行上、配慮すべき事項について 

 ○スクールカウンセラー活用事業に関するＱ＆Ａ 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

いじめ対策、不登校未然防止のために、ＳＣ配置校、未配置校に関わらず全ての学校においてＳＣやＳＳ

Ｗ等の専門家と連携して「ＳＯＳの出し方に関する教育」や「ストレス対処教育」等を実施するよう周知し

ている。 

県立学校の教育相談担当者に対しては、年に１回、スクールカウンセラー活用事業の充実を図るための連

絡会を実施している。 

 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
  

（１）研修対象 
○ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校支援アドバイザー合同連絡協議会 

（４月に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

対象：スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校支援アドバイザー、関係高等学校

教頭、各教育事務所担当指導主事、山鹿市教育委員会担当者 

○ スクールカウンセラー活用事業連絡協議会（７月実施） 

対象：スクールカウンセラー、各教育事務所担当指導主事、山鹿市教育委員会担当者 

 
（２）研修回数（頻度） 

年２回 

 

（３）研修内容 
○ スクールカウンセラー活用事業連絡協議会 

＜目的＞ 

スクールカウンセラー等に対し、本県の問題行動及び不登校等の現状と課題、支援の在り方等に関す

る研修を実施することで、学校における専門家の果たす役割等について理解を深め、スクールカウンセ

ラー等の資質向上に資する。 

   ＜内容＞ 

・講話「少年鑑別所の概要と問題行動を起こした少年への対応について～性非行を中心に～」 

 講師：法務少年支援センターくまもと（熊本少年鑑別所）統括専門官 井手 大一 氏 

   ・県教育委員会より行政説明 

 

（４）特に効果のあった研修内容 
  ○ 性非行についての講話により、被害を受けた児童生徒への心のケアのみならず、加害側児童生徒に対す

るアプローチについて学ぶことができた。法務少年支援センターや児童相談所等の専門機関との具体的な

連携の在り方は、ＳＣが学校等における相談業務等で活用できる内容であった。 

 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置  無 
○活用方法 

 
（６）課題 

ＳＣの資質向上を目指した研修の充実。スーパーバイザー制度については、検討委員会で仕組みづくりの

検討を行い、令和３年度から試験的に取り入れることとなった。実践を踏まえて、より有効な取組を進めて

いくようにする。 

 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】休校時に精神的な不安定さが見られた生徒への活用事例（⑩心身の健康・保健）＜ＳＣの配置形態：

単独校配置＞ 

   ○ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための休校期間中、家族の問題に直面する時間が増え、心理的負

担から精神的に不安定となった生徒がいた。感染予防対策を講じた上で、本人・保護者ともにカウンセ

リングを複数回設定することができ、学校が再開する頃には落ち着きを取り戻すことができた。 

 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

  ○ カウンセリングにより、家庭での虐待が発覚し、行政や病院につなぐことができた。 

 
 
【事例３】性的な被害のための活用事例（⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

  ○ 中学３年生の女子生徒が、ＳＮＳ上で第三者による悪質な写真利用がなされていることが確認され

た。この問題に対して、学校は委員会、警察と連携し対応にあたった。併せて、状況を知った当該生徒、

家庭が不安定な状況になることが予想されたため、スクールソーシャルワーカーを派遣。対応に当たる

と共に、スクールカウンセラーへのつなぎが行われた。 

    スクールカウンセラーが、当該生徒のカウンセリングを実施。生徒からは、不安が軽減されたとの思

いが語られた。 

    スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが連携し、早期に対応に当たったことで、生徒

の精神的な不安が軽減され、支障をきたすことなく学校生活を送ることができた。 

 
 
【事例４】職員研修における活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

○ 職員研修の概要 

・困り感を抱えた生徒への指導方法 

・ソーシャルスキルトレーニングについて 

・性的マイノリティ、思春期の性に悩む生徒の理解 

・豪雨災害後の心のケア 等 

  ○ 研修の効果 

 専門家の立場から話してもらうことで、適切な支援についての理解を深め、職員の資質能力の向上を

図ることができた。また、災害後の対応に関する助言を受けることにより、落ち着いて対応にあたるこ

とができた。 

 

 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 ○ 生徒のストレスが軽減し、安心した学校生活を過ごすことができた。 

 ○ カウンセリングを受けることにより、生徒自身が悩みを分析できた。 

○ いじめを受けた生徒が継続的なカウンセリングを受けることで、精神的な安定につながった。 

○ 発達障がいのある生徒の対人関係について、助言により状況が改善した。 

○ 医療機関や専門機関への受診へつなげることができた。 

○ 自傷行為がある生徒の対応について、気持ちに寄り添った支援ができた。 

○ 生徒指導に活用し、生徒自身の問題行動についての振り返りや、今後の課題の明確化につながった。 

 ○ 相談内容等の情報を教職員に還元することで、生徒の背景理解を深めた。 

 

＜小中学校 スクールカウンセラー配置校・教育事務所等（地震配置も含む）相談者数＞ 

   

    
 

＜県立高校 スクールカウンセラー（地震配置も含む）相談者数＞ 

   

    
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

◯ 困っているにもかかわらず、カウンセリングを受けることにマイナスイメージがあるのか、相談まで

進まない児童生徒や保護者がいる。 
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相談者数（人） 529 54 11 13 599 6 26 506 74 1635 702 273 1306 5734



 

◯ 学校外のカウンセリングが難しいため、完全不登校生徒への対応ができない。 

◯ 計画的、長期的な対応の生徒は定期のカウンセリングができるが、急な対応をせまられたときの対応

が難しい。 

◯ 毎年担当スクールカウンセラーが変わることで、信頼関係が築けていた生徒が不安になり、継続支援

が難しいケースがある。 

 ◯ より計画的にスクールカウンセラーによる職員に対する研修の機会をつくりたい。 

 

＜課題の原因＞ 

 ◯ スクールカウンセラーの職務内容や効果について、肯定的かつ十分な認知がなされていない。 

 ◯ 配置校のスクールカウンセラーは行動旅費を有さない。 

 ◯ 配置校のスクールカウンセラーは概ね週に１回程度の配置となっている。 

◯ 毎年、スクールカウンセラーの配置希望や学校の配置希望を調査し、希望に沿った形で任用先や配置

時間を更新している。 

 ◯ スクールカウンセラーの計画的な活用がなされなかった。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

◯ 一部の学校では、ＨＰや学校だより、ＳＣからのたよりを利用した広報活動を行うことができた。 

  ◯ 教育事務所等配置ＳＣや、ＳＳＷと連携した取組を推進していくことができた。 

◯ 緊急性の高い事案については教育相談専門員の派遣や教育事務所配置のスクールカウンセラーによ

り対応し、その後学校配置スクールカウンセラーに引継ぎ対応を行った。 

◯ できる限り数年間は同じＳＣが同じ学校で活動できるよう配置校の配慮を行う。できなかった場合の

ために、ＳＣ同士で情報共有を行いやすくするための、連絡網の構築を図っている。 

◯ 学校ごとにスクールカウンセラーの実施計画書が作成されているので、計画書通りの実施がなされて

いるか、勤務状況報告書等で確認している。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

○ ＳＣとの面談が必要と思われる児童生徒や保護者に面談を勧めるが、面談を断られるケースがある。 

○ スクールカウンセラーの来校日と、生徒が面談を希望するタイミングが合わない場合がある。 

  ○ 相談を希望している生徒が多く、配置時間を職員研修に充てることが難しい学校がある。 

 

＜課題の原因＞ 

  ○ ＳＣに対する不十分な理解やマイナスイメージもあると考えられる。 

○ 学校によってはカウンセラーの来校日数が少なく、次回来校日までの間隔が大きい。 

  ○ 配置時間に関して、学校の状況に対して配置時間が不足する学校がある。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

 ○ ＳＣの職務内容や効果について、児童生徒及び保護者等に対して一層の情報発信を推進する。 

 ○ スクールカウンセラーに繋ぐ前段階の、校内教育相談体制の充実を図る。 

 ○ 状況に応じた配置時間の適切な配分を行う。 

○ 学校に対して、教職員を対象とした教育相談研修に活用できる資料等を配付する。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

 いじめや不登校などの生徒指導上の諸課題の解決を目指し、児童生徒のカウンセリング及び教職員・保護者

に対する指導や援助等を行うため、公立学校や県教育委員会にスクールカウンセラー等を置く。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

１校のみを担当とする単独校配置と中学校区を基本に中学校を拠点とした小中連携配置を行っている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

（ア）配置人数（実人数） 

小学校    ：  ２６人   

   中学校    ：  ７４人 

   高等学校   ：  ２６人 

   義務教育学校 ：   ２人 

   特別支援学校 ：   ９人 

   教育委員会  ：   ２人 

（イ）配置校数 

小学校     ：２４９校 

  中学校     ：１１８校 

  高等学校    ： ４４校 

  義務教育学校  ：  ２校 

  特別支援学校  ： １６校 

  教育委員会等  ：  １箇所 

 （ウ）資格について  

  １）スクールカウンセラーについて 

①公認心理師  ３９人 

②臨床心理士  ４７人（①②を重複して有する者は３１人）  

③精神科医    ０人  

④大学教授等   ８人 

    ⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者０人 

 ２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者          ５人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、５年以上の経験を有する者     １６人 

    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                         ０人 

    ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者

と認めた者               ８人 

 

大分県教育委員会 



（エ）主な配置形態について 

   単独校  ３３小学校    （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間）（週１日・１回８時間） 

１中学校    （週１日・１回４時間） 

        ３４高等学校   （週１日・１回４時間） 

        １３特別支援学校 （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間） 

         ２義務教育学校 （週１日・１回８時間） 

   拠点校   ３小学校    （週１日・１回８時間） 

１１４中学校    （週１日・１回４時間）（週１日・１回６時間）（週１日・１回８時間） 

         ５高等学校   （週１日・１回６時間） 

１特別支援学校 （週１日・１回６時間） 

   対象校 ２１３小学校    （週１日・拠点校の時間内における対応） 

         ３中学校    （週１日・拠点校の時間内における対応） 

        ５高等学校    （週１日・拠点校の時間内における対応） 

         ２特別支援学校 （週１日・拠点校の時間内における対応） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
  スクールカウンセラーの業務内容・役割や活用方法などを明示した、スクールカウンセラーガイドラインを令

和２年度に策定した。市町村教委、学校、スクールカウンセラーに配付し、ホームページにも掲載。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進については、研修等の中でスクールカウンセラーの業務内

容や活用についての研修や協議を実施している。また、教育相談コーディネーターを中心に、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー等の専門スタッフも含めた「チーム学校」として、組織

的でより効果的な教育相談体制を構築するためのポイントを掲載した「教育相談体制充実のためのガイド」の中

に、スクールカウンセラーの業務内容や活用を示し、各学校に配付し周知を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 
大分県教育委員会が任用している全てのスクールカウンセラー等 

 
（２）研修回数（頻度） 
 年間３回（県全体２回、市町村毎１回） 
 
（３）研修内容 
 カウンセリング業務についての情報交換、いじめ・不登校に関する講義・演習、グループ協議（事例検討） 
 
（４）特に効果のあった研修内容 

・経験豊富なスクールカウンセラーによる実践的な講義・演習 

・事件や事故、災害時における緊急支援のカウンセリング方法等の講義 

・犯罪被害者等への二次被害の防止に向けた講義 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 
県内６教育事務所毎に１名～３名のスーパーバイザーを配置。 

 
○活用方法 

 ・スクールカウンセラーへの困難事例対応等のアドバイス。 

 ・スクールカウンセラーと協働したカウンセリングや学校教職員へのコンサルテーション。 

 ・市町村教育委員会やスクールソーシャルワーカーと連携した、支援方法のアドバイス。 

 
（６）課題 
  公認心理師等の資格をもったスクールカウンセラーは、所属団体によるカウンセリング技法等の研修を受け

ているが、スクールカウンセラーに準ずる者については、その機会がほとんどない。県教育委員会が、研修を

実施しているものの、その機会は限られており、スクールカウンセラーに準ずる者の資質向上が課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校のための活用事例（①⑦）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

 〇オンライン授業が不登校の児童を動かし始めた事例 

   小学校６年生男子。小学校５年時より不登校となり新学年になっても動きがないと心配した両親が来談。

２度目の面談日には、本人も誘ってもらい両親とともに面談した。その中で意外にも、何とかみんなと一緒

に学校生活を送りたいという気持ちを示し、自我の強さもうかがえたので、スクールカウンセラー勤務時の

短時間登校を勧めたり、担任の協力を得て近隣の同級生から登校の誘いを試みたりもしたが、学校に足を踏

み入れること自体に抵抗を示して実現しなかった。そのため地域の教育自立支援センターの活用も勧めた

が、一時的には通えたが、そこも嫌だということで断念した。しかし依然、本人はみんなと一緒に学校生活

を過ごしたいという気持ちを見せている様子であったので、担任にオンライン授業を提案した。校長も快諾

していただき、本人も乗り気であるとのことで実現した。これを機に、学習の意欲も見せ始めたので両親と

話し合い、フリースクールの活用を紹介したところ、「ここが一番自分に合っている」と語り今なお通い続

けている。 

 

保護者のための活用事例（⑥）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 〇母親へのカウンセリングにより中３女子の自殺願望が解消した事例 

  学習や進路のことで過干渉の母親と口論が絶えなかった女子生徒が、登校しぶりを始め、「死にたい」

と漏らしたり、ネットで「楽に死ねる方法」を検索していることを母親が発見。スクールカウンセラー

は、担任から情報を得て緊急性があると判断し、学校側に見守りと専門医への受診が必要であることを保

護者に通知することと併せて、スクールカウンセラーとの緊急面談の設定を要請。母親はかかりつけのク

リニックに本人を受診させ、スクールカウンセラーが母親面談を実施。自殺願望が、過干渉な母親との対

立・葛藤が要因と見て母親へのカウンセリングを継続することとなった。母親は、子どもの成績や学習意

欲のことなどで過干渉していた。しかし、実は夫との関係、経済的な問題、姉のことなどたくさんの問題

を抱えていて、視野狭窄をきたし理性的に物事を考えることができにくくなっていた。そこで、まずは母

親の労をねぎらい、落ち着いたところを見計らいながら子どもへのかかわり方について話し合っていっ

た。その結果、次第に母親は安定し、それに伴い子どもも落ち着いてきて登校もできるようになり高校へ

進学した。 

 

不登校のための活用事例（①④⑨）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
○友人や課題ができずに入学しすぐに不登校となった高１男子 

   中学卒業までは順調だったが、高校に入学し無口でおとなしく友人ができないことや、課題ができないこ

とが原因で不登校となる。最初は母親のみで来校し、２回目からは母親と本人が一緒に来校した。３回目以

降は本人のみで面接に来校できるようになった。そこで、夏休み中に担任が教室に連れて行き面談し、クラ

スの友人から電話で連絡を入れるようにした。８月後半の面談終了後、友人が文化祭の準備に誘ったところ

教室に入ることができた。以後、教室に入れるようになるが面接は継続した。併せてクリニックにも定期的

に受診して服薬も行った。すると主訴は，不登校→学習の遅れ→友人関係等と変わっていったが、２年にな

ってからは、面談希望はなくなり順調に登校できるようになった。 

 

 

 

 

 



【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

○行き過ぎた親子げんかで父親からの暴力を受けていた高校２年男子 

親から虐待を受けている疑いのあると担任からの情報提供があったため、スクールカウンセラーが面談の

中で親子の状況を確認し、学校へ詳細を話す方向へ導く。（日常的な虐待ではなく、親子喧嘩時の暴力であ

った。）教育相談主任と面談し、本人が親の暴力について教育相談主任へ打ち明けた。そこで、学校より児

童相談所へ連絡したところ、児童相談所の職員が来校し面談した。緊急性は低いとの判断により、親には言

わないでほしいという本人の希望を優先して、在宅にて経過観察。継続して毎週スクールカウンセラー面談

を実施し、学校で可能な範囲で情報共有した。併せて暴力の訴えがあることは伏せたまま、教育相談主任が

両親と面談。両親から、生徒本人の行動を理解できないが故の苛立ちや怒り、ちゃんとさせなければという

焦りから手が出る時があるという話があり、子ども家庭支援センターを紹介した。両親が子ども家庭支援セ

ンターへ相談に行くことで、父親がＫに対してかっとなることが減り、暴力も減少した。 

 

【事例３】性的被害のための活用事例（②⑮）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 ○性的被害の訴えから深刻ないじめ被害を認知できた事例 

ある女子生徒が、スクールカウンセラーに対して、昼休み等のクラスの男子生徒による 「下半身露出」

の悪ふざけを「スクールセクハラ」として訴えた。当該クラス担任に報告し、管理職等とともに聴き取り調

査等を行った結果、実は男子生徒は他クラスの男子生徒から、それを強要されて行っていたことがわかった。

男子生徒は、小・中学校のころからの一方的で望まない人間関係を断ち切れないで悩んでいた。昔からの「悪

ふざけ」を強要されていた男子生徒は、長く続いた「深刻ないじめ」の苦痛から解放され、加害生徒は指導

を受けることによって、「悪ふざけ」が「性的犯罪」であることを学ぶ機会となった。訴えた女子生徒に対

しては、事後も丁寧なカウンセリングを重ねている。 

 

【事例４】教職員研修のための活用事例（⑬⑰）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 ○教職員研修におけるＳＣの活用について 

  児童虐待について、教職員の持つ不安（児童相談所への通報をためらうなど）等を、研修を実施したこと

で払拭することができた。その結果、保護者における虐待行為（実父の暴力・義母のネグレクト）を児相に

報告し、生徒の保護につなげることができた。 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
○令和２年度に行われた延べ相談件数は、３６，００６件となり、令和元年度の４０，９４３件からは減少

したが、新型コロナウイルスによる休校の期間を考慮すると、依然としてスクールカウンセラーのニーズは

高いものとなっている。スクールカウンセラーの配置については、平成３０年度には全小・中学校、令和元

年度に全県立学校をカバーすることができた。 

○相談内容を見てみると、不登校が８，７９３件で最も多くなっており、相談件数全体の約４分の１が不登

校の相談である。次いで心身の健康・保健が４，３０４件、友人関係で３，８６２件、発達障がいが３，３

９３件、学業・進路が２，６１０件と続いている。いじめ問題は５１３件と数的には少ないものの、スクー

ルカウンセラーからの情報提供により、いじめを認知したという事例や、自傷行為をスクールカウンセラー

に告白して初めて学校が認知した例もあり、様々な問題解決にスクールカウンセラーが大きな役割を担って

いることがわかる。 

○「チーム学校」の中で、スクールカウンセラーの役割が近年ますます重要になってきており、いじめや不

登校における校内対策委員会やケース会議の中で、心理の専門家ならではのその児童生徒のアセスメントに

よる見立てが有効な支援となっている。またスクールソーシャルワーカーとの協働による課題解決につなが

った事案も多くなってきている。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

「チーム学校」の中でスクールカウンセラーの役割がますます重要になってきている中での、スクール 

ソーシャルワーカーなどの他の専門家との連携の在り方。 

 

＜課題の原因＞ 

「チーム学校」のスムーズな連携に重要なのが学校内のコーディネーター役の教職員の存在であり、この 

コーディネーターが十分に機能するかが課題。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

各校の「教育相談コーディネーター」に対する研修会を実施し、業務内容や役割、ケース会議の運営方法 

などの研修を実施。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

「チーム学校」の中でスクールカウンセラーが機能するための勤務時間の不足。 

 

＜課題の原因＞ 

 現在、単独校で週１回４時間、拠点校配置では週１回４～８時間の中で連携校も勤務するという状況であ

り、相談活動が制限されたり教職員との連携も限られたりするなどの課題がある。問題が生じた際の臨機応

変な対応等も困難となっている課題がある。 

 

＜解決に向けた取組＞ 
  生徒指導上の課題が多い大規模な学校については、週１日勤務から週２日勤務とするなど、引き続きスクール 

カウンセラーの配置強化を行い、配置時間数の増加に取り組んでいきたい。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめ、不登校及び児童生徒の問題行動等への対応については、学校におけるカウンセリング機能等の充

実を図ることが重要な課題となっている。 

   このため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する「スクールカウンセラー」の、

活用方法、効果等に関する実践的な配置事業を行い、問題行動等の改善に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

中学校８３校を配置校として、また配置していない中学校を派遣校という方式でスクールカウンセラーを

配置している。令和元年度より、小学校での活用時間を増やし、小学校から派遣要請があった場合は、中学

校区内の配置校から派遣した。 

   県立学校においては、県内を４エリアに分け、各エリア１校を拠点校とし、スクールカウンセラーを各 1

名配置している。 

   配置している学校での相談業務が円滑になるようにコーディネーター役を担うＳＣ担当教諭を置くよう

にしている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数】 

  小学校     ： ４７人 

  中学校     ： ４７人 

  高等学校    ：  ４人（３人は中学校と兼務） 

  中等教育学校  ：  １人（高等学校と兼務） 

  特別支援学校  ：  ４人（４人とも高等学校と兼務） 

  教育委員会等  ：  ０人 

 

 【配置校数】 

小学校     ： ２３６校 

  中学校     ： １２５校 

  高等学校    ：  ３７校 

  中等教育学校  ：   １校 

  特別支援学校  ：  １３校 

  教育委員会等  ：   ０箇所 

 

《スクールカウンセラーについて》 

①公認心理師  ２７人 

②臨床心理士   ３人 

③精神科医    ０人  

④大学教授等   ０人 

   ⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者  

０人 

宮崎県教育委員会 



《スクールカウンセラーに準ずる者について》 

   ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上 

の経験を有する者          ４人 

   ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

 ５年以上の経験を有する者     １３人 

   ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                      ０人 

   ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と  

認めた者              ０人 

 

【主な配置形態について】 

    配置校  ８３中学校（週１日・１回４時間） 

    派遣校  ４２中学校（スクールカウンセラーを配置していない中学校を１１エリアに分け、各エリア

に年間３２時間を確保している。小学校への派遣は、中学校区内の小学校が 

中学校に派遣要請を行い、小学校の時間を１２時間確保している。） 

    拠点校  ４高等学校（県立学校を県内４エリアに分け、各エリアに１校拠点校を置き、拠点校にスク 

ールカウンセラーを配置する。各エリアで年間１４０時間を確保している。） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

ガイドラインについては作成していないが、スクールカウンセラー設置要綱・スクールカウンセラー配置実

施要領・チーム学校の実現に向けた教育相談体制支援事業実施要項（スクールカウンセラー配置実施要項）を

策定し、管理職やスクールカウンセラー担当教員に周知している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

スクールカウンセラーの職務として、校内研修等の実施を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 

（１）研修対象 
スクールカウンセラー及び配置校のスクールカウンセラー担当者 

 
（２）研修回数（頻度） 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・ＳＣ担当者合同研修会 ：年１回 

   スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同研修会 ：年２回 

   スクールカウンセラー中間評価 ：年１回 

 
（３）研修内容 

【スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー担当者（各学校）合同連絡協議会】 

  スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー及び各学校におけるスクールカウンセラー担当

者が一堂に会し、教育相談体制の充実を図るため、情報連携及び行動連携に向けた協議を行う。 

【スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー合同連絡協議会】 

  スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー相互の連携を深め、様々な問題行動等に対して、

効果的に活動するための方策等について協議を行う。 

※ 上記の合同連絡協議会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、紙面開催とした。 

【スクールカウンセラー中間評価】 

     スクールカウンセラーの日頃の活動状況について、配置されている学校から提出される評価表をもと

に、フィードバックを実施し、業務の改善を図る。 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
   紙面開催としたため効果検証を行えていない。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（無） 
 
（６）課題 
   参集型で研修が実施できなかったため、スクールカウンセラーの資質向上のための研修内容としては十分

であったとは言えない。しかしながら、研修で伝えたい内容を詳しく資料としてまとめたことで、最低限の

共通理解を図ることはできたと考えている。また、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、年間を

通じて通知等を出し、スクールカウンセラーのみならず学校へも活用の在り方を周知できた。今後は、研修

のオンライン開催など、研修方法の工夫を行い、スクールカウンセラー同士の情報交換の場を設定するなど、

コロナ禍における研修内容を考える必要がある。さらに、スクールカウンセラーの資質向上のために、スー

パーバイザーを配置することを検討していきたい。 

 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】関係機関との連携のための活用事例（③暴力行為、④友人関係）<ＳＣの配置形態：単独校配置> 

級友に暴言を吐いたり、嫌なことをしたり、職員に対しても攻撃的な生徒に対して、スクールカウンセラー

が計画的に対応した。その中で、当該生徒の状況を分析した結果、専門医療への対応の必要性があるとのこと

から、スクールカウンセラーが保護者へのカウンセリングも行った。専門的な視点から保護者へ助言すること

により、保護者の理解も得られ、保護者自身が抱えていた困り感も解決することができた。その後、スムーズ

に病院受診へつなげることができ、当該生徒のよりよい支援を行うことができた。以後、スクールカウンセラ

ーのカウンセリングも継続しながら、当該生徒の病院受診状況を共有し、学校生活及び家庭生活の支援を行っ

たことで、暴力的な言動が減少し、級友との良好な関係を築けるようになった。 

 

【事例２】児童虐待を受けたことがある生徒への活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

児童虐待により児童養護施設に措置されている生徒が不安を抱えていることから、学校と児童養護施設、そ

して、スクールカウンセラーが対応した。児童相談所も関わる事案のため、情報を共有し、それぞれの立場で

当該生徒の心のケアに取り組んだ。学校では、教職員及びスクールカウンセラーが、施設での生活では、施設

職員と児童相談所の職員が連携して支援にあたった。スクールカウンセラーが、当該生徒の生育の背景を理解

しながら対応したことで、当初、学校生活に不安を抱えていた生徒であったが、徐々に学校内で友達もでき、

前向きに生活を送ることができるようになった。 

 
【事例３】性的な被害を受けた生徒への活用事例（⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

  性的嫌がらせを受けた女子生徒に対して、継続的なカウンセリングを実施した。当初は、精神的に不安定な

状況であったが、徐々に改善し登校できるようになり、教室にも復帰することができた。当該生徒へのカウン

セリングだけではなく、担任をはじめとする関係職員、また、保護者へ対応の在り方について助言したことで、

様々な面から当該生徒を支援することができた事例である。スクールカウンセラーが中心となり、当該生徒の

関係者の対応の在り方について助言したことで、学校側のその後の対応方針決定にも大いに役立った事例であ

る。 

 
【事例４】校内研修のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

「家族と心理学」というテーマで校内研修を実施。教育の母体としての家族構造の変化から考える学校支援

の在り方についての内容である。 

・ 学校教育の中では、これまで以上に「家族の違い」「教育力の差」を考慮しなければならない可能性が示

されており、学力以外の要素も考慮に入れ、家族の力を促進・補完するアプローチが有効になること。 

・ また、支援としては個別・多元的にならざるを得ないため、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーが重要な役目を果たすこと。 

・ 学校と教師が方向性を見いだせない家族に対してできることは、①孤立させないこと ②繋がりを作り出

すこと ③課題に気づくこと この３つが重要であること。 

以上の具体的な内容を研修することで、関係機関と積極的に連携を図ることの大切さを理解することができ

た。 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ○ 活動実績の推移について 

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

相談件数 ６，６２４ ６，５７９ ７，７５８ ７，６３９ ７，６６０ ８，１１５ 

相談人数 ７，５１０ ７，５５１ ８，７９１ ８，８１３ ９，６５７ ９，９９７ 

 

○ スクールカウンセラーの相談件数及び相談人数は、過去６年間で最も高い数値となった。学校の様々な問題

に対応することで、学校だけでは解決困難な事案に対応することができている。なかでも、小学校の対応が増

えている状況にあり、令和２年度は、１５３校（前年度１４４校）に派遣して、相談に対応することができた。 

 

○ スクールカウンセラーへの相談内容は年々、多様化、複雑化しており、対応が難しくなってきている。その

内訳として、不登校２，３７８件（前年度２，１５３件）や心の健康１，４０９件（前年度１，２６９件）、

発達障がいなど１，０５９件（前年度１，０４８件）と教職員だけでは解決困難な事案が増加しており、臨床

心理士などの専門性がより必要となっている。また、児童虐待に関する相談が４６件（前年度２４件）となっ

ており、スクールカウンセラーと関係機関が連携したことにより、適切に対応できた事案もある。 

   

○ スクールカウンセラーの不登校児童生徒への対応状況について、「令和元年度児童生徒の問題行動・不登校

等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果を見ると、「学校内でスクールカウンセラー・相談員等による専

門的な相談を受けた人数」が、小学校２７．９％、中学校３４．４％、高等学校では４６．９％と多くの児童

生徒が相談している状況にある。不登校の兆しが見えた児童生徒にスクールカウンセラーが対応したことで、

その後、通常通り学校生活を送れるようになった児童生徒も見られており、初期対応の点でもスクールカウン

セラーの必要性が伺える。 

  

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
学校が抱える児童生徒の生徒指導上の問題は、多様化しており、学校からのスクールカウンセラーの要請や配置

希望は多くよせられている。しかし、要請に十分に応えることが出来ていない。 

 

＜課題の原因＞ 
スクールカウンセラーの人材が不足していることや多様化する生徒指導上の諸問題に組織的に対応できる学校

の体制づくりや教職員の相談力の向上が課題である。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 
スクールカウンセラーの時間数の拡充を計画し、予算の確保を計画中である。スクールカウンセラーのスキルを

上げるための研修を行うことやチーム学校としての機能を強化し、学校全体の相談力や対応力をあげる研修を行っ

ている。 

 

 

 

 



 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

  児童生徒に係る生徒指導上の問題が多様化していることとあわせて、新型コロナウイルス感染症に起因する

トラブル等により、新たな心理的負担や不登校等の課題が増加している。その対応のために、学校からスクー

ルカウンセラーの派遣要請や配置の拡充が求められているが、十分に応えることができていない。 

 

＜課題の原因＞ 

スクールカウンセラーの人材確保及び資質向上のための研修等の更なる充実が必要である。また、学校のス

クールカウンセラーの活用方法の充実が必要である。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

スクールカウンセラーの配置時間拡充やスーパーバイザーの配置を目指し、予算の確保に向けて計画中であ

る。また、研修のみならず、相談体制の手法としてオンラインの活用について研究していく。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   小・中・義務教育・高等学校の不登校やいじめなど，問題行動等の未然防止や早期発見・早期解決

を図るために，児童生徒への心理的な支援に関して高度で専門的な知識及び経験を有するスクールカ

ウンセラーを，各学校のニーズに応じてより柔軟に対応できるよう，すべての公立小中学校・義務教

育学校に，県教育委員会が派遣できるようにするとともに，県立高等学校２１校，希望する特別支援

学校に派遣する。 

   

（２）配置・採用計画上の工夫 

全ての小中学校，義務教育学校，県立高等学校２１校，希望する特別支援学校に派遣する。 

    生徒指導上の課題が多く，カウンセリング等の必要性のある事案が多数発生している学校を最重点派遣

校として週１回（年間３５回）配置している。 

   スクールカウンセラー等については，公募するとともに県臨床心理士会の推薦を受けて採用している。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  ＜配置人数＞ 小学校    ： ９０人 

   （延べ）  中学校    ： ８５人 

         義務教育学校 ：   ７人 

         高等学校   ： １５人  

         特別支援学校 ：  ６人 

         教育委員会等 ：  ０人  （※小・中・義務教育・高・特支で重複あり）   

  ＜配置校数＞ 小学校    ：４９５校 

         中学校    ：２０６校 

         義務教育学校 ：   ７校  

         高等学校   ： ２１校 

         特別支援学校 ：  ７校 

         教育委員会等 ：  ０箇所 （※特別支援学校については，希望により派遣） 

  ＜スクールカウンセラー等の資格＞ 

① 公認心理師 ： ４４人 

② 臨床心理士 ： ５２人 

③ 精神科医  ：  ０人 

④ 大学教授等 ：  ９人 

⑤ 上記①～④以外の者で自治体が上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた

者     ：  ０人 

                      （※①～④については重複計上あり） 

  ＜スクールカウンセラーに準ずる者＞ 

①  大学院修士課程を修了した者で，心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業

務について１年以上の経験を有する者     ： ０人 

②  大学若しくは短期大学を卒業した者で，心理臨床業務または児童生徒を対象とした

相談業務について５年以上の経験を有する者  ：１３人 

鹿児島県教育委員会 



③  医師で，心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経

験 

を有する者    ： ０人 

④  上記①～③以外の者で自治体が上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認め

た者         ： ０人 

  ＜主な配置形態＞（７教育事務所と１中核都市教育委員会に配置） 

   「最重点派遣校」（週１回・１回３時間・年間３５回） 中学校    ８校 

   「定期派遣校」 （月１回・１回３時間・年間１０回） 小学校   １５校   中学校 １２９校 

                             義務教育学校 ７校 

 

   「随時派遣校」 （年間１～２回・１回３時間）    小学校  ４８０校   中学校  ６９校 

 

   「単独配置校」 （月１回・１回３時間・年間１０回） 高等学校  ２１校 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

 年度当初に文部科学省スクールカウンセラー活用事業の指針を踏まえ，事業についての概要と実施要項を定め，

小中学校及び義務教育学校には各教育事務所，市町村教育委員会を通して，高等学校には県教育委員会から周知

している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ＜研修の実施＞  年２回開催のスクールカウンセラー活用事業連絡協議会 

           年２回開催の指導主事等会議 

           各教育事務所で開催する管理職研修会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
  

（１）研修対象 

   スクールカウンセラー等，各教育事務所指導主事等，各市町村教育委員会指導主事等，関係高等学校

担当者 

 

（２）研修回数（頻度） 

   年２回 （２回目は，スクールソーシャルワーカーと合同で実施） 

 

（３）研修内容 

   事業説明，講師による講演，研究協議，事例研究，情報交換等 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   地区別の情報交換，事例研究（各教育事務所ごと，職種ごと） 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 

 有 

○活用方法 

 ① スクールカウンセラーに対する指導・助言 

 ② スクールカウンセラー研修会等における指導・助言 

 ③ 緊急事案や困難事案に対する緊急対応 

 

（６）課題 

   スクールカウンセラー配置事業の適切な遂行について，研修会等を通してスクールカウンセラーと各

市町村教育委員会及び各教育事務所の担当指導主事，高等学校担当者等との情報共有や支援の在り方の

共通理解を促す場が必要であるが，多くの離島を抱える本県では，研修会出席に伴う時間，旅費や宿泊

費等の経費の確保が難しく，年２回の研修会を開催するに留まっている。 

   また，特に，小学校・特別支援学校への派遣回数が十分に確保できない状況にあり，少ない回数での

スクールカウンセラーの活用方法に工夫が必要である。併せて，教職員への研修，保護者への周知方法

についても課題がある。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】特別な支援を要する対応のための活用事例（④⑨⑩）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

   小規模校で，クラス替えもなく固定化された人間関係の中で，特別支援学級に在籍している生徒が，居場

所の確保や対人関係で不安を抱えていた。日頃から，気持ちや気分に波があり，不安定な状況であったため，

定期的に面談をすることで心の安定と意欲につながるようにした。ＳＣが，生徒の日常の悩みを丁寧に聞き

取って，教職員はケース会議等で専門的な立場から助言を受け，対応の参考とした。ＳＣの活用により，生

徒は日々の生活や進路選択に対して前向きな姿勢を取り戻し，本人の励みにつなげることができた。 

 

【事例１】性的マイノリティー対応のための活用事例（⑧⑫）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

  複雑な家庭環境に加え，性的マイノリティーに係る課題を抱える児童の事例である。ＳＣからは，本人の

心の苦しさを受け止めつつ，学校だけでなく，ＳＳＷや進学先の中学校とも連携できるように配慮すること

を提案された。 

  ＳＣだけでなく，養護教諭や担任が自分の思いを話せる存在であることから，学校は居場所づくりやサポ

ート体制を充実させることに努めた。ＳＣの専門的な見立てにより，複雑に絡んだ悩みが深く，リストカッ

トの事実もあるため，全職員による共通理解，児童への性的マイノリティーに関する人権教育，ＳＳＷとの

情報交換，中学校との情報共有を進めている。ＳＣの専門的な知見をもとに，卒業後，新たな環境にスムー

ズに適応できるよう関係機関と連携を継続している。 

 

【事例２】児童虐待対応への活用事例（⑬⑭）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

  兄，妹のきょうだいに関する事例である。中学生である兄の問題行動が続いており，担当ＳＣが継続的に

相談を受けていたが，そのなかで母親からの虐待が発覚し，ＳＣを緊急的に派遣した。母子家庭で経済的に

も困窮し，子育てに悩みをもっている保護者の状況，思春期を迎えた兄との関係性の変化が原因であること

がＳＣの相談をきっかけに分かった。妹のケアも必要であることから，小学校にも同じＳＣを派遣し，小学

校，中学校，市教育委員会の間で情報共有した。その後，学校と市教育委員会，市福祉部局，児童相談所が

連携し，家庭の見守りとケアに努める体制を整えることができた。 

 

【事例４】「ＳＯＳの出し方に関する教育」での活用事例（⑰⑱）＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置＞ 

  中学校において生徒向けにストレスマネジメントや援助希求行動などを「ＳＯＳの出し方に関する教育」

として授業を行った。授業学級の担任とのティームティーチングで行ったが，その際，Ｔ１は担任，Ｔ２を

ＳＣが努めた。具体的なストレスを緩和する方法（体操や代替の行動等）や，苦しいときに助けを求めたり

誰かに相談したりすることは必要なことであるとともに，自分自身の心を大切にすることの意義について，

心理の専門家であるＳＣから生徒に説明を行った。授業の実施後に，校内研修として教職員向けに「自殺予

防教育」と「ＳＯＳの受け止め方」について講話を行った。生徒から出されるＳＯＳを受け止める側である

周囲の大人がその受け皿としての役割を果たすことの重要性と，ＳＣやＳＳＷ，各関係機関との連携が効果

的であることを感じられる取組となった。 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

    平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 １２１校 ５０５校 ４９５校 

中学校 ２１９校 ２１６校 ２０６校 

義務教育学校   ２校   ３校   ７校 

高等学校  ３１校  ３１校  ２１校 

特別支援学校 ― ―   ７校 

 

○   令和２年度は県内全小・中・義務教育学校学校に派遣し，希望する特別支援学校７校に派遣することが

できた。 

○  全校種で，スクールカウンセラーのカウンセリングにより，児童生徒や保護者の心のケアをすること

ができた学校が多かった。 

○  カウンセリングからの見立てを基に，教職員や保護者へのコンサルテーションが充実したことにより，

児童生徒への支援や対応のしかたが改善した事例が多数あった。 

○  児童生徒だけでなく，その保護者や関係する教職員のカウンセリングも行われ，周囲の大人の支援を

することで児童生徒の状態の改善につながった。 

○  スクールカウンセラーのカウンセリングが契機となり，スクールソーシャルワーカーや福祉関係機関，

病院，療育施設等との連携がスムーズに進んだ事例が多かった。 

○  積極的にケース会議等に出席し，「チーム学校」の一員として改善に貢献するスクールカウンセラーが

増えた。 

○  カウンセリングだけでなく，校内研修での講話や「ＳＯＳの出し方に関する教育」やストレスマネジメ

ントに関する学習での活用などで効果が上がっている。 

  

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

  ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

○   小学校での効果的な活用について周知する必要がある。 

○   特別支援学校への派遣ができるようにする。 

＜課題の原因＞ 

○   小学校での活用について研修の機会等が少ない。 

○   限られた予算の中で，派遣が可能となる方法を見いだすことができていない。 

＜解決に向けた取組＞ 

○   各種研修会や指導主事等会議，管理職研修会等で，効果的な活用について事例を挙げて周知する。 

      配置方法や派遣方法について，見直しを行い，改善する。 

   〇   全ての特別支援学校に派遣できるよう，予算を計上した。（年２回派遣） 

  

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

○  新型コロナウイルス感染症の感染拡大による学校生活や家庭生活，社会の変化，さまざまな制限

等により児童生徒だけでなく保護者の心のケアも必要であり，教職員へのコンサルテーション等，

学校の需要に対して十分に対応できない。  

＜課題の原因＞ 

○  財政上の課題を抱える当県では，十分な派遣ができない状況がある。 

＜解決に向けた取組＞ 

○  学校における教育相談体制の充実を目指した教職員の資質向上のための研修を実施する。 

○   スーパーバイザーによる臨機応変で効果的な対応が可能となるような体制・仕組みをつくる。 



 

 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒のいじめ、不登校、暴力行為などの問題行動の未然防止、早期発見及び早期解決を図るため、臨

床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラー及びこれに準ずる者（以下「スク

ールカウンセラー等」という。）を小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校へ配置し、活用及び効果等

に関する実践的な取り組みを推進し、学校における児童生徒理解及びカウンセリング機能等の充実と児童生

徒の問題行動の解決に資する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

① 前年度の学校長からの評価等を基に、継続配置や配置転換を行っている。カウンセリングの継続のため、

できる限り継続を考慮している。 

② 可能な限り中学校区内に同一の SCを配置している。 

③ 切れ目ない支援ができるよう、学校配置や辞令交付を早期に行っている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 

＜配置人数 129人＞※重複あり 

  小学校     ： ９１人 

  中学校     ： ８８人 

  高等学校    ： ３４人 

  特別支援学校  ： ７人 

  教育委員会等  ： ２人 

 

 ＜配置校数＞ 

小学校     ：２６０校 

  中学校     ：１４２校 

  高等学校    ： ５２校 

  特別支援学校  ： １７校 

  教育委員会等  ：  １カ所 

 

   ＜資格＞   

（１）スクールカウンセラーについて：※重複あり 

①公認心理師  ６３人 

②臨床心理士  ５７人  

③精神科医    ０人  

④大学教授等   ５人 

   ⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 ０人 

 

 

 

沖縄県教育委員会 



（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

   ① 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者          ５人 

   ② 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者      ４１人 

   ③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                        ０人 

   ④ 上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と

認めた者              １０人 

 

   ＜配置形態＞ 

    単独校 ２８ 中学校    （週１日・１回３～４時間）（島嶼地域年１０回程度３～４時間） 

        ８６ 小学校    （週１日・１回３～４時間）（島嶼地域年１０回程度３～４時間） 

         ２ 高等学校   （週１日・１回４時間） 

         １ 特別支援学校 （週１日・１回４時間） 

    拠点校 １１１中学校    （週２日・１回２～４時間）（週１日・１回３～４時間） 

    対象校 １６９小学校    （週１日・１回３～４時間） 

         ５１高等学校   （週１日・１回４時間） 

         １６特別支援学校 （週１日・１回４時間） 

    巡回校  ２ 教育委員会配置（週３日・１日４時間） 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

「指針」については、未策定。 

 

 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

「管理職研修」、「経年研修」、「生徒指導担当者研修」、「教育相談担当者研修」等、不登校児

童生徒への支援や、いじめ等問題行動に対する組織的な支援に係る研修において、スクールカウン

セラー等の活用を促し、理解促進を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

○ スクールカウンセラー、スクールカウンセラーに準ずる者 

○ 市町村教育委員会指導主事 

○ 各教育事務所指導主事 

○ 義務教育課指導主事、県立学校教育課指導主事 

○ 小中学校教育相談担当教諭 

 

（２）研修回数（頻度） 

○ ６教育事務所で年２回（各教育事務所で地域の実情やニーズに合った研修を実施） 

 

（３）研修内容 

○ スクールカウンセラーの業務内容や効果的な活用、連携のあり方についての協議 

○ 緊急支援におけるスクールカウンセラーと教育委員会の役割についての協議 

○ スクールカウンセラー等配置校担当教諭の情報交換 

○ スクールカウンセラーの事例検討会 

○ 講師を招聘した研修 

 ・発達障がいのある児童生徒理解について 

 ・管内の生徒指導上の諸問題の現状について 

 ・子ども理解と教師・保護者への関わりについて 

 ・不登校児童生徒への組織的な支援について 

 ・児童虐待について 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

○ ＳＣを講師とした、児童虐待への対応 

○ 外部講師による、不登校へへの対応 

○ 学校の組織体制とＳＣの関わり方について 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 

○活用方法 

・スーパーバイザーは、SCの中で経験が豊富な臨床心理士に依頼。 

・スーパーバイズを希望する SCと SVが面談し実施。 

 

（６）課題 

・不登校の要因の複雑化、虐待、貧困等、児童生徒が抱える課題が困難な事例が増えてきているので 

 スーパーバイズできる人材の確保 

・スーパーバイズを実施する場所の確保 

・予算や時間的な面から、希望者全員へのＳＶが困難である。 

・資質・向上を目的とした研修の機会が確保できていない。要因としては講師となる人材の確保。 

 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】複数名の発達障害児を抱えた 1年担任をチーム学校で支えた活用事例（⑩発達障害等）＜ＳＣの配置

形態：拠点校配置＞ 

1年担任からの要望で授業参観・観察を行った。必要であれば発達関係の検査も必要と考えられる旨助言した。 

その後授業参観・観察、担任の先生との個人面談、児童との面談を通して校長へ、対象児童の学習支援や周りの

児童たちへの学習環境を整える必要からも早急に学校としてなんらかの対策を講じる必要があると助言。 

その後、学校では、校長を中心として１年担任への支援体制と全教職員へ 1年生の実態の共通理解が図られ 

チーム学校としての取り組みがスタートし、学習支援計画（案）（個別の教育支援計画及び個別の指導 

計画）の作成支援を行った。 

 

 

【事例２】活用事例（⑭貧困の問題 ）＜ＳＣの配置形態：単独校配置）＞ 

経済的に厳しい家庭で過ごす中学校男子の事例。生徒への面談時、話しの内容から家庭環境について気になる

点があったため、保護者に来校依頼し面接を行う。傾聴する中で、保護者なりに問題改善のための努力は続けて

いるが、全てが思うようにならないと困り感を持つ現状がわかった。SCは、卒業まで面接を通して生徒を心理面

から支えることを確認。家庭内の問題解決に向けて保護者には、情報提供を行い、問題の整理と、支援に役立て

る可能性のある支援者を学校の了承後に保護者へ提案した。 

 

 

【事例３】活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：単独校配置）＞ 

家庭のことで継続面談を受けている中学校男子の事例。母親が仕事で家を留守にしている。その間洗濯、皿洗

い等家事をやらないといけない事が増えて疲れているとのうったえ。これまでの労をねぎらい、卒業まで面談を

継続して心理的な支援を行った。 

 

 

【事例４】校内研修・教育プログラムのための活用事例（⑰⑱）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

 校内研修の講師として、「支援を要する児童への対応」「脳科学からみた子どもの行動」「教職員のメンタル 

ヘルス」などについて研修を行ったり、高学年の児童を対象に、アンガーマネジメントの授業を実施したりして 

頂いた。また、深刻な悩みを持つ児童や学校生活で困り感を抱いている児童の保護者とカウンセリングをする時 

間を設け、専門的な立場からアドバイスや児童の特性を理解するための発達検査の実施へつなげることができ 

た。 

 

 

 

 

  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

○ケース会議や生徒指導・教育相談部会等への参加を通して、SCも学校のチームの一員として課題を共有するこ

とができた。 

○学校によってはカウンセラーを教育相談の組織に位置づけ、定期的なケース会議や児童や保護者との面談を行

うことで、不登校児童の状況が改善した。 

○中学校区に同じＳＣを配置することで、小中間の連携がスムーズにでき、児童生徒や保護者との面談を効果的

に行うことができた。 

○担任と連携して学活等の授業でストレスマネジメントを実施することで学校や子どもたちへの支援を行うこ

とができた。 

  ○相談人数の推移〈児童生徒・保護者・教職員等含む〉 

H29 H30 R 元 Ｒ２ 

20,147 21,080 19,463 19,801 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和２年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・課題の要因が複雑化するケースが多く、SCの更なる資質・向上が求められているが、その機会が少ない。 

・SCを活用するための、校内組織への位置づけと教職員の周知 

 

＜課題の原因＞ 

・スクールカウンセラーの資質・向上を担う人材確保ができない。 

・SC担当教職員以外へ周知する機会が少ないこと。 

・どのように SCを校内組織に位置付けたらよいか分からない学校がある。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・経験豊富な SCをスーパーバイザーとして依頼し、SCのスーパーバイズを実施した。 

・学校訪問の際に、管理職・担当職員に SCの活用、校内組織への位置づけについて、SCの生徒指導委員会への

出席など具体的に説明し協力を依頼した。 

・SCに対しても、生徒指導委員会等へ積極的に参加し、学校との情報共有をお願いした。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・チーム学校の一員として、教職員と連携の図れる SCの育成が必要である。 

 

＜課題の原因＞ 

・学校の組織体制の確立と、SCとしての資質・能力を持つ人材確保が不可欠である。 

・学校と SCが連携を密に図るための時間や場の確保が難しい。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・SCにとって効果的な研修の企画・実施に取り組んでいく。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

・児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを学校に配置し、児

童生徒や保護者への教育相談はもとより、児童生徒への関わり方等について教職員へ助言するなど、学

校における教育相談体制の充実を図る。 

 
（２）配置・採用計画上の工夫 
  ・全ての市立学校に配置 

・中学校区を基本としたパートナー校にできる限り同じスクールカウンセラーを配置 

 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  【配置人数（配置校数）】 

  小学校    ： １９８人（１９８校） 

  中学校    ：  ９７人（ ９７校） 

  高等学校   ：   ８人（  ７校） 

  中等教育学校 ：   ２人（  １校） 

  特別支援学校 ：   ３人（  ５校） 

  教育委員会等 ：   ０人 

 
   【資格】 
   ①公認心理師 ：  ７７人（※他の資格を重複して所持している人は、①の資格者として記載。） 

   ②臨床心理士 ：  １８人（※①以外の資格を重複して所持している人は、②の資格者として記載。） 

   ③精神科医  ：   ０人  

   ④大学教授等 ：   １人 

   上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 ： ０人 

 
   【主な勤務形態】 
   小学校             ： 月２日・１回３時間 

   中学校・高等学校・中等教育学校 ： 週 1日・１回７時間 

   特別支援学校          ： 週１日程度・対象校含め５校で年間 840 時間 

 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 
 ・スクールカウンセラー活用ガイドブック及びスクールカウンセラー活用ガイドブック～連携・事例集

～を作成している。 

 ・年２回のスクールカウンセラー連絡協議会で、スクールカウンセラー等に対して周知している。 

    （令和２年度については、第１回を中止し、第２回は書面開催） 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
・スーパーバイザーによるグループ研修において、各学校での事例等について共有を図る。 

   ・スーパーバイザーが担当のスクールカウンセラーから個別に相談を受けた事項について、教育委員会

と連携しながら、スクールカウンセラーが勤務する学校との共有を図る。 
 

札幌市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 
  ・スクールカウンセラー 

 
（２）研修回数（頻度） 

①スクールカウンセラー連絡協議会（年２回）  

②スーパーバイザーによるグループ研修（選択制：年４回程度参加） 

③スーパーバイザーによる個別スーパーバイズ（適宜） 

 
（３）研修内容 

 ①スクールカウンセラー連絡協議会 

    第１回  ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止 

    第２回  ・スクールカウンセラー活用事業の充実（書面開催） 

 ②スーパーバイザーによるグループ研修 

  夏 季   ・グループスーパーヴィジョン（各学校での事例について） 

        ・心理教育プログラム研修 

    冬 季   ・別室登校対応、サポーターとの連携等 

          ・アセスメントに関する研修 

          ・発達障がいの疑いのある保護者との面接 

          ・ほのめかし事案 

③スーパーバイザーによる個別スーパーバイズ 

    ・スクールカウンセラーが抱える困難事案について個別に相談・指導 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

・スーパーバイザーによるグループ研修で、各学校における状況や対応方法の交流ができたことは、各 

 学校での取組を進めていく上で効果的であった。 
 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法  
 ○ＳＶの設置（有・無）：７名設置（各スクールカウンセラーを担当するスーパーバイザーを設置） 

 ○活用方法  ： ①スクールカウンセラーのスーパーバイズ 

        ②緊急対応事案に係る緊急派遣 
 
（６）課題 
  ・年２回のスクールカウンセラー連絡協議会は平日開催のため、他の業務等の関係で参加できない者が出て

しまう。少しでも日程調整ができるような工夫をする必要がある。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】中学校生活への不安を軽減させるための活用事例（①）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

・中学１年生の女子Ａは、小学校での友人の多くが別の中学校に行ってしまい、不安な中での中学校進

学となった。中学校では、状況に応じて判断して行動することが苦手で、注意されることが多くなっ

た。相談できる友人もいなかったことから、周囲の生徒の目が気になり、学校に行きたくないという

気持ちが強まり、１学期から不登校となった。 

・早い段階で保護者を交えた相談を行った。その際、担任だけでなく、校内学びの支援委員会の担当者

も参加し、スクールカウンセラーの面談へと繋げることができた。 

・まずは母親がスクールカウンセラーとの面談を行い、家庭や学校の様子についての情報交換を行い、

本人の状況について共通理解を図り、周囲から積極的に話しかけていくようにした。 

・本人の登校意欲が徐々に向上し、担任やＳＣとの関わりを楽しみにしていたため、スクールカウンセ

ラーと面談をきっかけに登校を促した。 

・友人や担任からの手紙などの働きかけも加え、ＳＣと話し合いながら、自己理解を深めていくように

した。 

・２学期は、不安が強く、別室が安心できる唯一の場であったが、３学期になると、不安は続いていた

が、教室で過ごすことができるようになった。 

 

【事例２】相談により虐待が発覚した事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

・中学生の男子Ａが自宅にて勉強をしているところ、父親が男子Ａに強い指導をした。 

・このことがきっかけとなり、当該生徒は家出し、家族が警察に通報することとなった。 

・家出直後も男子Ａは学校に登校していたため、学校はこの事実を把握していなかったが、遅刻、欠席

が続くようになった。 

・その後、学校と連携を図る中で、母親がスクールカウンセラーと面談を行い、学校は家庭で起こって

いる事実について把握した。 

・困っていた母親は、スクールカウンセラーからのアドバイスを受けるなどして、警察と相談し、シェ

ルター等を検討することとなり、当該生徒及び兄弟の安全についても確保されることとなった。 

 
【事例３】家庭での負担が要因の一つとして考えられる事例（⑯）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

・中学２年生の男子Ａは、父子家庭で、小学校の頃より弟たちの面倒をみるよう父から言われ、欠席す

ることがあった。中学校入学後、５月頃から不登校状態となった。担任の声かけで時々登校すること

もあったが、継続して登校することができない状況となった。 

・登校した際には、級友との関係は良好で抵抗なく過ごすことができ、担任教諭や学年の先生とも通常

に関わることができる。しかしながら、弟の面倒や家事以外のことには、意欲がないように見える。 

・担任が父親と連携を図ろうと、こまめに電話連絡をしてもほとんどつながらず、家庭訪問をしても父

親とは会えないことが多い。 

・登校時にスクールカウンセラーと面談を行ったところ、弟たちの面倒をみるという理由だけではな

く、家庭での養育環境が整っていないことが要因であるとともに、学力不振が一要因となっているこ

とが考えられた。また、対人関係に困難さはみられないものの、活動意欲が乏しい状態であることか

ら「うつ状態」となっていることが危惧されることがわかった。 

・スクールカウンセラーを交えた校内学びの支援委員会を開催し、Ａがうつ状態となっていることが考

えられることから、医療機関の受診を勧め、医療機関と連携して対応方針を定めることとした。また、

父親の養育状況の改善のために、児童相談所の児童福祉司、区の家庭児童相談員と連携することとし

た。 



・担任が定期的に家庭訪問をして本人との関係構築を継続するとともに、登校時には学習支援を行い進

路指導の見通しをもたせていくための情報を本人に提供するなどして、少しずつ登校状況が改善され

ていった。 

 

【事例４】児童生徒への教育プログラムに係る活用事例（⑱）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

   ・小学校高学年において、人間関係力を高めるストレスマネジメントの授業について、スクールカウン

セラーからの助言を受けて実施した。実際の授業では、担任と養護教諭が中心となって進め、心の状

態による体への影響を中心にスクールカウンセラーの視点から話をした。スクールカウンセラーから

のアドバイスによって、多様な対処法の中から、自分の心が安心する対処法を選ぶことが大切である

ことに児童が気付くことができた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  ・中学校区におけるパートナー校にできる限り同じスクールカウンセラーを配置したことにより、小学校

と中学校の連携を図ることができたこと 

・子どもの対応等について、校内研修会や日常的な交流によって教員と連携できたこと 

・不登校傾向の児童生徒への対応が校内ですすんだこと 

・スクールカウンセラーとの連携により医療機関に繋ぐことができたこと 

・児童生徒の緊急事態に、学校と連携してサポートを行うことができたこと 

・一斉休校期間における児童生徒の不安へのケアを行うことができたこと 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
 ＜課題の概要＞ 

１ 小学校において、相談活動を充実させる。 

２ 緊急時において、スクールカウンセラーが急遽勤務をすることができない場合がある。 

３ 小学校から中学校に進学した際に、相談が継続しない場合がある。 

＜課題の原因＞ 
１ 小学校においては、配置時間が少ないため。 

２ スクールカウンセラーが他の職の勤務を行っている場合には、学校で勤務ができないため。 

３ 小学校と中学校でのスクールカウンセラーが違うため。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
 １ 配置時間が限られているため、児童生徒への直接相談だけでなく、教職員へのコンサルテーションや

カンファレンスの実施を促すなど、相談活動の充実に取り組んだ。 

  ２ 緊急時に学校配置のスクールカウンセラーが勤務することができない場合には、すぐにスーパーバイ

ザーに連絡し、助言を受け児童生徒の対応に生かした。 

  ３ 中学校区におけるパートナー校を基本としてできる限り同じスクールカウンセラーを配置したこと

で、同一のスクールカウンセラーによる支援を継続することができた。 

 
②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
１ 小学校において、限られた活動時間内で充実した活動とすること。 

２ 各学校において、緊急案件にスクールカウンセラーが対応した場合の勤務時間を確保すること。 

＜課題の原因＞ 
１ 小学校においては、配置時間が少ないため。 

２ 各学校における年間の配置時数内が決まっているため、緊急案件で勤務すると、通常の勤務時数が少 

  なくなってしまうため。 

＜解決に向けた取組＞ 
 １ 限られた活動時間での効果的な相談活動に向け、コンサルテーションやカンファレンスを活用した学

校の相談力の向上。 

  ２ 限られた予算の中で、緊急案件に対応できるような体制を整える。 

 



せんだい 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

   いじめや不登校，暴力行為など，児童生徒の内面のストレスや不満が原因と思われる問題行動の未然防

止を図るとともに，発達障害など特別な支援を必要とする児童生徒への対応，課題の早期発見，早期解決

のために「心の専門家」であるスクールカウンセラーを学校へ配置する。 

教育相談等に関する専門的な知識，経験を有する人材（公認心理師，臨床心理士）をスクールカウンセ

ラーとして，市立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，及び特別支援学校に配置することにより，

児童生徒及びその保護者を対象とした教育相談，教職員への助言を行う。あわせて，スクールカウンセラ

ーの資質向上を図るための研修会や，その活用に係る調査研究を実施する。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

東日本大震災で甚大な被害を受けた被災対象校への配置日数の拡充を最優先に行っている。直接的に被

災した児童生徒への支援のみならず，震災の影響によって生活に影響が出ている児童生徒への対応につい

て教職員，保護者への助言や援助を行い，児童生徒の心の安定と回復のための支援をねらいとしている。 

また，当市における不登校出現率が全国と比較して高い数値となっているため，中学校入学後の不適応

対策として，中学校へのスクールカウンセラーの配置日数を手厚くしている。更にはスクールカウンセラ

ーの「拠点校ブロック方式」により，配置を弾力的に活用し，同一のスクールカウンセラーへの継続した

相談を可能にしている。 

小学校への配置においては，学校対応と発達障害に係る相談が増加しており，学校規模と地域性を考慮

し，配置日数を増やし工夫している。 

採用については，県の臨床心理士会の協力を得ながら，スクールカウンセラーの人材確保を図っている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  【配置人数】               【配置校数】 

   小学校：６７人              小学校：１１９校 

   中学校：５８人              中学校：６４校 

   高等学校：５人              高等学校：４校 

   中等教育学校：１人            中等教育学校：１校 

   特別支援学校：１人            特別支援学校：１校 

   教育委員会等：２人            教育委員会等：１箇所 

  【資格】 

   （１）スクールカウンセラーについて 

    ①公認心理師  ９人 

    ②臨床心理士 ５７人 

    ③精神科医  ０人 

    ④大学教授等 ０人 

    ⑤上記①～④以外のもので自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

０人 

    

 

仙台市教育委員会 



（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で，心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務について１年

以上の経験を有する者      ８人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で，心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務につい

て，５年以上の経験を有する者  ９人 

    ③医師で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，１年以上の経験を有する者 

                     ０人 

    ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者

と認めた者           ０人 

  【主な配置形態】 

            小学校：週１日・１回７時間，隔週・１回７時間 

            中学校：週２日・１回７時間，週１日・１回７時間 

           高等学校：週１日・１回７時間 

中等教育：週１日・１回７時間 

           特別支援：週１日・１回７時間 

    

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  ・年度初めに各学校に事業概要等を通知し，４月に開催するスクールカウンセラー連絡協議会で担当者に

向けて説明している。（令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響により中止） 

  ・年３回実施しているスクールカウンセラー全体研修会において管理職や学校担当者等の参加も募り，理

解促進につなげている。（令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響により担当者の参加はなし） 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ・スクールカウンセラーの活用事例や授業実践を仙台市教育委員会で使用している供覧システムで学校に

紹介している。 

  ・スクールカウンセラーの活用に係る調査研究委員会の活動内容や実践を文書で学校に通知している。 

  ・教育センターで行われる生徒指導主事や教育相談担当を対象とする研修の際，いじめへの適切な対応や

不登校への効果的な支援，的確なアセスメントに基づく児童生徒理解等，スクールカウンセラーとの連

携について触れ，理解促進を図っている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

  

（１）研修対象 
 スクールカウンセラーと担当教員 
 
（２）研修回数（頻度） 
 ①スクールカウンセラー連絡協議会（年１回）   ②スクールカウンセラー全体研修会（年３回） 

 ③新規採用スクールカウンセラー研修（年２回）  ④スクールカウンセラー機関研修（年１回） 

 ⑤スクールカウンセラーグループ研修（年５回）  ⑥スクールカウンセラー調査研究委員会（年４回） 
 
（３）研修内容 
 〇スクールカウンセラーとして必要な知識と技能を身に付け，資質向上を図る内容。 

 〇スクールカウンセラーとしての使命感や心構えを学ぶとともに，基礎的な知見を養う内容。 

 〇医療機関について理解を深めるとともに，医療機関との連携の在り方について学ぶ内容。 

 〇学校の教育相談体制の充実に向け，取組の現状と課題について調査研究を行う内容。 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
 〇学校教育相談体制の充実に向けた考え方や教育相談に関する知識及びスクールカウンセラーが果たすべき役

割について理解を深める内容。 

〇子供の自死予防に関する基礎知識と命を守るための具体的な支援の在り方。 

 〇医療機関について理解を深めるとともに，連携の在り方について学ぶ内容。 

 〇東日本大震災から９年経過に伴う心のケアの在り方。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○スーパーバイザーの設置（有・無） 
  資格の有無，実務経験などにより，市教委がスクールカウンセラーの中から依頼している。現在３名のス

ーパーバイザーを依頼している。 

○活用方法 
  ・スクールカウンセラーからの申請に基づき，困難ケースの対応について，スクールカウンセラーに助言及

び支援を行う。 

  ・市教委からの依頼を受け，緊急支援が必要な場合のスクールカウンセラーへの連絡調整及び支援を行う。 

  ・市教委からの依頼を受け，研修会におけるスクールカウンセラーへの助言及び支援を行う。 

  ・学校からの依頼を受け，東日本大震災に係る「心のケア支援チーム」の一員として訪問指導を行う。 

 
（６）課題 
  ・スクールカウンセラー同士の横のつながりを重視したグループ研修などの充実を図る。 

・経験の浅いスクールカウンセラーが学校との連携や児童生徒への対応に難しさを感じているケースが見ら

れる。公認心理師などの資格は保有しているものの経験不足が顕著なため，積極的にスーパービジョンを

受ける体制を整える。 

・学校の一員としての認識を高め，積極的な活用に向けてのスクールカウンセラーの取組を明瞭化していく。 

 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】友人関係に悩む生徒の活用事例（①不登校，④友人関係）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

中学１年生男子生徒Ａの事例。市内では人数が少ない地域で，幼少期から狭い人間関係の中で生活してい

た。男子生徒Ａは小学校の頃から感情のコントロールが上手くできず，ちょっとしたことで怒ってしまい，

トラブルが絶えなかった。中学校入学後は周囲から浮いた存在となり，友人関係を構築できず，次第に登校

を渋るようになった。困り感を募らせた男子生徒Ａは自らＳＣに相談した。以後，定期的にＳＣとカウンセ

リングを行った。併せて保護者との面談も実施し，男子生徒Ａの特性の理解や発達に関する相談機関へのつ

なぎを行った。また，男子生徒Ａと保護者の了解を得て，ＳＣと学校とで情報共有を図った。担任や学年な

どの男子生徒Ａに関わる先生方にＡへの支援の在り方について助言し，組織で対応した。学校や関係機関と

の連携を図りながら男子生徒Ａへの見立てを行い，支援の方策や専門的知見からの助言を行い，生徒や保護

者への適切な支援つなげた。 

 

【事例２】児童虐待に関する活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

中学２年生男子生徒Ｂの事例。同居する兄からの暴言，暴力をＳＣに訴えた。この情報をもとに，学校が

保護者への聴き取りを実施し，児童相談所に通告した。その後もＳＣは継続して男子生徒Ｂのカウンセリン

グを行い，見守りを継続している。また，この家庭は経済的に抱える問題も散見されることからＳＳＷを要

請し，福祉的な視点から家庭支援に当たり，学校，ＳＣ，ＳＳＷ，関係機関が連携することができた。 

 
【事例３】ＳＮＳを通じた性被害のための活用事例（⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

  インターネット上で知り合った人物より，「身体の写真を送ってほしい」と言われ，画像を送ってしまい，

インターネット上に拡散された。ＳＣと被害生徒Ｃは以前から定期的に面談を行っており，信頼関係が築か

れていたため，被害生徒Ｃ自らがＳＣに打ち明けて事件が発覚した。被害生徒Ｃの了承を得て，学校に報告，

保護者連絡や警察につながった。ＳＣは被害生徒Ｃとその後も面談を継続し，心のケアに当たっている。学

校はＳＣの助言を受け，組織的に被害生徒Ｃの支援に当たり，保護者とも連携を図りながら適切に対応して

いる。 

 

【事例４－１】児童生徒向けの研修会の活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

ＳＣが養護教諭と心理教育を実践した。各教室にあるモニターを使い，全クラスにテレビ放映し，ストレ

スマネジメントやリラクゼーションについての授業実践を行った。 

成果として，コロナ禍であっても密にならずに必要な心理教育を実践することができた。ストレスや不安

を感じながら学校生活を送っていた児童生徒や教員にとって専門家からの説明や対処方法の実践は効果が

高い。 

 

【事例４－２】校内研修のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

教育相談の在り方について教員向けの研修を行った。様々な悩みを抱える生徒への対応について，教員個

人が問題を抱え込むことなく，学校全体で組織的に取り組むことを目的とした。教育相談の在り方について

事例をもとに基本的な知識から教育相談に臨む姿勢，進め方のポイントなどをＳＣから丁寧に説明した。 

成果として，発達障害や性の多様性など，様々な問題を抱えた児童生徒が存在するという視点を教員が常

に持つことが求められていることをより具体的に理解できた。また，児童生徒の状態や欠席状況を把握し，

校内の情報共有だけでなく小中連携の重要性についても理解することができた。 

 

 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

本市におけるスクールカウンセラーの導入については，平成７年度に始まり，平成１３年度には全ての中

学校への配置となった。その後，平成２０年度からは，段階的に小学校への配置を進め，現在は震災復興の

補助を受け，市内全ての小・中学校，中等教育学校，高等学校，特別支援学校にスクールカウンセラーを配

置している。 

学校現場では，不登校や発達障害のある児童生徒の対応に加え，いじめや非行など，様々な課題に直面し

ており，更に震災による影響への懸念から，学校や保護者からスクールカウンセラーの専門性へ寄せられる

期待は大きくなっている。また，コロナ禍における学校生活での不安やストレスへの対処など，児童生徒や

教職員の心のケアは重要となっている。ここ数年の相談件数は年間１万５千件から１万６千件と高い数値と

なっており，令和２年度は６月からのスタートであったにも関わらず１万７千件を超えた。また，相談業務

以外にも心理教育の実践などその活動は多岐に渡っている。 

  本市のスクールカウンセラーは，年々変化する震災の影響が背景にあることも踏まえながら活動を進めて

いる。児童生徒や保護者の個別の相談にとどまらず，教員へのコンサルテーションや教職員とスクールカウ

ンセラーの協働を活かした教育プログラムの実施など，多岐に渡る取組が学校の教育相談体制の中に定着し

つつある。 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

  ＜課題の概要＞ 

   ・問題を抱える児童生徒をスクールカウンセラーへつないでも，継続支援にならないケースがあった。 

   ・小学校から中学校へ継続した支援につながらないケースがあった。 

   ・全校週１回の配置を目標としているが，数校の小学校は隔週配置になっている。 

  ＜課題の原因＞ 

・大学院を卒業し，資格を取得したばかりの経験の浅いスクールカウンセラーの採用が増加傾向にあっ

た。経験不足から学校組織を理解できずに校内での連携が十分に図れないことが散見された。 

・他自治体と報酬面の若干の差があり，良い人材が近隣自治体に流失していた。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・特に新規採用者に対する研修としてグループ研修や機関研修等の充実を図った。 

・報酬面の改善を図ったところ，優れた人材を採用できるようになってきている。 

   ・拠点校ブロック方式の導入を含めたスクールカウンセラーの効果的な配置を工夫している。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

不登校児童生徒の増加している現状を踏まえ，初期対応からスクールカウンセラーの専門的視点の見

立てを行うなど，教職員との連携体制を図り，困難化，長期化させない取組をする。 

＜課題の原因＞ 

  ・環境の変化に適応できない児童生徒が増加している。 

・スクールカウンセラーの技量に差があるため，学校からの要望に応えきれていない。 

＜解決に向けた取組＞ 

・小，中学校の同一カウンセラーの継続した支援に向け，拠点校ブロック方式を推進していく。 

  ・研修を充実させたり，スーパーバイザーからの積極的なスーパービジョンなどを行ったりすること

で，スクールカウンセラーの技量向上を目指す。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

・不登校やいじめ等の問題の重要性にかんがみ、教職員又は保護者への指導・助言及び児童生徒のカウンセ

リング等を行い、健全な児童生徒の育成を図るため。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・各校の教育相談部会の実施曜日とスクールカウンセラーの勤務曜日を合わせることで、スクールカウンセ 

ラーが部会に出席できるようにしている。 

・小学校勤務のスクールカウンセラーについて、配置校の組み合わせを、可能な限り同じ中学校学区内にし、 

小・中学校の連携を図りやすくしている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
【配置人数】 

  小学校     ：  ５２人 ※小学校は２校で１カウント 

  中学校     ：  ５８人 

  高等学校    ：   ３人 

  特別支援学校  ：   ２人 

  中等教育学校  ：   １人 
 

【配置校数】 

小学校     ： １０４校 

  中学校     ：  ５８校 

  高等学校    ：   ３校 

  特別支援学校  ：   ２校 

  中等教育学校  ：   １校 
 

【資格】 

①公認心理師 ②臨床心理士 ③精神科医 ④児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び

経験を有し、学校教育法第１条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師（常時

勤務をする者に限る）又は助教の職にある者又はあった者 ⑤スクールカウンセリング推進協議会認

定に係るガイダンスカウンセラー 

（内訳） 

     ①公認心理師       ７４人 

②臨床心理士       ６６人 

     ③精神科医         ０人 

     ④大学教授等        ０人 

     ⑤ガイダンスカウンセラー  ６人     

                       

 【主な配置形態】 

    ○全校配置  ５８中学校   （週１日・１回６時間） 

            ３高等学校  （週１日・１回６時間） 

            ２特別支援学校（週１日・１回６時間） 

            １中等教育学校（週１日・１回６時間） 

           １０４小学校   （月２日・１回６時間） 

           

 

 

 

 

 

さいたま市教育委員会 



（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・「さいたま市スクールカウンセラー設置要綱」を作成し職務や服務について定めている。 

・学校での実務に役立つよう、スクールカウンセラーの役割や服務に関するガイドブックを作成し、各学

校へ配付している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・校長会や教頭会などを通して管理職へスクールカウンセラーの活用について周知している。 

  ・教育相談主任研修会などを通してスクールカウンセラーの活用について周知している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 
  さいたま市スクールカウンセラー 
 
 
（２）研修回数（頻度） 

年３回を予定したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止もしくは規模縮小とした。 

   スクールカウンセラー新規任用者研修会（1回） 

（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全員を集めての研修はなし） 

   スクールカウンセラー連絡協議会（1回） 

     

（３）研修内容 
（第１回）全員を集めての研修は開催せず。新規スクールカウンセラーのみ 

     ・さいたま市の教育相談体制について 

     ・さいたま市スクールカウンセラーの業務、事務について 

（第２回） 

     ・講義「子どもの暴言・暴力の理解とその支援～感情コントロールのメカニズム」 

     ・講 師 東京学芸大学 教授 大河原 美似 先生 

 

（４）特に効果のあった研修内容 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会場を分割し、講師も Zoom での参加となった。専門家を招い 

ての研修は、専門性を見直すとともに専門性を高めることにもつながった。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
        
○活用方法 
＜配置等＞ 

   市内６か所の教育相談室に各１名ずつ配置。 

   １日７時間勤務。年間４０回。 

  ＜業務内容＞ 

   ①さいたま市スクールカウンセラーの教育相談活動全般への指導・助言に関すること。 

    （新規スクールカウンセラーについては、スーパーバイザーの年２回の訪問を実施） 

   ②緊急事案等における教育相談体制への指導・助言に関すること。 

   ③緊急事案等における保護者への指導・助言に関すること。 

   ④緊急事案等における児童生徒へのカウンセリングに関すること。 

   ⑤緊急事案等に関する情報収集及び情報提供に関すること。 

   ⑥教育相談室における相談に関すること。 

   ※緊急事案とは、児童生徒の生命・身体又は財産にかかわる重大事態及びそれに準ずるもの。 
 
（６）課題 

・連絡協議会を平日の午後に実施するため、週１回勤務のスクールカウンセラーの中には他市での業務や他

の勤務の都合で、参加できない者が出てしまうこと。 

 
 
 
 
 



 
 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】授業中の集中困難に悩む児童の支援のための活用事例（➈学業・進路、⑩発達障害等〈ＳＣの配置

形態：単独校型〉） 

 板書の途中で他のことを始める、説明を聞き逃すなど、授業に集中しづらい様子のあった児童の保護者がク

リニックにて受けた検査結果を持参し担任へ相談した。担任は保護者の了解を得て、スクールカウンセラーへ

検査結果の共有を行い、教室内での環境調整について助言を受けた。その後、スクールカウンセラーによる授

業中の行動観察をしながら、児童の状態に即して支援方法を検討し配慮を行ったところ、徐々にではあるが、

授業に集中できるようになった。 

 

 

 

 

【事例２】児童虐待の支援のための活用事例（⑬児童虐待〈ＳＣの配置形態：単独校型〉） 

 保護者からの身体的虐待等で一時保護された生徒について、学校と児童相談所とのケース会議にスクールカ

ウンセラーが同席した。スクールカウンセラーはケース会議で、校内での生徒への支援方法について担任をは

じめ関係職員に対して助言を行った。生徒が登校再開後、落ち着きのなさや他生徒とのトラブル等、問題行動

が発生したため、スクールカウンセラーは、虐待による影響、行動の背景等について触れながら、対応方法を

担任に助言をする等、継続して支援を行った。 

 

 

 
 
【事例３】ヤングケアラーの支援における活用事例（⑯ヤングケアラー〈ＳＣの配置形態：単独校型〉） 

 連休明けから学校を休みがちになり、家庭でも自室にこもってゲームばかりするようになった。ゲームのこ

とで母と口論になることも多く、孤立していった。もともと不登校傾向があり、別室登校をしていた時期に生

徒と面識のあったスクールカウンセラーが担任と共に家庭訪問を行った。母親の話では、母が仕事でいない間、

重度の知的障害がある弟の食事など身の回りの世話や見守りを小学生のころから生徒がしているとのことだ

った。本人とはなかなか会えなかったがドア越しに声をかけたり手紙を渡したりするなどして家庭訪問を続

け、根気強く関わり続けたところ、数回に 1回は本人と会えるようになった。今後は担任と共に、卒業後の進

路に向け支援を行うことになっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



【事例４】ＳＯＳの出し方教育～自殺予防教育～における活用事例（⑱教育プログラム〈ＳＣの配置形態：単

独校型〉） 

「『いのちの支え合い』を学ぶ授業」の実施 

  ＜背景＞平成２２年 カリキュラム開発 

      平成２３年 研究指定校による研究 

      平成２４年 全校実施 

  児童生徒が相談することの大切さを理解し、相談のスキル、悩みやストレスへの対処法などを身に付ける

ことを目標に、市立小、中、中等教育学校において全学年で実施し、年間指導計画に位置付けた。市立高等

学校でも１年生を対象に先行授業を実施した。この授業のゲストティーチャーとして、スクールカウンセラ

ー、養護教諭、さわやか相談員が講師を務める。 

＜授業の対象学年と学習内容＞ 

 題材名 学習内容 指導者（例） 

小学校１年 困ったときは言ってみよう 困ったときの対処の仕方 学級担任 

２年 困っている友達の力になろう 友達が困っているときの対処の仕方 学級担任 

   ３年 いやな気持ちをつたえよう 嫌だと感じたときの対処の仕方 学級担任 

   ４年 友達の助けになろう 友達が嫌なことをされているときの対処の

仕方 
学級担任 

   ５年 悩みと上手につき合おう 自分が悩んだときの相談の仕方 学級担任と 

養護教諭の TT 

   ６年 友達のよい相談相手になろう 友達からの相談ののり方 学級担任と 

さわやか相談員の TT 

中学校１年 ストレスを上手に発散しよう ストレスの発散の仕方 学級担任と 

さわやか相談員の TT 

   ２年 心だって風邪をひく 自分や友達の深い悩みの対処の仕方 ―

「生きていても仕方ない」という気持ちにど

う対処するか ― 

学級担任と養護教諭又は

スクールカウンセラーの TT 

   ３年 自分の将来に自信をもって 

なりたい自分になるために 

進路の悩みの対処の仕方 学級担任（TT は各学校の実

態に応じて工夫） 

高校 １年 自分の心と身体を理解しよう 青年期の悩みや課題とその対処の仕方 学級担任（TT は各学校の実

態に応じて工夫） 

 

 ・平成２９年７月の「自殺対策総合大綱」に「困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の

仕方を身に付ける教育」が示された。これを受け、「『いのちの支え合い』を学ぶ授業」を核とした自殺

予防教育を小・中・中等教育学校では全学年で実施し、「ＳＯＳの出し方に関する教育」の充実を図って

いる。 

 ・授業の中で、学校内の相談者としてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについても取り

上げている。 

 

 

 

 



 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
スクールカウンセラー相談件数（校種別） 

   
※令和２年度は、４月から２か月間、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業中であったため、相談

延べ件数が減少した。 

 

※統計の実施方法 

   ・対象  市立小・中・高等・特別支援学校 

   ・回数  年３回（学期ごと） 

   ・様式  「活動状況報告」にスクールカウンセラーが記入し、管理職が確認後学校毎に提出 

 

※主な相談内容 

小学校 性格・行動 7,311 件（前年度比-1391 件）、発達障害等 5,106 件、（前年度比-1622 件）、 

不登校 3,590 件（前年度比-547 件） 

   中学校 不登校 22,260 件（前年度比-1267 件）、心身の健康・保健 11,022 件（前年度比+3559 件）、

発達障害等 7,424 件（前年度比-1306 件） 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・小中連携型配置の充実 

  ・相談のニーズと勤務時間のバランスを考えた勤務体制 

  ・質の高い人材の確保 

  ・スクールカウンセラー等を活用した校内の教育相談体制の充実 

＜延べ件数＞
平成３０年度 令和元年度 令和2年度 前年度との比較
小52校、中57校 小52校、中58校 小104校、中58校
高校4校、特2校 高校3校、特2校 高校3校、特2校

中等教育1校 中等教育1校
小学校 30,587 27,381 23230 -4,151
中学校 53,906 55,942 56015 73
高等学校 1,361 2,577 2364 -213
中等教育学校 183 690 507
特別支援学校 1,894 1,743 2022 279

合計 87,748 87,826 84321 -3,505

＜実件数＞
平成３０年度 令和元年度 令和2年度 前年度との比較
小52校、中57校 小52校、中58校 小104校、中58校
高校4校、特2校 高校3校、特2校 高校3校、特2校

中等教育1校 中等教育1校
小学校 4,635 4,407 5114 707
中学校 2,173 2,703 2809 106
高等学校 113 123 25 -98
中等教育学校 18 97 79
特別支援学校 133 117 175 58

合計 7,054 7,368 8,220 852

配置学校

配置学校



 

＜課題の原因＞ 

 ・スクールカウンセラーの活用について、周知の充実 

 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・新任スクールカウンセラーに対してスクールカウンセラー・スーパーバイザーが訪問し指導・助言をおこ

なった。 

 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

  ・相談のニーズと勤務時間のバランスを考えた勤務体制 

  ・質の高い人材の確保 

 ・スクールカウンセラー等を活用した校内の教育相談体制の充実 

 

＜課題の原因＞ 

・学校内におけるスクールカウンセラーの活用方法 

 

＜解決に向けた取組＞ 

 ・昨年に引き続き、全てのスクールカウンセラーに対してスクールカウンセラー・スーパーバイザーが 

訪問し、校内の教育相談体制の充実に向けた指導助言を行う。 

・専門性を高めるための講話や、グループ協議などを通して情報共有等できる場の設定など、研修内容を 

充実させる。  

 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを配置し、いじめ、不

登校等の生徒指導上の諸課題の未然防止、早期発見・早期対応のために、児童生徒や保護者の悩みや不安

を受け止めて相談にあるとともに、教職員へ助言を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・平成１７年度 全中学校に配置 

・平成１９年度 スーパーバイザー（ＳＶ）３人を配置 

・平成２５年度 小学校等６か所へ配置。以降小学校への配置を拡充 

・平成２８年度 統括スーパーバイザー１人を配置 

・平成２９年度 小学校には拠点・巡回校方式で６校に配置（巡回校５校）⇒計 36校 

※小中一貫研究指定校３校、統合校１校に配置し、計４０校に配置 

 ・平成３０年度 小学校には拠点・巡回校方式で１２校に配置（巡回校５校） ⇒計 72校 

※小中一貫研究指定校３校に配置し、計７５校に配置 

※配置校以外の小学校及び高等学校は、学区中学校のＳＣが対応 

・令和元年度   全小学校・特別支援学校に配置（３ｈ／週×３５週） 

 ・令和２年度  全高等学校に配置（４ｈ／週×３５週） 

              ※小学校大規模校等４３校時間拡充（４ｈ／週×３５週） 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

◆配置人数 

   〇小学校・中学校・特別支援学校 ７６名（統括ＳＶ含） 

◆配置校数 １７０校 

○中学校   ：市内全 ５５校に配置 

○小学校   ：市内全１１０校に配置 

○特別支援学校：市内全  ３校に配置 

○高等学校  ：市内全  ２校に配置 

◆資格について 
○スクールカウンセラーについて 

 ①公認心理士 ５９人 

②臨床心理士 ５１人  

③精神科医   ０人  

④大学教授等  １人 

⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者  

０人 

○スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年

以上の経験を有する者        ０人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

千葉市教育委員会 



て、５年以上の経験を有する者   ５人 

    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                       ０人 

    ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者

と認めた者             ０人 

  ◆勤務形態について 
   中学校 ４８校 （週２日・１回４時間）または（週１日・１回７時間４５分） 

   中学校  ７校 （週２日・１回６時間）               

小学校６７校 特別支援学校３校   （週１日・１回３時間） 

小学校４３校 高等学校２校   （週１日・１回４時間） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

    「スクールカウンセラー活用ガイドライン」を毎年更新し、第１回スクールカウンセラー連絡会議に

おいて、カウンセラーと各学校の教頭に周知を図った。 

  ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

   全体での研修はコロナ感染症対策のため中止。 

市内に初めて勤務するカウンセラー対象に、担当する学校においてスーパーバイザーによる面談形式

の研修を行った。同時に受入校の管理職、コーディネーター担当対象に指導主事とスーパーバイザーに

よる活用状況の聞き取りを行った。 

  ◇小学校不登校支援研修 コロナ感染症対策のため中止 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
  

（１）研修対象 
 ①全スクールカウンセラー 

第１回研修（４月）配置校教頭も参加 

第２回研修（９月）配置校教頭も参加 

 第３回研修（１月） 

 ②初任者スクールカウンセラー 

   第 1回研修（4月） 

第２回研修（６月～7月） 勤務校にて、スーパーバイザーによる指導と助言 

（２）研修回数（頻度） 
 ①年間３回 

②年間２回 

（３）研修内容 
①活用計画の説明、運営上の諸課題と方策（講演・演習） 

②千葉市の活動方針の確認。勤務校でのＯＪＴ 

（４）特に効果のあった研修内容 
グループ協議（小・中連携について） 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（有・無） 

○活用方法……各学校において緊急事態が発生した場合の心のケアの支援、困難事例への助言・援助 

スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーへの指導・助言 

学校における教育相談体制の充実や強化に関する活動 

（６）課題 
○生徒指導上の諸課題が複雑化する傾向にあり、これらの問題に十分対応できるスクールカウンセラーの資質 

向上と育成が急務である。研修会等で児童生徒や保護者とのカウンセリングの技術向上を図り、更に学校職 

員との情報共有のあり方などを学ぶ機会を増やす必要がある。 

 ○配置の拡充に伴い、管理職がスクールカウンセラー配置の意義を理解するとともに、カウンセリングルーム 

の環境整備や、教職員が校内での活用方法について理解を深めるなど、教育相談体制の充実に向けて、周知 

を図る必要性がある。 

 ○地区担当スーパーバイザーの積極的な活用。 

 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】発達障害のための活用事例（③⑦⑧⑨⑩）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 Ａは入学してすぐにクラスメイトや教職員に暴力を振るい指導を受けたが改善は見られず、複数の被害生徒 

の保護者より同じ教室内にＡを入れないように申し出があり別室登校となった。担任がＡの母親と面談を繰り 

返す中で、ＡはＡＳＤの診断があり幼少期より服薬をしていること、母親はトラブルを抑えられないのは学校 

の責任としており、本人が謝罪できないので別室対応でも構わないが、学習の保証をすることを強く要望して 

いることがわかった。担任と母親の関係が悪化していく中、ＳＣがＡとの面談を週 1回行い、ＡはＡＳＤの特 

性から、独特の言葉の解釈があること、本人だけのルールがあること、怒りの感情になると、その瞬間に手が 

出てしまうが前後のことは覚えていないことなどがわかった。一方で礼儀正しいところもあるなど良い点も複 

数認めることができた。ＳＣは、Ａとの面接内容を本人の許可を得たうえで担任と保護者に伝えることで、母 

親の学校への態度が軟化していき、同時に担任がＡとの関わり方を変えたことで、Ａと担任の信頼関係が構築 

されていった。その後、ＳＳＷを要請し、Ａの主治医を含めた関係者会議を行った。Ａへの支援として大規模 

集団が苦手であることから、放課後デイサービスや、別室対応に加え、通級指導教室やサポート校など様々な 

紹介を行い、学校全体、地域の支援を受けることができた。担任はＳＣと協力して、主治医や関係機関との情 

報共有を行い、母親だけでなく父親とも面談し、Ａの特性に応じた声掛けを家族で共有してもらうことをお願 

いし続けた。 

２年間の関わりの結果、学校では落ち着いて生活できるようになったが、家庭では母親とのトラブルは頻発

しており、３年生からは不登校になっていった。保護者はＡの進路について「『偏差値の高い学校』ではなく、

Ａにあった学校を希望」と考えを変えてきている。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

女子生徒Ａは、遅刻欠席が多く体調不良も時々あることから、担任経由でＳＣにつながった。Ａから「保護

者がほとんど家にいない。家事はほとんど自分だけで行っている。」と訴えがあった。面談後、ＳＣはすぐに

管理職へ報告をし、管理職、担任、養護教諭、ＳＣで協議の上、児童相談所へ連絡を入れた。児童相談所によ

る一時保護はなく、今後も児童相談所と連携をとりながら対応することになった。 

学校は、Ａの安全・安心を最優先とし、信頼のある担任は毎日状況を確認、ＳＣは定期的な面談、養護教諭

は健康面の対応と役割を分担し、随時、ケース会議を開き情報共有と支援検討を行った。また、家庭全体の支

援も考え、ＳＳＷにも依頼し、チーム学校として支援を行った。その後、保護者が家庭、子どもへ少しずつ目

を向けられるようになり、生徒の生活リズムが回復し、心身が安定するようになった。学校はその後もチーム

で生徒の様子を見守っている。 

 
【事例３】性的な被害のための活用事例（⑮）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 女子数名の私物の盗難があり、数か月後、生徒Ａの保護者が、Ａの部屋に隠してある盗難品を発見した。学

校は被害者に確認し、Ａが加害者であることがわかったが、被害者及び保護者の嫌悪感が強まったため、Ａと

学校に対する要望により、Ａを別室で対応することとした。ＳＣは面談を希望する被害者とカウンセリングを

行った。Ａ保護者はこれらの対応に納得ができなかったため、学校は今後、必要に応じてＳＶを派遣しカウン

セリングを行うなど、双方に時間をかけて丁寧に対応していく予定である。 

 

 

 
 
 



【事例４】教育プログラムのための活用事例（⑱）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による社会不安から、ストレスを抱えている児童生徒の増加

が懸念された。特に思春期を迎え中学校への進学を控えた小学６年生に対して、自分のストレスへの気づ

きやストレスマネジメント教育の必要性から、令和元年度に小学校高学年向けに実施したストレスマネ

ジメント教育をさらに対象校を増やし、４つの地区で１校ずつ６年生全学級を対象に行なった。 

プロブラム内容は、ストレスへの気づきとストレスを和らげる方法、ストレスと上手に付き合う方法な

どのストレスマネジメントに加えて、援助希求行動に繋げるための相談の促進と、呼吸法、筋弛緩法など

のリラクゼーションなどで、児童が体験を交えて学ぶものとした。児童からの振り返りでは、ストレスへ

の理解が深まり、改善方法などをこれからの生活に取り入れたいという声が多く上がった。 
 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
◆相談件数の推移  

 
 
◆学校現場から 

○全小学校、特別支援学校に配置して２年目を迎え、チーム学校としてカウンセラーが専門的な立場から

諸問題の対応に関わるなど成果が見られた。昨年度と比較すると、相談件数が小学校で 1.4 倍、特別支

援学校で 1.9 倍増加した。 

小学校    令和元年度 18,603 件 ⇒令和２年度 26,914 件  

特別支援学校 令和元年度   345 件 ⇒令和２年度   647 件 

○校内の学習の様子を積極的に参観することで、気になる児童生徒を察知し、見守ったり相談につなげたり 

することができた。また、担任・養護教諭と情報交換を行い、不登校傾向のある児童生徒への対応やいじ

めの未然防止に役立った。教職員の気が付かない面をカバーしながら、児童生徒の支援を行うことができ

た。 

○小学校では、不登校（登校渋り）の児童や教室で過ごすことができない児童等、問題を抱える児童が増加

している。その児童や保護者が、直接カウンセラーに相談でき、心のケアを行うことができた。 

○卒業間際の小学校６年生対象に、カウンセラーを招いてストレスマネジメントの授業を行った。悩みを抱

えている児童が非常に多く、大変効果的であった。 

○命に関わる相談を、カウンセラーが心理の専門家として受けたことにより、問題を最小限で防ぐことがで

きた事案が多くあった。守秘義務を守りつつ、必要最低限の情報共有を図ることで、学校経営及び生徒の

健全育成に大きく貢献している。 

○小規模校の利点を生かし、定期的に全校児童生徒との面談を実施した。個々の児童生徒と話すことにより、

カウンセラーがより身近な存在となり、相談もしやすくなった。また、気になる児童生徒については、後

日あらためて面談の機会を設け、悩みなどの軽減、解決につながった。 

○いじめ問題対策委員会だけでなく、教育相談部会や生徒指導部会に出席することが定着してきた。専門 

的な立場から、対応についての具体的な支援策を助言することができた。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

○心のケアが必要な児童生徒の低年齢化や長期化するケースの増加に伴い、継続的かつ丁寧に対応する必要

がある。 

＜課題の原因＞ 

○家庭教育の問題、友人関係や学校生活でのストレス、将来（進学）への不安等、原因は多岐にわたってい 

る。 

○令和２年度は、コロナ感染症対策のための長期間の一斉休校や、学校の活動に制限があったため、児童生

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

児童生徒 7,111 7,028 6,938 9,240 11857

保護者 3,047 3,904 4,447 4,651 5490

児童生徒と保護者 1,324 2,175 2,587 2,875 3282

教職員 12,243 14,924 17,155 22,306 31750

23,725 28,031 31,127 39,072 52,379

相
談
者

総相談件数



 

徒への不安やストレスは、さらに複雑化していたと思われる。 

＜解決に向けた取組＞ 
 ○定期的な生活アンケートを通してスクリーニングを行い、心配な児童生徒をカウンセラーにつなぐことができ、

早期発見、未然防止につながった。 

○小学校・特別支援学校のカウンセラー活用事業の配置時間の拡充を行った。 

 ○途切れのない支援に向けて、校種間での情報共有体制を整えていくために、スクールカウンセラーの連絡

会議で、中学校区の学校が集まり情報共有する機会を設定することができた。 

  

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

（1）アウトリーチ型の支援を行い、不登校児童生徒の心のケアを行っていく。 

 （2）カウンセリングルームの設備等の状況を把握し、改善に向けたよりよい対応を検討していく。 

＜課題の原因＞ 

（1）ここ数年不登校児童生徒数は右肩上がりで増加している。また、どの関係機関とも連携していない児

童生徒数が全体の 3割にもおよぶ。 

（2）小学校、特別支援学校のカウンセリングルームは、専用の教室が少なく、エアコンを完備している学

校も少ない。また、備品や消耗品も十分とはいえない学校がある。 

＜解決に向けた取組＞ 

（1）どの関係機関とも連携していない不登校の児童生徒へ、スクールカウンセラーのアウトリーチを通し

て「心のケア」を行っていく。 

（2）カウンセリングルームの調査を通して実態把握し、環境整備を検討していく。 

 

  

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめ、暴力行為などの問題行動や不登校の未然防止やその対応に向けて児童生徒、保護者等の心の相談に

当たるとともに、教職員への助言等により学校における教育相談体制の充実を図る。 

必要に応じて学校いじめ防止対策委員会に参加する。また近年多発する事件・事故及び災害などの被害者であ

る児童生徒等の「心のケア」にかかわる適切な初期対応及び中長期的な支援を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

小学校で相談したカウンセラーに引き続き中学校でも相談できるように、中学校と同一学区の小学校に同じ

カウンセラーを配置する横浜独自の「小中一貫型カウンセラー配置」を実施。平成 29 年度に全中学校 144 ブ

ロック・義務教育学校２校への配置が完了。引き続き配置を継続する。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

【配置人数】 

  小学校     ： １３６人 

  中学校     ： １３６人 

  高等学校    ： ４人 

  義務教育学校  ： ２人 

  教育委員会等  ： ５人 

 

 【配置校数】 

小学校     ：３３９校 

  中学校     ：１４４校 

  高等学校    ： １０校 

  義務教育学校  ：  ２校 

  教育委員会等  ： １箇所 

 

【資格】 

  （１）スクールカウンセラーについて： 

➀公認心理師  ９９人 

②臨床心理士  ３８人  

③精神科医    ０人  

④大学教授等   ０人 

⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 ０人 

（２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

１年以上の経験を有する者        ６人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者        ４人 

 

横浜市教育委員会 



    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                         ０人 

    ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と

認めた者                ０人 

  

【主な配置形態】 

    単独校     高等学校     （週１日・１回６時間程度） 

          義務教育学校   （週１日・１回７．５時間程度） 

    拠点校      中学校   （週１日・１回７．５時間程度） 

    対象校      小学校     （週１日・１回４時間程度） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・カウンセラー活用ハンドブックを作成する。内容は、カウンセラー配置の目的、学校におけるカウンセラ

ーの役割、校内相談体制の充実のための留意点、個人情報の取り扱いの注意点や校内での業務事務処理な

どを記載されている。 

・年度初めに各学校の教育相談担当職員へむけた教育相談事業の活用説明会を悉皆で行い、カウンセラー活

用ハンドブックを用いて、学校内でのカウンセラーの有効活用について説明を行う。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・児童支援専任や生徒指導専任に向けた研修、教職員向けの不登校児童生徒理解を目的とした研修などでカ

ウンセラーの活用について伝えている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
  

（１）研修対象 
全カウンセラーを対象とする。 

 
（２）研修回数（頻度） 

年間１０回程度 

 
（３）研修内容 

・専門性を高める研修（精神医学、発達障害、アセスメント等） 

  ・横浜市の施策、事業に関する研修 

  ・児童生徒指導上の連携強化に関する研修（いじめ、希死念慮、関係機関連携、事例検討） 

 
（４）特に効果のあった研修内容 

・専門家を招いての研修（ケースの見立て、事例検討、緊急支援等、今日的課題等）は専門性を見直すとと

もに専門性を高めることにもつながる。 

 ・関係機関連携の研修（児童相談所、青少年相談センター、小児療育センター、地域療育センター）は、カ

ウンセラーとしての適切な関わり方、連携の方法を確認する機会となっている。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
○活用方法 
（教職員への指導、助言） 

    学校で生じている児童生徒のいじめ、不登校、集団不適応等様々な問題解決に向けて教職員に対し具体

的な指導、助言を行うとともに、教職員の問題解決能力の向上を図り、学校における相談機能の充実を図

る。 

（児童生徒をめぐる事件や事故の事後対応への指導、助言） 

    学校内外で発生する事件事故に伴って生じる児童生徒や保護者、教職員等の精神的な不安や悩みへの対

応、学校、学級としての対応に関して、初期対応や中長期的展望、機能回復の視点に立った対応の仕方等

の専門的な指導、助言を行う。 

 
（６）課題 

・カウンセラーの心理専門家としての資質・能力向上を図るために、今日的課題等に対応する専門家のありか

たを検討すること 

 ・各学校のニーズに合わせた校内における相談体制づくり 

 ・産休等のライフイベントにおける代替カウンセラーの不足、産休等制度の見直し 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１－１】小学校の不登校（ひきこもり）状態解消のための活用事例（①） ＜ＳＣの配置形態：対象

校配置＞ 

 小学校入学から休みがちな登校状況、高学年になり 1日登校したのみ。スクールカウンセラーが保護者と

定期的な面接を繰り返すことがきっかけとなり、関係機関の一つとして、教育総合相談センターと連携し

ている横浜こども支援協議会に加盟している民間教育施設につなぐことができた。以降、学校（担任）が

家庭訪問をして本人や保護者が民間教育施設での活動の様子を学校と共有しながら関係をつなげている。 

また、外に中々出られない児童生徒については、アットホームスタディ事業といった学習ソフトを提供し、自宅

で学習することにつなぐ。学校も学習状況を把握することで、本人とのつながりを持つきっかけとなる。 

 

 

【事例１－２】緊急心理支援（当番制度）のための活用事例（⑫）＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

登校時に児童が亡くなったケースで、学校の正常化（機能回復）と心理的な支援、二次被害の防止を目

的として、緊急支援の当番制を活用し発生初期に勤務校以外の学校に入校し児童のカウンセリング、その

保護者へのカウンセリング、教職員向けの心理教育等の支援を行った。 

急性ストレス反応の解消、ＰＴＳＤの予防、精神的安定、児童生徒・保護者との信頼関係の深まり等の

効果があった。当該校のカウンセラーはその内容を引継ぎ、中長期的な支援に繋げた。 

 また、教員についても関係のあった方へのケアを早い段階で行った。 

 

 

【事例４】教育相談（傾聴訓練）研修講師としての活用事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置及び対象

校配置＞ 

 小中学校の児童生徒指導担当教諭を対象とした校内研修として、教育相談（傾聴訓練）研修での講師を担

当ブロックのスクールカウンセラーが行っており、専門性を活かした効果的な研修が実践できている。（コ

ロナ禍で夏期傾聴研修が中止） 

目的；教職員が相談に来た児童生徒や保護者の思いや気持ちを受け止めるための感性を磨くとともに傾

聴の基礎技法を学び、学校での相談活動に活かすことができるようにすること。 

内容；聞き手、話して、観察者等の役を決め、二人組や三人組による基本演習 

   ロールプレイによる総合演習 等 

  ＊各学校の状況に合わせ、１０年未満の教員も参加（メンターなど）。 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
「小中一貫型カウンセラー配置」の効果について 

小学校で相談したカウンセラーが進学先の中学校でも引き続き相談できる小中一貫型カウンセラーを

配置することで継続して相談することができ、子どもや保護者の安心感や信頼感に繋がっている。 

また、ブロック内の小学校、中学校が同じカウンセラーからの情報を共有することで連携の推進も図るこ

とができる。相談者が所属校での相談が困難な場合は区役所やブロック内の他の学校で相談できるよう柔

軟な対応をすることで相談者が安心してカウンセラーと面談が行えるようになった。 
 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・相談者に関わる職員が行う日常の心理的アセスメント能力の不足。 

 

＜課題の原因＞ 

相談者への専門的な心理アセスメントはカウンセラーが行う役目をもっている。一方、日常のアセスメント

は教職員が行っている。教職員は職業上、教育的なアセスメントはできるが、心理アセスメントについては理

解不足である。また、教職員が日々の対応に追われ、外部に出る研修を受ける機会も少なくなっている。アセ

スメントの視点が揃わない支援者同士が情報共有をしてもズレが生じる可能性が大きく、効果的な支援を阻害

させている。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・全中学校ブロックで、カウンセラーが教員に対して傾聴研修を実施。 

  ・学校の中でカウンセラー・SSW もチームの一員としてケース等を共有し、教職員への助言等を日ごろから

行っている。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組。 

＜課題の概要＞ 

・カウンセラーへの相談対応の負担増。また、複雑化した課題への対応の増加 

  

＜課題の原因＞ 

   コロナ禍において、相談者が抱える課題は１つの要因だけではなく、複合的に色々な課題が関わっている

ことが多くなってきている。その中で、カウンセラーが心理の立場からアセスメントしていくが、チーム学

校の中で心理の課題を一人で抱えていることも多い。また、それに対しての SV 体制についてもなかなか出

来ていない。教職員、SSW との共有についても、時間を取って行う事が難しい現場の状況がある。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

カウンセラー同士がチームを組むことで、各 SCが抱えているケースを共有する体制の構築が必要である。

また、そこに SV を行えるカウンセラー統括を配置する事で、各カウンセラーが抱えている課題について色々

な意見から対応していく。また、コロナ禍に合わせて、希死念慮や不登校などの研修を行い、対応するスキ

ルを身につけていく。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校、暴力行為等の未然防止、早期発見、早期解決のために、心理的立場から児童生徒・保

護者とかかわり、総合的見地からカウンセリングを行い、必要に応じて保護者や教職員に助言・援助を行

う。また、校内の相談体制を充実させるために、専門的知識を生かして教職員に向けて研修や助言を行っ

たり、校内と他機関をつなぐ役割を果たしたりして、問題行動の未然防止、早期発見、早期解決を図るこ

とを目的とする。緊急の問題が生じた場合には、早期解決のために、該当校におけるカウンセリング等の

調整を行う。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

中学校については、スクールカウンセラーを全５２校に１回７時間、年間 280 時間配置し、およそ週に

１回程度の配置を行っている。小学校については、保護者の要請に応じて、総合教育センターに勤務する

学校巡回カウンセラーを派遣している。平成２８年度からは、特別支援学校に要請に応じて学校巡回カウ

ンセラーを派遣することとした。平成２９年度からは、市立高等学校の全日制・定時制課程のすべての生

徒が利用できるように勤務時間を整え、週１回程度計画的に派遣を行うようにした。さらに令和元年度に

は学校の実情に応じて勤務時間を設定した。基本的に学校巡回カウンセラーは、７つの区についてそれぞ

れ担当を決め、区内の小学校に、同じカウンセラーを派遣するようにしている。そのようにすることは、

学校の窓口となる教員と信頼関係を築くことにつながっている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

◇配置人数 

    中学校：５２人    教育委員会等：７人 

◇配置校数 

    小学校：５３校   中学校：５２校   高等学校：５校   特別支援学校：１校 

◇資格 

○スクールカウンセラーについて 

① 公認心理師 ４人   ② 臨床心理士 ９人  ③ ①②２つに該当する者 ４８人 

    ○スクールカウンセラーに準ずる者について 

０人 

◇主な配置形態について 

    単独校 ５２中学校   （１回７時間 年間４０日） 

    巡回校  ４高等学校  （１回７時間１５分 年間４０日計画派遣） 

１高等学校  （１回７時間１５分 年間４０日計画派遣 

＋ １回５時間４５分 年間１５日計画派遣） 

       １１４小学校   （要請に応じて派遣） 

         ３特別支援学校（要請に応じて派遣） 

 
 
 
 

川崎市教育委員会 



（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

「教育相談センターの事業について」という資料（事業目標、相談事業の概要、それぞれの事業につい

ての事業内容）を作成しており、毎年、年度初めの合同校長会で配付し、説明をしている。 

 また、上記の資料とは別に、「教育相談センター相談事業のご案内」という資料を校種別に作成し、

年度初めに各学校の学校長あてに送付している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

生徒指導担当、特別支援コーディネーター、児童支援コーディネーター、養護教諭、それぞれの年度

初めの集まり（研修）で教育相談センターの事業の説明や資料の配付を行っている。同時に、各学校で

職員会議や研修の際に、現場の先生方への周知をお願いしている。 

初任者研修の際にも、教育相談センターの事業の説明を行っている。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 
（１）研修対象 

スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者 

 

（２）研修回数（頻度） 

・中学校配置スクールカウンセラー 年間４回（新型コロナのため、４回のうち第１回目は中止） 

  ・学校巡回カウンセラー 年間３０回（事例会議、医療相談、大学教授による研修） 

 

（３）研修内容 

◇中学校配置スクールカウンセラー 

   ①専門家を招いての講演（年間２回） 

・「子ども虐待対応 ～学校でできること～」 

      （講師：認定ＮＰＯ法人 チャイルドファーストジャパン 理事長 山田 不二子 氏） 

    ・「いじめの今を考える ～現状データと過去の体験から～」 

        （講師：ＮＰＯ法人 ストップいじめ！ナビ 副代表 須永 祐慈 氏） 

   ②他機関等との情報交換（年間３回） 

・各区担当のスクールソーシャルワーカーと小グループで情報交換。 

③校内連携についての情報交換（年間１回→新型コロナのため、情報交換は中止） 

・生徒指導担当 

④ミニ事例検討会（新型コロナのため、中止） 

⑤地区別での情報交換（新型コロナのため、４回のうち第１回目は中止） 

  

◇学校巡回カウンセラー 

   ①事例会議（年間１７回）  ②医療相談（年間６回）  ③大学教授による研修（年間７回） 

    ※必要に応じて中学校配置スクールカウンセラーの研修に参加 

 

 

 

 



（４）特に効果のあった研修内容 

◇中学校配置スクールカウンセラー 

講師を招いての講演会は、講師が具体的な事例を多く提示されたこと、また、様々な分野の方から

の話を聞くことができ、学ぶことが多かったという感想が多く聞かれた。また、スクールカウンセリ

ングについてのディスカッションは、各自がスクールカウンセラーの仕事を改めて見直す良い機会

となった。地区別の情報交換は研修ごとに行っており、ピアサポート的な効果が見られ、特に経験の

少ないカウンセラーのよき学びの場となっている。 

  ◇学校巡回カウンセラー 

事例会議やケース相談では、そのときの具体的なケースに応じたアドバイスを受けることができ、

相談活動におけるアセスメントや方針の決定に大きな効果をもたらしていた。また採用１年目のカ

ウンセラーには、とくにきめ細やかにスーパーバイズがなされた。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（〇有・無） 

○活用方法  ・スクールカウンセラーへの指導・助言 

・緊急の問題が生じた場合、該当校でのカウンセリング等の調整 

・研修講師（適応指導教室相談員向け、児童支援コーディネーター向け） 

・スクールカウンセラー配置体制の充実に資する業務等 

 

（６）課題 

  ・研修時間の確保 

  ・スクールカウンセラーとしての経験が浅い者に対する研修の在り方 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
【事例１－１】不登校で発達や家庭の問題も絡む活用事例（①⑥⑩）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

    中 1 女子。秋ごろから給食をクラスで一緒に食べられない、クラスで授業を受けるのがつらいなど 

   の訴えがあり、保健室登校が増えてきた。担任、養護教諭が話を丁寧に聞くと、気持ちの落ち込みも 

   ひどいようなので、保護者と連絡を取り、医療機関受診をすすめ、本人がスクールカウンセラーとも 

   定期的に話をすることをすすめた。保護者からは小学校低学年の時に発達障害があるとの診断もあっ 

   たとの情報も得た。 

    児童精神科医の受診と定期的なスクールカウンセラーとの面談は順調であるが、登校できる日数は 

   減っていった。面談の中で、家庭の複雑な状況が語られたので、学校としては本人が望んだ場合はす 

ぐに児童相談所とも連携できるように、児童相談所に相談し、情報交換を行った。 

 クラスへの復帰は難しいが、教育支援センターへ通う方向に動いている。カウンセラーとの面談も 

続いており、フルタイムの仕事でスクールカウンセラーとの面談に消極的であった保護者ともつなが

りができつつある状況になった。 

 

【事例１－２】休校中に心配な生徒に早期発見・対応した活用事例（⑧）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

    新型コロナウイルスでの休校中の登校日に学校が生徒対象に実施したアンケート「休校中の過ごし

方について」の結果をスクールカウンセラーもチェックした。全体的傾向を把握するとともに、個別

に対応すべき生徒をピックアップし教員と情報共有した。全体的には「不安なことはとくにない」、

「毎日楽しく過ごせている」に「〇」をしている生徒がほとんどだったが、睡眠・食欲に問題がある



人、過ごし方（ゲームをやりすぎる、過ごし方が分からない）に問題がある人、学習面に不安がある

人、今後の学校生活に不安（部活・行事・受験）がある人が多数いた。学習時間や学習内容、運動量

はかなり個人差があった。１年生は中学校生活への不安（学習についていけるか、友達ができるか）、

３年生は高校受験に関する不安が多くみられた。スクールカウンセラーが早急に対応すべきと感じた

生徒が２名おり（休校中の身体的不調、休校が続くことによる精神的苦痛）、次の登校日（１週間後）

を待たずに教員が生徒と連絡を取ることにした。 

 

【事例２】病院や区役所等と連携した活用事例（⑭＋⑧）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

    中学校に入学後、気分の落ち込みがあり、リストカット等の自傷行為もみられるという主訴で母子で

相談室に来た。精神科を受診し、うつ傾向と診断される。母子家庭であり、金銭的余裕もなく、母は家

事が苦手で食事も疎かになりがちの生活。希死念慮もあったため、夏休みは養護教諭とコーディネータ

ーが交代で毎日家庭訪問をするような状況であった。まず、主治医に連絡を取り、スクールカウンセラ

ーと養護教諭で受診に同行。入院も視野に入れるケースではと話し合った。経済的に入院が厳しいため

区役所に相談。制度が使えることになり、しばらく入院生活を送る。退院後は休みがちながらも保健室

登校を続ける。病院での複数回のケースカンファレンスに区役所、ＳＳＷ、と共に学校からは管理職、

養護教諭、スクールカウンセラーが参加。情報の共有と役割分担を確認する。母が生活保護に対して乗

り気ではないため、区役所からフードバンクの食料を届けることになる。本人は気分の波は見られるも

のの比較的安定し、体育祭や修学旅行などの学校行事にも一部参加できるようになった。通信制の高校

に進学が決まり、卒業式にも参加することができた。 

 

【事例４】生徒理解の研修の事例（⑰）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

    教員に向けて数回研修を行った。生徒の行動観察に関しては具体例を挙げたことで、早期介入に繫

がるケースが多くあった。その他、反応の経過例やモーニングワークを説明することで、長期的な見

守りが必要になることや、受容的な態度への理解を得ることができた。結果として、生徒がこれまで

よりも安心して教員を頼る機会が増えた。 

 
【４】成果と今後の課題等 
（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

小学校では、特に、保護者、教職員の相談は、この１０年で大きく増加した。保護者は、子育てについて、

教職員は、学校での支援に活かすため、カウンセラーとの情報共有等を積極的に行っている。 

中学校では、ここ数年、生徒への周知活動を積極的に行ったスクールカウンセラーが多く、生徒の相談数

増加につながっていると考えられる。生徒とスクールカウンセラーの相談から生徒の抱える課題が浮き彫り

になり、教職員との連携により早期対応できるケースも多いことから、生徒がスクールカウンセラーを認知

していくことの必要性を教職員が認識し、どのような活動を行うことが生徒への周知につながるのか、教職

員とスクールカウンセラーが共に考え、周知活動を行った学校が多かったのではないかと考えられる。これ

は、スクールカウンセラーがチーム学校の一員として活用されている効果としてとらえることができるので

はないかと考えている。 

高等学校では生徒の相談が増加している。相談の中には重篤なケースもあり、その対応には教職員とカウ

ンセラーの協働でかかわることの効果が認められ、年々、カウンセラーへのニーズが高まっているのではな

いかと考えられる。 

それぞれの校種で緊急な対応を求められることも多く、スクールカウンセラーが専門的な視点から見立

て・助言し、チーム学校の一助となったケースが複数あった。 



学校巡回カウンセラー派遣事業 小学校・相談延べ人数推移（単位：人） 
 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

保護者 158 241 282 179 242 187 249 305 349 403 436 505 

児童 50 62 58 65 54 80 23 41 29 20 58 60 

教職員 3 51 95 124 288 260 318 330 356 393 411 549 

計 211 354 435 368 584 527 590 676 734 816 905 1114 

 
スクールカウンセラー配置事業 中学校・相談延べ人数推移（単位：人） 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

保護者 3325 3155 3159 3297 3844 4077 3816 3891 

生徒 5672 5553 4699 4354 4992 5279 5461 5259 

教職員 9443 9103 9081 9437 11294 10838 9961 11464 

その他 227 242 229 168 173 137 175 264 

計 18667 18053 17168 17256 20303 20331 19413 20878 

 
学校巡回カウンセラー派遣事業 高等学校・相談延べ人数推移（単位：人） 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

保護者 45 33 29 25 51 95 81 89 90 104 81 71 

生徒 416 339 345 392 415 423 477 531 648 490 465 470 

教職員 53 90 107 225 360 519 604 608 496 543 550 546 

計 514 462 481 642 826 1037 1162 1228 1234 1137 1096 1087 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

  ・スクールカウンセラーの配置の在り方 

＜課題の原因＞ 

・経験年数、学校規模、相談件数、相談の内容、地域性などの違い 

＜解決に向け実施した取組＞ 

  ・ＳＣの全員面接による聞き取りや学校長の評価やニーズ等の確認による、適材適所への配置 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・小学校と高等学校への配置について 

＜課題の原因＞ 

 ・学校巡回カウンセラーの人数 

＜解決に向けた取組＞ 

 ・学校巡回カウンセラーの増員と高等学校へのスクールカウンセラーの配置 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

青少年教育カウンセラーを市内全小・中学校に派遣することで、教育の専門家（教職員）と心理の専門

家（青少年教育カウンセラー）が互いの専門性を尊重し、連携しながら、複雑化・多様化する児童・生徒

の当面する課題の解決と健やかな成長に向けての支援の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

小学校には週１回、（一部の小規模校には隔週）中学校には週１回～２回（一部の小規模校には隔週）

学校規模や不登校数・問題行動の状況などに応じて配置している。その際、中学校区の小・中学校に同

一のカウンセラーを置き、小・中連携型配置を基本としている。 

また、市内の７箇所の相談指導教室（適応指導教室）に相談指導教室付きのカウンセラーを配置して

いる。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

  【配置人数】６９名 

  【配置校数・派遣人数】（※延べ人数） 

小学校    ７０校 ７３名を派遣 

        中学校    ３５校 ５８名を派遣 

        義務教育学校  １校  １名を派遣      

  【資  格】（※延べ人数） 

（１）スクールカウンセラーについて  

①公認心理師 ４０人 

       ②臨床心理士 ５２人 

       ③精神科医   ０人 

       ④大学教授等  ０人 

       ⑤上記①～④以外で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

               ０人 

   （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、 

１年以上の経験を有するもの     ２人 

②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務に 

ついて、５年以上の経験を有する者  ０人 

③医師で心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以上の経験を有する者 

                   ０人 

④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有す 

る者と認めた者           ０人 

 

 

 

 

相模原市教育委員会 



 

  【勤務形態】（※すべて１回７．５時間） 

 週２回 週 1.5 回 週１回 隔週 

小学校 ３校  ６２校 ５校 

中学校 ２３校 ２校 ９校 １校 

義務教育学校   １校  

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

学校出張相談のガイドラインを策定し、小中学校に年度当初に配布し、周知を図っている。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

支援教育コーディネーター研修等の場を活用して、SC の理解促進に努めている。また、指導主事や社会

福祉主事が学校に訪問した際に、管理職等に役割や活用についての説明を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

   青少年教育カウンセラー ６９人 

 

（２）研修回数（頻度） 

  ①新任者研修  年度初めに２回 

  ②臨床心理研修 年間５回（うち全体３回） 

  ③精神医学研修 年間１回 

  ④精神科医が加わるケースカンファレンス  年間３回 

  ⑤グループスーパービジョン  年間３回（全体で９回） 

 

（３）研修内容 

  ①初任者研修 

・「青少年相談センター」の業務及び青少年教育カウンセラーの業務全般について 

 

  ②臨床心理研修会 

 講師 内容 

１ 東海大学教授 芳川玲子先生 講義「緊急支援」 

２ 国際基督教大学上級准教授 西村馨先生 講義「児童・思春期グループセラピー」 

３ 
桜美林大学講師 湯野貴子先生 

講義「ﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟｰの基本～ﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟｰとして「遊ぶ」

ということ～」 

４ 社会福祉法人真生会理事長 青木紀久代先生 事例検討 

５ 日本臨床心理士資格認定協会理事 鵜養美昭先生 事例検討 

 

  ③精神医学研修会 

   ・内容 「自傷行為」のある生徒への支援について事例検討 

   ・講師 北里大学大学院教授 生地新先生 

 

④精神科医が加わるケースカンファレンス 

 ・内容 医学的治療の必要性について協議したい事例を提供し、精神科医師からの判断助言を受ける。 

 ・講師 北里大学東病院院長 宮岡等先生 

北里大学医学部精神神経科学特任講師 井上勝夫 先生 

北里大学医学部精神地域児童精神科医療学特任助教授 神谷俊介先生 

 

  ⑤グループスーパービジョン 

   ・内容 事例検討を中心としたスーパーバイザーからのスーパービジョンを受ける。 

   ・講師 社会福祉法人真生会 子ども家族研究 所長 青木紀久代先生 

       東海大学教授 芳川玲子先生 

       日本臨床心理士資格認定協会理事 鵜養美昭先生 

 

 

 



 
  

（４）特に効果のあった研修内容 

  ○精神医学研修会 

   自傷、自殺という行動の背景を、丁寧に寄り添いながら聴き取ることや、見立てること、周りと相談しな

がら協力体制を組むこと等、今後実践にうつす際に、ブレない心持ちや指針を得ることができた。 

 

  ○臨床心理研修会 

自分がうまくできないと感じていることや今まで視点になかったことを改めて見つめなおすことができ

た。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 

○活用方法 

 

（６）課題 

相談が多様化、複雑化していることから、カウンセラーの専門性を高めるため、定期的に大学教授等の有識者

等による助言を受ける機会の設置、日常的にカウンセラーをサポートし統括を行う常勤の心理職の配置が必要で

あると捉えている。また、学校内でのカウンセラーの需要度も高くなり、活用が多くなってきているものの、業

務以外の役割を担うことも見受けられるため、校内でのカウンセラーの役割の再確認が必要であると考えている。 

 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１-１】不登校のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

母・長女（中２）の二人暮らしのご家庭。長女は中１の３学期から不登校状態。起立性調節障害との診断が出 

ている。母子の関係性は良好ではない。母親担当カウンセラーは母子関係を中心に面談を行い、子担当カウンセラー

は母親との関係と共に、学校へのかかわり方を中心にカウンセリングを行っていた。子担当カウンセラーは、体調や

精神面での起伏を本人がどのように対応すればよいか、具体的なアドバイスと共に、学校の担任と頻繁に本人の状態

について情報共有し、放課後に担任とのかかわりが持てるよう設定した。人との交流に消極的な本人の状況であった

が、毎週のカウンセリングの日に合わせて午後から登校できるようになり、週一度の面談と、その後の担任とのかか

わりの時間が継続的に持てるようになってきた。 

その後、少しずつではあるが学習への気持ちが上向きになり、学校外の通級指導教室へ通室する意思が出てきた。

週一回の放課後登校を継続しつつも、通級指導教室へも在籍し、週２回程度の通級ができるようになった。 

母親との関係性を整理しつつ、気持ちと体調を整え、本人の状態に合わせた学びの場の構築ができたことにより、毎 

日ではないが学ぶ場に向かう生活ができるようになった。  

 

【事例１-２】教職員との関係のための活用事例（⑦）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

市内では教職員の低年齢化がみられ、支援教育に対する知識や実践力の向上を図るニーズがある。このような 

状況下で、青少年教育カウンセラーが、配置校の教職員を対象に、基本月 1 程度で支援にまつわる「ＳＣたより」を

作成し、コンサルテーションを行っていった。内容としては、発達障害、不登校、福祉・虐待のことなど、毎回１テ

ーマを取り上げ、支援教育おける大切なことについて年間を通して幅広く伝えていった。心理士という専門の立場か

ら、学校という文脈に配慮しあまり専門用語に頼らず、教職員に分かりやすく伝えることで、学校のニーズに応える

ことができた。教職員が組織として前向きに支援教育に取り組む姿が見られ、不登校の改善など 

様々な成果がみられるようになった。 

 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 中学３年生女子ケース。母子家庭で兄姉弟妹が複数いる家族環境で、子育て支援センターは要保護児童として受理

している。家庭環境について相談したいとのことでカウンセラーにつながる。面接では（受験生にも関わらず）家の

中で家事や弟妹の面倒を見なければいけないという負担が大きくなっていることや、早くアルバイトをして家を出た

いという気持ちを受けとめつつ、心のケアに努めた。本人にとって落ち着いて自分の進路に向き合える時間や環境を

整えられるように地域資源の活用を提案するなか、スクールソーシャルワーカーに地域の無料塾や子ども食堂への同

行をお願いし、本人が自力で利用できるよう支援をした。子育て支援センターは家庭訪問を繰り返し母面接と福祉サ

ービスの導入を提示し、学校は進路指導をするなかで、受験に向けた準備を行った。母・姉の協力を得ながら本人は

希望する学校へ進学を決めることができた。 

 

【事例４】教職員のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 臨時休業中に青少年教育カウンセラーが、配置校の教職員を対象に「子どもが発するサインをどうキャッチす

るか～学校再開後の子どもたちの心のケア～」というテーマで研修を実施した。研修の中では、突然の大きな出

来事を体験したり目撃したりした時の子どもたちからのサイン（反応）の種類や種類ごとのサインの発見と発見

後の対応の仕方、サインを関係者と共有する際の手立てについて説明した後に、子どもの状況を把握するために

行うアンケートやその生かし方についてや、不安による差別や攻撃の発生の予防法やストレス解消法、新しい生

活様式に定着しにくい子どもの特徴例と対応方法など、学校再開後に生じる可能性のある問題に対応するための

より具体的な助言を行った。未曾有の事態により、教職員も不安を感じている中、研修を実施し、具体的な対応

についてイメージすることで学校再開後に心の余裕をもって子どもたちの対応をすることができた。 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

【小学校出張相談】 

令和２年度の延べ受理件数は 24,871 件で、前年度より、4,075 件の減少。相談対象別に見ると、児童の相談件数

が前年度に比べ 7,229 件減少、教職員からの相談は 3089 件と増加している。 

各小学校において、感染症対策等を実施している中での相談活動であることと、カウンセラーの勤務時間の遵守 

のため児童の相談件数は減少したものと捉えている。 

相談内容別では、令和２年度は「コンサルテーション他」が最も多くなり、5,439 件。次は「授業観察」で、児 

童の授業での様子を、保護者との相談に活かしたり、教職員とカウンセラーで情報を共有したりすることで、具体 

的な支援方法について検討を進めることができた。 

 

                ■延べ相談受理件数  単位：人  △：減少 

相談対象 令和２年度 令和元年度 増 減 

児 童 15,326 22,555  △7,229 

教職員 9,326 6,237 3,089 

その他 219 154 65 

合 計 24,871 28,946 △4,075 

 

相談内容 
令和２年度 令和元年度 

件数 割合％ 件数 割合％ 

コンサルテーション他 5,439 21.9 6,257 21.7 

授業観察 4,511 18.1 4,335 15.0 

発達に関する問題 3,838 15.4 4,322 14.9 

性格・行動上の問題 3,003 12.1 3,363 11.6 

登校しぶり 2,358 9.5 2,776 9.6 

ふれあい 1,729 7.0 3,770 13.0 

そ の 他 3,993 16.0 4,123 14.2 

合  計 24,871 100.0 28,946 100.0 

●主な相談内容別受理状況（延べ相談件数）     単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校出張相談】 

令和２年度の延べ相談受理件数は19,818件で、前年度より978件減少した。相談対象別に見ると生徒の相談件数は、 

前年度に比べ5,318件減少、教職員からの相談件数は4,168件と増加している。 

各中学校において、感染症対策等を実施している中での相談活動であることと、カウンセラーの勤務時間の遵守

のため児童の相談件数は減少したものと捉えている。 

相談内容別では前年度同様「コンサルテーション他」が最も多くなっている。｢授業観察｣も増加が見られ、教職員

とカウンセラーが情報を共有し、それぞれの生徒の特性、課題に焦点をあてた相談を充実させていくことが必要と捉

える。 

 



■延べ相談受理件数      単位：人 △：減少 

相談対象 令和２年度 令和元年度 増 減 

生 徒 9,774 15,092 △5,318 

教職員 9,699 5,531 4,168 

その他 345 173 172 

合 計 19,818 20,796 △978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●主な相談内容別受理状況（延べ相談件数）      単位：人 

相談内容 
令和２年度 令和元年度 

件 数 割合％ 件 数 割合％ 

コンサルテーション他 5,316 26.8 5,592 26.9 

不 登 校 3,350 16.9 3,243 15.6 

登校しぶり 3,199 16.2 3,472 16.7 

授業観察 2,483 12.5 2,210 10.6 

発達に関する問題 1,444 7.3 1,633 7.9 

性格・行動上の問題 1,253 6.3 1,554 7.5 

ふれあい 528 2.6 995 4.8 

そ の 他 2,245 11.4 2,097 10.0 

合  計 19,818 100.0 20,796 100.0 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・スーパーバイザーの配置 

 ・学校配置のあり方 

 ・教職員との連携 

＜課題の原因＞ 

 ・相談の複雑化・多様化 

 ・学校配置の拡充 

 ・カウンセラーを含めた校内支援体制の構築 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・スーパーバイザーの研究・調査 

  ・全中学校週１回以上の配置に向けてのカウンセラー増員要望 

  ・支援教育コーディネーター研修等でのカウンセラーの活用についての研修 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・スーパーバイザーの配置 

・学校配置のあり方 

・教職員との連携 

 

 



 

＜課題の原因＞ 

・相談の複雑化・多様化 

・相談件数の増加 

・スクールカウンセラーの若年化 

 ・学校配置の拡充 

 ・カウンセラーを含めた校内支援体制の構築 

 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・スーパーバイザーの研究・調査 

  ・900 人以上規模の小学校の週２回及び全中学校週１回以上の配置に向けてのカウンセラー増員要望 

  ・支援教育コーディネーター研修等でのカウンセラーの活用についての研修 

  ・カウンセラーとの連携の好事例の発信 

  ・校務支援ソフトの活用 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

生徒指導上の最重要課題であるいじめ，非行等の問題の解消及び不登校への適切な対応を目指し，学校

における相談機能の充実を図るために，児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有するスクー

ルカウンセラー等を学校に配置し，問題の解消や児童生徒・保護者等の精神的苦痛の解消・軽減を目指す。 
（２）配置・採用計画上の工夫 

○全ての新潟市立小学校，中学校，特別支援学校，高等学校，中等教育学校に配置する。高等学校と

中等教育学校には，スクールカウンセラー等を１名配置。小学校と中学校には，各中学校区にスク

ールカウンセラー等を配置する。 

○スクールカウンセラー等の採用に当たっては，必要数を公募によって補充する。 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○配置人数 

 ２４名 

○配置校数            

 小学校                       ：１０６校 

中学校                       ： ５６校 

高等学校                      ：  ２校 

中等教育学校                    ：  １校 

特別支援学校                    ：  ２校 

○資格 

 スクールカウンセラー 

・公認心理師資格及び臨床心理士資格取得者      ： １３人 

・公認心理師資格または臨床心理士資格取得者     ：  ３人 

・大学教授                     ：  ２人 

 スクールカウンセラーに準ずる者 

・大学若しくは短期大学を卒業した者で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，

５年以上の経験を有する者             ：  ６人 

○勤務形態 

 ①原則として，週１回または週２回分割のいずれかで７時間，年間３４週で合計最大２３８時間勤務す

る。 

②高等学校，中等教育学校は単独校配置とする。  

③小中学校については，中学校区配置方式を採用し，学校規模によって単独校区配置かセット校区配置

で割り振りする。 

・単独校区配置                   ： １２中学校区 

・セット校区配置（２中学校区が１セット）      ： ３８中学校区 

・セット校区配置（３中学校区が１セット）      ：  ６中学校区 

④命に関わる事案やいじめ重大事案等において，スクールカウンセラーの対応が必要な場合には緊急に

派遣する。 
（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  ・「新潟市立学校のスクールカウンセラー等取扱要領」「緊急スクールカウンセラー派遣事業実施要

新潟市教育委員会 



項」を作成済み。当該年度の「新潟市スクールカウンセラー等活用事業の概要」と各種様式等を冊

子にまとめ，各学校に配付している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

  ・年度初めにスクールカウンセラー等活用事業連絡説明会を開催し，事業概要の説明を行う。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例 
【事例１】不登校生徒のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

（１）事例の状況 

・中学生男子生徒。当該生徒は中学校入学後，人間関係のトラブルから不登校になった。昼夜逆転の生活と

なり，起きている時間のほとんどを自室でゲームをして過ごした。家族との生活時間が異なることで，親

子で過ごす時間も減った。そのような中，学級担任が定期的に家庭訪問を続けたことで当該生徒の気持ち

は徐々に落ち着き，当該生徒は担任に会うために，週に１回，短時間ながら登校できるようになった。担

任は，登校するようになった当該生徒にスクールカウンセラーとの面談を提案。当該生徒は前向きに受け

止め，面談することになった。 

（２）対応の実際 

・初回の面談時，当該生徒は，学校へは行かねばならないのに行けないことのふがいなさ，家族や先生への

申し訳ない気持ち，つらいことを考えないためにゲームに没頭したこと，夜は日常を忘れることができる

ため昼夜逆転になっていることなど，涙をこぼしながら語った。一方で，家庭訪問をしてくれる担任と関

わる中で自分が変わりたいと思い，登校やスクールカウンセラーと会うことを決断したとも話した。 

・面談を重ねる中で，当該生徒は，「こうなりたいと思う自分」と「思うように行動できない自分」，「そ

こに生ずる葛藤」について語り続けた。当該生徒了承のもと，その思いを，担任，保護者，管理職をはじ

めとした他の教職員と共有。当該生徒が自己実現できるよう，共通の認識のもと，役割分担をして当該生

徒と関わるようにした。 

・その後も当該生徒との面談を定期的に実施。スクールカウンセラーは，当該生徒の思いをしっかりと受け

止め理解すること，当該生徒が自己効力感や達成感を味わえるような言葉掛けをすることに努めた。更に

は，当該生徒が「なりたい自分」になるための具体的な方法を話し合い，教職員の支援を受けて実行，調

（１）研修対象 
  ・スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者，各学校のスクールカウンセラー担当 
（２）研修回数（頻度） 
  ・年間２回 

（３）研修内容 
・スクールカウンセラー等の効果的な活用についての研修 

  ・スクールカウンセラー等の資質向上にかかわる研修 
（４）特に効果のあった研修内容 
  ・対応事例集の作成 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置（有・無） 

（６）課題 
・スクールカウンセラーに準ずる者の資質向上のための研修会を実施すること。 



整，再実行と繰り返した。 

（３）その後の状況 

  ・当該生徒は，生活リズムの改善に努め，登校できる日を増やしていった。また，他の生徒とのかかわりを

増やしたり，学校行事に参加したりできるようになった。更には，進学を希望する高等学校を受験し，合

格することができた。 

【事例４】学校課題解決のための活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 ・年度初めに，スクールカウンセラーの活用方法について，学校関係者とスクールカウンセラーで検討を行

った。その結果，スクールカウンセラーとその役割を児童に周知するため，６年生児童を対象に心の健康

に関する授業を行うことにした。授業では，スクールカウンセラーが，困ったことは一人で抱えず相談す

ることの大切さを話し，援助希求能力の重要性を説明した。また，問題の対処として，簡単な心理学的な

対処方や考え方なども紹介した。 

 ・研修会終了後には，希望者が簡易的なカウンセリングを体験できるよう計画した。多数の児童が相談を希

望してスクールカウンセラーと面談を行った。一連の取組を通して，児童がスクールカウンセラーに相談

することの垣根を低くすることができた。また，面談の内容には日頃の児童からは知ることができないよ

うな内容もあり，児童理解を深める機会となった。 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
 ①活動実績 
  ・スクールカウンセラー等の対応人数は，児童生徒 2,608 人，保護者 1,947 人，教職員 2,236 人。 

 ②成果 

  ・スクールカウンセラー等配置の効果（全１６７校中，効果があったとした回答した学校の割合） 

    児童・生徒のいじめの解消  … １６％ 

    児童・生徒の不登校の解消  … ６８％ 

    児童・生徒の問題行動の解消 … ３８％ 

    児童・生徒の悩み軽減    … ８３％ 

    保護者の悩み軽減      … ８９％ 

    教員の悩み軽減       … ７５％ 

（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題，課題の原因，その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 
 ・感染症の流行時に，安全な相談の場を確保すること。 

＜課題の原因＞ 
 ・新型コロナウイルス感染症の流行が続いているため。 

＜解決に向けた取組＞ 
 ・感染症対策を示した「新潟市立学校園『子どもたちの笑顔のために』（ガイドライン）」を，感染

症の流行の状況に合わせて改訂し，それに基づいた相談環境を整えるよう学校に依頼。ほとんどの

学校で，年度当初の計画通りにスクールカウンセラー等の活用を行った。 

②今後の課題，課題の原因，その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 

  ・感染症の流行時に，安全な相談の場を確保することと共に，スクールカウンセラー等や各学校の担

当者向けの研修会をどのように開催していくか。 



 

＜課題の原因＞ 
  ・新型コロナウイルス感染症の流行が収束しそうにない状況であるため。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
  ・令和２年度は，当初計画していた対面での研修会を中止した。令和３年度以降，オンラインでの研

修を取り入れていく予定。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

スクールカウンセラーは専門性を生かし、児童・生徒や保護者が抱える悩み・不安・ストレスを直接和ら

げるだけでなく、個々の対応の仕方についての助言等を通して、教職員及び教育相談員の対応能力と学校の

教育相談機能を高め、問題行動の未然防止や早期発見・早期解決を図ることを目的とする。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  ・希望調査を実施して、学校並びにスクールカウンセラーの希望に添った配置を行う。 

  ・可能な限り、中学校区内の小中学校に同じスクールカウンセラーを配置する。 

  ・小規模の小中学校においては、年間計画を作成し、その要請に応じてスクールカウンセラーを派遣する。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
配置人数（39名、複数校兼務あり） 

小学校     ：３３人 

中学校     ：２９人 

高等学校    ： １人 

中等教育学校  ： ０人 

特別支援学校  ： ０人 

教育委員会等  ： １人 

 

配置校数 

        小学校     ：６８校 

        中学校     ：３６校 

        高等学校    ： ２校 

        中等教育学校  ： ０校 

        特別支援学校  ： ０校 

        教育委員会等  ： １箇所 

 
資格 

１ スクールカウンセラーについて（複数資格者あり） 

①公認心理師・・・２９人 ②臨床心理士・・・２５人 ③精神科医・・・０人 ④大学教授等・・・３人 

⑤上記以外の者で自治体等が認めた者・・・０人 

２ スクールカウンセラーに準ずる者について 

  ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の

経験を有する者・・・３人 

②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、５年

以上の経験を有する者・・・５人 

 

 

主な勤務形態 

配置校   ５中学校    （週１日・１回８時間） 

             ３１中学校    （週１日・１回６時間） 

             ６８小学校    （月２日・１回６時間） 

              ２高等学校   （月２日・１回４時間） 

        要請校   ７中学校    （要請に応じて派遣） 

           １８小学校    （要請に応じて派遣） 

教育委員会   １箇所     （月１日・１回５時間） 

 

静岡市教育委員会 



（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・静岡市スクールカウンセリング事業ガイドラインを策定し、毎年更新している。 

・毎年４月に行われる第１回静岡市スクールカウンセリング事業連絡協議会において、全スクールカウンセラ  

 ー、全小中学校教頭に配布し、周知を図っている。 
 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

 ・校内連絡会や校内研修において、教職員に対しコンサルテーションや指導助言を行っている。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 
（１）研修対象 

スクールカウンセラー、教育相談員、教頭またはコーディネーター担当教員 
 
（２）研修回数（頻度） 

・年２回（４月・１月）行われるスクールカウンセリング事業連絡協議会（全ＳＣ対象） 

  ・新規選任スクールカウンセラーは、４月にオリエンテーション、８月にスーパーバイザーとの面接を実施 

  ・年３回（４月・７月・３月）行われる緊急サポートチーム会議（緊急サポートチーム６名対象） 

 
（３）研修内容 

・事業報告（本事業の成果と課題、来年度の事業について） 

・子ども若者相談センターの支援とその実際 

・コロナ禍における教育相談について 

・子どもの自殺対策推進事業～ＳＯＳの出し方に関する教育の推進～ 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
  ・児童生徒や保護者から学校へ行くことができない悩みや不安の相談を受け、対応する市の機関による講話

を聞き、その機関との情報交換等の連携に向けて、具体的にイメージを持つことができた。 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
○活用方法 
・スーパーバイザーの設置 有り（月１回５時間、教育委員会に勤務） 

・面接または電話での、各スクールカウンセラーへのスーパーバイズ 

・新規選任スクールカウンセラーへのスーパーバイズ 

・連絡協議会における講話 

・緊急サポートチームとしての学校対応における指導助言 

 
（６）課題 
  ・令和２年度から連絡協議会が年２回になり（それまでは年３回）、スーパーバイザーの教育委員会勤務が

月１回８時間から５時間に短縮された中での研修となるため、研修の回数や時間が不足している。 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】テーマ：母子・多国籍家庭を背景にもつ不登校生徒への訪問支援のための活用事例(①不登校、

②いじめ問題)                                 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

＜対象者＞中学一年生徒 

＜来談者＞本人（週一回程度訪問面接）母親（訪問数回程度） 

＜支援の概要＞ 

 小学校からの申し送りでは不登校傾向は報告されていなかった。入学式など初期には登校したものの、

不登校状態になったことで担任が家庭訪問を行った。本人に男性全般に対する恐怖感があることが母親か

ら学年の教員へ伝えられたため、女性ＳＣが週一回家庭訪問し関係づくりを行うことを提案し、保護者、

本人の承諾を得て訪問を開始した。訪問当初、本人は家から出ることに抵抗を感じ、コンビニやスーパー

など他者からの視線がある場所への外出ができない状態であった。そこでＳＣが不安に関する心理教育、

リラックスするための方法を一緒に練習する、家での生活において不安を克服するための目標設定をし行

動に移すなどの関りを行った。だんだんと本人の表情に笑顔が増え、外出もできるようになる中で小学校

でいじめを受けたと感じていた経験が語られ、本人が教室に居場所が無いと感じていたことを本人と関わ

る教員や相談員・養護教諭らと共有し、安心して登校するためには登校再開時の方針として適応指導教室

ないし相談室登校が適切であると確認した。また、ＳＣから母子に対して二か所についてパンフレット等

を見せて説明を行った。 

 一方外国籍出身者の母親からは学校の制度面などを含めて本人へ説明するのは難しいと相談があったこ

とから、離婚した日本人父にも協力してもらうようＳＣから促しを行い、登校段階では父親が継続的に関

わり、穏やかな促しや、登校時に車で本人を送るサポートを行った結果、後期から相談室への登校が可能

になった。担任や学年の教員が関係を作りながら時折授業参加を促し、相談室登校が安定した段階でＳＣ

との面接を終了した。その後、同学年の同性女子と談笑する様子も見られるようになった。 

 

【事例２】テーマ：校内外のリソースを活用し関係諸機関との連携が機能することで親子が落ち着いたケ

ース（⑬） 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

＜対象者＞小学校 1年児童 A 

＜来談者＞母親（2週間に 1回の面接） 

＜支援の概要＞ 

小学校入学時に学区外から転入。小学校 5 年生の姉は虐待として通告され、現在は学区外の祖父母が養育

している。両親の児相の担当者への不信感が強く、相談は中断状態にあった。妹である Aは入学直後から、

教室からの飛び出し等の多様な問題行動が続いていた。母親は A の状態を発達障害と考えており、育てに

くい Aの対応ということで相談に訪れた。 

相談前に、教員は姉の以前の在籍校、A が在籍していた保育所に連絡を入れ、情報を収集し SC に伝えた。

SC は要録からの情報も総合的に理解した結果、A の状態は発達障害ではなく、愛着障害であると考えた。

相談に訪れた母親は、自身がうつ状態で希死念慮が強く、緊急の支援が必要と見立てた。まずは虐待への

介入という視点ではなく、子育てに悩む母親への支援を優先的に行うこと、SC と母親との関係性を構築す

ることを第一に相談を進めた。他方 A については、一旦は発達障害として、来年度からの学内の支援学級

の在籍を目指して試し通級を始めることを目標に置いた。そのために必要な医療機関の受診を行うこと、

診断により放課後デイサービスの利用も可能となり母親の負担が少なくなるとの一連の見通しを伝えた。

また無力感を抱える母親に対して、医療機関や放課後デイサービスの利用の方法について、具体的な手続



き等を中心に細かく確認を行った。自ら支援を求めることができるように母親をエンパワメントし、母親

の自己肯定感を高めることが出来るよう目指した。虐待家庭への指導という視点ではなく、家庭の理解を

得ながら、校内のキーパーソンを誰にするのか、困った時の居場所をどこにするのか等、本人と家族を抱

える環境を整備していった。 

並行して、SSW を交えて児童相談所と Aの家庭を再び繋いでいくことを行い、母親と Aを中心に家族への多

面的な支援を目指した。医療機関の受診と発達検査により、母親は A が発達障害ではなく愛着障害と考え

られるという事実を受け入れ、躾を超えた関りをしていたことを振り返った。一方 A は支援級への試し通

級を行うことで、抱える環境を得て問題行動は減り、落ち着いてきている。 
 
【事例３】テーマ：父親より性的虐待を受けた女子生徒の支援の為に児相等外部機関と連携した事例（⑮

性的な被害） 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

＜対象者＞中学３年 女子生徒 

＜来談者＞中学３年 女子生徒 

＜支援の概要＞ 

 入学後、相談部会で名前が時々出ていた子が、中３の夏休み明けから相談室そばで見かけるようになっ

た。表情も気になり、声をかけるのは初めてではあったが「最近どう？」と声をかけたところ、少し会話

ができた。その中で「背負っていることがある」と発言があった。そのとき他の相談予約もあり、立ち話

で終わりそうもないと思ったため、「待っているから近いうちに話しにおいで」と声をかけた。その後、

予約は入っていなかったが、９月半ばに行われた体育祭で急にいなくなってしまったため探し、見つかっ

た後一緒にいて話をする機会を得た。その中で家族の話になり、家族内で問題がありそうな話にはなるが

「５年間背負い続けている」ということ以上は話せない様子であった。いなくなったことでクラスのみん

なが怒っていること、たくさんの人の目があることで話せないこともあるだろうと、そのときはその後の

競技に参加できるよう支援をした。次の週に相談室で話せることになり話したところ、父からの性的虐待

を受けている話が出てきた。その為、まずは生徒には話し続けやすいよう、知られないようにすぐに教頭

へ報告をし、校長への報告、市教委へ連絡を入れてもらう中で、配慮をしながら生徒からさらに詳しい話

を聞いた。ＳＣは性的虐待がほぼ確実だと判断したところで、教頭に報告し児相の保護手配をすすめても

らった。性的虐待を泣きながら嫌だと話し、父の監視も厳しくて怖がっていたので、これからの為に守り

たいことを伝え、守ってくれて相談できるところにつなぎたいことを話した。当初はためらっていたが、

受け入れてくれたため、児相にきてもらい、職員に引き継いで出発するまでそばで付き添った。保護され

た後、警察より調書を作りたいという連絡が入ったため、生徒より聞いた話を警察署にて話した。裁判な

ど今後必要なときには協力して欲しいという依頼もあった為、協力することを伝えた。生徒は参加できな

かったが、卒業の為に先生方が会いに行くときに、渡してもらうように手紙を書いた。 
 
【事例４】テーマ：SOS の出し方に関する教員研修（⑰校内研修） 

困った時に子どもが SOS を出せるように、そして身近にいる大人として子どもの SOS を受け止め支援がで

きるようになるために、子どもの心や SOS の受け止め方について知る 

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

＜対象者＞中学校 校内連絡会 

＜概要＞ 

SC による講話 

 ➀はじめに 



 ・「自殺対策としての SOS の出し方に関する教育」について、文科省、教委の資料をもとに解説 

 ②今子どもたちは 

 ・自殺者の統計的な推移や教委による「学校再開後のからだと心のアンケート」結果からの理解 

 ・子どもの自傷行為と自殺からの理解 

 ③SOS を受け止め支援するということ 

 ・教育活動の中で、子どもたちが自尊感情を育み自己理解を深め大人に助けを求めることの大切さを知

るよう、支援する(SC の活用) 

 ・SOS を出されたら、相談内容に答えるとともに相談者の孤独に応える 

意見交換 

＜評価＞感想より 

・「いつでも話を聞くよ」は勿論、日常的な声掛けなどやれること、やることがある 

・子どもは大人が思っているより感じやすいのかもしれない。改めて心のケアの大切さを感じた 

・情報過多で経済の先行き不透明な生活の中で、支え手である親も余裕をなくしている。支え手が支えら

れる構造も必要 

・関係性希薄で孤立しがちな子どもたちへも目を向けたい 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 
 年間相談件数を見ると、小中学校における児童・生徒との相談件数は 3000 件台の後半を推移している。保護

者との相談件数については過去５年、増加傾向にある（Ｈ28は 3565 件、Ｈ29 は 3723 件）。この要因としては、

児童・生徒は学校生活を含めた日常生活の中で、数々の悩みや問題を抱えながら過ごしていること、また、保護

者も同様であり子育て等の悩みや問題を抱えていたり、子どもと悩みや問題を共有していたりすることが考えら

れる。そしてそれを受けて、学校もスクールカウンセリング事業をさらに家庭に周知し、コーディネーター担当

職員が中心となってその悩みや問題を専門的な助言等によって軽減、解決すべく素早く適切にスクールカウンセ

ラーに繋げるよう努めていることが考えられる。 

 学校職員への助言という点では、令和２年度に少し減少したものの、基本的にはこれまで増加傾向にあり、こ

れは学校職員とスクールカウンセラーが情報共有をして協力して教育相談を実施していくという体制が定着し

ているためであると考えられる。これらの成果は、スクールカウンセラーが限られた時間を効率よく最大限にい

かして、児童・生徒、保護者との相談や学校との連携を実施しているからと考えられる。 

 悩みや問題は、一度のカウンセリングや助言で解決されるわけではないが、適切なタイミングでスクールカウ

ンセラーがカウンセリングを行うことにより、児童・生徒や保護者が抱える悩みや不安の一部が解決したり、教

職員が把握できていなかった児童・生徒の状況を知ったりすることができている。また、毎月スクールカウンセ

ラーが提出している業務実績簿の調査項目の中で「教職員の研修及び助言」が増加している。教職員がスクール

カウンセリング事業を理解し、スクールカウンセラーと教職員がより連携し、学校全体がまとまって支援体制を

構築し、児童・生徒や保護者に寄り添っていくためにも、本事業は必要不可欠となっている。 
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＜評価方法＞ 

①  業務実績簿（毎月提出）において、以下の８項目についての件数とその効果について集約。 

   ・教育相談員への助言   ・学校職員への助言    ・児童生徒との相談   ・保護者との相談 

   ・学校保健委員会、集会等における児童生徒への啓発  ・教職員の研修における指導及び助言 

   ・地域の方、民生児童委員などへの助言        ・学校における事故、事件に関わる緊急対応 

②  スクールカウンセラー、教育相談員、配置校を対象に調査票を活用しての評価を実施。 

   ・校内連絡会が定期的に行われているか。       ・支援計画を作成しているか。 

・校内連絡会で教員や教育相談員へのコンサルテーションを行っているか。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

  ・公認心理師や臨床心理士など、資格のあるスクールカウンセラーの確保と小中学校への配置時間の増加ま

たは維持のための予算の拡充。 

＜課題の原因＞ 

  ・公認心理師や臨床心理士の資格取得者を採用することにより報酬額が増加した。また、会計年度任用職員

へ移行することにより有給休暇制度も取り入れられた。したがってその分の予算を拡充できないと、配置

時間を削って報酬等を確保することになる。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・児童生徒や保護者との相談や学校職員への助言に使われるべき配置時間に影響が出ないように、できる範

囲で予算の増額要求を行う。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・昨年度同様、資格のあるスクールカウンセラーの確保と小中学校への配置時間の増加または維持が課題で

ある。 

＜課題の原因＞ 

 ・相談者の増加や相談内容の深刻化。特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、心身の不調や学習

の遅れ、将来に向けた思い等に関する相談が増えていくことが考えられる。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・年度当初、各学校に配当した時間について、年度後半に余りと不足を確認し、余る学校から回収し、それ

を不足している学校に振り分けるなどして、限られた予算及び時間を再分配している。 

  ・深刻化する相談内容への対応について、スクールカウンセラーを支援するために、スーパーバイザーが月

に一日教育委員会で面談や電話による助言を行っている。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒対象の心理臨床業務等に関して豊かな知識・経験を有するスクールカウンセラー及びスクール

カウンセラーに準ずる者を浜松市立小中学校及び高等学校に配置することにより、いじめや不登校等の児

童生徒の問題行動等に対応することを目的とする。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

・原則として、中学校区で同一のカウンセラーを配置する。 

・「公認心理師」「臨床心理士」の資格を有することを、応募資格の条件にしている。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○配置人数 ５５人 

 ○配置校数 小学校９６校 中学校４８校 市立高等学校１校 教育委員会１箇所 

 ○資  格 （１）カウンセラーについて 

「公認心理師」             ７人  

「臨床心理士」            １０人 

「公認心理師」「臨床心理士」     ３５人 

        （２）カウンセラーに準ずる者について 

大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相

談業務について、５年以上の経験を有する者  ３人 

○主な配置形態 

単独校   ３６小学校     （隔週１日・１日４時間～５時間） 

９中学校     （隔週１日・１日８時間）（週１日・１日５時間～６時間） 

           １高等学校    （隔週１日・１日８時間） 

     

拠点校   ３９中学校     （隔週１日・１日８時間）（週１日・１日５時間～６時間） 

 

    対象校   ６０小学校     （隔週１日・１日４時間～５時間） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

スクールカウンセラーの活用についてまとめた「浜松市スクールカウンセラー事業について」を、毎

年４月初旬の研修の際に、スクールカウンセラーと学校担当者に配布。教育委員会担当者から、年度ご

との変更点や、両者ともに理解が必要な点と、スクールカウンセラーと学校担当者のどちらかに特化し

て説明する部分が、明確になることを意識して説明。 

  ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

他の目的で開催される研修の中で、スクールカウンセラーの活用について触れる機会をつくる。教育

相談の研修として開催される「対人関係トレーニング」の講義の際にも、スクールカウンセラーの有効

な活用事例を挙げて互いにリンクする部分を紹介し、その有用性について教職員に伝える機会をつくっ

ている。 

浜松市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

 

（１）研修対象 

①全てのスクールカウンセラー 

  ②新しく任用したスクールカウンセラー 

 

（２）研修回数（頻度） 

①全てのスクールカウンセラーを対象に、ＳＣ研修会を年間５回開催。 

  ②新しく任用したスクールカウンセラーを対象に、新任ＳＣ研修会を年間３回開催。 

 

（３）研修内容 

①ＳＣ研修会年間５回 

    第１回 緊急支援について 

    第２回 不登校の現状について メンタルヘルスサポーターについて 

    第３回 「WISC－Ⅳや K-ABC について」「ＳＳＷについて」「ＳＣとＳＳＷの連携」 

    第４回 講義「子育てからしつけを考える」 

    第５回 「不登校について」（オンライン研修） 

②新任ＳＣ研修会年間３回  

   第１回 スクールカウンセラーの業務について 浜松市ＳＣスーパーバイザー  

第２回 学校での頻回事への対応、実体験を通しての情報交換 

第３回 事例検討 事例を持ち寄り、対応を検討 

  

（４）特に効果のあった研修内容 

多くのスクールカウンセラーが自発的に研修に参加し、全ての研修において、参加者の意欲的な態

度が見られた。数々の講義を通して、研鑽を深め、実際の場面と照らし合わせて検討を重ねていった。

スクールソーシャルワーカーとの連携を深めるために、昨年に引き続き行われた会については、それ

ぞれに必要なこと、足りないことを確認することができた。互いの活動について、理解を深められた

ことによって、実際の現場においても、連携して対処する機会が増加することとなった。今後も継続

した研修を実践し、具体的で実用性のある協力体制の構築を目指すものとしていきたい。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 

○活用方法 

スクールカウンセラーへの助言や、緊急性のある事象への対処法の伝授。学校を訪問して、スクール

カウンセラーの後方支援や教職員への助言をしている。また、緊急性のある場合は、医療への繋ぎを迅

速に行っている。 

 

（６）課題 

研修の内容については、その時における最重要テーマであると判断した内容を選んでいる。例年、継

続していくべき内容の研修は、大きなテーマは共通ながら時流に適するものとする。また、その時にタ

イムリーなものを精選して参加者の興味関心を高め、満足感を得られるものにする。めまぐるしく変わ

る社会情勢の中で、早く、大きく、変わりゆく学校教育を巡る状況を鑑み、ニーズの読み取りを的確に

行うことが、これからの課題である。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】校内連携のための活用事例（④友人関係、⑥家庭環境、⑧心身の健康・保健） 

＜ＳＣの配置形態：対象校配置＞ 

小学 4年女子。給食スタッフに感謝の手紙を書く際に、挿絵の人の目に血の涙を書いていた。心配した教

師からスクールカウンセラーに紹介があった。今まで、あまり表情のない印象はあったが、問題はあまり起

こさなかったため、目立たなかった。本児との面談では、母親の気分の波が激しく、家では母親に合わせな

がら、時には母親の面倒を見ながら生活していたことがわかった。本人からは、その生活がかなり大変であ

ることが語られた。学校では、周りとどうかかわっていいかわからず、一人でいることが多かったとのこと

だった。その後、母親との面談では、母親自身が精神疾患を患っている（すでに通院中）ことがわかった。

本人・母親からの了承をえて、本人、母親の状態について先生方と共有した。本人が周囲の大人に頼っても

いいと感じることができるよう、担任を中心に関わりを持っていけるよう支援体制について共有した。本人

は徐々に、担任に心を開くようになり、以前より表情も明るくなっていった。 

 

【事例 1】小中連携のための活用事例（④友人関係､⑥家庭環境､⑦教職員との関係､⑧心身の健康・保健､ 

⑪小中連携､⑫部活動）                         

＜ＳＣの配置形態：教育委員会等配置）＞ 

中学１年男子。緊張や不安があると、腹痛や嘔吐の症状が出て、登校できなくなる。総合病院の小児科で

カウンセリングを受けているが改善されない。病院のカウンセラーに許可をもらい、教育委員会の相談室

に、親と本人で訪問し、相談することを希望した。教育委員会配置のカウンセラーが、本人の幼稚園から

小学校時代の話を丁寧に聞いた。 

幼稚園年少の時、「積み木を投げられた」と他の園児から嘘を言われ、そのことで幼稚園の先生がハサミ

を見せながら「そんな悪い手や舌は切っちゃうよ」と怒られた経験があったことを話した。幼稚園で夜泣

きが始まり、小学校 1 年生になってそのハサミのことを初めて母親に話した。小学 3 年生のときに校外学

習の授業があって、カマキリが交尾をしているところを見つけ、周りの友達に教えたところ、担任の先生

に大きな声でみんなの前で怒られた。小学校 3 年生のときに地域のソフトボール部に入団。入って３日目

で試合に出してもらったが、プレー中に走塁ミスをして至近距離で叱られた。その頃から、緊張したり叱

られたりすると腹痛になり、よく下痢をした。 

カウンセラーは、本人が「人とは違った行動や発言、物の見方をするのでは？」と本人に伝えると「その

通りです」と驚いていた。いままで言葉がうまくつながらず、いろいろな考えや人のことを思って、言葉

で伝えることができなかった。怒りや悲しみが自分にたまっていって、その放出の仕方が分からなかった。 

今年度､中学のテニス部に所属｡男性の顧問が厳しいが､テニスは好きで友達や先輩との関係もいい｡また､

学級委員には自分から立候補した。学級委員のリーダ研修会の日に朝から３回吐いたり、地域のお祭りで

仲の良い友達と出かける楽しい日にも吐いたりした。カウンセラーは、本人の考え方を育てるとともに、

カウンセリングを継続して小学校時のトラウマを和らげていくこと、母親の考え方を変え、本人のペース

にあわせた支援と声かけをしていくこと、父親が仕事の多忙さのため、本人に関わっていないことから、

無理のない範囲で本人の話を聞いたり一緒に出かけたりして関わりを持つことなどを家族、本人に助言し

た。本人は、まだ嘔吐しそうにはなるものの、部活動にも参加し、学校でも明るく過ごせるようになってい

った。 



【事例４】小規模校から中学校への継続した支援のための活用事例（⑰校内研修、⑱教育プログラム） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

小規模校で人数が少ないため、いじめや問題行動での相談は無かったが、発達に関わることや就学支援に

おいて関係児童・保護者と関わる機会が多くあった。児童とは、各学期に一回ずつの面談を設け、直接的

で、積極的な関わりをもち、良好な人間関係を構築していった。更に充実したものとすべく、次年度におい

ては、全保護者との面談の機会を計画している。また、ケース会議や校内委員会で、配慮を必要とする児童

や保護者への関わり方についてのレクチャーを行い、教員への的確でタイムリーな助言を行った。さらに、

学級活動や学校保健委員会で、児童を対象にソーシャルスキルについて直接指導を行い、教師や児童にと

って身近な存在としての立場を確立している。それら小規模校 3 校からの生徒たちを含んで構成された中

学校で、入学間もない１年生を対象として、小学校時と同様に心のエクササイズを行い、中１ギャップの

解消に向けて尽力している。 

 

【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
  令和２年度に行った、「スクールカウンセラー実態調査」による 

   学校への、 

「スクールカウンセラーを十分に活用できているか」の質問に対し、 

→「十分に活用できている」、と答えた学校は、９５％   

「自校の相談体制の充実が図られているか」の質問に対し、 

→「充実が図られている」、と答えた学校は、９７％ 

「スクールカウンセラーは学校と連携してカウンセリングを行っているか」の質問に対し、 

→「連携して行っている」、と答えた学校は、９７％ 

「スクールカウンセラーは専門性を生かしたカウンセリングを行っているか」の質問に対し、 

→「専門性を生かして行っている」、と答えた学校は、９５％ 

「スクールカウンセラーは子ども・保護者と良好な関係を築けているか」の質問に対し、 

→「良好な関係を築けている」、と答えた学校は、９３％ 

 

    以上の結果より、スクールカウンセラーが学校に配置されて有意義な活用がなされているのと 

同時に、教職員と連携して児童生徒と接していることがうかがえる。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

学校からの時間増を望む声が多くなっている。 

小学校への配置拡大とともに、過去の実態に合わせた時間配置にも配慮していく 

 

＜課題の原因＞ 

小学校での相談希望が年々増加 

今までは、不登校や問題行動など、中学校における需要が多く、その結果中学校への配当時間は、 

小学校に比べて多いものになっていた 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

中学校区への、時間の配当の仕方を工夫した。中学校区の中で、小学校・中学校の別なく、過去の実態

に応じて、配当時間の中で自由にやりとりができる裁量時間を、年間で配当した。その結果、小学校で

相談件数の増加があっても、中学校区全体で時間を融通できたため、迅速な対応をすることができた。 



 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

  小学校低学年域への支援 

 

＜課題の原因＞ 

   低学年の不登校児童数が、この９年間で２倍以上に増加。これは、小学校高学年、中学生の増加率に

比べても、高い数字を示している。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

    低学年域への支援を強化するために、小学校への配当時間数を増やす。また、スクールカウンセラー

の研修に、コグトレを扱う機会を設定する。そのスキルを身につけたスクールカウンセラーが、コグト

レを、小学校教員を対象にして行ったり、直接児童生徒に行ったりすることができるようにしていく。 



 

【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

本市では平成２６年度から、さまざまな悩みや心配を抱える子どもや親に寄り添って総合的に支援するため、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等５職種による「なごや子ども応援委員会」を設置している。

その中でスクールカウンセラーに関しては、心理教育等の観点に基づく、未然防止のための授業や学校生活全般に

対する援助、児童生徒に対する相談・カウンセリングを主な目的としている。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

市内を１１のブロックに分け、各ブロックの中学校１校を拠点としてチームを設置している。常勤スクールカウ

ンセラーは１チームに７名～１２名を配置。配置された中学校で活動を行い、ブロック内の小学校では要請を受け

派遣的に活動を行う。 

会計年度スクールカウンセラーは、小学校では要望に応じて、１４０時間（通年）・７０時間の２種類の配置時

間数を設けている。中学校ブロック内の小学校には可能な限り同じスクールカウンセラーを配置し、小中の連携が

できるようにしている。特別支援学校の５校には、１４０時間（通年）の配置時間数を設けている。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

○常勤スクールカウンセラー 

中学校：１１０人 

教育委員会等：４人 

【資格】臨床心理士、公認心理師等 【業務形態】週５日 １日 7.75時間 

○会計年度スクールカウンセラー 

【配置人数・配置校数】 

小学校    ：２６１校（１４０時間配置１３１校、７０時間配置１３０校・１名／校） 

  中学校    ：６校（２８０時間・１名（３校）・２名（３校）） 

  高等学校   ：１４校（７００時間・２～５名／校） 

  特別支援学校 ：５校（１４０時間・１名／校） 

  【資格】 臨床心理士、公認心理師 等 

【主な勤務形態】 

   小学校１４０時間配置校  （週１日・１回４時間）または（隔週１日・１回７時間） 

   小学校７０時間      （随時 ブロック内中学校のＳＣを派遣） 

   特別支援学校１４０時間配置校（週１日・１回４時間）または（隔週１日・１回７時間） 

   中学校・高等学校     （週１日・１回７時間）または（週２日・１回４時間） 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

文科省が平成２９年２月３日に発出された「児童生徒の教育相談の充実について」の別紙「ＳＣガイドライン」

を参照している。 

「スクールカウンセラーの主な職務（例）」として、児童生徒や保護者への対応に加え、学校で勤務する職員と

しての活動や子ども応援委員会や外部機関との連携などについて取りまとめている。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

年度初めに学校向けに「スクールカウンセラー活用事業説明会」を開催し、事業のねらいやスクールカウンセラ

ーの職務等について説明することを予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止としたため、資

料を配付して理解を求めた。 

また、子ども応援委員会活用の手引きを作成し、各学校に配布している。 

名古屋市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

常勤スクールカウンセラー１１３人 

全会計年度スクールカウンセラー 

 

 

（２）研修回数（頻度） 

 常勤：年１２回程度（新型コロナウイルス感染症の観点から、例年より減少） 

会計年度：年２回 

１回目：本市スクールカウンセラー１年目・２年目＋希望者対象 

２回目：全スクールカウンセラー対象 

 

（３）研修内容 

外部の専門機関や大学の先生等を招き、自殺予防やトラウマケア等の資質向上につながる研修を年１２回程度

実施している。 

他にも、スクールカウンセラーの職務／教職員との連携／本市の不登校の現状と対策／子ども適応相談センタ

ーの事業内容説明・施設見学／人権／いじめ防止基本方針／学校生活アンケートの活用について 等多岐にわた

る研修を行っている。 

 

（４）特に効果のあった研修内容 

ここ２、３年スクールカウンセラーの配置拡充を進めた結果、経験の少ないスクールカウンセラーが増えてい

るため、教職員との連携については具体的な例を示すことによって、実際の学校での活動に役立ててもらってい

る。 

週 1 回チーム会議を開催しているが、そこで相互に学びあう機会も設けている。名古屋市の常勤職員としては

じめて働く職員を月 1回集め、お互いの事を語るなど交流の場を設けいている。 

 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有） 

○活用方法 

常勤のスクールカウンセラーに向けては、支援職を複数雇用している関係で、同僚性が強くなっているため、

定期的（学期に 1 回）に外部の専門家（心理、福祉、司法）に見てもらい、意見を言ってもらうことで、組織の

活性化につなげている。また、現場出身の中間管理職として主任総合援助職を配置し、経験の浅い職員の支援を

している。 

会計年度スクールカウンセラーについては、５名のＳＣＳＶ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ）を設置し、巡回指導・

緊急支援を行う。 

 

（６）課題 

・事例の内容のみならず、SC の動きやチーム運営、組織のあり方などにまで SV をしていただく必要があるが、

外部の心理士の中で、常勤 SCを経験したことがある人はほとんどおらず、SVの人選が難しい。 

・スクールカウンセラーとしての経験年数や名古屋市のスクールカウンセラーとしての経験年数に差があるの

で、同時に研修をするのが難しい。 



 

【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】学習支援のための活用事例（⑥家庭環境）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 授業についていけない、忘れ物が多い等の課題がある母子家庭の中学生で、行き渋りも出始めたため、学校

からスクールカウンセラーに相談があり支援を開始。スクールカウンセラーが面談する中で、家庭への支援が

必要な事例であることが分かり、スクールソーシャルワーカーも一緒に家庭訪問を実施。家庭内には、本人の

勉強するスペースが無い、部屋の中が片付いておらず、教材を置く場所が決まっていないという状況が分かっ

た。母親に学習支援事業について説明したところ、利用する意向を示したため、一緒に区役所に行き、手続き

を行い、利用開始となった。 

 勉強する環境の確保ができ、保護者以外の大人が気にかけてくれる機会にもなり、積極的に利用することが

できていた。 

 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 本人から、身体的な虐待の訴えのあった事例。学校から児童相談所へ通告を行った後に、本人より面談の希

望があったため、スクールカウンセラーが対応。児童相談所とも情報共有を行いつつ、本人の見守り及び面談

を実施した。 

 本人と父母の関係について面談で話を聞き、スクールカウンセラーとして支援を行った。現在、関係の改善

がみられるが、引き続き見守り等を行い、児童相談所や関係教員との連携を行っていくこととしている。 

 

 

【事例３】性的な被害のための活用事例（⑮）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

 本人の担任より、本人がＳＮＳで知り合った男性と性的なやり取りがあるとの相談を受け、面談等の支援を

実施。本人との面談を行う中で、ＳＮＳのリスクを伝え、本人の親や警察との連携を行った。 

 実際に本人がその男性と会うことは無かったが、継続的に支援を行ったことで、一定の距離を保ちつつやり

取りを続けていくことができている。教員、親との情報共有や警察等の機関を利用することで、性的な被害の

拡大を未然に防ぐことができた。 

 

【事例１】非行・不良行為のための活用事例（⑤）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

親の知らない大人と無断外泊が続いていたため、スクールカウンセラーが支援を実施。面談の中で同級生と

の不和が原因で行き渋りがあること、ゲームセンター等で知り合った複数の大人の家に外泊をしていたことが

分かった。警察との連携を行い、外泊等を行っていた大人へは、警察の方から対応をしてもらい、本人とは継

続的な面談を実施した。 

その結果、２学期以降は行き渋りが減り、班登校で登校する姿が見られるなど改善が見られた。また、同級

生とも積極的に関わるようになり、安定した学校生活を送ることができるようになった。 

 

 

 

  

・スクールカウンセラーの人数が増えているので、グループワーク等の形での研修がやりづらい。 

・子ども応援委員会の常勤職員との情報共有の場を設けたい。 

・学校現場の教職員も、同席させ、共通理解・情報共有を図りたい。 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

  相談等対応件数は、常勤のスクールカウンセラー等全体で、延べ 37,211 件、対象となった児童生徒数は

実数で 5,878人であった。 

 会計年度スクールカウンセラーの実績は下記の表のとおりであった。 

校 種 件 数 延べ回数 

小学校 10,263 23,956 

中学校 298 1,003 

高等学校 1,636 4,546 

特別支援学校 181 333 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

非常勤ＳＣや高校常勤ＳＣとの連携強化。 

中学校常勤ＳＣのマネジメント、人材育成、緊急支援対応を本格的に実施していくための体制強化。 

 

＜課題の原因＞ 

小学校の非常勤ＳＣの配置時間が少ない。 

「子ども応援委員会」における非常勤ＳＣの役割が明確でなく、常勤ＳＣとの連携方法が固まっていない。 

令和２年度より現場出身の主任３名を教育委員会に配置しているが、１人が４つのブロックを担当してお

り、負担が大きい。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

小学校の非常勤ＳＣの配置時間を年間２８０時間に増加し、中学校の常勤ＳＣとの定期的（月１回程度）な

情報交換を実施してもらうよう取り組んでいる。 

ＳＣの業務を明確にし、年度当初に小学校の非常勤ＳＣと中学校の常勤ＳＣとでどのように連携し、業務分

担を行うかを話し合う時間を設けた。 

新たに高校・特支ブロックを設置し、高校や特別支援学校との連携を行えるようにした。 

主任３名を増員し、１２ブロックを６名で担当することになり、負担軽減を行っている。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

人材の確保 

 

＜課題の原因＞ 

常勤のスクールカウンセラーについては、採用選考にて試験を課しているが、採用に至る人材の確保が難し

くなっている。 

会計年度スクールカウンセラーについては、配置時間を大きく増加させたことから、必要な人員の確保に苦

慮している。 

＜解決に向けた取組＞ 

臨床心理士や公認心理師の関係団体や養成課程のある大学等に働きかけを行い、情報収集や募集情報の提供

などを行っていく。 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

不登校やいじめ，問題行動等，多様化する教育課題の未然防止及び早期発見・早期解決のために，

一人一人の子どもの実態を把握し，一人一人の子どもに対応した取組を組織的に展開することが緊急

の課題である。またそれに留まらず，全ての子どもが様々な困難を乗り越え，自らの個性を生かしつ

つ，力強く成長するための取組を推進することが求められている。 

こうした現状を踏まえ，心理相談に関して専門的な知識・経験を有する者（臨床心理士・公認心理

師）をスクールカウンセラーとして各学校に配置し，学校の主体的な取組の中で，スクールカウンセ

ラーを機能的に活用し，教育相談体制の充実を図ることを目的とする。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

スクールカウンセラーの人員確保の点から，１人のスクールカウンセラーが複数の学校を受け持つ

よう工夫した。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

※配置人数について（実人数，ただし校種間での重複あり，年度の途中で退職した者を含む。） 

  小学校         ：１２７人 

  中学校         ： ５６人 

  小中（義務教育）学校  ：  ８人 

  高等学校（定時制含む） ： １０人 

  総合（特別）支援学校  ：  ８人 

  教育委員会等      ：  ５人（ＳＶ） 

 

※配置校数について（全校配置） 

  小学校         ：１５３校 

  中学校         ： ６５校 

  小中（義務教育）学校  ：  ８校 

  高等学校（定時制含む） ： １０校 

  総合（特別）支援学校  ：  ８校 

  教育委員会等      ：  １箇所 

 

※資格について 

  （１）スクールカウンセラーについて（年度の途中で退職した者を含む。） 

①公認心理師・②臨床心理士 １２５人 

①公認心理師のみ        ３人 

②臨床心理士のみ       ４１人 

 

  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    任用なし 

 

 

京都市教育委員会 



 

※主な配置形態について 

   令和２年度に，一部小規模校を除く全校で年間２８０時間以上の配置を完了。 

単独校 １５２小学校          （週１日・１回７時間３０分を基本とする。） 

   ６４中学校          （週１日・１回７時間３０分を基本とする。） 

    ８小中（義務教育）学校   （週１日・１回７時間３０分を基本とする。） 

      ９高等学校（定時制２校含む）（週１日・１回７時間３０分又は週２日・２回計１５時間。） 

       ８総合（特別）支援学校   （週１日・１回７時間３０分。） 

 拠点校   １中学校          （隔週１日・１回７時間３０分程度。） 

 対象校   １小学校      ※１小学校は小中連携として配置。 

巡回校    １箇所        ※教育委員会に配置し，必要に応じ随時派遣している。 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

年度当初，「京都市スクールカウンセラー活用事業の手引き」をスクールカウンセラー及び学校に 

配布し，事業概要や事業開始にあたって整備すべきことやＳＶ体制，勤務の管理等について示している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

令和２年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止措置のため実施できていないが，例年であれば６月

頃，スクールカウンセラーのコーディネーターを担当する教員を対象とした連絡協議会を開催している。

コーディネーター担当１年目の教員は，コーディネートの方法やスクールカウンセラーの役割等基本的

な活用方法についての講義を受講し，２年目以上の教員は，グループに分かれ，スクールカウンセラー

との連携状況やコーディネーターとして工夫している点・苦労している点等をディスカッションし情報

共有を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
  スクールカウンセラー（スクールソーシャルワーカーも参加可能） 
 
（２）研修回数（頻度） 
  年３回（ただし令和２年度は，新型コロナウイルス感染拡大のため開催を見合わせた。） 
 
（３）研修内容 

生徒指導，教育相談をはじめとする学校教育活動の一層の充実を目指し，教育における重要課題等につ

いての講演を実施し，資質向上を図る。 

 〔令和２年度 実施内容〕 

  新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け，実施していない。 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
   ― 

 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
○活用方法 
 地域ごとに５人のＳＶの担当を定め，必要に応じ，円滑に職務を遂行できるための助言を行うととも

に，学校における諸課題についてのアドバイスやコンサルテーションを行う。 

 
（６）課題 

本市スクールカウンセラーは他の職も兼務しており，多くの者が参加できる研修日・時間を設定する

ことが難しい。 

 
 



 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校，発達障害等に関する活用事例（①⑩）＜スクールカウンセラーの配置形態：単独校配置＞ 

  自閉スペクトラムをもつ不登校の小５男子児童。担任が家庭訪問を重ねるが会うことができず，スクールカ

ウンセラーに担任や管理職から事例検討，コンサルテーションの依頼があった。 

  スクールカウンセラーとのコンサルテーションにヒントを得て，担任が本児と交換ノートを始めたことによ

って，少しずつ自分の気持ちを絵や言葉で表現できるようになり，本児にも会えることが多くなる。依然とし

て，登校するのは難しいものの，担任との交換ノートは継続して行い，今後の不安についても表現できるよう

になった。 

【事例２】貧困の問題に関する活用事例（⑭）＜スクールカウンセラーの配置形態：単独校配置＞ 

  当初，生徒の学校生活に問題は見受けられなかったが，保護者が担任に家族の困りを訴える。離婚調停，失

業，保護者自身の病気という問題が重なっていた。家族全員が発達障害の診断があり，担任への依存が強い状

態であった。 

  スクールカウンセラーが担任のコンサルテーションを頻繁に行い，担任の困りの整理を行った。関係者の理

解が必要と思われたので，校内ケース会議を開いてもらう。ここで共通理解した方針のもと，担任以外に保護

者の話を聞く人を増やすとともに，保護者を福祉や医療の関係機関につなぐことができた。 

  担任が余裕を持って話を聞けるようになり，保護者も落ち着いて相談できる状態となった。保護者の了解の

もとでの関係機関との連携も定期的に行い，生徒の卒業後の支援についても準備している。 

【事例３】ヤングケアラーに関する活用事例（⑯）＜スクールカウンセラーの配置形態：単独校配置＞ 

  未就園の５歳になる弟がいる中学男子生徒。父はギャンブル依存があり，子ども達を遊興施設に連れ回すこ

とも多かった。本人は，幼少期から遊興施設で終日過ごすこともあった様子。母は，愛情はあるが養育力不足。

弟は非常に多動であり，本生徒に頼ることが多かった。本生徒は小学校４年生頃から不登校になり，中学校に

入っても続いている。本生徒は，自分よりも家族，特に弟を優先して日々の生活を送り，負担が大きい状態で

あった。 

  スクールカウンセラーは，小学４年生時から本生徒とは継続的に，母とは適宜面接を行ってきた。管理職，

スクールソーシャルワーカーも加えてのケース会議を実施し，まず，本生徒が学校に行けるように，虐待事案

として児童相談所に通告。関係機関とも連携しながら，本生徒の負担を減らせるように，弟の保育園入所の支

援を行った。 

  年度途中ではあったが，関係機関からの支援もあり，弟は保育園入所することができた。それにより，本生

徒の負担が減り，自分自身のことを考えることができるようになってきた。 

【事例４】教育プログラムに係る活用事例（⑱）＜スクールカウンセラーの配置形態：単独校配置＞ 

  中学生２００人を対象に，心について学ぶ講座を３年間系統的に行う教育プログラムに取り組んだ。１年生

ではストレスについての理解とストレス対応の方法を中心とした講座，２年生では友達との間に起こる葛藤を

テーマとした講座，３年生ではライフステージに経験する心の危機を乗り越える過程を中心とした講座を設定

し，それぞれ講演やディスカッション等を入れた構成とした。 

  このプログラムによって教職員は配慮すべき生徒を予め把握することができるようになるとともに，生徒も

教育プログラムで使用したストレスに関するチェックシートを利用し，自らの心の状態に目を向けるようにな

った。また，チェックシートを持参してスクールカウンセリングに来談する生徒もあり，予防的な段階で中学

校生活を見直していくなどの役に立っている。スクールカウンセラーのもとに来談する生徒は増え，教職員と

連携した支援体制づくりに繋がり，不登校等になる生徒が減少した。生徒の感想文からは自己理解や心の成長

が進んだことが伺えた。 



 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

児童生徒，保護者に対するカウンセリングのほか，教職員に対するコンサルテーションや研修の実

施等により，不登校やいじめ，問題行動の未然防止や早期発見・早期対応に向けて学校の教育相談体

制の構築に繋がった。 

本市では，スクールカウンセラーが相談を行った児童生徒及び保護者の延べ人数やスクールカウン

セラーがコンサルテーションを行った教職員延べ人数等を集計している。令和２年度においても多く

の相談があり，スクールカウンセラーのニーズの高さ，チーム学校の一員としてその役割が広く定着

してきていることを実感している。 

また，新型コロナウイルスの影響を受け，生活環境が大きく変わったことによる児童生徒の心身の

状況把握及び心のケアを図るため，学校再開時に京都市で作成したストレスチェックシート「こころ

とからだのアンケート」を実施。アンケート結果の解釈や児童生徒の見立てについてスクールカウン

セラーが適宜連携し，支援を行った。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

（１） 児童生徒の課題に対して柔軟かつ即時的に対応することが困難。 

（２） スクールソーシャルワーカーと連携した支援が十分にできないことがある。 

（３） スクールカウンセラーによって，資質やスキル，知識に差がある。 

（４） 新型コロナウイルス感染症の動向が読めない中で，安心して相談できる環境づくりや，新型コロ

ナウイルス感染症に関する相談への対応が必要である。 

 

＜課題の原因＞ 

（１） スクールカウンセラーの勤務がおよそ週１日のため。 

（２） スクールソーシャルワーカーの勤務もおよそ週１日であり，スクールカウンセラーと勤務日が異

なる場合があるため。 

（３） スクールカウンセラーの人数が年々増加する中で，個々の資質や経験に違いが生じているため。 

（４） 令和２年３月については，学校の臨時休業等，これまで対応したことのない状況を経て，新たな

課題が生じたため。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

（１） 引き続き，スクールカウンセラー配置時間数を拡充した。 

（２） ケース会議において，スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが同席してともに事

例を検討するなど，連携の意識は高まっている。勤務の日時調整などを行い，より効果的な連携

の方法について模索している。 

（３） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修を実施することはできなかったが，スーパーヴィジ

ョンの実施や教育委員会が適宜サポートすることによってスクールカウンセラーの活動を支え

た。 

（４） 新型コロナウイルス感染症拡大に関連し，各種情報や業務指示を随時スクールカウンセラーに発

信し，安心して勤務ができるよう努めた。 



 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

（１） ①から継続して，スクールカウンセラーの勤務時間が限られており，児童生徒の課題に対して柔

軟かつ即時的な対応がしにくい状況が続いている。また，新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，

不安を抱える児童生徒及び保護者の心のケアは今後も継続して必要になると考える。 

（２） ①から継続して，スクールソーシャルワーカーとの効果的な連携について引き続き検討する必要

がある。 

（３） ①から継続して，スクールカウンセラーの資質向上が求められる。 

（４） ①から継続して，新型コロナウイルス感染症に関する対応が必要である。 

 

＜課題の原因＞ 

（１） スクールカウンセラーの勤務がおよそ週１日のため。 

（２） スクールソーシャルワーカーの勤務もおよそ週１日であり，スクールカウンセラーと勤務日が異

なる場合があるため。 

（３） スクールカウンセラーの人数が年々増加する中で，個々の資質や経験に違いが生じているため。 

（４） 感染拡大に伴い，今まで対応したことのない不安定な状況が続き，新たな課題が生じたため。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

（１） 令和２年度，本市の達成目標であった「小規模校を除く全校に年間２８０時間以上の配置」が完

了したものの，まだ配置時間数増加の必要性はある。しかし，本市財政状況は極めて厳しく，改

善のための予算確保は非常に難しい。引き続き，スクールカウンセラー（及びスクールソーシャ

ルワーカー）の正規職員化及び教職員定数としての算定による予算措置を希望する。 

（２） スクールソーシャルワーカーとの連携については，双方の役割や動き等への理解を求められるよ

う働きかけていくとともに，勤務日の調整など人事面での対応をできる限り検討する。 

（３） 令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修は実施することができなかったが，ス

ーパーヴィジョンの実施や教育委員会のサポートによって，スクールカウンセラーの活動を支え

た。今後も，感染状況を考慮しながら，研修の実施について検討しつつ，スーパーヴィジョンに

ついては３密を避ける等配慮した上で継続して実施していく。 

（４） 新型コロナウイルス感染症拡大に関連し，各種情報や業務指示を随時スクールカウンセラーに発

信し，安心して勤務ができるよう努めている。また，スクールカウンセラーが不安に感じている

ことや対応に迷うことがあれば，適宜相談を受けている。 

 スクールカウンセラーと相談者が安心して面談を行える環境づくりのために必要なことを検

討し，新たに浮かび上がった課題（感染症への不安から不登校となる例や，感染者や濃厚接触者

となった児童生徒が学校に復帰する際の働きかけ等）についても，教育委員会及びスーパーバイ

ザーが連携しながら対応していく。 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめ、不登校等、学校教育をめぐる様々な課題の対応においては、子どもたちの心のケアが重要な課

題となっている。そのため、心の専門家として臨床心理士等をスクールカウンセラーとして学校に配置し、

いじめ、不登校等の課題を中心に、子どもたちや保護者の悩みの相談、教職員の指導上の相談にあたるこ

とを主な目的とする。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

本市では、平成８年度からいじめや不登校等の課題の解決を図るため、スクールカウンセラー事業を開始

し、平成２１年度には大阪市の全公立中学校に配置した。また、小学校から中学校へ進学する時期に不登校

が急増することや、中学校での相談内容が年々複雑になり相談件数も増加していることから、一部の中学校

において配置日数を週２日とし、そのうち１日は中学校区の小学校への派遣を実施し、その拡充に努めてい

る。  

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

配置人数） 

  小学校     ８３人 

  中学校     １３３人 

   

 （配置校数） 

  小学校     １９５校 

  中学校     １２９校 

   

 （資格）  

 ・スクールカウンセラーについて 

① 臨床心理士・公認心理師 １５０人 

     

・スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務に就いて

５年以上の経験を有する者 １人 

     

   （主な勤務形態） 

  ・単独校  ４７中学校    （週１日・１回６時間） 

                   

  ・拠点校  ８２中学校   

   対象校 １９５小学校    （週２日・１回６時間等） 

 

 

 

大阪市教育委員会 



 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・スクールカウンセラー事業に関する活動方針等を冊子としてまとめている。 

 ・年度当初にスクールカウンセラー連絡協議会（全スクールカウンセラー対象）を実施している。 

その中で、大阪市としての方針等を周知している。 

 
②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・スクールカウンセラー担当指導主事が、各学校を訪問し、教職員の理解を促している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

（１）研修対象 

   大阪市スクールカウンセラー 

（２）研修回数（頻度） 

   年１２回 

（３）研修内容 

回数 日 曜日 時 間 研修内容 備     考 

１ 6 月 4 日 木 
18：30－

21：00 

地域別研修 

５・６ブロック 

東成区・生野区 

東住吉区・平野区 

２ 6 月 12 日 金 
18：30－

21：00 
事例研究（1） 

 

３ 6 月 18 日 木 
18：30－

21：00 

地域別研修 

１・２ブロック 

北区・福島区・此花区 

都島区・旭区・城東区・鶴見区 

４ 7 月 2 日 木 
18：30－

21：00 

地域別研修 

７・８ブロック 

住之江区・住吉区・西成区 

浪速区・天王寺区・阿倍野区 

5 7 月 10 日 金 
18：30－

21：00 
事例研究（２）  

6 7 月 16 日 木 
18：30－

21：00 

地域別研修 

３・４ブロック 

中央区・西区・港区・大正区 

西淀川区・淀川区・東淀川区 

7  9 月 11 日 金 
18：30－

21：00 
事例研究（３）  

8 9 月 17 日 木 
18：30－

21：00 
事例研究（４）  

9 10 月 9 日 金 
18：30－

21：00 
事例研究（５）  

10 10 月 15 日 木 
18：30－

21：00 
事例研究（６） 

 

 

11 11 月 20 日 金 
18：30－

21：00 
事例研究（７）  

12 12 月２日 木 
18：30－

21：00 
小学校担当者研修  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

（４）特に効果のあった研修内容 

○事例研究（年間７回） 

毎回 1 名のスクールカウンセラーが実践事例を報告し、約２０名で協議を行う。協議には、スーパーバイザ

ーが参加し、事例提供者の実践内容及び個々の参加者の意見・感想に対して指導助言を行うことで、参加した

スクールカウンセラーが今後のカウンセリング業務に活かすことが期待できる。 

 ○地域別研修（年間４回） 

大阪市内を近隣の地域別に分け、講話・グループディスカッション・情報交換等を行っている。前半は担当

指導主事が「学校の現状について」講話を行い、後半は講話を踏まえて地域ごとにグループディスカッション

を行い、全体でグループディスカッションの内容をシェアリングする。毎回スーパーバイザーが協議内容に関

して指導助言を行うことで、単なる情報交換だけで終わることなく、カウンセラーの資質向上につながってい

る。また、通常の業務ではなかなか難しい、スクールカウンセラー間の「横のつながり」を持つきっかけとな

るとともに、特に経験の浅いスクールカウンセラーにとっては、貴重な情報収集・自己研鑽の場となっている。 

 ○小学校担当者研修（年間１回） 

小学校担当者全員を対象に、情報交換を中心に協議を行う。長年、小学校担当として勤務しているスクール

カウンセラーから、小学校担当として苦労していることや、改善事例について報告を行った。その後、グルー

プでディスカッションや情報交換を行う。最後に、全体でシェアリングを行い、スーパーバイザーが協議内容

に関して指導助言を行うことで、参加者が小学校派遣としての課題や問題点に関して、解決方法や改善策を共

有することができた。 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置：有（２名） 

○活用方法：スクールカウンセラー研修での指導助言並びに研修終了後における希望者に対する個別のスー 

パービジョン 

 

（６）課題 

  相談内容が複雑になる中、毎年新規に１０名～２０名程度採用を行っているため、スクールカウンセラーと

しての質をいかに担保していくかが課題である。 

令和２年度の研修については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定通りに実施することができな

かった。今後も引き続き、感染症の拡大が収まらない状況が続いていくことが考えられるため、集合型の研修

会に変わる研修の方法を早急に検討する必要がある。 

 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】（①不登校）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置）＞ 

小学校 5年生の女児 Aさんは 3人兄弟の末っ子で、母子家庭である。新学期が始まって間もなく、担

任の叱責にパニックを起こしたことをきっかけに、Aさんは不登校になった。しばらくして学校側と母

親が話し合い、保健室登校を始める。Aさんは担任との接触を拒み、母親も担任への恐怖があると訴え

たため、養護教諭と管理職が Aさん親子の窓口になった。スクールカウンセラーは主に保健室で Aさん

と関わり、母親とは不定期に面接を続けた。養護教諭や管理職とは Aさん親子の状態を踏まえた対応を

協議し続けた。Aさんはごく一部の教職員としか関わらず、学習もせずに保健室で好きなことに没頭し

て過ごしていた。それでも一時は保健室登校も難しくなり、母親の不安が高まって学校に不満や要望を

訴えることが何度も続いた。そんな中、3学期になると Aさんの新年度への意欲が高まり、教室や授業

に少しずつ入ることができるようになり、保健室でも学習する姿が見られた。6年生からは、教室で元

気に毎日を過ごすようになった。 

 

【事例２】（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

母親から虐待されていると訴えた中学 1年生 Aのケース。発達障害を抱え、母親とコミュニケーションがう

まくいかない様子である。母親からは、「発達のことは就学時検診から気になっていた、こちらの思いが子ど

もに伝わらない」と子育てのしんどさを聞いていた。母親は Aの父親とは離婚している。再婚して、Aの弟と

妹ができた。カウンセリングを始めた当初は、Aは「自分はひとりぼっち、自分はいらいない子」と言ってい

た。しかし、母親、今の父親、父方の祖母とも話したが、Aのことをとても大切に思っている様子である。母

親と Aと別々にカウンセリングを重ねた。母親には子育ての大変さに寄り添うようにした。Aには母親の思い

を確認できるように話を引き出し、さらに家族の中での A の居場所を確認する作業を繰り返した。具体的に

は、母親が Aにしてほしいと思っているお手伝いなどを Aのできる範囲で実行できるように励まし、できたこ

とをほめていった。 

また Aのかかりつけの小児科医とも連携しながら対応し、次第に Aは落ち着いてきている。 

 

【事例３】（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

小学校男女児の不登校としてスクールカウンセラーが関わったケース。どちらも、ひとり親家庭、保護者が

精神疾患を抱え、身近に頼れる親戚がいないことが共通していた。二人によると、学校で嫌なことがあった時、

家で叱られることはあっても、自分を庇ってもらえることなどなかった。 二人は外の世界で自分の活動を広

げるよりも、家事手伝いや親の話し相手になることが必要で、次第に同級生とは接触しなくなっていった。カ

ウンセラーは、親子それぞれと面談を行い、親自身に深刻な傷つきがあり、そこへの支援がなかったことがわ

かった。親の痛みがわかる子どもは、親が心配しない距離にいようとし、気楽に外で活動できない。このよう

な見立てを元に、関係機関と協議をし、不登校の原因を『サボり』と捉えるのではなく、『ヤングケアラー』

であるが故と捉え、親子双方へのチーム学校としての支援を開始した。親の病状が悪く、登校させられない時

は、関係機関が動き家庭訪問したり電話で話をしたりする。そうする中で、少しずつ子どもが外に出られる日

が出てきた。登校日数だけ見れば、怠惰な生活を送っているように見えるケースの中に、ヤングケアラーとし

て生きる子がいる。周りと同じでなくとも、その子らしく成長できる方法を関係機関と協力しながら模索して

いる所である。 

 

【事例４】（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

小学校では、対人トラブルが多いという状況を聞き、全学級に年に一度、感情認知についてのワークを行っ

ている。具体的には、子どもたちが理解しやすくアレンジした「誤信念課題」を行った。結果、他者の視点や



感情を認知するひとつ前の段階にいる子どもが大半だった。まず自己の感情認知の育ちを促したいと考え、「自

分のさまざま感情に気づく、感情を表現する言葉を知る」といったワークを行った。それによって、他者の視

点や感情の認知の育ちに波及していくことを目指したいと考えている。 

中学校では、1年生を対象に「思春期のこころの発達とカウンセリングについて」の授業をした。自分の感

情に気づく、感情の種類を理解する、感情の語彙を習得する、人によっていろいろな感情があることを知る、

さらに、こうした気づきによりネガティブな感情を行動でなく言葉で表現して解決していくことや、他者の感

情への気づきを促したいと考える。 

また、毎年、学校保健委員会にも参加している。保健委員会の子どもたちの発表や養護教諭、学校医からの

話がある中で、スクールカウンセラーとしては、新型コロナウイルス感染拡大の状況が子どもたちの心に及ぼ

す影響と対応の仕方について、講義を行った。 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１） スクールカウンセラー等活用事業の成果 

【事業の実績】 
  年度末、各学校に対しスクールカウンセラー事業についてのアンケートを実施している。その中で 

 成果報告があった事例について記載する。 

・小学校では自分から相談を希望する児童は少ないため、授業観察をしたり、担任から聞き取りを行ったり

する中で問題を整理していくことが多く見られた。担任との連携、関係作りが不可欠であり、個別の教員に

よって考え方も違うため、それぞれの教員にとって少しでも助けになるカウンセリングを意識して行ってい

る。 

・感染症拡大防止のための休校後、登校しぶりや登校できなくなった児童が増えたが、早い段階で相談につ

な 

がったケースは、不登校になったり、長期化になったりせずにすんだ。問題が深刻化するまえにＳＣにつな

が 

り、担任の先生と連携して子どもたちを見守ることが重要だと感じた。 

・発達障害に関する相談が多く、その子どもに適した合理的配慮について保護者と話し合う機会が多かった

が 

学校側と調整を行うことができ適切な支援につながった。 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

複雑な相談内容が増えておりチーム学校としての機能をより一層強化する必要がある。 

＜課題の原因＞ 

近年、家族の形が多様化し複雑になっているため、不安定なこどもが多くなっている。 

＜解決に向けた取組＞ 

チーム学校として、管理職・養護教諭・ＳＣ・ＳＳＷ等が定期的な会議を実施し、問題解決を図った。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・ＳＣの資質向上のために計画した研修会を予定通りに実施することが出来なかった。 

＜課題の原因＞ 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を制限した研修会だけの実施になり、ＳＣ全員に研修の機

会を作ることが出来なかった。 

＜解決に向けた取組＞ 

・担当者がＳＣの個別の悩み事を丁寧に聞くように心がけた。 

・今後、オンライン研修等の実施に向けた環境整備が課題である。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（1）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

  子どもたちの臨床心理に関して高度に専門的な知識を有する者等をスクールカウンセラーとして学校に 

配置・派遣し、不登校や問題行動に対する適切な対応をはじめ、学校における教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

  中学校・高等学校は全校配置している。小学校は９２校中２５校の配置である。 

未配置の小学校は、必要に応じて中学校区内に配置しているＳＣを活用している。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

配置人数について 

小学校     ： ２５人 

 中学校     ： ４３人 

  高等学校    ：  １人 

 

 配置校数について 

小学校     ： ２５校 

 中学校     ： ４３校 

 高等学校    ：  １校 

  

 資格について 

臨床心理士     １５人  

  公認心理師     １３人 

  臨床心理士・公認心理師 ２７人 

 

主な勤務形態について 

小学校、中学校配置  週１日・１回６時間 

高等学校配置     週１日・１回８時間 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

  ・活動方針等に関するガイドライン等はないが、年度当初に連絡会を開催し、活動方針について、教育委

員会担当者からの説明と、スーパーバイザーから活動の留意点等についての講話の機会を設けている。 

  ・学校園への周知においては、ＳＣ配置校や活動方法等について、全学校園に通知文で周知している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・教育委員会主催の研修を年２回実施、またＳＣ主体の自主研修を年２回実施している。 

  ・年度当初に、全小中学校の生徒指導主事（主任）とＳＣ、ＳＳＷが参加する会議を設け、学校と関係機

関の連携強化を図っている。 

 

堺市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
  全スクールカウンセラー 
 
（２）研修回数（頻度） 
  年４回 
 
（３）研修内容 
  ・スーパーバイザーや有識者による講演 

  ・情報交換や事例検討 

 
（４）特に効果のあった研修内容 
  ケースに対する具体的なスーパーバイズや意見交換 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有・無） 
○活用方法 研修講師 
      スクールカウンセラーへの指導助言 

      緊急対応 

 
（６）課題 

・スクールカウンセラーの資質向上に向けた研修の充実 

  ・スクールカウンセラーは他の自治体等でも活動しているため、研修等の日程調整が困難 
 
 
 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校改善のための活用事例（①不登校）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 小学校の児童（以下、Ａ） 

 Ａは、不登校状態が数年続いており、家ではゲームばかりしていた。保護者は、何とか登校につなげたいと 

思っており、面談に至った。 

 Ａは、月に１度のスクールカウンセリングに通うようになった。カウンセリングでは、Ａの気持ちを聞き、 

「本当は、学校に行きたいけれど、困りごとが多く、それを素直に担任や周りの人に伝えられない」というこ 

とが不登校の原因の一つだということがわかった。 

 カウンセリングから、Ａはコミュニケーションで相手の意図をくみ取ることが不得意であり、見通しをたて

て行動することが不得意であることが分かった。担任をはじめ学校に、普段のＡへの対応について助言し、Ａ

の特性を理解して接することができるように連携して取り組んでいる。 

具体的には、ＳＣが担任と連携しながら、Ａが入りやすいクラスの雰囲気づくりをし、授業で質問しやすく 

したり、そうじ当番の役割を事前にわかりやすく伝えたり、仲の良い友だちと近い席にするなどの支援を行っ

た。 

 それ以降、Ａは朝早く起きて登校できる日が増え、その後、毎日登校できるようになった。 

 

 

【事例１】保護者支援のための活用事例（⑩発達障害等）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

 中学校生徒（以下、Ｂ） 

 Ｂは入学後、保護者から生活態度を注意されると昼夜を問わず、大声で怒鳴る、暴言を吐く、物を投げて壊

す、壁を蹴る、家を飛び出すなどしていた。 

 保護者の希望により、面談を開始することとなった。 

 保護者からＢについて「自分の要求が通らないと気が済まない。勉強が不得意だが、運動は得意。授業態度

について職員から注意を受けるのがストレスのようだ。家ではＳＮＳに時間を費やしている。お金を盗んでい

ることに保護者が気づいていても平気な顔で嘘をつくので将来が心配である。」と語った。 

 ＳＣから保護者に「発達的な特性があり、それが行動に影響を与えていると考えられる。そして、応用行動

分析をもちいることで適正な行動へ変容することができる。」と見立てを伝えた。 

 学校生活のストレスが大きいことも行動に影響を及ぼしていることも考えられたため、保護者の承諾を得

て、学校と情報を共有し、協力を要請した。 

 ＳＣは、保護者と定期的な面談を継続し、Ｂとの接し方について指導するとともに、学校にはＢの発達的な

特性について理解して関われるよう助言した。 

 その結果、保護者はＢの様子をよく見て、注意したり叱責したりするだけの関わりを見直し、Ｂの望ましい

行動について、ほめるようになった。また、学校では集団ではなく１対１でＢの思いを聞き、明瞭な言葉で指

導するようになった。このような周囲の対応の変化によって、Ｂは家でも学校でも徐々に落ち着てい過ごせる

ようになった。 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
令和２年度のスクールカウンセラーの相談件数は、不登校に関するものがもっとも多く、中学校は 

４，４０８件、小学校は２，９３２件で全相談件数の約３７％となっている。 

スクールカウンセラーが、校内不登校対策委員会等に出席し、情報を共有したり、助言を行ったりするこ 

とで、効果的な支援方法を計画し、組織的に不登校児童生徒を支援することができた。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

スクールカウンセラーを効果的に活用できるように、各学校において相談体制の確立や研修が必要 

 

＜課題の原因＞ 

１回の勤務時間が６時間（小・中学校）、８時間（高等学校）のため、教職員による放課後の相談時間の 

確保が難しい。 

 

＜解決に向け実施した取組＞ 

各配置校の学校等と相談し、可能な限り勤務時間を放課後の時間に充てるなどの工夫を行った。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

令和３年度は、全中・高等学校の配置、小学校９２校中２５校の配置となっている。 

未配置の小学校には、中学校区のスクールカウンセラーが対応しているが、十分な相談体制が取れていな 

い。 

 

＜課題の原因＞ 

小学校配置の拡充に向け取り組んでいるが、予算上厳しい現状がある。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

小学校配置の拡充をめざすとともに、中学校区内での効果的な活用方法について研究する。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

 暴力行為・いじめ・不登校等の児童生徒の問題行動等は、依然として憂慮すべき状況にある。最近の問題行

動等の特徴として、子供たちが内面にストレスや不満を抱え込み、衝動的に行動を起こしたと思われる事例が

多く見られる。そこで、「心の専門家」であるスクールカウンセラーを、小中高等学校等および特別支援学校

に配置し、子供たちの心の相談に当たることにより、こうした問題行動等の未然防止や早期発見・早期解決を

図る。 

（２）配置・採用計画上の工夫 

本市では、平成 17 年度からスクールカウンセラーを配置している。令和２年度は全中学校（義務教育学校

含む）、高等学校、工業高等専門学校に月４回の配置を行っている。小学校（義務教育学校含む）は 105 校で

月４回の配置、残り 58校は月２回配置している。特別支援学校についても、月２回の配置を行っている。 

心の専門家であるスクールカウンセラーは、専門的な視点に立って、児童生徒や保護者へのカウンセリング

を行うほか、教職員へアドバイスを行ったり、保護者や地域等の研修会で講師を務めたりしている。また、平

成 25 年度からストレスマネジメントなど、心の健康づくりに関する教育プログラムを児童生徒対象に実施し

ている。   

緊急事態発生時には、各校からの派遣要請や教育委員会事務局が必要と判断した場合に、スクールカウンセ

ラースーパーバイザーやスクールカウンセラーの緊急派遣を行っている。 

新規スクールカウンセラーの採用については、一般公募を行い、書類での１次審査を経て、面接による２次

審査を行い、採用を決定している。 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
 ○配置校数及び人数（全市立小・中・義務教育・高等・特別支援学校に配置） 

小学校     ：１６３校（義務教育学校前期課程含む） 

  中学校     ： ８２校（義務教育学校後期課程含む） 

  高等学校    ：  ９校（工業高等専門学校含む、配置人数計１０人） 

  特別支援学校  ：  ５校 

  教育委員会等  ：  １箇所（スーパーバイザー２人） のべ人数２６２名 実人数１１１名 

○資格臨床心理士 １０９人（公認心理師のみ ２人） 

○勤務形態について 

単独校１０５小学校(義務前期含む) 年間３５週、１回あたり８時間以内、計２３５時間 

８２中学校(義務後期含む) 年間３５週、１回あたり８時間以内、計２３５時間   

    ９高等学校（工専含む） 年間３５週、１回あたり８時間以内、計１５０時間 

    拠点校 ２９小学校         年間３５週、１回あたり８時間以内、計２３５時間 

        ５特別支援学校       年間１８週、１回あたり８時間以内、計１１７．５時間 

   ※拠点校に配置するスクールカウンセラーは、拠点校と派遣校と併せた勤務となっている。 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

 スクールカウンセラー活用事業実施要項を作成し、全配置校に周知している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

〇 年２回開催するスクールカウンセラー配置校連絡協議会において、教職員とスクールカウンセラーが一

同に集まり、意見交換した後、中学校区ごとの分散会を開催し、個々の事例に関して意見交換している。 

〇 長期休業を中心に、スクールカウンセラー対象の資質向上のための研修を実施している。 
 

神戸市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 
○スクールカウンセラースーパーバイザー及びスクールカウンセラー 

  ○教職員（管理職又は校内スクールカウンセラー担当者） 

 
（２）研修回数（頻度） 

○令和２年度 スクールカウンセラー配置校連絡協議会（年間２回） 

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、資料配布にて対応。 

○スクールカウンセラースーパーバイザー主催による自主研修会（年間３回） 

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各回を申込人数に応じて分散開催。 

 
（３）研修内容 

○スクールカウンセラー配置校連絡協議会の内容 

適応指導教室や教育相談指導室の活動内容の説明、スーパーバイザーからの講演「より効果的なＳＣの活

動について」、学校とスクールカウンセラーとの意見交換（配置校ごとに個別対応）など 

  ○スクールカウンセラースーパーバイザー主体による自主研修会の内容 

スクールカウンセラーが各校で実施している学校アセスメント及び教育プログラムの内容、当該年度の緊

急支援体制、新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休業中及び休業明けの対応に関する情報交換など 
 
（４）特に効果のあった研修内容 

○例年、スクールカウンセラー配置校連絡協議会については、教職員とスクールカウンセラーが一同に集ま

るため、他校の状況を学習できる機会となっている。令和２年度は参集することができなかったが、資料

配布により対応した。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（有）：２名 
○活用方法： 神戸市立青少年育成センターに配置。不登校の児童生徒に対するカウンセリングに加え、ス

クールカウンセラーの相談役として活動している。また、緊急派遣事案の発生時に、アドバイ

ザーとして当該校の支援にあたっている。 

 
（６）課題 
  ○小学校における児童・保護者からの多様な相談が増加しており、ＳＣの小学校への配置拡充の必要性

がある。 

○カウンセリング専用の相談室の確保が、児童生徒の増加等により困難な学校が生じている。 

  ○学校の一員として、スクールカウンセラーの資質・能力等の向上を図る必要がある。 

  ○「チーム学校」の視点から、スクールソーシャルワーカーや関係機関等との連携を深めるために 

研修を継続していく必要がある。 

  ○ＩＣＴを活用した業務改善とオンラインカウンセリング等の研究 

 

 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】小中連携のための活用事例（⑪）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

以下のような活用をすることで連携強化に努めている。 

（１）小学校から中学校への進学に対する不安感の緩和や、兄弟関係や家庭環境の把握による保護者の安心

につなげるため、中学校区内において小学校と中学校に同一のスクールカウンセラーを配置するなど、

カウンセリングの継続実施に努めている。 

（２）小中連携した支援による中１ギャップの軽減、滑らかな接続への一助とするため、中学校区内の各小

中学校に配置されたスクールカウンセラーと養護教諭等が情報交換を行う機会を設定。 

（３）中学校区内の小中学校に配置されたスクールカウンセラーの出勤日を学校間で調整し、それぞれの配

置校を訪問、情報交換を具体的に行う機会を設定。 

（４）教職員では気づきにくい専門的見地から児童生徒の心身の様子や発達障害等に気づけるよう、スクー

ルカウンセラーが授業中や休み時間の様子の観察や学校行事等への積極的な参加を図っている。また、

適切な支援を行うため、特別支援教育課との連携を推進。 

（５）実情を十分に理解した上で子供たちの様子を多角的にとらえ、実態に即した指導につなげるため、ス

クールカウンセラーの配置拡充を今後も検討。また、チーム学校としての組織力を高めるため、スクー

ルカウンセラーの配置校、関係機関、地域等との連携のさらなる推進を図る。 

 

【事例２】「児童虐待｣についての活用事例（⑬）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

以下のような活用を行っている。 

（１）ＳＣが認知した虐待に関するすべての情報を管理職、養護教諭、関係教員との間で情報共有。 

（２）児童生徒の安全確保についてＳＳＷ、こども家庭センターや各区役所こども家庭支援室と連携を図り、

迅速に適切な支援を行うよう助言。 

（３）虐待情報があった児童生徒の保護者及び近親者とのカウンセリングや、児童生徒に表れる行動とその

理解・対処についての説明。 

（４）学校の指導体制や保護者対応について、臨床心理士の視点での助言。 

 

【事例３】「性的な被害」についての活用事例（⑮）＜ＳＣの配置形態：単独校配置・教育委員会等配置＞ 

 以下のような活用を行っている。 

（１）性被害にあった児童生徒への個別の心のケア。 

（２）性に関する事件についての保護者説明会で、緊急派遣されたスーパーバイザーより動揺する児童生徒

に表れる行動とその理解・対処についての説明。 

（３）性に関する事件について、動揺が見られる児童生徒及びその保護者に対応する担任など、教職員に向

けてのカウンセリングマインドやストレスマネジメントに関する助言及び支援。 

（４）指導体制について、臨床心理士の視点での助言。 

 
【事例４】教育プログラムのための活用事例（⑱）＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 

令和２年度は、のべ４５校で教育プログラムを実施した。各ＳＣが勤務校の実態に応じて、教職員と協力、

工夫しながら教育プログラムを行っている。10～15 分で簡単にできるもの、１単位時間を使ったもの、２時

間位をかけて行うもの等、形態についても学級・学年単位、学校全体と状況に応じて柔軟に工夫しながら実

施した。  

中学生を対象にした「ストレスマネジメント」の研修では、コロナ禍の状況で不安を高める生徒を対象に

ストレスを解消するためのリラクゼーション法の意義と方法を伝え、実際に実践した。 



兵庫県教育委員会が実施した心のケアアンケート調査の結果によると第２回調査では「ストレスを解消す

る方法を知っていて、実際にやっている。」と回答した生徒の割合が高まっており、新型コロナウイルス感

染症に関する知識に加え、不安やストレス解消の方法の周知についても各校の取組によって一定の効果があ

った。 

 

＜昨年度の実践プログラム＞ 

ストレスマネジメント、リフレ－ミング、アサーショントレーニング、ソーシャルスキルトレーニング 

 

＜具体例＞ 

「対人関係についてのソーシャルスキルトレーニング」 

「リラクゼーション講座」｢思春期セミナー」 

「新型コロナウイルス感染拡大についての心のサポート」 

「ストレスマネジメント」「新型コロナウイルス誹謗中傷防止授業」 

「心の授業」「心の健康について」 

「３つの話し方～自分の気持ちの伝え方～」 

「自分も相手も大切にするコミュニケーション」 

「本番に強くなるリラックス法」 

「いのちとこころの教育（自殺予防）」「LGBT への理解」 

 

 

 
 
  



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

スクールカウンセラーの中学校全校単独配置に加え、小学校においても単独配置校を拡充してい

る。その結果、いじめや友人との人間関係、発達課題、家庭内の問題や虐待、不登校等、多様な相

談内容に対して、きめ細やかな対応が可能となり、相談件数の増加にもつながっている。  

不登校児童生徒に対しても、スクールカウンセラーの専門的な視点による助言や関わり、学校復

帰や未然防止に寄与している。  

○神戸市の主な相談人数（Ｈ30～Ｒ２年度） 
 延べ相談人数 児童生徒 保護者 教職員 その他 

平成 30 年度 ６５，１９４人 ２１．９% ２０．０% ５７．０% １．１% 

令和元年度 ６７，０３４人 ２３．２% ２０．０% ５５．７% １．１% 

令和２年度 ７９，２０５人 ２４．２% １７．６% ５６．３% １．９% 

 
○相談内容区分（Ｈ30～Ｒ２年度） 

 

学校の問題 家庭の問題 

発達 その他 
不登校 いじめ 友人問題 

教職員 

との関係 
その他 虐待 家庭環境 

平成 30年度 １５．６% ０．７% ９．４% ３．７% １９．４% ０．９% １６．１% １３．８% ２０．４% 

令和元年度 １６．６% ０．５% ９．０% ３．２% ２０．２% ０．９% １５．７% １２．６% ２１．３% 

令和２年度 １６．７% ０．５% ７．６% ２．８% １８．４% １．１% １５．７% １１．８% ２５．５% 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

・小学校へのＳＣ配置を拡充し、単独配置校を増やすこと。また、小中連携しやすい配置の工夫で、学校に

おける教育相談体制の一層の充実を図る。 

・近年、相談件数が急増している特別支援学校への配置について拡充を図る。 

・スクールソーシャルワーカーと連携し、学校だけでは解決困難な子供を取り巻く環境の調整を進める。 

・教育相談についての広報活動の推進と、学校と相談機関との連携を強化し、教育相談を必要とする子供や

保護者が気軽に相談できる体制づくりに努める。 

・チーム学校の視点からスクールソーシャルワーカーや他の関係機関、地域との連携を深める。 

・配置校増加に伴うスクールカウンセラーの人材確保と資質向上への研修のあり方を検討する。 

・緊急事案発生時、派遣に対応できる数のスクールカウンセラーを確保する。 

・緊急支援マニュアルの改訂を行い、緊急時にスクールカウンセラーが迅速かつ適切に対応できる

ようにしていく。 

 

＜課題の原因＞ 

・暴力行為等の問題行動の低年齢化、不登校児童生徒の増加、低学年を中心とした発達課題に関する保護者

の不安等、多様な問題による小学校での相談ニーズが年々高まっている。 

 ・貧困や虐待等、関係機関との連携支援が必要な事例が増加している。 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、児童生徒や保護者の不安が増大している。 

 ・自死や自死企図等、緊急事案が発生し、緊急時に対応できる人材確保の必要性がある。 

 



 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・スクールソーシャルワーカーを各区１人以上配置することによって、連携強化に努めている。 

 ・学校のホームページで、スクールカウンセラーを紹介したり、スクールカウンセラー便りを定期的に発行

したりするなど広報活動を行い、子供や保護者が気軽に相談できる体制づくりに努めている。 

 ・スクールカウンセラーの研修を通じて、連携をさらに図る。 

 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・小学校へのスクールカウンセラーの配置をさらに拡充し、全小学校を単独配置とすること。 

・配置校の増加に伴うスクールカウンセラーの人材確保と資質向上のための研修のあり方を検討す

ること。 

・現在、緊急支援マニュアルの改訂を進めている。改訂したマニュアルを市内のスクールカウンセ

ラー及び配置校に対して、効果的に周知すること。 

 

＜課題の原因＞ 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響やその他児童生徒の不安やストレスの高まりへの対応として、スク

ールカウンセラーの必要性がさらに高まっている。 

・全国的にスクールカウンセラーの活用が行われ、スクールカウンセラーが不足している状況にある。 

・スクールカウンセラーの配置拡充を行う際、新規採用のスクールカウンセラーについて若手で学校現場で

の勤務経験が乏しいため、資質向上の研修等が必要な状況がある。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・新型コロナウイルス感染症の影響による税収減等の状況があるが、スクールカウンセラーの配置拡充を引

き続き検討していく。 

・スクールカウンセラーの研修内容をさらに充実させる。 

・新規採用のスクールカウンセラーについては、担当指導主事及びスーパーバイザーを配置校に派遣し、助

言や指導を行う。 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大の状況が長期化する中で、必要に応じて業務用携帯電話を活用しての電話

相談を認めている。対面による相談を原則としながらも、適切に運用して相談希望者のニーズにこたえて

いきたい。 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 
    小・中高等学校に「心の専門家」であるスクールカウンセラーを配置し、いじめ、暴力行為、不登

校等に関係する児童生徒及びその保護者のカウンセリングや、教職員への助言及びカウンセリング

技法の研修を行い、各学校の総合的な相談体制の充実と指導力の向上を図る。 

 
（２）配置・採用計画上の工夫 
   ・岡山市立中学校３７校（全校配置）  

   ・岡山市立小学校３６校（全中学校区の小学校１校に配置） 

    中学校区内の小学校のうち、問題行動や不登校等の状況を総合的に判断して配置校１校を決定

する。 

   ・岡山市立高等学校１校（全校配置） 

   ※平成２９年度より、配置のない小学校へ、同じ中学校区のスクールカウンセラーが月１回程度勤

務する体制とした。 

 
（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 
   ・配置人数及び配置校数について 

    小 学 校：配置人数 ３６人   配置校数 ３６校 

    中 学 校：配置人数 ３７人   配置校数 ３７校 

    高等学校：配置人数  １人   配置校数  １校 

   ・資格について 

    ＜ＳＣについて＞ 

     ①公認心理士  ３１人      ②臨床心理士  ６人 

     ③精神科医    ０人      ④大学教授等  ０人 

     ⑤上記①～④以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた

者       ０人  

     （①②の資格を有している場合は①の資格者として整理している。②④の資格を有している場

合は②の資格者として整理する。①②④の資格を有している場合は①の資格者として整理

している。） 

＜ＳＣに準ずる者について＞ 

 ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務につい

て、１年以上の経験を有する者             ３人 

     ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務

について５年以上の経験を有する者      ２人 

     ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有す

る者                                     ０人 

     ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有

する者と認めた者             ２人 

     （①②の資格を有している場合は①の資格者として整理している。） 

   ・主な配置形態について 

岡山市教育委員会 



     単独校 ２７中学校   ＳＣ：１４０時間（１日３．５時間×４０週） 

          ５小学校   ＳＣ：１４０時間（１日３．５時間×４０週） 

          １高等学校  ＳＣ：１４０時間（１日３．５時間×４０週） 

     拠点校  ７中学校   ＳＣ：１４０時間（１日３．５時間×４０週） 

          ３中学校   ＳＶ：２２０時間（１日５．５時間×４０週） 

         ２７小学校   ＳＣ：１４０時間（１日３．５時間×４０週） 

          ４小学校   ＳＶ：２２０時間（１日５．５時間×４０週） 

     派遣校 ５３小学校   （１日３．５時間×年５～１０回程度） 

    ※中学校及び中学校区の小学校に配置することで、効果的な小中連携ができる体制にしている。 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 
①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 

（１）研修対象 
   ＳＣ全員 

 
（２）研修回数（頻度） 
   年２回 
 
（３）研修内容 
   ・岡山市適応指導教室の活動について 
   ・子どもとゲームやネットの関りを我々はどう捉えるとよいか～テクノロジーとワイルドネス～ 
 
（４）特に効果のあった研修内容 
   ・福祉事務所単位での「子ども相談主事（岡山市ＳＳＷ）」との情報共有 

   ・適応指導教室との連携 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 
○ＳＶの設置 

  経験豊富な７名をスーパーバイザーに委嘱し、経験の少ないＳＣに対する指導助言を行う体制をつく

っている。 

○活用方法 

   岡山市でのＳＣ経験が３年未満の者を中心に、個人やグループでスーパーバイザーから事例検討を通

して助言を受ける。 
 
（６）課題 
   ・緊急支援に対応できるＳＣの人材確保 

   ・ＳＣ以外の仕事を持たれている方が多く、スーパーバイズの開催や開始時間等に制約がある。 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】自殺企図を行った生徒のための活用事例（例：①不登校、⑧心身の健康・保健、⑨学業・進路）

＜ＳＣの配置形態：単独校配置＞ 
 中学校３年生女子生徒のケース。中学２年生の３学期頃より、進路に対する漠然とした不安が高まって 

いた折に、新型コロナウイルスによる臨時休校が決定。進級後も休校が続いている状況下において、クラ 

スメイト等との関りが十分にもてずに孤立感が高まり、将来への希望がもてずに自宅にて数度の自殺企 

図を行う。 

 学校再開後、母親が来談。ＳＣは事実確認を行いながら母親の不安を傾聴し、家庭でできる関りを助言 

する。また、母親の同意を得て、担任、学年主任、管理職と情報共有を行う。当時、登校していた当該生 

徒の様子に変化は見られなかったため、見守り体制をとることとした。 

 ２学期に入り、不登校となった当該生徒に母親と担任が働きかけ、ＳＣとの面接相談が開始される。相 

談の経過は、当該生徒の同意を得たうえで関係教員間で共有され、相談前後で担任が当該生徒と話す時間 

を設けたり、母親も「先生たちへの質問事項」を当該生徒に託すことで登校の機会を増やそうとしたりす 

るなど、様々な関りを増やすように努めた。その後、自殺企図は行われず、医療機関を受診した際も回復 

傾向にあると判断された。 

 最小限の教員間で情報を共有しつつ、主に教員は進路等の自己実現に向けて、ＳＣは心理的アセスメン 

トを行いながら心の健康と自己実現に向けて、当該生徒の保護者とも連携をとりながら対応をすること 

ができた。 

 
【事例２】児童虐待への対応のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 小学３年生男児、３人兄弟の長男。家で癇癪を起しやすく、自傷行為もあったため、現養育者である実

父からの相談。 

 両親は２年前に離婚し３児の親権は全て母親にあったが、１年程前に母にパートナーができ、３児とも

祖母と実父が養育するようになる。時々実母宅へ行くが、パートナーから弟への暴力を目撃して以来、本

児は母宅へ行こうとしない。この件以外にも、暴力行為で警察に相談しており、物理的行為があればすぐ

に警察が動いてくれる話になっているとのこと。パートナーからの暴力と、実母がそれを制御できず放置

している状態である。祖母の来談もあり、実父と協力できることを確認したうえで、児童手当の受取人変

更について福祉事務所に相談することを勧める。また、親権に関しては弁護士と相談し、無料法律相談を

紹介。 

 主訴は子どもの行動上の問題であったが、背景には大きな家庭の問題があり、福祉事務所、弁護士会と

連絡を取り合い、親の問題についての解決を図るとともに、今後も本児の行動上の相談は継続して行うこ

ととした。 

 
【事例３】被害を受けた児童のケアのための活用事例（⑮性的な被害）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 小学６年生女児のケース。親からの暴力、暴言のため、リストカットをしており、学校、ＳＣ、子ども

総合相談所で情報共有をして、継続的に見守りを行っていた。また、家族とも連携し、精神科への受診も

行っている。本児は小学４年生の時からＳＣとの関りがあり、話ができる関係が続いている。夏休みに本

児が SOS ダイヤルに不安を訴えるなど、不安定な状態になったが、学校で先生に話を聞いてもらうことで

落ち着きを取り戻し、２学期は落ち着いた様子で登校できていた。 

 ３学期になり、本児がＳＣに養父からの性的虐待を訴えたことで、学校がこども総合相談所に通告。一

時保護となった。その後、母親も含め、関係機関とケース会を実施し、本児へのケアを継続して行ってい

る。 



【事例４】校内研修のための活用事例（⑰校内研修）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 
 教員とのコンサルテーションや、生徒に関する相談を受けるときなどに、子どもや子どもを取り巻く現

状をどのように整理したらよいか、また子どもを理解するためにどのような情報を集め、評価したらよい

かについて困っている、判断に迷っている教員がいることが分かった。 

 そこで、子どもの実態を把握するするアセスメント力と実践力の向上を目的として、「気になる子ども・

困った子どもへの支援方法の検討～行動を「観る」ことからのアプローチ～」というタイトルで教職員研

修を行った。内容は次の５つの項目で構成した。 

 ①子どもを「観る」ことの目的   

   何のために子どもを観察し、情報を集めるのか、また、それら情報収集の視点や評価基準とはどの

ようなものかについて確認を行った。 

 ②確かな目で子どもを「みる」とは 

   主観に偏らず、事実として評価することのできる情報を集め、実態を把握するために不可欠なポイ

ント及び医療機関等、他機関からの情報の活用について述べた。 

 ③子どもの「何を見る」べきか 

   子どもにまつわる情報や子どもを取り巻く環境の理解、子どもと環境との関わり、相互作用の理解

について説明した。 

 ④集めた情報から仮説を導くには 

   個と環境の相互作用という観点から、様々な困った状況を整理し、子どもにとってそれらの行動、

出来事がどのような意味、働きをもっているかについて理解する方法を伝えた。 

 ⑤生徒への支援につなげるには 

   上記のアセスメント、仮説から具体的な支援方法の策定、実践を行う上での視点やポイントについ

て確認した。 

《実施の効果》 

 研修後、教員とのやりとりの中で、主観的な判断で子どもの困り感を判断していたこと、子どもの言動 

の意味を考える視点が足りていなかったこと、多面的な視点・様々な情報から子どもの困り感を理解し、 

支援につなげることの重要性についてのコメントが多くあった。 

 また、研修以降、様々な事例について情報交換する時や相談を受けた際の教員の情報のまとめ方や分析 

に変化が見られ、より効率的な連携・支援実践が可能となっている。 

 
 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
  ①相談実績（過去５年間の配置校、相談件数の推移） 

 年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

配置小学校 36 36 36 36 36 

配置中学校 37 37 37 37 37 

配置高等学校 1 1 1 1 1 

配置校合計 74 74 74 74 74 

相談件数（児童生徒） 3,971 3,782 3,681 3,710 3,353 

相談件数（教職員） 5,418 5,999 6,355 6,598 6,782 

相談件数（保護者） 2,112 2,012 2,327 2,393 2,673 

相談件数合計 11,501 11,837 12,363 12,793 12,808 

 



 

   ②学校の評価 

〇「ＳＣの配置が不登校や問題行動等の未然防止に効果があった」ととらえている学校の割合 

７３％（前年度７２％）  

〇「ＳＣの配置が不登校や問題行動等の早期対応（状況に応じた対応）に効果があった」ととらえ

ている学校の割合         ８５％（前年度９１％）  

〇「ＳＣの指導・助言が学校の相談体制の確立や教職員の指導力向上等に効果があった」ととらえ

ている学校の割合         ８１％（前年度９１％） 

  ③ＳＣを活用したケース会議 

   １９８件（前年度比４１件減） 

 

（２）課題と課題解決に向けた取組 
 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
 ＜課題の概要＞ 
  ・不登校や発達障害に関する相談等に加え、ネット依存やゲーム障害等新たな相談内容へ対応するた

めの知識や関係機関との連携について研修が必要 

  ・ＳＣの専門的な見立てやカウンセリングに関する研修等の実施による教職員のスキルの向上 

 ＜課題の原因＞ 
  ・ゲーム障害等、新たな相談内容に関しての研修の機会がない。 

  ・教職員のスキル向上については、継続した取組が必要なため。 

＜解決に向け実施した取組＞ 
  ・精神科専門医を招いて「子どもとゲームやネットの関わりを我々はどう捉えるとよいか」という内

容で研修会を開催し、各勤務校で内容を周知した。 

  ・年３回の校内研修を実施し、教職員のスキルアップへの助言を行った。 

 
②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 
＜課題の概要＞ 
 ・不登校や発達障害に関する相談等に加え、ヤングケアラー等新たな相談内容へ対応するための知識

や関係機関との連携について研修が必要 

 ・ＳＣの専門的な見立てやカウンセリングに関する研修等の実施による教職員のスキルの向上 

＜課題の原因＞ 
 ・ヤングケアラー等、新たな相談内容に関しての研修の機会がない。 

 ・教職員のスキル向上については、継続した取組が必要なため。 

＜解決に向けた取組＞ 
  ・ヤングケアラーに関する基本的な知識や相談対応について研修会を実施する。 

  ・ＳＣは、校内研修や勤務時のコンサルテーション等を継続し、教職員のスキルアップへの助言を行

う。 

   



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

児童生徒の問題行動や不登校の未然防止、早期発見・早期対応等のために、すべての児童生徒がスクール

カウンセラーに相談できる体制を整備し、学校における教育相談体制の充実を図る。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

平成１３年度から順次、市立中学校を中心にスクールカウンセラーを配置拡充し、平成１８年度には全て

の市立中・高等学校への配置を完了した。 

中学校における不登校やいじめ等の減少に向けては、小学校段階からの早期支援の充実が重要であること

から、平成１８年度から中学校に配置したスクールカウンセラーを校区内の小学校へ計画的に派遣し、小学

校における教育相談体制の充実を図っている。 

平成２３年度からは特別支援学校にもスクールカウンセラーを配置し、すべての市立学校へのスクール

カウンセラーの配置が完了した。 

平成２５年度からは、大きな社会問題となっているいじめの問題や、依然として相当数に上がり、複雑

化、多様化している暴力行為等の問題行動や不登校などへの適切な対応や各学校の教育相談体制の強化の

ため、配置時間を小学校は週２時間から週４時間に、中学校は週６時間から週８時間に拡充した。さらに、

令和元年度からは、学校規模による相談件数等の差異を考慮し、２７学級以上の小学校に週６時間、２４

学級以上の中学校に週１２時間と拡充している。 

また、平成２８年度から、「広島市いじめ防止等のための基本方針」において、スクールカウンセラー

を各学校の「いじめ防止委員会」の構成員とすることと規定していることから、スクールカウンセラーが

本会議に出席するための時間として、全小・中・高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に、年間４時

間（２時間×２回）を新たに措置し、令和元年度には年間２４時間（２時間×１２回）に拡充している。 

   令和３年度に向け、小中学校の指定校に対して、小学５・６年生、中学１・２年生の各学級を対象に、１ 

学級２時間の命を大切にする教育（自殺予防教育）のための措置時間の拡充を計画している。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

 ○ 配置人数            ○ 配置校数 

  小学校     ： ６０人     小学校     ：１４１校 

  中学校     ： ５８人     中学校     ： ６３校 

  高等学校    ： １０人     高等学校    ：  ８校 

  中等教育学校  ：  １人     中等教育学校  ：  １校 

  特別支援学校  ：  １人     特別支援学校  ：  １校 

○ 資格 

  （１）スクールカウンセラーについて  

①公認心理師  ６２人 

②臨床心理士   ９人 

③精神科医    ０人 

④大学教授等   １人 

    ⑤上記①～③以外の者で自治体等が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者  

０人 

広島市教育委員会 



  （２）スクールカウンセラーに準ずる者について 

    ①大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以

上の経験を有する者          １人 

    ②大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、

５年以上の経験を有する者       ０人 

    ③医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、１年以上の経験を有する者 

                        ０人 

    ④上記①～③以外の者で都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有する者と

認めた者               ０人 

 

○ 主な勤務形態 

   単独校   ８高等学校    （週１日・１回８時間） 

         １中等教育学校  （週１日・１回８時間） 

         １特別支援学校  （週１日・１回８時間） 

   拠点校  ６３中学校     （週１日・１回８時間） 

   対象校 １４１小学校     （週１日・１回４時間） 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

   事業の目的、スクールカウンセラーの役割、職務及び具体的な活動、学校が行うこと、教育委員会が行う

ことなどについて示す指針を策定し、各学校に通知している。 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

   教育センターにおいて、全校の生徒指導主事や教育相談担当教員を対象とする集中研修を実施し、その中 

で、いじめへの適切な対応や不登校への効果的な支援、的確なアセスメントに基づく児童生徒理解など、様々

な視点でスクールカウンセラーとの連携について触れ、理解促進を図っている。 

 
 
 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 
   全スクールカウンセラー 

 
（２）研修回数（頻度） 
   年２回 

 
（３）研修内容 

活動内容や服務、校内体制への位置づけ方や相談方法、児童生徒や保護者への啓発・広報の方法などにつ

いて、スーパーバイザーによる講話やグループ協議等を通して確認し、スクールカウンセラーが複雑化・多

様化する児童生徒をめぐる問題に的確に対応できるよう、専門分野に係る力量の向上を図っている。 
 
（４）特に効果のあった研修内容 

学校いじめ防止委員会等への参加の他、授業観察や家庭訪問等、カウンセリングルーム外におけるスクー

ルカウンセラーの取組について、取り組むにあたって留意・工夫したことや、取り組んだことによる成果、

今後も取組を継続するにあたっての課題等について交流・協議し、より積極的なスクールカウンセラーの活

動についての研修を実施した。 
 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ ＳＶの設置 
スクールカウンセラー等が直面する課題や事例等について、専門的な見地から助言を受けることができ

るようにスーパーバイザーを１名配置している。 
○ 活用方法 
① スクールカウンセラー等が円滑に職務を遂行できるための助言 

② スクールカウンセラー等と学校間の諸課題についてのアドバイスやコンサルテーション 

③ 新任スクールカウンセラー等への面接 

④ スクールカウンセラー連絡協議会の研修講師 

⑤ その他、緊急の問題が発生した学校への支援 

 
（６）課題 
   複雑化・多様化している課題に適切な指導・助言をするためには、今後もスクールカウンセラーの資質能

力の向上を図る必要があることから、スクールカウンセラーの研修強化を図る必要がある。 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校児童へのサポート体制づくりのための活用事例（①不登校）＜拠点校配置＞ 

 夏休み明け頃より、欠席や登校しぶりが見られ始めた小学生女児の事例。学習への不安感や担任への不信感、 

家庭環境の不安定さを抱えていた。母親の送迎により登校は出来ても、教室へ入ることへの不安感が強かった 

ため、校内の「ふれあいひろば」でふれあいひろば推進員が対応することとなったが、小規模校で今までに不 

登校事例がほとんどなかったために、不登校支援の体制が確立されておらず、当初混乱が見られた。 

 スクールカウンセラーは、管理職と相談し「ふれあいひろば」の目的や利用する上での決まり事などを記した 

手引きを作成することを勧め、児童・保護者・学校との間でルールの共有を行った。また、ふれあいひろばでの 

過ごし方についても、本人が出来る範囲での約束を児童と教員との話し合いで決め、視覚化した。さらに、教室 

復帰に向けて担任との信頼関係を築くため、担任が空き時間に本児童と関わることができるよう体制づくりを行 

った。 

 その後、担任・ふれあいひろば推進員・管理職の手厚いサポート体制により、徐々に教室で過ごすことのでき 

る時間が増え、年度末までに教室復帰することが出来た。 

 

【事例２】貧困家庭の子どもを救済するための活用事例（ ⑭貧困の問題 ）＜拠点校配置＞ 

小学生のケースで、複数の兄弟が小学校に通っていたが、皆学校で必要なものが揃わず、また遅刻や休みが多

かったため、保護者とスクールカウンセリングを実施した。 

定期的に面談を行う中で、徐々に家庭内のことを話してくれるようになり、さらに家庭内の状況を正確に把握

するため、学校、ＳＳＷ、区役所と連携した。経済的に厳しい家庭ではあったが、学校で最低限必要な用具を買

うことは可能であると判断され、役所から保護者の方に金銭管理の指導を行い、規則正しい生活、入浴や歯磨き

などの基本的な習慣については、学校と放課後児童クラブとで連携して指導した。 

このように、学校だけでなく、地域の関係機関とも連携をとり、多角的な方向から家庭をサポートすることで、

保護者も様々な支援者と繋がることが出来るようになった。  
 
【事例３】幼い姉妹の世話をする子どもへの学習環境守るための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜拠点校配置＞ 

小学生女児のケースで、遅刻しがちで中々教室に入れなくなったことからスクールカウンセリングを実施し

た。はじめは友人関係のしんどさを訴えていたが、徐々に家庭環境に問題があることが分かってきた。保護者は

まだ非常に若く、女児の下にまだ複数の幼児がおり、その幼児らの世話の多くを女児が担っていた。また食事や

洗濯などの生活面も女児が自立することを余儀なくされ、そのことが女児の中で大きな負担となっていた。 

担任や生徒指導主事などと情報を共有し、チームで女児の訴えをサポートする体制を作った。保護者にも協力

を求め、保護者が女児の負担を認識し、労う声かけが重要であることへの理解を得ることができた。 

その後女児は、遅刻した日や家庭でしんどいことがあると、教室ではなくふれあいひろばを利用し、その日に

スクールカウンセラーや事情を知る先生に話すことができるようになった。 

また家庭において、保護者が時に感謝の言葉や女児のやりたいことを優先してくれることも出てきた。女児の

兄が通う中学校とも連携を取り、家庭の様子を共有することで、正確な状況把握をし、女児が中学生になっても

切れ目のない支援を行える体制を整えることが出来た。  

 
【事例４】新型コロナウイルスに関する差別を予防するための活用事例（⑱教育プログラム）＜拠点校配置＞ 

 今年度、広島市でも児童・生徒が新型コロナウイルス感染症と診断され、臨時休校となる学校が相次いだ。 

すべての学校に対してスクールカウンセラーは、事前に担当校の児童・生徒、保護者、教員に対して、心理教育

的な内容を取り入れたお便りの配布を行った。 

 内容は、子どもにも分かりやすい言葉で「自身や身近な人たちが感染したとわかった時に、どのような感情が



起こるか」「そのような感情が起こった際に、どのように考え、対処するのか」「再登校した時にどのような声

掛けをするのがよいだろうか」を伝え、考えさせるものにした。 

 実際に、感染者が出て臨時休校になった学校では、休校中にスクールカウンセラーが教員に対して研修を行っ

た後、学校再開時に全校（すべてのクラス）において、スクールカウンセラーが事前に配布したプリントを元に

した心理教育を取り入れた授業を行い、担任を通じて児童生徒に予防的な介入を行うことができた。 

 スクールカウンセラーと教員が新型コロナウイルス感染症による差別を予防するために、子どもたちに何をど

のように伝えるべきかを、ともに考える機会となった。 

 
【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

○ 教職員にとっては、校内研修会等でスクールカウンセラーから指導・助言を受けることで児童生徒理解

が深まり、児童生徒に効果的な支援ができるようになっている。 

○ 児童生徒にとっては、スクールカウンセラーによる専門的なカウンセリングを受けることで、精神的な

安定が図られ、意欲的に生活ができるようになったり、不登校傾向の児童生徒を支援するために校内に設

置した「ふれあいひろば」や教室に登校できるようになったりしている。 

○ 保護者にとっては、子どもへの理解や接し方等の助言がスクールカウンセラーから得られることで、安

心感が増し、子どもへの適切な声かけ等が行えるようになっている。 

○ 昨年度のスクールカウンセラーの成果について、スクールカウンセラー配置校からの回答は以下のとお

りであり、一定の成果が出た。 

 ・ ＳＣによる研修会等の実施により教職員の力量が向上した   …８４％ 

・ ＳＣのカウンセリング等により児童生徒等の問題が改善された …６４％ 

 ・ ＳＣのカウンセリング等により保護者の安定が図られた    …９６％ 

 

 

スクールカウンセラー相談件数（平成２９年度～令和２年度） 
＜小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校＞                        （単位：件） 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

児童 

生徒 

保護

者 

教職 

員等 
合計 

児童 

生徒 

保護

者 

教職 

員等 
合計 

児童 

生徒 

保護

者 

教職 

員等 
合計 

児童 

生徒 

保護

者 

教職 

員等 
合計 

8,270 6,646 17,724 32,640 8,534 7,222 19,223 34,979 9,752 7,999 20,432 38,183 11,954 7,983 25,221 45,158 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 
児童生徒のレジリエンス（こころの回復力）を高めることや、ＳＯＳを出すことができる子どもを育成す

ることを目指し、学校とスクールカウンセラーが連携して取り組む体制を整備していく必要がある。 
＜課題の原因＞ 

   近年、リストカットなどの自傷行為を繰り返したり、「死にたい」「消えてしまいたい」という訴えを繰

り返したり、ちょっとした友人関係のトラブルから登校できなくなる、といった心配な児童生徒の状況が見

られることから。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

学校とスクールカウンセラーが連携し、ＳＯＳの出し方等に関する授業を研究し、全校に広めるなど、命

を大切にする教育（自殺予防教育）を行った。 



 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 
昨年度に引き続き、児童生徒のレジリエンス（こころの回復力）を高めることや、ＳＯＳを出すことがで

きる子どもを育成することを目指し、学校とスクールカウンセラーが連携して取り組む体制を整備していく

必要がある。 
＜課題の原因＞ 

   新型コロナウイルスが猛威を振るい、今までとは違った生活様式を強いられ、様々な場で制限のある生活

を送る中で、昨年度にも増して「死にたい」「消えてしまいたい」という訴えが多くみられ、登校できなく

なる、といった心配な児童生徒の状況が見られることから。 

＜解決に向けた取組＞ 

学校とスクールカウンセラーが連携し、ＳＯＳの出し方等に関する授業を研究し、全校に広めるなど、命 

を大切にする教育（自殺予防教育）を推進する。また、ふれあいひろばの活用の充実を図ることで、不登校

（傾向）の児童生徒の心のケアや学力保障を行い、多様化・複雑化している個々のニーズに対応していく。 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校等、児童生徒の対応に当たっては、学校におけるカウンセリング等の機能の充実

を図ることが重要な課題となっている。このため、児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な

知識・経験を有する臨床心理士等の「心の専門家」をスクールカウンセラーとして各校に配置し、

生徒指導上の諸問題の解決に資する。 

 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

平成１６年度より、全市立中学校にスクールカウンセラーを配置している。今後も、文部科学省

の動向を視野に入れて配置する。 

   配置は拠点校方式とし、中学校全６２校に会計年度任用職員（時間額、月額）を配置して、中学

校から校区の小学校へ派遣する。（令和２年度：月額の会計年度任用職員を１２校に配置） 

その他、高等学校及び専修学校、特別支援学校にもスクールカウンセラーを配置している。 
 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

・配置人数：６５名（うち月額嘱託員６名） 

   ・配置校数：小学校１２９校、中学校６２校、高等学校１校、専修学校１校、特別支援学校８校 

   ・資格：公認心理師と臨床心理士資格保有者５５名、臨床心理士のみの資格保有者８名 

 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

・現在、ガイドラインの策定に向けて検討している。 

 
 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・「アンガーマネジメント研修」、「対人スキルアップ研修」、「生涯にわたるメンタルヘルスの基

礎（自殺予防教育）研修」などの教職員に対する各種研修を実施し、スクールカウンセラー事業の

理解促進に向けて取り組んでいる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

北九州市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）研修対象 
   スクールカウンセラー 
 
 
（２）研修回数（頻度） 
   スクールカウンセラー活用事業研修（教育委員会主催）：年３回 

   令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンデマンドで１回実施 

 
（３）研修内容 
   スクールカウンセラー活用事業について 

   小学校５年生全員面接について 

   コロナ禍における長欠・不登校等の状況 

   ＳＵＴＥＫＩアンケートについて 
   実践事例研究等 
 
（４）特に効果のあった研修内容 
   新型コロナウイルス感染症の影響により、オンデマンドでの開催とはなったものの、情報提供、情報

共有を行うことができた。 

 
（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置：有 
○活用方法：月額会計年度任用職員に対して４か月に１回程度実施 

 
（６）課題 
   ＳＶを活用した研修体制の充実 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１－１】登校渋り児童のための活用事例（①不登校、⑧心身の健康・保健、⑩発達障害） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

○対象児童：小学校高学年女子 

 ○概要及び対応経過 

・ 前年度まで欠席等見られなかったが、休校・分散登校になった頃から登校をしぶり、母親から離

れようとしない。人目もはばからず幼児のように泣きじゃくることが増える。 

・ 別室で対応する一方で、好きな教科の学習は教室で参加できる。 

・ 振る舞い方や物の言い方が気になる面もあり、担任、支援加配等と連携をとりながら対応を進め

る。 

・ 本人との関わりは担任が行い、ＳＣは母親とのカウンセリングを重視し定期的に面接を行った。 

・ 教育相談へつなげる。 

・ 本人は次第に落ち着き、教室で過ごせる日も増えてきた。また、母親が「人に頼る」ことに抵抗

がなくなり、子育ての些細な心配事も学校や SCに相談できることも増えてきた。 

 

【事例１－２】本人や家庭に難しさがある不登校生徒のための活用事例（①不登校、⑥家庭環境（児童虐待、

貧困の問題を除く）、⑧心身の健康・保健、⑩発達障害等） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

○ 対象生徒：中学生女子  

○ 概要および対応経過  

・ 小学生の頃より対人関係を築くことの難しさや登校しぶりがあった。 

・ 中学入学後は、きつさを抱えながらも登校ができていたが、少しずつ登校の回数が減ったり、遅

刻が増えたりするようになってきた。 

・ 本人の気持ちや保護者自身の困り感の整理が必要であったため、本人、保護者共にＳＣへの相談

に繋がる。 

・ 面接を重ねていく中で希死念慮、家庭環境の難しさ、本人の特性等複合的な難しさが見受けられ

たため、関係機関とも連携しつつ、支援を続けていった。 

・ 関係機関や学校、SC が本人や保護者との関わりを継続する中で、本人の表情も良くなり、本人

や保護者、家庭環境も少しずつ落ち着いてきた。 

・ 今後も関係機関との連携を継続しつつ、学校復帰を見据えた対応を検討している。 

 

【事例２】児童虐待のための活用事例（⑬ 児童虐待） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

○対象児童：小学校高学年女児 

○概要・対応経過 

・ 生活リズムについて困っているとのことで、ＳＣ面談開始。 

・ 主訴については改善が見られたが話を聴く中で兄弟からの身体的・精神的暴力が話題に上がる。 

・ 本児の許可を得て、担任・養護教諭と情報共有する。 

・ 再度あった場合には、養護教諭・担任に伝えること、SC にも話ができることを伝えると安心し

た表情を見せた。 

・ 担任に、様子観察と定期的に本児と話をすることを依頼する。 

 



【事例３】性被害のための活用事例（⑮性的な被害） 

＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

○対象児童：小学校高学年女児 

○概要・対応経過 

  ・ 本児が下校中、性被害を受けたとの相談が保護者からＳＣにあり、関わりを開始。 

 ・ 保護者との面接後、本児との面接も経て学校管理職・本児と関わりのある職員との情報の共有の承諾

を得、学校での支援体制を構築。 

  ・ 定期的に保護者、本児との面談を実施。少しずつ改善が見られた。 

 
【事例４】スクールカウセラーを講師とした校内研修の事例（⑰校内研修） 

 ○対象：全教職員 

 ○研修内容：アンガーマネジメント研修、メンタルヘルス研修、対人スキルアップ研修 

 ○実施内容 

   コロナ禍であったため、各学校内での集合型研修は実施せず、スクールカウンセラー作成の研修動

画をもとに、各学校で校内研修を実施した。 

   通常であれば、各研修においてスクールカウンセラーが講師となり、パワーポイント資料や本市作

成パンフレット「だれにでも、こころが苦しいときがあるから・・・」等を活用し、研修を行ってい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【４】成果と今後の課題等 

 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

 【児童生徒へのスクールカウンセラー活用】 

令和元年度に対し令和２年度は、小・中学校におけるスクールカウンセラーへの延べ相談件数は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための学校休業等により、４３，２８５件から３８，５０１件

に減少したものの、心のケアの観点からスクールカウンセラーへの心身の健康等に関する相談内容が

増加した。このことから、子どもたちの不安感等に寄り添った対応を各学校で行うことできた成果と

考える。 

また、平成３０年度から予防的対応部分の重点的取組として、全小学校でのスクールカウンセラー

による５年生全員面接を実施しており、全員面接を通してスクールカウンセラーが児童にとって相談

しやすい存在となっている。 

 

 【教職員へのスクールカウンセラー活用】 

教職員への研修として、スクールカウンセラーによる「生涯にわたるメンタルヘルスの基礎（自殺

予防教育）」「アンガーマネジメント」「対人スキルアップ研修」を毎年実施しており、令和２年度

については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、オンデマンドで実施した。このことに

より、教職員の資質向上を図ることができた。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

 ・ 不登校児童生徒の問題について、スクールカウンセラーをどのように活用すると有効か、検討す

る必要がある。 

＜課題の原因＞ 

 ・ 不登校児童生徒の問題も含め、スクールカウンセラーをどのように活用するかなどを総括的に定

めたガイドラインがないため。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・ 本市における不登校等に関する有識者会議において、スクールカウンセラーの代表が委員として

参加し、その活用について検討をしている。 
 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

 ・ 不登校児童生徒の未然防止や早期対応について、スクールカウンセラーをより有効的に活用する

ための方策の検討。 

 ・ スクールカウンセラーをより活用するため、スクールカウンセラーの資質向上に対するスーパー

バイザーの在り方の検討 

＜課題の原因＞ 

 ・ 本市における不登校等に関する有識者会議の指針に対して、スクールカウンセラーの具体的内容

についてガイドラインを作成できていないため。 

 ・ スーパーバイザーについてのガイドラインが作成できていないため。 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・ スクールカウンセラーの具体的な対応・取組についてのガイドライン作成について検討する。 

 

 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 
（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校など、児童生徒や保護者の心の悩みなどについてカウンセリングなどを行い、心の問題の改

善に向けた支援を行うため。 

 

（２） 配置・採用計画上の工夫 

・H30 年度から１校区１日 4時間、年 80 日を基本。SC１人が 2中学校区程度担当。小学校の配置日数を増や

し、全小学校に毎月配置（最大月２回）、年 10～20 日配置 

 ・令和 2年度は、新型コロナウイルス感染症に関する不安や恐れなど、特に小学生は心身共に影響を受けやす

いことから、小学校のスクールカウンセラーの配置日数を倍増した。 

※離島の学校は「心の教室相談員」を配置 １日 4時間 年間 50 日 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

①配置人数 

   ４６人 

   

②配置校数 

小学校     ：１４２校 

  中学校     ： ６７校 

  高等学校    ：  ４校 

  特別支援学校  ：  ８校 

   

③資格 

   ○臨床心理士、公認心理師 

 

④主な勤務形態について 

    単独校   ４高等学校   

    拠点校  ６７中学校 ２特別支援学校  

対象校 １４１小学校 ６特別支援学校  

   ※ 原則週２日・１日４時間程度とし、児童生徒数に応じて日数を調整し決定している。 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

 ・策定の状況 有 

・内容「小学校でのスクールカウンセラーの活用について（通知）」 

 ・小学校での活用をより推進するために、各学校へ通知した。 

 

 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

 ・研修、連絡協議会をオンラインで実施（2回） 

  ※コロナウイルス感染症の影響により中止になった研修あり 

福岡市教育委員会 



【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 

（１）研修対象 

・スクールカウンセラー 

・小中高等学校、特別支援学校のスクールカウンセラー担当（教頭・主幹教諭・教諭） 

   ※第 1 回はコロナのため中止 

 

（２）研修回数（頻度） 

 ・連絡協議会（年間３回）※第 1回はコロナのため中止 

 

 

（３）研修内容 

・「小学校勤務について」実践発表、グループ討議、シェアリング 

・「緊急支援について」 事例発表、グループ討議 

・スクールカウンセラーへ期待することについて 各学校からのアンケート結果を項目に分ける作業 
    

 

（４）特に効果のあった研修内容 

   ・経験別に分けたグループ討議 

テーマ「各学校の期待に対して、どのように対応していくべきか」 

       ・学校の指導上の困り感（コロナ禍における児童生徒、保護者への関り） 

      ・不登校児童生徒への支援 

    ・教育相談コーディネーターとの関係づくり  等 

 

 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（○有・無） 

○活用方法 

  ・日頃より、各カウンセラーからの相談に、より専門的な立場から指導助言する。 

・研修会の内容を決めるにあたって、SV の意見をもとに内容を決めた。 

・研修会の中で、質問に対して的確に答えたり、全体的な指導に関する講話をしたりする時間を確保した。 

   ・緊急支援の学校対応 

 

（６）課題 

 ・令和 3年度、ＳＣの大量募集に伴い、さらなる研修が必要であると考えている。 

・今後、ＳＣとＳＳＷ、登校に支援を要する児童生徒に専任で対応する教員による合同の研修等も実施し連

携して児童生徒への支援ができるようにしていくとともに、スーパーバイザーを増員し、資質向上を図っ

ていく。 

 
 
 
 



【３】スクールカウンセラー等の活用事例   
【事例１】不登校の生徒のための活用事例（①不登校、⑨学業・進路、⑭貧困の問題）＜拠点校配置＞ 

中学 2年生。連休明けより欠席が続く。担任と登校支援担当教員による家庭訪問もあり、別室登校を利用する。

その後、別室利用の生徒が増え、その中には共通の趣味もあり、気が合う生徒もいた。 

 Ａ子とＳＣとの関わりは挨拶がてら顔を見に行くところから始まった。別室登校の生徒とは予約を設定して面

談をすることもあったが、休み時間を利用して雑談をすることもあった。 

 Ａ子と面談中、友人の話になる。自分を慕ってくれてうれしいこと等の話があったが、その中で友人の持ち物

の話となる。友人の物は値段が高い。ほしいけど、自分は買えない。という話から家庭の経済状況の話となる。 

 家庭の事情によりＡ子自身進学への意味があまり見いだせず、アルバイトをしながら興味のあることをしたい

という話であった。家の経済状況については詳しいことはよく分からないとのことであった。 

 担任と登校支援担当教員と情報を共有。進路に対して改めて確認すると同時に SSＷにも情報を共有し、家庭が

利用できる資源の情報提供を、担任を通じて行ってもらうようにした。本人と保護者共に担任との関係がよく、

通信制・単位制の高校の情報提供や奨学金の話等がスムーズにできていた。実質的な家庭支援への情報提供や進

学に関しては担任や SSW が、SCは本人と面談を重ねる中で家庭の状況についてもそれとなく聞くようにしていた

が、家庭的に厳しい状況の中、Ａ子がすでにできていることに焦点を当てるようにしていた。 

 その後、単位制の高校に保護者本人共に興味を持ったようで進学の意欲が出てきた。進学の見通しがついたこ

とで本人の気持ちも明るくなった。 
【事例２】虐待で苦しむ生徒のための活用事例（⑬ 児童虐待）＜拠点校配置＞ 

 中学 2 年生。父親より暴言や殴られたり、物を投げつけられたりすることがあった。現在は殴られることはな

くなっているが、今でも父親が怖くて仕方ない。自分が居なくなれば良いのではないかという気持ちがあり、ず

っと「死にたい」との気持ちを持っている。 

一度、死んでしまおうと行動に移しかけたときはあるが、家族に止められた。席に座っていることは出来るが、

身体が終始動いているなど発達の難しさも伺える。病院には行っており、現在は心理検査を実施している。病院

で今後も暫くは検査の予定であり、カウンセリングが出来ないため、心のケアに関しては医師の許可のもと学校

で対応することになった。また、本人の感情の起伏、特に怒りの感情、が大きくなっている様子が伺えた。薬に

関しては病院に相談するように伝えつつ、本人がイライラに対してどう対応していくかを話していくことにし

た。本人の許可を取り、上記の内容を学校で共有した。 

その後、母親と養護教諭を通して情報共有をしたところ、経済的な DVも疑われたため、SSW と母親を繋ぐこと

となった。SSW が母親と話した結果、福祉サービスに繋ぐことが決定した。SSW や養護教諭などの教員と協働し

てこれからも本人、家庭に対して支援を行っていく予定である。 

【事例３】ヤングケアラーのための活用事例（⑯ ヤングケアラー）＜拠点校配置＞ 

中学生。体調不良、登校渋りが続いていた生徒の母親と面談を行い、生徒自身も登校しぶりや体調不良で欠席

が見られていたため、家庭での様子等も含め学校と共有を行った。その時の保護者の様子から、SSW への相談も

含め家庭全体への支援を検討した。その後、関係者より行政サービスへ相談があり、子どもの置かれている状況

が明確になる。父親は仕事のためほぼ不在で、家事の一部、母親や兄弟への対応における負荷が本人にかかって

いたようであった。当該生徒と面談を継続し、保護者への対応について話し合い、本人の許可のもと担任・SSW

と共有を行なう。当該生徒とは週１～２に１回の面談を実施。面談の中では、家事を本人が一部負担しているこ

と、母親を励ましていることなどが語られ、母親の心の状況の理解への難しさが語られる。本人の様子として、

気持ちを表出することの無意識的なためらいもあり、最初は言語面接に限りがある印象があった。しかし、面接

を重ねていくことで無意識に抑えられていた気持ちが自然と表出されるようになってきた。その後、家庭にも支

援が入ることとなり、学校・SC・SSW で共有しながら継続して支援を行った。 

 



【事例４】SC を生かした授業・校内研修での活用事例（⑰校内研修⑱教育プログラム）＜拠点校配置＞ 

小学校。SC活動、主にカウンセリングにおいてここ数年、不登校の相談を中心として「家にいる時はずっとゲ

ームをしている」、あるいは「動画を観ている」といった、いわゆるデジタル依存的傾向にある児童生徒が急激

に増えてきた現状が観察される。 

SC が見聞している中には「食事や睡眠を削ってでもゲームに没頭しており体重が減少している」といった、薬

物依存症が進行した状態と極めて類似した状態に陥っている児童も観察された。また、子どものスマホ依存、ゲ

ーム依存からの治療回復は、大人の依存症よりも困難とも言われている。 

ある学校の生徒指導委員会に出席した際、不登校児童生徒の中に上記と同様の過ごし方をしている児童生徒の

ことが報告されたため、SC からのコメントとして上記の現状を重ねて情報提供し、問題意識を共有した。 

以上の現状を踏まえ、その学校長をはじめとする管理職からの要請により、夏休み前に児童生徒を対象として

SC による「スマホ、ネット依存についての授業」を行った。内容は主に、「スマホ時間の長さが成績に与える影

響」、「デジタルが脳に与える三つの影響（感情、記憶、依存）」、「スティーブ・ジョブズをはじめとした IT

関係者の多くが子どもにデジタルを与えないこととその理由」、「依存症と回復」、「デジタルの影響について

のセルフチェック」、などについて、子どもたちにわかりやすい内容にまとめたものであった。またさらに全職

員を対象として同様の内容について職員研修を行い、全ての職員にデジタルの影響についての基本的な知識を共

有していただき、今後ほかの学年においても、学校全体で子どもの理解度に応じて啓発を進めていけるように体

制つくりを行った。 

 

【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 
・相談件数の年度ごとの推移 

年度 相談件数（件） 

Ｈ３０ ２６，６７５ 

令和元年 ２６，２２０ 

令和 2年 ３２，２８０ 

福岡市教委実施「スクールカウンセラー・心の教室相談員 相談件数等調査」より 

  

・これまで、全ての福岡市立学校にスクールカウンセラー等を配置しており、不登校や発達障がい、心身の健 

康に関することなど、課題を抱える児童生徒や保護者、教職員の悩みに対応することができた。 

・令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に関する不安や恐れなど、特に小学生は心身共に影響を受けやす

いことから、小学校のスクールカウンセラーの配置日数を倍増し、支援の充実を図ることができた。 

 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

 ＜課題の概要＞ 

  ・人材確保 

  ・スクールカウンセラーの資質・能力の向上 

＜課題の原因＞ 

  ・組織的な対応が必要なため 

＜解決に向け実施した取組＞ 

 ・研修内容の充実 

 ・ＳＶの計画的な実施 



 
 
 
 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・児童生徒や保護者のもつ課題は複雑化、困難化しており、ＳＣや教育相談コーディネーター・ＳＳＷなど

が教員とともに連携し、きめ細やかな支援を行うことが必要。 

 ・問題の早期発見や予防、新型コロナウイルスの影響による心身の不安やストレスに対応する必要がある。 

・人材確保 

・SCの資質向上 

 

＜課題の原因＞ 

・配置日数の関係で、子どもに接する時間が少ないこと 

・研修時間の確保が難しいこと 

 

＜解決に向けた取組＞ 

  ・配置日数の増加 

・研修時間の確保と SSW と連携した研修の充実 

  ・ＳＶの計画的な実施 



 
 
【１】スクールカウンセラー等の推進体制について（令和２年度） 

（１）スクールカウンセラー等の配置の主な目的 

いじめや不登校、問題行動の解決に資することを目的とし、高度な専門的知識、技能に基づいた専門的カ

ウンセリング等による対応を行い、問題解決を図った。また、平成２８年熊本地震による児童生徒の心身の

状況について観察及びカウンセリングを行うことを通して児童生徒に対しきめ細かな心のケアを実施した。 

 

（２）配置・採用計画上の工夫 

熊本地震発生に伴うカウンセリングが必要な児童生徒に対応するため、本市が年に３回実施する「熊本地

震に伴うカウンセリングが必要な児童生徒数調査」を基に指定した重点配置校に国の補助（10/10）分を配

分した。 

重点配置校を除いた学校には、全中学校区に拠点校を設け、中学校区内の小学校を対象校として位置づけ、

国の補助（1/3）分を配分した。 

 

（３）配置人数・配置校数・資格・主な勤務形態 

①スクールカウンセラー等活用事業 

・配置人数：４２人（①公認心理士７人、②臨床心理士６人、①②２つに該当２９人） 

・拠点校 ：４２中学校 

・対象校 ：９２小学校 

・配置時間：拠点校 1校区あたり年間６１５時間、年間２１０時間、年間１７５時間、年間１４０時間、

年間１０５時間、年間７０時間を配分 

      拠点校Ａ 年間６１５時間  ２校 

      拠点校Ｂ 年間２１０時間  ３校 

      拠点校Ｃ 年間１７５時間  ８校 

      拠点校Ｄ 年間１４０時間 １０校 

      拠点校Ｅ 年間１０５時間 １４校 

      拠点校Ｆ 年間 ７０時間  ５校 

      ※対象校の活動時間については、拠点校分に含む。 

   ②災害時緊急スクールカウンセラー活用事業 

・配置人数  ：３０人（①公認心理士１人、②臨床心理士２４人、①②２つに該当５人） 

・配置小学校数：５２校 

・配置中学校数：２３校 

・配置時間  ：２，６２５時間 

 

（４）スクールカウンセラー等に対する教職員の理解促進に向けた取組 

①活動方針等に関する指針（ガイドライン）の策定状況・周知方法 

    【策定状況】 

     ・指針は作成していないが、第１回連絡協議会での説明資料を作成している。 

    【周知方法】 

     ・第１回連絡協議会でＳＣと学校担当者に説明している。 

 

熊本市教育委員会 



 ②研修の実施や①以外の教職員の理解促進に向けた取組 

・学校の判断で、ＳＣの活用やカウンセリングについての研修を校内で行っている。 

  ・第１回連絡業議会の説明資料のデータを全職員が見たり、ダウンロードしたりできる所に保管し、そのこ 

とを周知している。 

 
【２】スクールカウンセラー等の資質向上に向けた研修体制 

 
【３】スクールカウンセラー等の活用事例   

【事例１】不登校のための活用事例（①不登校、④友人関係、⑥家庭環境、⑧心身の健康・保健）＜ＳＣの配置 

形態：拠点校配置＞ 

 事例対象者Ａは、小学生の頃の対人トラブルから人間関係に負担を感じるようになり、中学１年の半ばから不

登校になった生徒。「クラスメイトから文句を言われているような気がする」との不安を訴え、クラスへの復帰

は困難と思われた。Ａは家庭でも自室にこもりがちな生活を送っていたため、外出するきっかけ作り、学校との

つながり続けることを目的に、月１回のカウンセリングを実施した。 

 Ａは、カウンセリングには欠かさず出席した。面接を続けていく中で、「母親を失望させている」、「生きて

いくのがつらい」などの思いが語られたことから、母子合同面接を実施した。 

 幼少期からしつけに厳しい母親で、Ａは母親との面接を初めはためらっていたが、母親はＡの思いをしっかり

と受け止めてくれた。「元気に生きていてくれさえいればいい」との言葉にＡは安堵し、母親の励ましを受けて、

適応指導教室の見学を決意した。 

 Ａは、適応指導教室でも他生徒の目が気になるとのことで、正式な利用にはつながらなかったが、部活の所属

は継続していたため、顧問の先生から活動の案内をしたり、担任から家庭への定期連絡を通じて、サポートを続

けている。また、対人不安の緩和のための病院受診にあたっては、学校から病院への情報提供を行った。 

 

 

（１）研修対象 

ＳＣ、教育委員会事務局スクールカウンセラー担当職員 

（２）研修回数（頻度） 

連絡協議会(年間３回) 

（３）研修内容 

・本市におけるスクールカウンセリング業務の円滑な運営について 

・大学院教授による講話 

（４）特に効果のあった研修内容 

・ＳＣとＳＳＷの協働による、子どもを取り巻く問題等の解決に向けた方策を協議したこと。 

（５）スーパーバイザーの設置の有無と活用方法 

○ＳＶの設置（無） 

○活用方法 

本市のＳＣとしての勤務が長く、スキルが高い２人のＳＣによる個別指導を令和元年度から始めた。 

（６）課題 

・ＳＣとしての資質向上に向けた研修の機会が限られているため、研修の内容の充実を図る必要がある。 

・各ＳＣが各学校で担任をはじめ各職員との連携を意識した「チームとしての学校」の取組を推進する必

要がある。 



【事例２】児童虐待の支援のための活用事例（⑬児童虐待）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

事例対象者Ｂは中学生。父親から母子への暴言・暴力があり、家庭内が強い緊張状態にあった。母親は「父親

から子供を守りたい」という思いはあったものの、父親への恐怖心が強く、具体的な行動が取れずにいた。また、

児童相談所が家庭に対する継続支援を行っていることを、保護者は学校に伏せていた。 

Ｂの連続欠席を機に、学校が家庭の状況を把握し、ＢをＳＣへとつないだ。ＳＣはＢとの面談と並行して、母

親にも定期的に来校してもらい、面談を重ねた。面談においては、母子それぞれの状況に応じて、安心感のはぐ

くみ、エンパワメント、家族に対する対応についての具体的助言、ＤＶや虐待に関する心理教育等を念頭に置き

ながら対応した。 

学校は、学年担当や部活動担当を中心に、学校がＢにとって安心できる居場所となるよう調整を図った。担任

は母親と細やかに連絡を取り合い、また母親から相談があった際は、じっくり話を聴くことで、信頼関係の構築

に努めた。時間の制約上、ケース会議へのＳＣの参加はかなわなかったものの、養護教諭がＳＣと教職員との橋

渡しを担うことで、共通理解に基づく対応を図った。ＳＳＷや公的機関との連携は管理職が窓口となった。 

支援を継続する中で、Ｂは登校を再開し、母親は離婚に向けた手続きをとり始めた。ＳＣはＢに対し、両親離

婚後の生活に関する意思決定の支援や、居場所であった学校との別れに伴う心理的動揺へのサポートを行った。

Ｂの転校によりケースを終結した。 

 

【事例３】弟の面倒をみる生徒のための活用事例（⑯ヤングケアラー）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

両親と中学生のＣ（女子生徒）、小学校低学年の弟の４人家族。嘔吐を理由に遅刻や欠席が増えたため、ＳＣ

面談に至る。面談を重ねる中で、母が情緒不安定で養育が難しく、父は仕事で早朝から家を出るため、弟の朝の

準備をＣが担っていることがわかる。さらに、弟が起きないので準備が間に合わない、弟を送り出してからＣが

登校するため遅刻になる、起きずに休む時には小学校へ欠席連絡を入れる、ことなども語られた。 

学校でも給食を食べた後の嘔吐が見られたことから、ＳＣから父へＣの状態を伝えて病院受診を打診する。最

初は重く受け止めていなかった父も、数カ月後にはＣを連れて内科、その後、精神科を受診した。服薬も開始し、

現在、欠席はほとんどなくなっている。また、弟の不登校の背景に、スマホを常時手放せないことによる昼夜逆

転があることがわかり、父へ再度面談を行って弟の病院受診を促している。 

 
【事例４】受験前の生徒の健康づくりのための活用事例（⑱教育プログラム）＜ＳＣの配置形態：拠点校配置＞ 

２学期末の三者面談や冬休み前後の保健室において、受験勉強のため睡眠時間を減らしたために体調不良を訴

える中３の生徒が増加した。また受験への不安からストレスを抱えて悩む姿が多く見られたことから、健康な心

身で入試を乗り切るために、ストレスや睡眠、記憶をテーマとした講話をＳＣと養護教諭が協働し、クラス単位

で実施した。事前に勉強時間や睡眠時間、ストレスに関する簡単なアンケートを行った。 

パワーポイントを用いて、養護教諭は心と身体の関係について自律神経、特に交感神経と副交感神経のバラン

スが大切であることや、ストレス反応の症状について話した。 

ＳＣは理想的な睡眠の状態や、記憶定着のための効果的な学習方法、五感を活用したストレス対処法について

教示し、生徒自身が睡眠や勉強方法、ストレスについて見つめなおす機会を持った。 

結果、以下のような効果があったと感じる。 

①事後のアンケートでは、睡眠の大切さがわかった、自分のストレス対処法が正しいとわかったといった意見 

がみられ、心身の健康について振り返る機会となった。 

②睡眠と記憶の関係を学ぶことで、限られた時間で効率よく学習しようとする意識が高まった。 

③ＳＣの存在を周知し、高校や一般社会でも相談場所があることを情報提供したことで、一人で抱え込まず誰 

かに相談する大切さを卒業前に伝えることができた。 



【４】成果と今後の課題等 

（１）スクールカウンセラー等活用事業の成果 

本市では平成２４年度に政令指定都市へと移行するに伴い、国から直接補助を受けて「熊本市スクール

カウンセラー配置事業」をスタートし、年々事業を拡充してきた。平成２５年度には市内全４２中学校の

うち拠点中学校２１校に２９人のＳＣを配置し、全中学校で定期的にカウンセリングを受けることができ

る体制が整った。平成２７年度は、拠点中学校２１校に３２人のＳＣを配置し、事業を実施した。 

平成２８年度は「平成２８年熊本地震」の発生により、通常の「スクールカウンセラー等活用事業」に

併せ文部科学省「災害時緊急スクールカウンセラー活用事業」の補助（10／10）を受けＳＣを実施した。

平成２９、３０年度、令和元、２年度も引き続き補助（10／10）を受け児童生徒の心のケアを行った。 

ＳＣの活用により、児童・生徒がカウンセリングを受けることはもちろん、保護者もカウンセリングを

受けることで状況が改善したという成果が多く見られた。 

【令和２年度】 

①スクールカウンセラー等活用事業 

・相談実人数：児童・生徒２，３２３人、保護者１，０５８人、教職員９９８人、その他１０５人、 

合計４，４８４人 

・相談延べ人数：児童・生徒３，５５０人、保護者１，３３０人、教職員２，１３５人、 

その他３７４人、合計７，３８９人 

・相談内容（延べ人数）：「不登校に関すること」１，４２９人、「健康、心身の問題」１，７３５人、 

「友人関係に関すること」７００人、「家庭環境の問題（児童虐待、貧困の 

問題を除く）」８１２人 

    ・ＳＣによる職員研修等での活用回数：３６回 

    

②災害時緊急スクールカウンセラー活用事業 

・相談実人数：児童・生徒１，１３１人、保護者４１７人、教職員３７０人、その他２２人、 

合計１，９４０人 

・相談延べ人数：児童・生徒１，７３３人、保護者５３１人、教職員７７２人、その他６４人、 

合計３，１００件 

・相談内容（延べ人数）：「不登校に関すること」５１６人、「健康、心身の問題」１，０５９人、 

「友人関係に関すること」２６０人、「家庭環境の問題（児童虐待、貧困の 

問題を除く）」３４１人 

    ・ＳＣによる職員研修等での活用回数：２３回 

家庭や学校における対応について専門的な立場での助言により、保護者の安心感へとつながってい

る。また、教職員に対して、専門的な立場から対処方法のアドバイスを行うことで、その後の関係機関

との連携や支援方法の具体的検討へとつながっている。 

カウンセリング後のフィードバックを通して、教職員が児童生徒・保護者の思いをより深く理解する

ことで保護者との連携がとりやすくなっており、教職員も安心感をもって対応できるようになった。 
 
（２）課題と課題解決に向けた取組 

 ①昨年度（令和元年度実践活動事例集）に記載した課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

   ＜課題の概要＞ 

・効果的にカウンセリングを実施できるよう、ＳＣを対象とした研修の在り方や内容を検討していく必

要がある。 

＜課題の原因＞ 

   ・学校でのカウンセリングは病院や施設等でのカウンセリングと違い、学校との連携の在り方や相談の

内容に特有のものがある点が要因と考えられる。 

＜解決に向け実施した取組＞ 

・本市のＳＣとしての勤務が長く、スキルが高い２人のＳＣによる個別指導の時間を設けた。 

    ・本市のＳＣとしての勤務が３年未満のＳＣを対象に、経験年数に応じて個別のＳＶを実施した。 

②今後の課題、課題の原因、その解決に向け実施した取組 

＜課題の概要＞ 

・効果的にカウンセリングを実施できるよう、ＳＣを対象とした研修の在り方や内容を検討していく必



 

要がある。 

＜課題の原因＞ 

・学校でのカウンセリングは病院や施設等でのカウンセリングと違い、学校との連携の在り方や相談の

内容に特有のものがある点が要因と考えられる。 

＜解決に向けた取組＞ 

   ・本市のＳＣとしての勤務が長く、スキルが高い２人のＳＣによる個別指導を昨年度に引き続いて行う

予定である。 

・本市のＳＣとしての勤務経験年数に応じて、昨年度より個別のＳＶを実施することに加えて、１年目 

のＳＣには合同での新人研修会を実施する予定である。 


